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＜概 要＞ 

1．において，設計基準事故対処設備の設置許可基準規則，技術

基準規則の追加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対

する発電所における適合性を示す。 

 

2．において，設計基準事故対処設備について，追加要求事項に

適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等

について説明する。 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第

6 条及び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化す

る。（表 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は６条

「2.1 その他自然現象

等」で記載） 
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1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に

加え，以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び高潮の自然現象（地震

及び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した場合

において，自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件において

も安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，

洪水については，立地的要因により設計上考慮する

必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見

を踏まえ，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該重要

安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じ

る応力について，それぞれの因果関係及び時間的変

化を考慮して適切に組み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突又

は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）に対して安全機

能を損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定され

る人為事象のうち，飛来物（航空機落下）について

は，確率的要因により設計上考慮する必要はない。

また，ダムの崩壊については，立地的要因により考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は６条

「2.1 その他自然現象

等」で記載） 
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慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想

定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）の組合せについては，地

震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考

慮する。事象が単独で発生した場合の影響と比較し

て，複数の事象が重畳することで影響が増長される

組合せを特定し，その組合せの影響に対しても安全

機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に

対して，安全施設が安全機能を損なわないために必

要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対

処設備を含む。）への措置を含める。 

 

(a-2) 竜巻 

安全施設は，想定される竜巻が発生した場合に

おいても，作用する設計荷重に対して，その安全

機能を損なわない設計とする。また，安全施設は，

過去の竜巻被害状況及び発電所のプラント配置

から想定される竜巻に随伴する事象に対して，安

全機能を損なわない設計とする。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻

の最大風速は，100m／sとし，設計荷重は，設計

竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び飛来物が安全施設に衝突する際の衝撃荷重

を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全施設に

常時作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以

外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせ

たものとして設定する。 

安全施設の安全機能を損なわないようにする

ため，安全施設に影響を及ぼす飛来物の発生防止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は６条

「2.1 その他自然現象

等」で記載） 
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対策を実施するとともに，作用する設計荷重に対

する安全施設及び安全施設を内包する区画の構

造健全性の確保若しくは飛来物による損傷を考

慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることで，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

飛来物の発生防止対策として，飛来物となる可

能性のあるもののうち，東海発電所を含む当社敷

地内の資機材，車両等については，飛来した場合

の運動エネルギ又は貫通力が設定する設計飛来

物（鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，質

量 135kg，飛来時の水平速度 51m／s，飛来時の鉛

直速度 34m／s））より大きなものに対し，固縛，

固定又は防護すべき施設からの離隔を実施する。 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上記の

設計飛来物（鋼製材）の運動エネルギ又は貫通力

を上回る飛来物が想定される場合は，隣接事業所

との合意文書に基づきフェンス等の設置により

飛来物となるものを配置できない設計とするこ

と若しくは当該飛来物の衝撃荷重を考慮した設

計荷重に対し，当該飛来物が衝突し得る安全施設

及び安全施設を内包する区画の構造健全性を確

保する設計とすること若しくは当該飛来物によ

る安全施設の損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること若しくは安全上支障の

ない期間で修復等の対応を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損

なわない設計とする。 

【別添資料１（3.：1-48～78）】 

 (2) 安全設計方針 

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及

び想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるもの

を除く。）に対して，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は６条

「2.1 その他自然現象

等」で記載） 
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安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針」で規定されている重要度分類（以下 1.7 では「安全重

要度分類」という。）のクラス１，クラス２及びクラス３に属す

る構築物，系統及び機器とする。 

その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子

炉を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその

状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能又は異常の

影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器並びに使用済燃

料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常

の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，

系統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び

安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統

及び機器を外部事象から防護する対象（以下「外部事象防護対

象施設」という。）とし，機械的強度を有すること等により，安

全機能を損なわない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護

対象施設となる建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等に

より，内包する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計及び外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計

とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象

施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持する

こと若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を

損なわない設計とする。 

【別添資料１（1.2.1：1-2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は６条

「2.1 その他自然現象

等」で記載） 
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2.2 竜巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 竜巻に対する防護に関して，設計上対処すべき施設を抽出

するための方針 

(1) 竜巻から防護する施設の抽出 

竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びク

ラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

 

 

 竜巻影響評価の対象施設としては，「(2-1) 評価対象施設」及

び「(2-2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評

価対象施設」に示す。 

 

 

 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針 

(1) 竜巻に対する設計の基本方針 

安全施設が竜巻に対して，発電用原子炉施設の安全性を確

保するために必要な安全機能を損なわないよう，基準竜巻，

設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，以下の事項に対して，

対策を行い，建屋による防護，構造健全性の維持，代替設備

の確保等によって，安全機能を損なわない設計とする。 

 

また，安全施設は，設計荷重による波及的影響によって，

安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．飛来物の衝突による施設の貫通及び裏面剥離 

ｂ．設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び設計飛来物等による衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷

重並びにその他の組合せ荷重（常時作用している荷重，運

転時荷重，竜巻以外の自然現象による荷重及び設計基準事

故時荷重）を適切に組み合わせた設計荷重 

ｃ．竜巻による気圧の低下 

ｄ．外気と繋がっている箇所への風の流入 

 

 

 

 

設計竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス

２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

設計竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，設計

荷重に対し機械的強度を有すること等により，安全機能を損

なわない設計とする。 

竜巻影響評価の対象施設としては，「1.7.2.1(3) 外部事

象防護対象施設等のうち評価対象施設」及び「1.7.2.1(4) 外

部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設」に示

す施設を，竜巻影響評価の対象施設とする。 

なお，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」

の重要度分類における耐震Ｓクラスの設計を要求される設備

2.2 竜巻 

 

(1) 竜巻に対する設計の基本方針 

安全施設が竜巻に対して，発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な安全機能を損なわないよう，基準竜

巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，以下の事項に対

して，対策を行い，建物による防護，構造健全性の維持，代

替設備の確保等によって，安全機能を損なわない設計とす

る。 

また，安全施設は，設計荷重による波及的影響によって，

安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．飛来物の衝突による施設の貫通及び裏面剥離 

ｂ．設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び

設計飛来物による衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並び

にその他の組合せ荷重（常時作用している荷重，運転時荷重，

竜巻以外の自然現象による荷重及び設計基準事故時荷重）を

適切に組み合わせた設計荷重 

ｃ．竜巻による気圧の低下 

ｄ．外気と繋がっている箇所への風の流入 

 

2.2.1 竜巻に対する防護に関して，設計上対処すべき施設を抽出

するための方針 

 (1) 竜巻から防護する施設の抽出 

竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，安全重要度分類のクラス1，クラス2及びクラ

ス3に該当する構築物，系統及び機器とする。 

竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，設計荷重に対

し機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設

計とする。 

竜巻影響評価の対象施設としては，「(2-1) 評価対象施設」及

び「(2-2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評

価対象施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は「(2-1)

評価対象施設」で記載） 
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また，竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設

のうち評価対象施設，外部事象防護対象施設に波及的影響を及

ぼし得る評価対象施設を「評価対象施設等」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 竜巻影響評価が必要となる施設の選定 

(2-1) 評価対象施設 

 

 

（系統，機器）及び建屋，構築物のうち，竜巻の影響を受け

る可能性がある施設を抽出した結果，追加で「1.7.2.1(3) 外

部事象防護対象施設等のうち評価対象施設」に反映する施設

はない。 

竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設等の

うち評価対象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響

を及ぼし得る施設を「評価対象施設等」という。 

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないようにする

ため，外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす飛来物の発生

防止対策を実施するとともに，作用する設計荷重に対する外

部事象防護対象施設の構造健全性の維持，外部事象防護対象

施設を内包する区画の構造健全性の確保若しくは飛来物によ

る損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらを適

切に組み合わせた設計とする。 

屋外に設置する外部事象防護対象施設の構造健全性の維持

又は外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性の確

保において，それらを防護するために設置する竜巻飛来物防

護対策設備は，防護ネット，防護鋼板等から構成し，飛来物

から外部事象防護対象施設を防護できる設計とする。 

【別添資料１（1.：1-1～14）】 

 

(2) 設計竜巻の設定 

「添付書類六 8. 竜巻」において設定した基準竜巻の最

大風速は 92m／sとする。 

設計竜巻の設定に際して，発電所は敷地が平坦であるため，

地形効果による風の増幅を考慮する必要はないことを確認し

たが，将来的な気候変動に伴う不確実性を踏まえ，基準竜巻

の最大風速を安全側に切り上げて，設計竜巻の最大風速は

100m／sとする。 

 【別添資料１（2.：1-15～47）】 

 

(3) 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設 

外部事象防護対象施設は，設計荷重に対し機械的強度を有す

ること等により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

また，竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設

のうち評価対象施設，外部事象防護対象施設に波及的影響を及

ぼし得る評価対象施設を「評価対象施設等」という。 

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないようにするた

め，外部事象防護対象施設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対

策を実施するとともに，作用する設計荷重に対する外部事象防

護対象施設の構造健全性の維持，外部事象防護対象施設を内包

する区画の構造健全性の確保若しくは飛来物による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせた

設計とする。 

屋外に設置する外部事象防護対象施設の構造健全性の維持又

は外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性の確保に

おいて，それらを防護するために設置する竜巻防護対策設備は，

竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板等から構成し，飛来物から外部

事象防護対象施設を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 竜巻影響評価が必要となる施設の選定 

(2-1)評価対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は

「2.2.2.3 設計竜巻の

設定」で記載） 

・保守性の考え方の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も設計竜

巻の最大風速に十分

な保守性を持たせて

いる 
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本評価における評価対象施設は，外部事象防護対象施設のう

ち，屋内設備は内包する建屋により防護する設計とすることか

ら，屋外設備（建屋含む），外気との接続がある設備及び外殻と

なる施設等による防護機能が期待できない設備に分類し，抽出

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備

については，建屋，構築物の構造健全性維持可否の観点，設計

飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点

から，設備を抽出する。 

 

 

なお，外部事象防護対象施設に含まれない構築物，系統及び

機器は，竜巻及びその随伴事象により損傷した場合であっても，

代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

評価対象施設の抽出フローを「別添 2-1 添付資料 1.2」に示

す。抽出結果を以下に示す。 

 

また，上記の抽出に加え，「基準地震動及び耐震設計方針に係

る審査ガイド」の重要度分類における耐震 S クラスの設計を要

求される設備（系統，機器）及び建屋・構築物のうち，竜巻の

影響を受ける可能性がある設備を抽出し，追加で評価 

対象施設に反映する施設がないことを確認した。 

外部事象防護対象施設は，外殻となる施設（建屋，構築物）

（以下「外殻となる施設」という。）に内包され，外気と繋が

っておらず設計竜巻荷重の影響から防護される施設（以下「外

殻となる施設に内包され防護される施設（外気と繋がっている

施設を除く。）」という。），設計竜巻荷重の影響を受ける屋

外施設（以下「屋外施設」という。），外殻となる施設に内包

されるため，設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物等に

よる衝撃荷重の影響から防護されるが，外気と繋がっており設

計竜巻の気圧差による荷重の影響を受ける施設（以下「屋内の

施設で外気と繋がっている施設」という。）及び外殻となる施

設に内包されるが設計竜巻荷重の影響から防護が期待できない

施設（以下「外殻となる施設による防護機能が期待できない施

設」という。）に分類し，このうち，外殻となる施設に内包さ

れ防護される施設（外気と繋がっている施設を除く。）は内包

する建屋により防護する設計とすることから，評価対象施設は，

屋外施設，屋内の施設で外気と繋がっている施設及び外殻とな

る施設による防護機能が期待できない施設とし，以下のように

抽出する。 

 

なお，外殻となる施設による防護機能が期待できない施設に

ついては，「1.7.2.1(3)a. 屋外施設」のうち外部事象防護対

象施設を内包する区画の構造健全性維持可否の観点並びに設計

飛来物の衝突等による開口部の開放及び開口部建具の貫通の観

点から抽出する。 

 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及び

その随伴事象により損傷した場合であっても，代替手段がある

こと等により安全機能は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設は，外殻となる施設（建物，構築物）

（以下「外殻となる施設」という。）に内包され，外気と繋がっ

ておらず設計竜巻荷重の影響から防護される施設（以下「外殻

となる施設に内包され防護される施設（外気と繋がっている施

設を除く。）」という。），設計竜巻荷重の影響を受ける屋外施設

（以下「屋外施設」という。），外殻となる施設に内包されるた

め，設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物等による衝撃

荷重の影響から防護されるが，外気と繋がっており設計竜巻の

気圧差による荷重の影響を受ける施設（以下「外気との接続が

ある施設」という。）及び外殻となる施設に内包されるが設計竜

巻荷重の影響から防護が期待できない施設（以下「外殻となる

施設による防護機能が期待できない施設」という。）に分類し，

このうち，外殻となる施設に内包され防護される施設（外気と

繋がっている施設を除く。）は内包する建物により防護する設計

とすることから，評価対象施設は，屋外施設，外気との接続が

ある施設及び外殻となる施設による防護機能が期待できない施

設とし，以下のように抽出する。 

 

 

また，外殻となる施設による防護機能が期待できない施設に

ついては，建物，構築物の構造健全性維持可否の観点，設計飛

来物の衝突による開口部の開放又は開口部の貫通等の観点か

ら，施設を抽出する。 

 

 

なお，外部事象防護対象施設に含まれない構築物，系統及び

機器は，竜巻及びその随伴事象により損傷した場合であっても，

代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

評価対象施設の抽出フローを「別添2-1 添付資料1.2」に示す。

抽出結果を以下に示す。 

 

また，上記の抽出に加え，「基準地震動及び耐震設計方針に係

る審査ガイド」の重要度分類における耐震 S クラスの設計を要

求される設備（系統，機器）及び建物・構築物のうち，竜巻の

影響を受ける可能性がある施設を抽出し，追加で評価対象施設

に反映する施設がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東海第二は

「1.7.2.1(1) 竜巻に

対する設計の基本方針」

で記載） 
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耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出フロー及び抽

出結果を｢別添 2-1添付資料 1.3」に示す。 

 

 

  （屋外設備） 

・軽油タンク 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系 

・原子炉建屋 

・タービン建屋 海水熱交換器区域 

・コントロール建屋 

・廃棄物処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

(a) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファ

ン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン」

という。） 

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。） 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。） 

(e) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

（配管，弁含む。）（以下「非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ（配管，弁含む。）」という。） 

(f) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(g) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以下

「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」という。） 

(h) 非常用ガス処理系排気筒 

(i) 主排気筒 

(j) 排気筒モニタ 

(k) 原子炉建屋 

(l) 放水路ゲート 

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

外部事象防護対象施設を内包する区画を，以下のとおり抽

出する。 

(m) タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包） 

(n) 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を

耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出フロー及び

抽出結果を｢別添2-1添付資料1.3」に示す。 

 

 

（屋外施設） 

・海水ポンプ（原子炉補機冷却系，高圧炉心スプレイ補機

冷却系）（配管，弁を含む。） 

・海水ストレーナ（原子炉補機冷却系，高圧炉心スプレイ

補機冷却系） 

・排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

・排気筒モニタ 

・ディーゼル燃料移送ポンプ（A-非常用ディーゼル発電機

系,高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系）（配管，

弁を含む。） 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・制御室建物 

・廃棄物処理建物 

・排気筒モニタ室 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク室（A-非常用ディーゼル発電

機系,高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系） 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽※（B-非常用ディーゼル

発電機系） 

※ ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポ

ンプを内包 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・抽出対象及び設置場所

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部事

象防護対象施設とし

て全てのクラス１，２

と安全評価上その機

能に期待するクラス

３設備及びそれらを

内包する建物を抽出

しており，排気筒（非

常用ガス処理系排気

筒含む。），排気筒モニ

タ，排気筒モニタ室，

非常用ガス処理系配

管が追加対象となる 

【柏崎 6/7，東海第二】

島根 2 号炉のディー

ゼル燃料貯蔵タンク

は地下に設置してお

り，内包する建物とし

てディーゼル燃料貯

蔵タンク室，ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク格

納槽を抽出 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外気との接続がある設備） 

・非常用ディーゼル発電機吸気系 

・非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気品区域

換気空調系（非常用ディーゼル発電機非常用送風機含む），

中央制御室換気空調系，コントロール建屋計測制御・電源

盤区域換気空調系，海水熱交換器区域換気空調系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備） 

内包） 

(o) 軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包） 

(p) 排気筒モニタ建屋 

なお，排気筒モニタ及び排気筒モニタ建屋並びに放水路ゲ

ートは，以下の設計とすることにより，以降の評価対象施設

等には含めないものとする。 

評価対象施設等のうち排気筒モニタについては，放射性気

体廃棄物処理施設の破損の検出手段として期待している。竜

巻を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が発生する

ことはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，排

気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に補修等の対応

を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象施設等のうち放水路ゲートについては，津波の流

入を防ぐための閉止機能を有している。竜巻を起因として津

波が発生することはないが，独立事象としての重畳の可能性

を考慮し，放水路ゲートは安全上支障のない期間に補修等の

対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

 

ｂ．屋内の施設で外気と繋がっている施設 

 

(a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダクト含む。），

非常用ディーゼル発電機室換気系ダクト及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機室換気系ダクト（以下「非常

用換気空調設備」という。） 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外気との接続がある施設） 

 

・空調換気設備（原子炉棟空調換気系，中央制御室換気系，

原子炉建物付属棟空調換気系の外気と繋がるダクト・フ

ァン及び外気との境界となるダンパ・隔離弁） 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用ガス処理系配管 

 

 

 

 

（外殻となる施設による防護機能が期待できない施設） 

 

 

（島根２号炉は

「2.2.4.1(2)  屋外設

備（建物含む。）」に記

載 

 

 

 

 

 

 

・評価対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では放水路

ゲートがないため評価

対象施設としていない 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の非常用

ディーゼル発電機の

吸気系については，屋

内に設置しており風

荷重及び飛来物の衝

撃荷重が作用せず，給

気消音器は開放構造

であり気圧差も作用

しない 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備（非

常用ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機ディー

ゼル機関，非常用ディーゼル発電機始動用空気系，非常

用ディーゼル発電機冷却水系） 

・原子炉建屋 4 階 設置設備（使用済燃料プール（使用済

燃料貯蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁） 

・タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室

（A）設置設備（パワーセンタ，モータコンロールセンタ） 

・タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 階段室設置設備

（原子炉補機冷却系配管，原子炉補機冷却海水系配管）

等 

 

 

 

(2-2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設としては，発電所構内の構築物，系統及び機器（安全重要度

分類のクラス 1，クラス 2，クラス 3及びノンクラス）の中から，

以下の a．，b．及び c．に示す，倒壊により外部事象防護対象施

設の機能を喪失させる可能性がある施設，気圧差等による損傷

により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある

屋外の外部事象防護対象施設の付属設備，竜巻随伴事象（火災，

溢水，外部電源喪失）による二次的影響の観点から波及的影響

を及ぼし得る施設を抽出する。 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設の抽出フロー及び抽出結果を「別添 2-1 添付資料 1.4」に示

す。 

a. 機械的影響の観点での抽出 

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，倒壊により外

部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある施設を

抽出する。抽出結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

(a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（空調調和器含む。）

及びフィルタユニット（以下「原子炉建屋付属棟 3 階中

央制御室換気空調設備」という。） 

(b) 非常用電源盤（電気室） 

(c) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

(d) 使用済燃料プール及び燃料プール冷却浄化系真空破壊

弁（以下「原子炉建屋原子炉棟 6階設置設備」という。） 

(e) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン 

(f) 非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備 

(g) 使用済燃料乾式貯蔵容器 

(h) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

【別添資料１（1.2.2 (1)：1-3～8）】 

 

(4) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設と

しては，当該施設の破損等により外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性がある施

設又はその施設の特定の区画とする。 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設と

しては，外部事象防護対象施設等を除く構築物，系統及び機

器の中から，外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし

得る施設及び外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得

る施設を以下のとおり抽出する。 

 

 

 

ａ．外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設

としては，施設の高さと外部事象防護対象施設等との距離

を考慮して，倒壊により外部事象防護対象施設等を損傷さ

せる可能性がある施設を，外部事象防護対象施設等に機械

的影響を及ぼし得る施設として抽出する。 

 

 

・原子炉建物1階 原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器，配

管及び弁 

・原子炉建物2階 原子炉建物付属棟空調換気設備 

・原子炉建物4階 原子炉建物天井クレーン，燃料取替機，

燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料

貯蔵ラック，燃料集合体 

・廃棄物処理建物3階 中央制御室空調換気設備等 

 

 

 

 

 

 

 

(2-2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設としては，発電所構内の構築物，系統及び機器（安全重要度

分類のクラス1，クラス2，クラス3及びノンクラス）の中から，

以下のa.及びb．に示す，倒壊により外部事象防護対象施設の機

能を喪失させる可能性がある施設，気圧差等による損傷により

外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性のある屋外の

外部事象防護対象施設の付属施設を抽出する。 

 

 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設の抽出フロー及び抽出結果を「別添2-1 添付資料1.2」に示す。 

 

a. 機械的影響の観点での抽出 

外部事象防護対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設とし

ては，施設の高さと外部事象防護対象施設との距離を考慮し

て，倒壊により外部事象防護対象施設を損傷させる可能性が

ある施設を，外部事象防護対象施設に機械的影響を及ぼし得

る施設として抽出する。 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・抽出観点の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は外部事

象防護対象施設に波

及的影響を及ぼし得

る施設を「機械的影

響」及び「機能的影響」

の観点で抽出してお

り，竜巻随伴事象はガ

イドの構成に合わせ，

2.2.1(2-4)に記載し

ている 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・主排気筒（6 号及び 7 号炉への影響） 

・5 号炉主排気筒（6 号炉への影響） 

・5 号炉タービン建屋（6 号炉への影響） 

・サービス建屋（6 号及び 7 号炉への影響） 

・原子炉建屋天井クレーン（自号炉への影響） 

・燃料交換機（自号炉への影響） 

 

 

b. 機能的影響の観点での抽出 

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，気圧差等によ

る損傷により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能

性がある屋外の外部事象防護対象施設の付属設備を抽出す

る。抽出結果は以下のとおり。 

 

 

 

・非常用ディーゼル発電機排気管 

・非常用ディーゼル発電機排気消音器 

 

 

 

・ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電機機

関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) サービス建屋 

(b) 海水ポンプエリア防護壁 

(c) 鋼製防護壁 

 

 

 

ｂ．外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設と

しては，屋外にある外部事象防護対象施設の付属設備で，

風圧力及び設計飛来物の衝突等による損傷により外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわせる可能性がある施設

を，外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設

として抽出する。 

 

 

(a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機排気消音器（以下「非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）排気消音器」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機排気配管，非常用ディーゼル

発電機燃料デイタンクベント管，非常用ディーゼル発電

機機関ベント管及び非常用ディーゼル発電機潤滑油サン

プタンクベント管並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機排気配管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料デイタンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機機関ベント管及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機潤滑油サンプタンクベント管（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）付属排気配管及びベント配管」という。） 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側） 

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水配管（放出側）

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）」と

・排気筒モニタ室 

・１号炉原子炉建物 

・１号炉タービン建物 

・１号炉廃棄物処理建物 

・１号炉排気筒 

 

 

 

b. 機能的影響の観点での抽出 

外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設とし

ては，屋外にある外部事象防護対象施設の付属設備で，風圧

力及び設計飛来物の衝突等による損傷により外部事象防護対

象施設の安全機能を損なわせる可能性がある施設を，外部事

象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として抽出す

る。 

 

・排気管（非常用ディーゼル発電機の付属施設） 

・排気消音器（非常用ディーゼル発電機の付属施設） 

 

 

 

・ベント管（ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料

デイタンク及び潤滑油サンプタンクの付属施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・抽出対象の相違 

 【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の設置

場所及び外部事象防

護対象施設の抽出対

象の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置状況の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は海水系

配管（放出側）は地上

部にない 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

c. 二次的影響の観点での抽出 

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，二次的影響

の観点から，竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象

施設の機能を喪失させる可能性がある施設として，以下を

抽出した。 

 

・溢水により外部事象防護対象施設の機能を喪失させ

る可能性のある設備 

（純水タンク，ろ過水タンク，NSD 収集タンク） 

・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失

させる可能性がある設備（変圧器，5 号炉軽油タン

ク，第一ガスタービン発電機用燃料タンク） 

・外部電源 

 

(2-3)建屋の選定 

「(2-1)評価対象施設」の屋外設備にて，建屋も含めて抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう。） 

【別添資料１（1.2.2 (2)：1-9～12）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計飛来物の設定 

敷地全体を俯瞰した現地調査及び検討を行い，発電所構内

の資機材，車両等の設置状況を踏まえ，評価対象施設等に衝

突する可能性のある飛来物を抽出する。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-3) 建物の選定 

「(2-1)評価対象施設」の屋外施設にて，建物も含めて抽出する。 

 

(2-4)竜巻随伴事象の観点での抽出 

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，竜巻随伴事象の

影響により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性が

ある施設として，以下を抽出する。 

 

・溢水により外部事象防護対象施設の機能を機能喪失させ

る可能性のある施設（純水タンク，ろ過水タンク等） 

・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させ

る可能性がある施設（変圧器等） 

・外部電源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・抽出観点の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の抽出

観点の相違

（2.2.1(2-1)と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・抽出観点の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の抽出

観点の相違

（2.2.1(2-1)と同じ） 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は「2.2.3 

設計荷重の設定」で記

載） 
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飛来物に係わる現地調査結果及び「原子力発電所の竜巻影

響評価ガイド（平成 25年 6月 19日原規技発 13061911号 原

子力規制委員会決定）」に示されている設計飛来物の設定例

を参照し設定する。 

設計飛来物は，浮き上がりの有無，運動エネルギ及び貫通

力を踏まえ，鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，質量

135kg，飛来時の水平速度 51m／s，飛来時の鉛直速度 34m／s）

を設定する。 

また，竜巻飛来物防護対策設備の防護ネットを通過し得る

可能性があり，鋼製材にて包含できないことから，砂利も設

計飛来物とする。 

第 1.7.2－1表に発電所における設計飛来物を示す。 

飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出し

た飛来物や東海発電所を含む当社敷地内に持ち込まれる資機

材，車両等の寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，

運動エネルギ及び貫通力を考慮して，衝突時に建屋等又は竜

巻飛来物防護対策設備に与えるエネルギ又は貫通力が設計飛

来物のうち鋼製材によるものより大きく，外部事象防護対象

施設を防護できない可能性があるものは固縛，固定又は評価

対象施設等からの離隔を実施し，確実に飛来物とならない運

用とする。 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上記の設計飛来物

（鋼製材）の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定

される場合は，フェンス等の設置により飛来物となるものを

配置できない設計とすること若しくは当該飛来物の衝撃荷重

を考慮した設計荷重に対し，当該飛来物が衝突し得る外部事

象防護対象施設等の構造健全性を確保する設計とすること若

しくは当該飛来物による外部事象防護対象施設の損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること若しくは安

全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることで，外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.3.1 (3)：1-50～61）】 

 

(6) 荷重の組合せと許容限界 

竜巻に対する防護設計を行うため，評価対象施設等に作用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する設計竜巻荷重の算出，設計竜巻荷重の組合せの設定，設

計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定及び許容限界について

以下に示す。 

ａ．評価対象施設等に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により評価対象施設等に作用する荷重として

「風圧力による荷重（ＷＷ）」，「気圧差による荷重（ＷＰ）」

及び「設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ）」を以下に示す

とおり算出する。 

(a) 風圧力による荷重（ＷＷ） 

設計竜巻の最大風速による荷重であり，「建築基準法

施行令」（昭和 25年 11月 16日政令第 338号），「日本

建築学会 建築物荷重指針・同解説」及び建設省告示 1454

号（平成 12 年 5 月 31 日）に準拠して，次式のとおり算

出する。 

 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

 

ここで， 

ＷＷ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋

根，壁等） に応じて設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

 

ｑ＝（1/2）・ρ・ＶＤ
２ 

 

ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ：設計竜巻の最大風速 

 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向

の風速として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対して

ぜい弱と考えられる評価対象施設等が存在する場合に

は，鉛直方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向

の風圧力についても考慮した設計とする。 
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(b) 気圧差による荷重（ＷＰ） 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧

力影響を受ける設備及び外部事象防護対象施設を内包す

る区画の外壁，屋根等においては，設計竜巻による気圧

低下によって生じる評価対象施設等の内外の気圧差によ

る圧力荷重が発生する。保守的に「閉じた施設」を想定

し次式のとおり算出する。 

 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

 

ここで， 

ＷＰ  ：気圧差による荷重 

ΔＰｍaｘ：最大気圧低下量 

Ａ   ：施設の受圧面積 

(c) 設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ） 

飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して設計飛来物

等が評価対象施設等に衝突した場合の影響が大きくなる

向きで衝撃荷重を算出する。 

【別添資料１（3.3.1 ：1-49～62）】 

ｂ．設計竜巻荷重の組合せ 

評価対象施設等の設計に用いる設計竜巻荷重は，設計竜

巻による風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（Ｗ

Ｐ）及び設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせ

た複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及び ＷＴ２は米国原子力規

制委員会の基準類を参考として，以下のとおり設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ 

 

なお，評価対象施設等にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれ

ぞれ作用させる。 

【別添資料１（3.3.1 ：1-61～62）】 

 

ｃ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおり設定

する。 

(a) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 
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評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時

作用する荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせ

る。 

(b) 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は，積乱雲及び積雲に伴って発生する現象であり

（１），積乱雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性があ

る自然現象は，雷，雪，ひょう及び降水である。これら

の自然現象の組合せにより発生する荷重は，以下のとお

り設計竜巻荷重に包絡される。 

 

ⅰ) 雷 

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によ

るプラントへの影響は雷撃であるため，雷による荷重

は発生しない。 

ⅱ) 雪 

冬期，竜巻が襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を

伴う可能性はあるが，上昇流の竜巻本体周辺では，竜

巻通過時に雪は降らない。また，下降流の竜巻通過時

は，竜巻通過前に積もった雪の大部分は竜巻の風によ

り吹き飛ばされ，雪による荷重は十分小さく設計竜巻

荷重に包絡される。 

 

ⅲ) ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒（２）

であり，仮に直径 10cm程度の大型のひょうを想定した

場合，その重量は約 0.5kgである。直径 10cm程度のひ

ょうの終端速度は 59m／s（３），運動エネルギは約 0.9kJ

であり，設計飛来物の運動エネルギと比べ十分に小さ

く，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡さ

れる。 

 

ⅳ) 降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水

により屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，ま

た降雨による荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に

包絡される。 
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(c) 設計基準事故時荷重 

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能

を損なわない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材

喪失事故等の設計基準事故の起因とはならないことか

ら，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分

小さいことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組

合せは考慮しない。 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故

が同時に発生する場合，評価対象施設等のうち設計基準

事故時荷重が生じ，竜巻による風荷重等の影響を受ける

屋外設備としては残留熱除去系海水系ポンプ等が考えら

れるが，設計基準事故時においても残留熱除去系海水系

ポンプ等の圧力及び温度は変わらないため，設計基準事

故により考慮すべき荷重はなく，竜巻と設計基準事故時

荷重の組合せは考慮しない。 

【別添資料１（3.3.2 ：1-62～63）】 

ｄ．許容限界 

建屋及び構築物の設計において，設計飛来物等の衝突に

よる貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通

及び裏面剥離が発生しない部材厚（貫通限界厚さ及び裏面

剥離限界厚さ）と部材の最小厚さを比較することにより行

う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力が以

下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限

界を下回る設計とする。 

・建築基準法 

・日本工業規格 

・日本建築学会及び土木学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

 

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による

貫通の有無の評価については，貫通が発生しない部材厚で

ある貫通限界厚さと部材の最小厚さを比較することにより

行う。設計飛来物が貫通することを考慮する場合には，設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は「2.2.4 

評価対象施設等の設計

方針」で記載） 
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計荷重に対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に

発生する応力が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定

した許容応力度等に基づく許容限界を下回る設計とする。 

・日本工業規格 

・日本機械学会の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会） 

【別添資料１（3.4.1 ：1-64）】 

 

(7) 評価対象施設等の防護設計方針 

評価対象施設等の設計荷重に対する防護設計方針を以下に

示す。 

【別添資料１（3.4.2 ：1-65～75）】 

ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

外部事象防護対象施設のうち屋外施設は，設計荷重に対

して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて防護

ネット等の竜巻飛来物防護対策設備又は運用による竜巻防

護対策を講じる方針とする。 

 (a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口は，設計飛来物が衝突によ

り貫通することを考慮しても，閉塞することがなく，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）の吸気機能が維持される設計とする。

さらに，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）吸気口に常時作用する荷重に対して，構

造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(b) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，設計飛

来物の衝突により貫通することを考慮し，防護ネットの

設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来
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物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンに常時

作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。） 

中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）は，設計

飛来物の衝突により貫通することを考慮して，防護ネッ

トの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計

飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。） 

残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）は，設

計飛来物の衝突により貫通することを考慮し，防護ネッ

トの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計

飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）

に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）

は，設計飛来物の衝突により貫通することを考慮し，防

護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配

管，弁含む。）に常時作用する荷重に対して，構造健全

性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 
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(f) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，設計飛来物の衝突

により貫通することを考慮し，防護ネットの設置等によ

る竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を

防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び残留

熱除去系海水系ストレーナに常時作用する荷重に対し

て，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計

とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66～67）】 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，設計飛来物

の衝突により貫通することを考慮し，防護ネットの設置

等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の

衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナに常時作用する

荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67）】 

 (h) 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，設計飛来物が衝突により

貫通することを考慮しても，閉塞することはなく，非常

用ガス処理系排気筒の排気機能が維持される設計とす

る。さらに，非常用ガス処理系排気筒は開かれた構造物

であり気圧差荷重も作用しないことから，風圧力による

荷重及び非常用ガス処理系排気筒に常時作用する荷重に

対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67）】 

(i) 主排気筒 

主排気筒の筒身については，設計飛来物の衝突により

貫通することを考慮しても，閉塞することはなく，主排

気筒の排気機能が維持される設計とする。さらに，主排

気筒は開かれた構造物であり気圧差荷重は作用しないこ
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とから，風圧力による荷重及び主排気筒に常時作用する

荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損な

わない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突により部材が損傷した場合に

おいても構造健全性が維持され，排気筒全体が倒壊しな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67～68）】 

 (j) 原子炉建屋 

原子炉建屋原子炉棟外壁（5階及び 6階部分）の原子

炉建屋外側ブローアウトパネルについては，設計竜巻に

よる気圧低下による開放及び設計飛来物の貫通により，

原子炉建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を損な

う可能性があるが，防護ネットの設置による竜巻防護対

策を行うことにより，設計飛来物の衝突及び気圧低下に

よる開放後の開口部からの設計飛来物の侵入を防止する

設計とするとともに，気圧低下による開放に対しては，

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小

さいことから，安全上支障のない期間に補修が可能な設

計とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

また，原子炉建屋は外部事象防護対象施設を内包する

建屋でもあるため，風圧力による荷重，気圧差による荷

重，設計飛来物の衝撃荷重及び常時作用する荷重に対し

て，構造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，

壁及び開口部（扉類）の破損により原子炉建屋内の外部

事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。

また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥

離の発生により，原子炉建屋内の外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68）】 

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

(k) タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋 

タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は，風圧力

による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物等の衝撃荷

重及び常時作用する荷重に対して，構造骨組の構造健全

性が維持されるとともに，屋根，壁及び開口部（扉類）

の破損により当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を損なわない設計とする。また，設計飛来物等の衝

突時においても，貫通及び裏面剥離の発生により，当該

建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68～69）】 

(l) 軽油貯蔵タンクタンク室 

軽油貯蔵タンクタンク室は，地下埋設されていること

を考慮し，設計飛来物による衝撃荷重に対して，構造健

全性が維持され，軽油貯蔵タンクの安全機能を損なわな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-69）】 

 

ｂ．外部事象防護対象施設のうち，屋内の施設で外気と繋が

っている施設 

外殻となる施設に内包され防護される外部事象防護対象

施設のうち，外気と繋がっている施設は，設計荷重に対し

て，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて竜巻飛

来物防護対策設備等による竜巻防護対策を講じる方針とす

る。 

 (a) 非常用換気空調設備 

非常用換気空調設備は，壁面の補強等の竜巻防護対策

を行う原子炉建屋に内包されていることを考慮すると，

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用

しないことから，気圧差による荷重及び非常用換気空調

設備に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (2)：1-69）】 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部）は，壁面の補強等の竜巻防護対策を行う原

子炉建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力に

よる荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しないこ

とから，気圧差による荷重及び原子炉建屋換気系隔離弁

及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）に常時作用す

る荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損
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なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (2)：1-69）】 

ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

外殻となる施設に内包される外部事象防護対象施設のう

ち，外殻となる施設が設計竜巻の影響により健全性が確保

されず，貫通又は裏面剥離が発生し安全機能を損なう可能

性がある場合には，施設の補強，竜巻飛来物防護対策設備

又は運用による竜巻防護対策を実施することにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

原子炉建屋付属棟については，設計飛来物の衝突により

壁面及び開口部建具等に貫通が発生することを考慮し，開

口部建具等付近の外部事象防護対象施設のうち，設計飛来

物の衝突により影響を受ける可能性がある原子炉建屋付属

棟 3 階中央制御室換気空調設備，原子炉建屋換気系隔離弁

及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）及び非常用電源

盤（電気室）が安全機能を損なわない設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟外壁の原子炉建屋外側ブローアウト

パネルが設計竜巻による気圧低下により開放されることを

考慮し，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開放により発

生する外壁開口部付近の外部事象防護対象施設のうち，設

計竜巻荷重の影響を受ける可能性がある原子炉建屋原子炉

棟 6 階設置設備，燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

並びに非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，設計飛来物等の衝突により

建屋上部の開口部建具等に貫通が発生することを考慮し，

使用済燃料乾式貯蔵建屋内部の外部事象防護対象施設で，

設計飛来物等の衝突により影響を受ける可能性がある，使

用済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーンが安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70～72）】 

 

(a) 原子炉建屋付属棟 3階中央制御室換気空調設備 

原子炉建屋付属棟 3 階中央制御室換気空調設備は，設

計飛来物の衝突により，建屋壁面及び開口部建具に貫通

が発生することを考慮し，壁面の補強等の竜巻防護対策
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を行うことにより，原子炉建屋付属棟 3 階中央制御室換

気空調設備への設計飛来物の衝突を防止し，原子炉建屋

付属棟 3 階中央制御室換気空調設備の構造健全性が維持

され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

 (b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部）は，設計飛来物の衝突により建屋の壁面等

に貫通が発生することを考慮し，壁面等の補強による竜

巻防護対策を行うことにより，原子炉建屋換気系隔離弁

及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）への設計飛来

物の衝突を防止し，原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部）の構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

(c) 非常用電源盤（電気室） 

非常用電源盤（電気室）は，設計飛来物の衝突により，

原子炉建屋付属棟１階電気室扉に貫通が発生することを

考慮し，電気室扉の取替等の竜巻防護対策を行うことに

より，非常用電源盤（電気室）への設計飛来物の衝突を

防止し，非常用電源盤（電気室）の構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

(d) 原子炉建屋原子炉棟 6階設置設備 

原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は，設計竜巻による

気圧低下により原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開

放されることを考慮し，防護ネット等の設置による竜巻

防護対策を行うことにより，当該設備への設計飛来物の

衝突を防止する。 

さらに，原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は構造的に

風圧力による影響を受けないことから，当該設備の構造

健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-71）】 

(e) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン 

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンは，設計竜巻
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による気圧低下により設備が配置される区画の原子炉建

屋外側ブローアウトパネルが開放されることを考慮し，

防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物の衝突を防止するとともに，竜巻の襲来

が予想される場合には，燃料取扱作業を中止し，使用済

燃料プール及び燃料プール冷却浄化系真空破壊弁に影響

を及ぼさない待機位置への退避措置を行う運用により，

原子炉建屋外側ブローアウトパネル開放状態において

も，燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンの安全機能

を損なうことなく，また，転落によって近傍の外部事象

防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-71）】 

(f) 非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備 

原子炉建屋内の非常用ガス処理系設備及び非常用ガス

再循環系設備は，設計竜巻による気圧低下により設備が

配置される区画の原子炉建屋外側ブローアウトパネルが

開放されることを考慮し，原子炉建屋外側ブローアウト

パネルの撤去及び開口部の閉止による竜巻防護対策を行

うことにより，非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再

循環系設備の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-72～73）】 

(g) 使用済燃料乾式貯蔵容器 

使用済燃料乾式貯蔵容器は，使用済燃料乾式貯蔵建屋

に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重

及び気圧差荷重は作用しない。 

さらに，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，

設計飛来物等の衝突により貫通が発生することを考慮

し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うこと

により，設計飛来物等の衝突を防止し，使用済燃料乾式

貯蔵容器の構造健全性が維持され，安全機能を損なわな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-72）】 

(g) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料

乾式貯蔵建屋に内包されていることを考慮すると，風圧

力による荷重及び気圧差荷重は作用しない。 
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さらに，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，

設計飛来物等の衝突により貫通が発生することを考慮

し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うこと

により，設計飛来物等の衝突を防止するとともに，竜巻

の襲来が予想される場合には，燃料取扱作業を中止し，

使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を及ぼさない待機位置へ

の退避措置を行う運用により，使用済燃料乾式貯蔵建屋

天井クレーンの安全機能を損なうことなく，また，転落

によって近傍の外部事象防護対象施設へ波及的影響を及

ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-72）】 

 

ｄ．外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

については，設計荷重による影響を受ける場合においても

外部事象防護対象施設等に影響を及ぼさないよう，設備又

は運用による竜巻防護対策を実施することにより，外部事

象防護対象施設等の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-72～75）】 

 

 (a) サービス建屋 

 

サービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷

重，設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用す

る荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設等へ

波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 

 (b) 海水ポンプエリア防護壁 

海水ポンプエリア防護壁は，風圧力による荷重，気圧

差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の

常時作用する荷重に対して補強等を行うことで，倒壊に

より外部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 
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(c) 鋼製防護壁 

鋼製防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷

重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設等へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器は，設計飛来物の衝突

により貫通することを考慮しても，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

排気消音器が閉塞することがなく，ディーゼル発電機の

機能が維持される設計とする。さらに，非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器が風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造健全性

を維持し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防

護対象施設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）に機能的影響を及

ぼさない設計とする。 

 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管 

 

 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管は，

設計飛来物の衝突により貫通することを考慮しても，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管が閉塞す

ることがなく，ディーゼル発電機の機能等が維持される

設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管

及びベント配管が風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ
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ーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管に

常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とし，外部事象防護対象施設であ

る非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）に機能的影響を及ぼさない設計と

する。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-74）】 

(f) 残留熱除去系海水系配管（放出側） 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計飛来物の

衝突により貫通することを考慮しても，残留熱除去系海

水系配管（放出側）が閉塞することがなく，残留熱除去

系海水系ポンプの機能等が維持される設計とする。さら

に，残留熱除去系海水系配管（放出側）が風圧力による

荷重，気圧差による荷重及び残留熱除去系海水系配管（放

出側）に常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持

し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防護対象

施設である残留熱除去系海水系ポンプ等に機能的影響を

及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-74）】 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）は，設計飛

来物の衝突により貫通することを考慮しても，非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水配管（放出側）が閉塞することがなく，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプの機能等が維持される

設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管（放

出側）が風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水配管（放出側）に常時作用する荷

重に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわな

い設計とし，外部事象防護対象施設である非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
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む。）用海水ポンプ等に機能的影響を及ぼさない設計と

する。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-74～75）】 

以上の評価対象施設等の防護設計を考慮して，設計竜巻

から防護する評価対象施設及び竜巻防護対策等を第 1.7.2

－2 表に，外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし

得る施設及び竜巻防護対策等を第 1.7.2－3表に，外部事象

防護対象施設を内包する区画及び竜巻防護対策等を第

1.7.2－4表に示す。 

 

 

(8) 竜巻随伴事象に対する評価 

 

竜巻随伴事象として，過去の竜巻被害事例及び発電所の施

設の配置から想定される事象である，火災，溢水及び外部電

源喪失を抽出し，事象が発生する場合においても，外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5：1-75～77）】 

 

ａ．火災 

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付

近の発火性又は引火性物質を内包する機器に衝突する場合

及び屋外の危険物貯蔵施設等に飛来物が衝突する場合の火

災が想定される。 

建屋内については，飛来物が侵入する場合でも，建屋開

口部付近には，発電用原子炉施設の安全機能を損なわせる

可能性がある発火性又は引火性物質を内包する機器は配置

されておらず，また，外部事象防護対象施設を設置してい

る区画の開口部には防護ネット設置等の飛来物防護対策を

行うことを考慮すると飛来物が到達することはないことか

ら，設計竜巻により建屋内に火災が発生することはなく，

建屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

建屋外については，発電所敷地内の屋外にある危険物貯

蔵施設等の火災がある。火災源と外部事象防護対象施設の

位置関係を踏まえて火災の影響を評価した上で，外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない設計とすることを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は「2.2.5

竜巻随伴事象に対する

評価対象施設の設計方

針」で記載） 
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「1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」に記載する。 

以上より，竜巻随伴事象としての火災に対して外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (1)：1-75～76）】 

 

ｂ．溢水 

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付

近の溢水源に衝突する場合及び屋外タンク等に飛来物が衝

突する場合の溢水が想定される。 

外部事象防護対象施設を内包する建屋内については，飛

来物が侵入する場合でも，建屋開口部付近に飛来物が衝突

して外部事象防護対象施設の安全機能を損なう可能性があ

る溢水源が配置されておらず，また，外部事象防護対象施

設を設置している建屋の開口部には，防護ネット設置等の

飛来物防護対策を行うことを考慮すると，飛来物が到達す

ることはないことから，設計竜巻により建屋内に溢水が発

生することはなく，建屋内の外部事象防護対象施設の安全

機能を損なわない。 

建屋外については，設計竜巻による飛来物の衝突による

屋外タンク等の破損に伴う溢水を想定されるが，「1.6 溢

水防護に関する基本方針」にて，地震時の屋外タンク等の

破損を想定し，地震起因の溢水が安全系機器に影響を及ぼ

さない設計としており，竜巻随伴事象による屋外タンク等

が損傷して発生する溢水に対しては，上記に包絡されるこ

とから，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

以上より，竜巻随伴事象としての溢水に対して外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (2)：1-76～77）】 

 

ｃ．外部電源喪失 

設計竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバ

ースト等の影響により外部電源喪失が発生する場合につい

ては，設計竜巻に対して非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の構造健全性を維

持することにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防

護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 
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【別添資料１（3.5 (3)：1-77）】 

1.7.2.2 手順等 

竜巻に対する防護については，竜巻に対する影響評価を行い，

安全施設が安全機能を損なわないよう手順等を定める。 

(1) 屋外の作業区画で飛散するおそれのある資機材，車両等に

ついては，飛来時の運動エネルギ及び貫通力等を評価し，外

部事象防護対象施設等への影響の有無を確認する。外部事象

防護対象施設等に影響を及ぼす資機材，車両等については，

固縛，固定，外部事象防護対象施設等から離隔，頑健な建屋

内に収納又は撤去する。これら飛来物発生防止対策について

手順を定める。 

  また，当社敷地近傍の隣接事業所の敷地のうち，資機材，

車両等を配置できないようにすることが必要な箇所について

は，フェンス等の設置による，当該箇所への資機材，車両等

の配置を阻止する措置を，隣接事業所との合意文書に基づき

当社にて実施する。 

(2) 竜巻の襲来が予想される場合及び竜巻襲来後において，外

部事象防護対象施設等を防護するための操作・確認，補修等

が必要となる事項について手順を定める。 

(3) 竜巻の襲来後，放水路ゲートに損傷を発見した場合の措置

について，放水路ゲートの駆動装置に損傷を発見した場合，

安全機能を回復するために速やかな補修等を行う手順を整備

し，的確に実施する。また，速やかな補修等が困難と判断さ

れた場合には，プラントを停止する手順を整備し，的確に実

施する。 

 

1.7.2.3 参考文献 

(1) 雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版 

 (2) 気象庁ホームページ 

 (3) 一般気象学 小倉義光，東京大学出版会 

 

 

 

 

 

 

 

（2-5）手順等 

竜巻に対する防護については，竜巻に対する影響評価を行い，

安全施設が安全機能を損なわないよう手順等を定める。 

 a.屋外の作業区画で飛散するおそれのある資機材，車両等につ

いては，飛来時の運動エネルギ及び貫通力等を評価し，外部

事象防護対象施設への影響の有無を確認する。外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす資機材，車両等については，固縛，

固定，外部事象防護対象施設から離隔，頑健な建物内に収納

又は撤去する。これら飛来物発生防止対策について手順を定

める。 

 

 

 

 

 

b.竜巻の襲来が予想される場合及び竜巻襲来後において，外部

事象防護対象施設を防護するための操作・確認，補修等が必要

となる事項について手順を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は手順等

を記載している 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は敷地近

傍に隣接事業所はな

い 

 

 

 

・外部事象防護対象施設

の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は津波防護

施設を外部事象防護対

象施設としていない 
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第 1.7.2－1表 発電所における設計飛来物 

 

【別添資料１（3.3.1 (3)：1-60）】 

 

第 1.7.2－2表 設計竜巻から防護する評価対象施設及び竜巻防

護対策等（１／４） 

 

 

第 1.7.2－2表 設計竜巻から防護する評価対象施設及び竜巻防

護対策等（２／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は「第

2.2.3.1-1表 島根原

子力発電所における設

計飛来物」で記載」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は「添付資

料 1.2 評価対象施設

等の抽出について」で記

載）） 
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第 1.7.2－2表 設計竜巻から防護する評価対象施設及び竜巻防

護対策等（３／４） 

 

第 1.7.2－2表 設計竜巻から防護する評価対象施設及び竜巻防

護対策等（４／４） 
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第 1.7.2－3表 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし

得る施設及び竜巻防護対策等 

 

第 1.7.2－4表 外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻

防護対策等（１／３） 

 

 

第 1.7.2－4表 外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻

防護対策等（２／３） 
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第 1.7.2－4表 外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻

防護対策等（３／３） 

 

 

 (3) 適合性説明 

 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損

なわないものでなければならない。 

２ 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考

慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は，工場等内又はその周辺において想定される発

電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に

対して安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

(3) 竜巻 

安全施設は，設計竜巻の最大風速 100m／s による風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重を

組み合わせた荷重等に対して安全機能を損なわないために，

飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

竜巻により東海発電所を含む当社敷地内の資機材等が飛

来物となり，外部事象防護対象施設が安全機能を損なわな

いために，以下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設等へ影響を及ぼす資機材及び車

両については，固縛，固定，外部事象防護対象施設等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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及び竜巻飛来物防護対策設備からの離隔，頑健な建屋

内収納又は撤去する。 

ｂ．竜巻防護対策 

固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛

来し，安全施設が安全機能を損なわないように，以下の対

策を行う。 

・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻飛来物

防護対策設備により，外部事象防護対象施設を防護し，

構造健全性を維持し安全機能を損なわない設計とす

る。 

・外部事象防護対象施設の構造健全性が維持できない場

合には，代替設備の確保，損傷した場合の取替え又は

補修が可能な設計とすることにより安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ここで，竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，

積乱雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性のある自然現象

は，雷，雪，ひょう及び降水である。これらの自然現象の組

合せにより発生する荷重は，設計竜巻荷重に包含される。 
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2.2.2 発生を想定する竜巻の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 竜巻検討地域の設定 

柏崎刈羽原子力発電所に対する竜巻検討地域について，発電

所が立地する地域と気象条件の類似性の観点で検討を行い，第

2.2.2.1-1 図に示すとおり北海道から山陰地方にかけての日本

海沿岸の海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km の範囲を竜巻検

討地域に設定した（面積約 33,395km2）。 

 

 

竜巻検討地域は，竜巻発生要因となる気象条件（総観場）を

確認する観点から，「総観場の分析に基づく地域特性の確認」,

「過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認」により地域特

性を確認し，設定した。 

 

 

 

 

 

また，一般的に大気現象は時空間スケールの階層構造が見ら

れ，ある大気現象はスケールの小さな現象を内包しているため，

大きな竜巻の発生要因となる環境場の形成のし易さ（大きな竜

巻の発生に対する大気場の必要条件）を把握する観点から，「突

風関連指数に基づく地域特性の確認」により竜巻の発生スケー

ルに近いメソスケールの気象場が有する地域性と齟齬がないこ

とについても確認した。 

1.3 気象等 

 

8. 竜巻 

8.1 竜巻 

竜巻影響評価は，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平

成 25 年 6 月 19 日原規技発 13061911 号 原子力規制委員会決

定）」（以下「ガイド」という。）に基づき実施する。 

基準竜巻及び設計竜巻の設定は，竜巻検討地域の設定，基準

竜巻の最大風速の設定及び設計竜巻の最大風速の設定の流れで

実施する。 

【別添資料１（2.1 ：1-15）】 

 

8.1.1 竜巻検討地域の設定 

発電所が立地する地域と，気象条件の類似性の観点及び局所

的な地域性の観点で検討を行い，竜巻検討地域を設定する。 

 

 

 

 

(4) 竜巻検討地域 

発電所に対する竜巻検討地域について，「総観場の分析に

基づく地域特性の確認」，「過去の竜巻集中地域に基づく地

域特性の確認」により地域特性を確認し，竜巻の個数及び単

位面積当たりの発生数によって，福島県から沖縄県にかけて

の太平洋側沿岸の海岸線から海側及び陸側それぞれ 5km の範

囲を竜巻検討地域に設定する（面積約 57,000km２）。 

第 8.1－5図に竜巻検討地域を示す。 

【別添資料１（2.2.4 ：1-22）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 発生を想定する竜巻の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 竜巻検討地域の設定 

島根原子力発電所に対する竜巻検討地域について，発電所が

立地する地域と気象条件の類似性の観点で検討を行い，第

2.2.2.1-1図に示すとおり北海道から山陰地方にかけての日本

海沿岸の海岸線から陸側及び海側それぞれ5kmの範囲を竜巻検

討地域に設定した（面積約33,395km2）。 

 

 

竜巻検討地域は，竜巻発生要因となる気象条件（総観場）を

確認する観点から，「総観場の分析に基づく地域特性の確認」,

「過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認」により地域特

性を確認し，設定した。 

 

 

 

 

 

また，一般的に大気現象は時空間スケールの階層構造が見ら

れ，ある大気現象はスケールの小さな現象を内包しているため，

大きな竜巻の発生要因となる環境場の形成のしやすさ（大きな

竜巻の発生に対する大気場の必要条件）を把握する観点から，

「突風関連指数に基づく地域特性の確認」により竜巻の発生ス

ケールに近いメソスケールの気象場が有する地域性と齟齬がな

いことについても確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

島根２号炉は大きな

竜巻の発生要因とな

る環境場の形成のし

やすさを把握するた
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a. 総観場の分析に基づく地域特性の確認 

竜巻を発生させる親雲の発生要因(1)を考慮して 7 種の総観場

に再編し，発生分布の特徴を分析した。第 2.2.2.1-2 図の総観場

ごとの竜巻発生地点の分布，第 2.2.2.1-3 図の竜巻検討地域（日

本海沿岸）と太平洋側地域の総観場の特徴の比較に示すとおり，

日本海側と太平洋側では竜巻の発生要因となる総観場が大きく異

なっており，竜巻検討地域を日本海側とすることは妥当な設定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8.1－5図 竜巻検討地域 

【別添資料１（2.2.4 ：1-22）】 

 

(1) 気象総観場の分析 

気象条件の類似性の観点では，気象総観場ごとの竜巻発生

位置を整理し，発電所と類似の地域を抽出する。竜巻発生要

因の総観場は，気象庁「竜巻等の突風データベース」（１）を

基に，独立行政法人原子力安全基盤機構が東京工芸大学に委

託した研究「竜巻による原子力施設への影響に関する調査研

究」（２）を参考に，低気圧，台風，停滞前線，局所性降雨，

季節風及びその他（高気圧等）の 6 つに分類する。なお，低

気圧には，暖気の移入，寒気の移入及び停滞前線以外の前線

を，停滞前線では梅雨前線を，局所性降雨では雷雨を含めて

いる。第 8.1－1図に竜巻発生時の総観場の分布を示す。 

第 8.1－2 図の都道府県ごとの竜巻の発生要因別比率に示

すとおり，低気圧起因の竜巻は全国一様に発生していること，

一方，台風起因の竜巻は日本海側には発生しておらず，主に

太平洋側で発生していることが分かる。また，停滞前線起因

の竜巻は北海道を除く各地に発生していること，局所性降雨

は内陸部での竜巻発生も促すこと，及び季節風や高気圧起因

とされる竜巻の発生数は比較的少ないことが分かる。 

 

 

第2.2.2.1-1図 竜巻検討地域（赤線部） 

 

(1) 総観場の分析に基づく地域特性の確認 

竜巻を発生させる親雲の発生要因(1)を考慮して7種の総観場

に再編し，発生分布の特徴を分析した。第2.2.2.1-2図の総観場

ごとの竜巻発生地点の分布，第2.2.2.1-3図の竜巻検討地域（日

本海沿岸）と太平洋側地域の総観場の特徴の比較に示す通り，

日本海側と太平洋側では竜巻の発生要因となる総観場が大きく

異なっており，竜巻検討地域を日本海側とすることは妥当な設

定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め，メソスケールにお

ける風の鉛直シアや

大気不安定性と深く

関わっている突風関

連指数により地域特

性を確認している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の相違 

【東海第二】 

 

・竜巻発生要因の総観場

の分類数の相違 

【東海第二】 
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第2.2.2.1-2図 総観場ごとの竜巻発生地点の分布(1961年～2012

年)（気象庁竜巻等の突風データベース(2)のデータをもとに作成） 

 

 

 

【別添資料１（2.2.1 ：1-16～18）】 

 

第 8.1－1図 竜巻発生時の総観場の分布(1961年 1月～2012年 6

月) 

【別添資料１（2.2.1 ：1-17）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.2.1-2図 総観場ごとの竜巻発生地点の分布(1961年～2012

年)（気象庁「竜巻等の突風データベース」(2)のデータをもとに作

成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

(a)．台風 (b)．温帯低気圧 

(c)．季節風（夏） (d)．季節風（冬） 

(e)．停滞前線 (f)．局地性 

41



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第2.2.2.1-2図（続き） 総観場ごとのスケール別竜巻発生地点の

分布(1961年～2012年)（気象庁竜巻等の突風データベース(2)のデ

ータをもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8.1－2図 各都道府県での竜巻の発生要因別比率 

【別添資料１（2.2.1 ：1-18）】 

 

第2.2.2.1-2図(続き) 総観場ごとの竜巻発生地点の分布（1961年

～2012年）（気象庁「竜巻等の突風データベース」(2)のデータをも

とに作成） 

 

  

 竜巻検討地域（日本海沿岸）     太平洋側地域     

第 2.2.2.1-3 図竜巻の総観場の特徴の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)．その他 

42



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 総観場の分析に基づく地域特性の確認 

竜巻発生の地域性が見られる台風起因の発生領域から，太

平洋側の宮城県から沖縄県にかけての範囲を考慮する。発電

所はこの範囲に立地しており，太平洋側の宮城県から沖縄県

を基本として，竜巻の発生頻度の観点から総観場の気象条件

に基づく竜巻検討地域ＴＡ１の検討を行う。 

発電所から半径 180km圏内（約 10 万 km２圏）を含む太平洋

側沿岸の海岸線から陸側海側各 5km の範囲を対象として，単

位面積当たりの発生数の比較を第 8.1－3図及び第 8.1－1表

に示す。なお，表の竜巻の個数は各ケースの領域ごとにおけ

る発生した全ての竜巻の個数である。 

この結果，福島県から沖縄県にかけての範囲であるＴＡ１．

６のケースの単位面積当たりの発生数が最も大きくなるため，

これを総観場の気象条件に基づく竜巻検討地域ＴＡ１とする。 

【別添資料１（2.2.2 ：1-19～20）】 

 

 

第 8.1－3図 竜巻検討地域ＴＡ１の検討領域 

【別添資料１（2.2.2 ：1-20）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はガイド

に従い，発電所が立地

する地域及び竜巻発

生の観点から発電所

が立地する地域と気

象条件等が類似の地

域から設定している

が，東海第二は JNES

「原子力発電所の竜

巻影響評価ガイド

（案）及び解説」に従

い，総観場の気象条件

に基づく竜巻検討地

域 TA1及び竜巻集中地

域に基づく竜巻検討

地域 TA2に基づき設定

している。なお，竜巻

集中地域に基づく検

討については，島根 2

号炉が立地する竜巻

検討地域⑦は竜巻観

測データ数が 8 事例

と乏しいことから，竜

巻検討地域の検討対

象としては不適であ

ると判断した 
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b. 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認 

日本で竜巻が集中する地域については，「原子力発電所の竜巻

影響評価ガイド(案)及び解説(1)｣に，全国 19 箇所の竜巻集中地

域が示されており，第 2.2.2.1-4 図に示すとおり，柏崎刈羽原

子力発電所は，竜巻集中地域④（新潟県・富山県）に立地して

いる。 

 

 

 

 

気象庁竜巻等の突風データベース(2)によると，1961 年 1 月か

ら 2012年 6月の最大風速の設定に発生が確認された竜巻の個数

は竜巻集中地域④で 45事例であり，この期間に竜巻集中地域④

で観測されているもっとも強い竜巻は F1 となる。（「別添 2-1」

の表 2.2.3.1） 

竜巻発生の影響評価の観点からすると，データ数は多い方が

よく，また竜巻集中地域④以外の日本海沿岸では F2規模の竜巻

も発生しているため，竜巻検討地域としては北海道から山陰地

方にかけての日本海沿岸を設定する。竜巻検討地域での竜巻個

数は 192個であり，観測されたもっとも強い竜巻は F2である。 

 

 

 

第 8.1－1表 竜巻検討地域ＴＡ１の候補ごとの竜巻の個数と単位

面積当たり発生数 

 

【別添資料１（2.2.2 ：1-20）】 

 

(3) 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認 

局地的な地域性の観点では，「原子力発電所の竜巻影響評

価ガイド（案）及び解説」（３）に，全国 19 箇所の竜巻集中地

域が示されており，第 8.1－4図に示すとおり，発電所は，竜

巻集中地域⑰に立地している。 

 

 

竜巻集中地域⑰を第 8.1－1表のＴＡ１．１とし，これを竜巻

集中地域に基づく竜巻検討地域ＴＡ２とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認 

日本で竜巻が集中する地域については，「原子力発電所の竜巻

影響評価ガイド(案)及び解説」(1)に，全国19箇所の竜巻集中地

域が示されており，第2.2.2.1-4図に示す通り，島根原子力発電

所は，竜巻集中地域⑦（島根県の一部）に立地している。 

 

 

 

 

 

気象庁「竜巻等の突風データベース」(2)によると，1961年1月

から2012年6月の51.5年間に発生が確認された竜巻は竜巻集中

地域⑦で8個であり，この期間に竜巻集中地域⑦で観測されてい

るもっとも強い竜巻は藤田スケール（以下，「Fスケール」とい

う。）でF2となる。（「別添2-1」の表2.2.3.1） 

竜巻発生の影響評価の観点からすると，データ数は多い方が

よいため，竜巻検討地域としては北海道から山陰地方にかけて

の日本海沿岸を設定する。竜巻検討地域での竜巻個数は192個で

あり，観測されたもっとも強い竜巻はF2である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻集中地域の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】 

（2.2.2.1a.と同じ） 

 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉が立地す

る竜巻集中地域⑦で

は F2 規模の竜巻が発

生している 
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なお，竜巻検討地域と竜巻集中地域④の F1以上の竜巻発生確

率は，2.9×10-5，2.5×10-5（個/年/km2）であることから，竜巻

検討地域は単位面積あたりの竜巻発生数が大きくなるよう，か

つ藤田スケール（以下「F スケール」という。）が大きな竜巻が

含まれるような設定となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻の地域特性を確認するため，第 2.2.2.1-5 図に示すとお

り，竜巻集中地域④と竜巻検討地域，竜巻集中地域④に隣接す

る竜巻集中地域③（青森県日本海側～山形県）と⑤（石川県西

部～福井県北西部）における総観場の比較を行い，いずれの地

域でも"季節性（冬）"と"温帯低気圧"が竜巻発生の主要因とな

ってることから，北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸を

竜巻検討地域にすることは竜巻集中地域における地域特性の観

点からも妥当な設定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，竜巻検討地域と竜巻集中地域⑦の竜巻発生確率は，1.1

×10-4，1.3×10-4（個/年/km2）であり，単位面積あたりの竜巻

発生数は竜巻集中地域⑦の方がやや大きくなるものの，両者は

概ね同程度である。竜巻集中地域⑦における竜巻の観測記録は8

事例とかなり少なく，影響評価を行うにはデータ数が乏しいた

め，192個の竜巻個数がある竜巻検討地域を評価対象とすること

は妥当な設定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻の地域特性を確認するため，第2.2.2.1-5図に示す通り，

竜巻集中地域⑦と竜巻検討地域，竜巻集中地域⑦に隣接する竜

巻集中地域⑥（鳥取県の一部）における総観場の比較を行い，

いずれの地域でも"季節風（冬）"と"温帯低気圧"あるいは"季節

風（夏）"が竜巻発生の主要因となっていることから，北海道か

ら山陰地方にかけての日本海沿岸を竜巻検討地域にすることは

竜巻集中地域における地域特性の観点からも妥当な設定であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，単位面

積あたりの竜巻発生

数は竜巻検討地域よ

り竜巻集中地域⑦の

方がやや大きくなる

ものの，概ね同程度で

あること，竜巻集中地

域⑦のデータ数が少

ないことから竜巻検

討地域を評価対象と

する 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，発電所

が立地する地域と竜

巻検討地域の類似性

を確認するため，両者

の総観場の比較によ

り竜巻検討地域の妥

当性を確認している 

・竜巻集中地域の相違 

【柏崎 6/7】 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.2.2.1-4 図 竜巻の発生する地点と竜巻が集中する19個の地

域（「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」(1)より

引用） 

 

 

竜巻集中地域④（新潟県・富山県） 竜巻検討地域（日本海沿岸） 

 

竜巻集中地域③      竜巻集中地域⑤ 

（青森県日本海側～山形県）   （石川県西部～福井県北西部） 

第 2.2.2.1-5 図 各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴 

 

第 8.1－4図 竜巻の発生する地点と竜巻が集中する 19の地域 

（「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」より引用） 

【別添資料１（2.2.3 ：1-21）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.1-4図 竜巻の発生地点と竜巻が集中する19個の地域（「原

子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」(1)より引用） 

 

 

 

 

竜巻集中地域⑦（島根県の一部）  竜巻検討地域（日本海沿岸） 

 

竜巻集中地域⑥（鳥取県の一部） 

第 2.2.2.1-5図 各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻集中地域の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

（2.2.2.1b.と同じ） 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

 

島根原子力発電所が 

立地する竜巻集中地域 
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c. 突風関連指数に基づく地域特性の確認(3)～(42) 

総観場での確認に加え，大きな被害をもたらす強い竜巻の発

生要因となる環境場の形成のし易さについての地域特性を確認

するため，気象庁や米国気象局においても竜巻探知・予測に活

用されており，竜巻の発生のしやすさを数値的に示すことがで

きる突風関連指数を用いて地域特性の確認を行った。 

大きな被害をもたらす竜巻の親雲の多くはスーパーセルであ

り，スーパーセルが発生しやすい環境場として，大気下層の鉛

直シア（異なる高度間での風向・風速差）と，強い上昇気流を

発生させるきっかけとしての不安定な大気場が必要であること

から，突風関連指数としては，竜巻の発生実態を解明する研究

において国内外で広く利用され，大気の不安定度を表す指標で

ある｢CAPE｣，鉛直シアに伴って発生する水平渦度が親雲に取り

込まれる度合いを表す指標である「SReH」を採用し，両者の指

標が同時に高くなる頻度について，地域的な特徴を確認する分

析を実施した。（第 2.2.2.1-6図）また，両者を掛け合わせた指

標｢EHI｣による分析も実施し，SReH及び CAPEの同時超過頻度分

析との比較を実施した。（第 2.2.2.1-7図） 

これらの分析より，スーパーセルに伴って発生する大規模な

竜巻形成につながる環境場の発生頻度分布の観点からも，日本

海側と太平洋側で大きな地域特性の違いがあることを確認し

た。 

 

 

 

 

暖候期 5月～10月     寒候期 11月～4月 

第 2.2.2.1-6図 F3規模以上を対象とした SReH，CAPE同時超過頻

度分布（単位：%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 突風関連指数に基づく地域特性の確認(3)～(39) 

総観場での確認に加え，大きな被害をもたらす強い竜巻の発

生要因となる環境場の形成のしやすさについての地域特性を確

認するため，気象庁や米国気象局においても竜巻探知・予測に

活用されており，竜巻の発生のしやすさを数値的に示すことが

できる突風関連指数を用いて地域特性の確認を行った。 

大きな被害をもたらす竜巻の親雲の多くはスーパーセルであ

り，スーパーセルが発生しやすい環境場として，大気下層の鉛

直シア（異なる高度間での風向・風速差）と，強い上昇気流を

発生させるきっかけとしての不安定な大気場が必要であること

から，突風関連指数としては，竜巻の発生実態を解明する研究

において国内外で広く利用され，大気の不安定度を表す指標で

ある「CAPE」，鉛直シアに伴って発生する水平渦度が親雲に取り

込まれる度合いを表す指標である「SReH」を採用し，両者の指

標が同時に高くなる頻度について，地域的な特徴を確認する分

析を実施した。（第2.2.2.1-6図） 

 

 

これらの分析より，スーパーセルに伴って発生する大規模な

竜巻形成につながる環境場の発生頻度分布の観点からも，日本海

側と太平洋側で大きな地域特性の違いがあることを確認した。 

 

 

暖候期 5月～10月     寒候期 11月～4月 

第2.2.2.1-6図 F3規模以上を対象としたSReH，CAPE 同時超過頻度

分布（単位：%） 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

（2.2.2.1と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，竜巻発

生環境場の地域性を

相対的に把握するた

めに突風関連指数と

し て 「 SReH 」 及 び

「CAPE」を用いてお

り，主に竜巻規模との

相関を見るための指

標である「EHI」は参

照していない 
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第 2.2.2.1-7図 EHIの超過頻度分布（単位：%，EHI閾値：3.3） 

 

 

 

 

2.2.2.2 基準竜巻の設定 

基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速

(VB1)及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の

うち，大きな風速を設定する。 

 

a. 過去に発生した竜巻による最大風速(VB1) 

第 2.2.2.2-1 表より竜巻検討地域における過去最大竜巻は

F2 であり，F スケールと風速の関係より風速は 50～69m/s で

あることから，VB1は F2 の風速範囲の上限値 69m/sとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 基準竜巻の最大風速の設定 

基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速

（ⅤＢ１），及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（Ⅴ

Ｂ２）のうち，最も大きな風速を設定する。 

 

(1) 過去に発生した竜巻による最大風速（ⅤＢ１） 

過去に発生した竜巻による最大風速の設定に当たっては，

竜巻検討地域における過去最大竜巻はＦ３であり，Ｆスケー

ルと風速の関係より風速は 70m／s～92m／sであることから，

竜巻検討地域で過去に発生した最大竜巻Ｆ３の風速範囲の上

限値 92m／sをⅤＢ１とする。 

第 8.1－2 表に竜巻検討地域におけるＦ３スケール相当以

上の竜巻の観測記録を示す。 

【別添資料１（2.3.1 ：1-23）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 基準竜巻の設定 

基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速

（VB1）及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（VB2）

のうち，大きな風速を設定する。 

 

(1) 過去に発生した竜巻による最大風速（VB1） 

第2.2.2.2-1表より竜巻検討地域における過去最大竜巻は

F2であり，Fスケールと風速の関係より風速は50～69m/sであ

ることから，VB1はF2の風速範囲の上限値69m/sとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

（同上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の違いに

よる過去に発生した

竜巻による最大風速

VB1の相違 

【東海第二】 
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第 2.2.2.2-1表 竜巻検討地域における竜巻の観測記録 

（F1 より大きい竜巻） 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成） 

 

 

 

b. 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2) 

以下(a)～(e)の検討の結果，海岸線から陸側及び海側それ

ぞれ 5km 全域（竜巻検討地域）を対象に算定したハザード曲

線より，年超過確率 10-5における風速は 59m/sとした。 

 

 

また，使用した竜巻の統計データの不確実性については「別

添 2-1」の 2.3で検討を実施しており，Fスケール不明の海上

竜巻の発生数は，陸上竜巻の F スケール別発生比率で按分し

て取り扱っているが，竜巻検討地域を「北海道から山陰地方

にかけての日本海沿岸」にすることに伴う竜巻ハザード曲線

算出のためのデータの不確実性（日本海側は F スケール不明

の海上竜巻が多い）を踏まえ，参照する年超過確率を 10-5か

ら一桁下げた年超過確率 10-6における風速である 76m/sを VB2

とする。 

第 8.1－2表 竜巻検討地域内で過去（1961年 1月～2012年 6月） 

に発生したＦ３スケール相当以上の竜巻の観測記録 

 

【別添資料１（2.3.1 ：1-23）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ⅤＢ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.2-1表 竜巻検討地域における竜巻の観測記録 

（F1より大きい竜巻）※１ 

 

※１ 気象庁「竜巻等の突風データベース」(2)より作成 

※２ F スケールは，ア）被害の詳細な情報等から推定できたも

の，イ）文献等からの引用又は被害のおおまかな情報等か

ら推定したもの，があり，F2以上の事例ではア）とイ）を

区別し，イ）の場合には値を括弧で囲んでいる。 

 

(2) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（VB2） 

以下(a)～(e)の検討の結果，海岸線から陸側及び海側それ

ぞれ5km全域（竜巻検討地域）を対象に算定したハザード曲線，

竜巻検討地域を海岸線に沿って1km範囲ごとに短冊状に細分

化して算定したハザード曲線より，年超過確率10-5における風

速はそれぞれ61m/s，62m/sである。 

また，使用した竜巻の統計データの不確実性については「別

添 2-1」で検討を実施しており，Fスケール不明の海上竜巻の

発生数は，陸上竜巻の F スケール別発生比率で按分して取り

扱っているが，竜巻検討地域を「北海道から山陰地方にかけ

ての日本海沿岸」にすることに伴う竜巻ハザード曲線算出の

ためのデータの不確実性（日本海側は F スケール不明の海上

竜巻が多い）を踏まえ，参照する年超過確率を 10-5から一桁

下げた年超過確率 10-6における風速とすると，陸側及び海側

5km 全域での評価，1km 範囲ごとに細分化した評価ともに

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・VB2の設定方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は VB2の設

定において，ガイドに

従い，不確実性及び保

守性の考慮をして

1km 範囲ごとに細分

化した場合のハザー

ド曲線についても考

慮している。 

【東海第二】 

島根２号炉はデータ

発生日時 
発生場所 

Fスケール※２ 総観場 
都道府県 市町村 

1962年 09月 28日 

14時 20分 

北海道 

宗谷支庁 
東利尻町 (F2) 寒冷前線 

1971年 10月 17日 

05時 00分 

北海道 

留萌支庁 
羽幌町 (F2) 寒気の移流 

1974年 10月 03日

19時 05分 

北海道 

檜山支庁 
奥尻郡奥尻町 (F1～F2) 温暖前線 

1974年 10月 20日

15時 00分 

北海道 

檜山支庁 

檜山郡上ノ国

町 
(F1～F2) 寒冷前線 

1975年 05月 31日 

18時 10分 
島根県 簸川郡大社町 (F2) 

日本海低気圧 局

地性じょう乱 寒

気の移流 

1975年 09月 08日

01時 30分 

北海道 

檜山支庁 
奥尻郡奥尻町 (F1～F2) 

日本海低気圧 暖

気の移流 

1979年 11月 02日 

01時 58分 

北海道 

渡島支庁 
松前郡松前町 (F2) 

日本海低気圧 温

暖前線 

1989年 03月 16日 

19時 20分 
島根県 簸川郡大社町 (F2) 

局 地 性 じ ょ う 乱 

寒気の移流 

1990年 04月 06日 

02時 55分 
石川県 羽咋郡富来町 F2 

オホーツク海低気

圧 気圧の谷 

1999年 11月 25日

15時 40分 
秋田県 八森町 (F1～F2) 

日本海低気圧 寒

冷前線 
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竜巻最大風速のハザード曲線は，気象庁「竜巻等の突風デ

ータベース(2)」より竜巻検討地域における竜巻の観測記録を

抽出・評価し，既往の算定法(Wen&Chu 及び Garson et al.)

に基づき算定する。具体的には，東京工芸大学委託成果(43)を

参考とし，「別添 2-1 添付資料 2.3」に示すフローに従いハザ

ード曲線を算定する。 

ハザード曲線は，竜巻検討地域の竜巻特性を適切に考慮で

きる海岸線から海側，陸側それぞれ 5kmの範囲内で算定した。

加えて，竜巻検討地域を海岸線に沿って 1km 範囲ごとに短冊

状に細分化した場合のハザード曲線も算定することにより，

竜巻発生確認数のばらつきや F スケールの偏りの影響も検討

した。 

 

 

 

 

 

(a) 竜巻影響エリアの設定 

(a-1) 竜巻影響エリア 

竜巻影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所の号炉ごとに設

定する。号炉ごとのすべての評価対象施設の設置面積の合計

値及び推定される竜巻被害域(被害幅，被害長さから設定)に

基づいて，竜巻影響エリアを設定する。 

第 2.2.2.2-1 図に柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉の竜巻影響

エリア，第 2.2.2.2-2 図に 7 号炉の竜巻影響エリアを示す。

竜巻影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所 6 号又は 7 号炉の

評価対象施設を含む長方形エリアの対角線長さが約 260m で

あることを考慮して，各号炉の評価対象施設を包絡する円形

のエリア（直径 300m，面積約 7.1×104m2）として設定する。 

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向

には依存性は生じない。 

 

 

 

 

 

竜巻最大風速のハザード曲線は，ガイドに従い，既往の算

定方法に基づき，具体的には「竜巻による原子力施設への影

響に関する調査研究」（２）を参照して，算定する。本評価は，

竜巻データの分析，竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率密

度分布の算定，相関係数の算定，並びにハザード曲線の算定

によって構成される。 

竜巻最大風速のハザード曲線の算定は，竜巻検討地域（海

岸線から陸側及び海側それぞれ 5km の範囲）の評価及び竜巻

検討地域を海岸線に沿って 1km 範囲ごとに短冊状に細分化し

た場合の評価の２とおりで算定し，そのうち大きな風速を設

定する。 

【別添資料１（2.3 ：1-24～37）】 

 

 

 

 

 

ｅ．竜巻影響エリアの設定 

 

 

 

 

 

 

竜巻影響エリアは，発電所の評価対象施設の面積及び設

置位置を考慮して，評価対象施設を包絡する円形のエリア

（直径 300m，面積約 7.1×10４m２）として設定する。（第

8.1－9図） 

 

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方

向には依存性は生じない。 

【別添資料１（2.3.5 ：1-32～33）】 

 

78m/sとなる。 

以上より，竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 VB2

は 78m/sとする。 

竜巻最大風速のハザード曲線は，気象庁「竜巻等の突風デ

ータベース」(2)より竜巻検討地域における竜巻の観測記録を

抽出・評価し，既往の算定法(Wen&Chu(41)及びGarson et. al(42))

に基づき算定する。具体的には，東京工芸大学委託成果(40)を

参考とし，「別添2-1 添付資料2.3」に示すフローに従いハザ

ード曲線を算定する。 

ハザード曲線は，竜巻検討地域の竜巻特性を適切に考慮で

きる海岸線から海側，陸側それぞれ5kmの範囲内で算定した。

加えて，竜巻検討地域において過去に発生した竜巻は，海上

発生のFスケール不明の竜巻が半数以上を占める偏った発生

となっていることや竜巻発生確認数にばらつきがあることを

踏まえ，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成25年6月

19日 原規技発13061911号 原子力規制委員会決定）」（以下，

「ガイド」という。）に基づき，ハザード曲線に保守性をもた

せるために竜巻検討地域を海岸線に沿って1km範囲ごとに短

冊状に細分化した場合のハザード曲線も算定した。 

 

a. 竜巻影響エリアの設定 

(a) 竜巻影響エリア 

竜巻影響エリアは，2号炉の竜巻影響評価対象施設を十分な

余裕をもって包絡するエリアとして設定する。 

 

 

第2.2.2.2-1図に島根原子力発電所2号炉の竜巻影響エリア

を示す。竜巻影響エリアは，島根原子力発電所2号炉の評価対

象施設を包絡する円形のエリア（直径450m，面積約1.6×105m2）

として設定する。 

 

 

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向

には依存性は生じない。 

 

 

の不確実性を踏まえ

年超過確率 10-6 を参

照している 

 

 

 

 

 

 

 

 

・VB2の設定方法の相違 

【柏崎 6/7】 

（同上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻影響エリアの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(a-2) 竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布並びに相関

係数 

竜巻検討地域における 1961年 1月～2012年 6月までの 51.5

年間の竜巻の発生数，被害幅及び被害長さをもとに，確率密

度分布については「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平

成 25 年 6 月 19 日原規技発 13061911 号 原子力規制委員会決

定）」（以下「ガイド」という。）及びガイドが参考としている

東京工芸大学委託成果(43)を参照し，対数正規分布に従うもの

とする。（第 2.2.2.2-3 図～第 2.2.2.2-8 図） 

なお，疑似的な竜巻の作成において被害幅又は被害長さの

情報がない竜巻には，観測された竜巻と同程度の竜巻を想定

し，それに相当する被害幅又は被害長さを与えている。その

際は，被害幅又は被害長さが大きいほうから優先的に用いる

ことにより，保守的に評価を行う。 

 

 

 

 

 

第 8.1－9図 竜巻影響エリア 

【別添資料１（2.3.5 ：1-33）】 

 

ｄ．竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布並びに相関係

数 

竜巻検討地域における 51.5年間の竜巻の発生数，被害幅

及び被害長さを基に，確率密度分布についてはガイド及び

ガイドが参考としている「竜巻による原子力施設への影響

に関する調査研究」（２）を参照し，対数正規分布に従うも

のとする。（第 8.1－6図～第 8.1－8図） 

 

 

なお，疑似的な竜巻の作成に伴う被害幅又は被害長さの

情報がない竜巻には，被害幅又は被害長さを有する竜巻の

観測値を与えている。その際は，被害幅又は被害長さが大

きいほうから優先的に用いることで，被害幅又は被害長さ

の平均値が大きくなるように工夫しているとともに，被害

幅又は被害長さ０のデータについては計算に用いておら

ず，保守的な評価を行っている。 

このように，前述のＦスケール不明の竜巻の取扱い等も

含め，データについては保守的な評価となる取扱いを行っ

 

第 2.2.2.2-1図 島根 2号炉竜巻影響エリア 

 

 

 

 

(b) 竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布並びに相関係数 

 

竜巻検討地域における1961年1月～2012年6月までの51.5年

間の竜巻の発生数，被害幅及び被害長さを基に，確率密度分

布についてはガイド及びガイドが参考としている東京工芸大

学委託成果(40)を参照し，対数正規分布に従うものとする。（第

2.2.2.2-2図～第2.2.2.2-7図） 

 

 

なお，擬似的な竜巻の作成において被害幅又は被害長さの

情報がない竜巻には，観測された竜巻と同程度の竜巻を想定

し，それに相当する被害幅又は被害長さを与えている。その

際は，被害幅又は被害長さが大きいほうから優先的に用いる

ことにより，保守的に評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻影響エリアの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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また，1961 年以降の観測データのみを用いて，竜巻風速，被

害幅及び被害長さについて相関係数を求める。（第 2.2.2.2-2 

表） 

 

第 2.2.2.2-2表 竜巻風速，被害幅，被害長さの相関係数（単

位なし） 

 

 

 

 

 

 

 

ている。 

また，1961年以降の観測データのみを用いて，竜巻風速，

被害幅及び被害長さについて相関係数を求める。（第 8.1

－4表） 

 

第 8.1－4表 最大風速，被害幅及び被害長さの対数値の相関係数 

 

【別添資料１（2.3.4 ：1-32）】 

 

 

 

第 8.1－6図 最大風速の確率密度分布（左）と超過確率分布（右） 

 

第 8.1－7図 被害幅の確率密度分布（左）と超過確率分布（右） 

 

第 8.1－8図 被害長さの確率密度分布（左）と超過確率分布（右） 

【別添資料１（2.3.4 ：1-31）】 

 

また，1961年以降の観測データのみを用いて，竜巻風速，

被害幅及び被害長さについて相関係数を求める。（第

2.2.2.2-2表） 

 

第 2.2.2.2-2表 竜巻風速，被害幅及び被害長さの相関係数（単位

なし） 

相関係数 風速 被害幅 被害長さ 

風速 1.000 -0.050※ 0.312 

被害幅 -0.050※ 1.000 0.462 

被害長さ 0.312 0.462 1.000 

※風速と被害幅は無相関との知見が得られたため，ハザード算

定の際には，相関係数 0として計算 

 

 

  

第 2.2.2.2-2図 竜巻風速の確率密度分布  第 2.2.2.2-3図 竜巻風速の超過確率分布 

 

  

第2.2.2.2-4図 被害幅の確率密度分布   第2.2.2.2-5図 被害幅の超過確率分布 

 

  

第2.2.2.2-6図 被害長さの確率密度分布 第2.2.2.2-7図 被害長さの超過確率分布 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 
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(b) 竜巻の年発生数の確率分布の設定 

(b-1) 竜巻の年発生数の確率分布 

設定に当たっては，竜巻は気象事象の中でも極めて稀に

発生する事象であり，発生数の変動（標準偏差）が大きい分

布であることから，東京工芸大学委託成果(43)にならってポリ

ヤ分布により設定した。なお，ポリヤ分布は，ガイドにおい

て推奨されているポアソン分布を一般化したものであり，年

発生数の年々変動の実態をポアソン分布よりも適合性が高い

形で表現できることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2) 竜巻の発生頻度の分析 

気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに，1961 年 1

月～2012 年 6 月までの 51.5 年間の統計量を F スケール別に

算出する。なお，観測体制の変遷による観測データ品質のば

らつきを踏まえ，以下の①～③の基本的な考え方に基づいて

整理を行う。 

① 被害が小さくて見過ごされやすい F0 及び F スケール

不明竜巻に対しては，観測体制が強化された 2007年以

降の年間発生数や標準偏差を用いる。 

ｃ．年発生数の確率密度分布の設定 

 

ハザード曲線の評価に当たって竜巻の発生がポアソン過

程に従うと仮定し，使用する竜巻年発生数の確率密度分布

はポリヤ分布を採用する。 

竜巻年発生数の確率分布の設定には，ポアソン分布とポ

リヤ分布が考えられる。 

ポアソン分布は，生起確率が正確に分からないまれな現

象の場合に有用な分布である。一方，ポリヤ分布は，発生

状況が必ずしも独立でないまれな現象（ある事象が生ずる

のはまれであるが，一旦ある現象が発生するとその周囲に

もその現象が生じやすくなる性質）の場合に有用な分布で

ある（例えば，伝染病の発生件数）。台風や前線により竜

巻が発生した場合，同時多発的に複数の竜巻が発生する状

況が考えられるため，ポリヤ分布の方が実現象をより反映

できると考えられる。 

また，国内を対象とした竜巻の年発生数の分布の適合性

に関する検討結果は，「竜巻による原子力施設への影響に

関する調査研究」（２）に示されており，陸上及び海上竜巻

の両方の発生数について，ポリヤ分布の適合性がポアソン

分布に比べて優れているとしている。 

発電所の竜巻検討地域で発生した竜巻を対象に，発生数

に関するポアソン分布及びポリヤ分布の適合性を評価した

結果，竜巻検討地域においても，ポリヤ分布の適合性がポ

アソン分布に比べて優れていることを確認している。 

【別添資料１（2.3.3 ：1-28～29）】 

 

ｂ．竜巻の発生頻度の分析 

気象庁「竜巻等の突風データベース」（１）をもとに，1961

年～2012 年 6 月までの 51.5 年間の統計量をＦスケール別

に算出する。なお，観測体制の変遷による観測データ品質

のばらつきを踏まえ，以下の(a)～(c)の基本的な考え方に

基づいて整理を行う。 

(a) 被害が小さくて見過ごされやすいＦ０及びＦスケール

不明竜巻に対しては，観測体制が強化された 2007年以降

の年間発生数及び標準偏差を用いる。 

b. 竜巻の年発生数の確率分布の設定 

(a) 竜巻の年発生数の確率分布 

設定に当たっては，竜巻は気象事象の中でも極めて稀に発

生する事象であり，発生数の変動（標準偏差）が大きい分布

であることから，東京工芸大学委託成果(40）にならってポリヤ

分布により設定した。なお，ポリヤ分布は，ガイドにおいて

推奨されているポアソン分布を一般化したものであり，年発

生数の年々変動の実態をポアソン分布よりも適合性が高い形

で表現できることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 竜巻の発生頻度の分析 

気象庁「竜巻等の突風データベース」(2)をもとに，1961年1

月～2012年6月までの51.5年間の統計量をFスケール別に算出

する。なお，観測体制の変遷による観測データ品質のばらつ

きを踏まえ，以下の①～③の基本的な考え方に基づいて整理

を行う。 

① 被害が小さくて見過ごされやすいF0及びFスケール不

明竜巻に対しては，観測体制が強化された2007年以降

の年間発生数や標準偏差を用いる。 
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② 被害が比較的軽微な F1 竜巻に対しては，観測体制が

整備された 1991 年以降の年間発生数や標準偏差を用

いる。 

③ 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えら

れる F2 及び F3 竜巻に対しては，観測記録が整備され

た 1961 年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を用

いる。 

また，F スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを

行う。 

陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）及び海上

で発生して陸上へ移動した竜巻については，被害があって初

めてその F スケールが推定されるため，陸上での F スケール

不明の竜巻は，被害が少ない F0竜巻とみなす。 

海上で発生しその後上陸しなかった竜巻（以下「海上竜巻」

という。）については，その竜巻のスケールを推定することは

困難であることから，「海岸線から海上 5kmの範囲における海

上竜巻の発生特性が，海岸線から内陸 5km の範囲における陸

上竜巻の発生特性と同様である。」という仮定に基づいて各 F

スケールに分類する。（第 2.2.2.2-3 表） 

 

 

 

 

 
 

 

(b) 被害が比較的軽微なＦ１竜巻に対しては，観測体制が整

備された 1991年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。 

 

(c) 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられ

るＦ２及びＦ３竜巻に対しては，観測記録が整備された

1961 年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を用いる。 

 

また，Ｆスケール不明の竜巻については，以下の取扱い

を行う。 

陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）及び

海上で発生して陸上へ移動した竜巻については，被害があ

って初めてそのＦスケールが推定されるため，陸上でのＦ

スケール不明の竜巻は，被害が少ないＦ０竜巻とみなす。 

海上で発生し，その後上陸しなかった竜巻（以下「海上

竜巻」という。）については，その竜巻のスケールを推定

することは困難であることから，「海岸線から海上 5km の

範囲における海上竜巻の発生特性が，海岸線から内陸 5km

の範囲における陸上竜巻の発生特性と同様である。」とい

う仮定に基づいて各Ｆスケールに分類する。その結果，Ｆ

スケール不明の海上竜巻の取扱いにより，第 8.1－3表のと

おり観測実績に対して保守性を高めた評価としている。 

【別添資料１（2.3.3 ：1-25～27）】 

 

第 8.1－3表 竜巻発生数の分析結果 

 

【別添資料１（2.3.2 ：1-26）】 

 

② 被害が比較的軽微なF1竜巻に対しては，観測体制が整

備された1991年以降の年間発生数や標準偏差を用い

る。 

③ 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えら

れるF2及びF3竜巻に対しては，観測記録が整備された

1961年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を用い

る。 

また，Fスケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行

う。 

陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）及び海上

で発生して陸上へ移動した竜巻については，被害があって初

めてそのFスケールが推定されるため，陸上でのFスケール不

明の竜巻は，被害が少ないF0竜巻とみなす。 

海上で発生しその後上陸しなかった竜巻（以下「海上竜巻」

という。）については，その竜巻のスケールを推定することは

困難であることから，「海岸線から海上5kmの範囲における海

上竜巻の発生特性が，海岸線から内陸5kmの範囲における陸上

竜巻の発生特性と同様である。」という仮定に基づいて各Fス

ケールに分類する。（第2.2.2.2-3表） 

 

 

 

 

第2.2.2.2-3表 竜巻発生数の解析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数

F0 F1 F2 F3 （陸上） （海上） （含む不明）

期間内総数 74 24 40 10 0 13 105 192

平均値（年） 1.44 0.47 0.78 0.19 － 0.25 2.04 3.73

標準偏差（年） 2.25 1.75 0.90 0.49 － 0.71 5.92 7.81

CV（年） 1.56 3.76 1.16 2.52 － 2.83 2.90 2.09

期間内総数 46 24 21 1 0 12 105 163

平均値（年） 2.14 1.12 0.98 0.05 － 0.56 4.88 7.58

標準偏差（年） 3.11 2.61 0.91 0.22 － 1.02 8.49 11.07

CV（年） 1.45 2.34 0.93 4.64 － 1.83 1.74 1.46

期間内総数 27 22 5 0 0 7 91 125

平均値（年） 4.91 4.00 0.91 － － 1.27 16.55 22.73

標準偏差（年） 5.55 4.32 1.24 － － 1.69 11.41 15.10

CV（年） 1.13 1.08 1.36 － － 1.33 0.69 0.66

期間内総数 333 206 51 10 0 66 853 1186

平均値（年） 6.44 4.00 0.98 0.19 － 1.27 16.55 22.99

標準偏差（年） 4.75 4.32 0.91 0.49 － 1.69 11.41 12.36

CV（年） 0.74 1.08 0.93 2.52 － 1.33 0.69 0.54

期間内総数 1187 969 182 36 0 0 0 1187

平均値（年） 23.05 18.82 3.53 0.70 － － － 23.05

標準偏差（年） 8.97 8.76 1.72 0.92 － － － 8.97

CV（年） 0.39 0.47 0.49 1.32 － － － 0.39

1991～
2012/6

（21.5年間）

2007～
2012/6
（5.5年間）

擬似
51.5年間

（陸上竜巻）

擬似
51.5年間
（全竜巻）

竜巻検討地域
(沿岸±5km)

発生数
の統計

小計
竜巻スケール 不　明

1961～
2012/6

（51.5年間）
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(c) 竜巻最大風速の確率密度分布の設定 

(c-1)竜巻最大風速の確率密度分布 

(a-2)に示すとおり，竜巻検討地域における 51.5 年間の竜

巻の発生数，被害幅及び被害長さをもとに，確率密度分布に

ついては，ガイド及びガイドが参考としている東京工芸大学

委託成果(43)を参照し，対数正規分布に従うものとする。 

 

(c-2) 海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km全域の評価 

本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に

移動した陸上発生竜巻も発生数にカウントする。被害幅及び

被害長さは，それぞれ被害全幅及び被害全長を用いる。 

 

 

(c-3) 1km範囲に細分化した評価 

海側の竜巻発生位置は不明な場合が多く，セグメント長さ

（短冊内の竜巻の移動長さ）が精度良く求められないため，

海側 0-1km のセグメント長さの評価に陸側 0-1km 短冊の値等

を代用する方法を用いて評価した。陸側 0-1km の長さで代用

した場合，ハザードの風速は 58.4m/s と±5km ケースとほぼ

同じとなる。海側 0-1km のハザードは，不確実性が最も大き

な短冊であり，そのセグメント長さの取り方によって結果が

59～62m/sの範囲となることから，基準値設定に影響しない。 

 

 

 

(d) 竜巻最大風速のハザード曲線の算定 

ハザード曲線は，T 年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，か

つ竜巻風速が V0以上となる確率を求める。竜巻の年発生数の

確率密度分布としてポリヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布

は式(1)(44)で示される。 

 

 

 

ここで， 

N：竜巻の年発生数 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．海岸線から陸側及び海側それぞれ 5kmの範囲の評価 

本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内

に移動した陸上発生竜巻も発生数にカウントする。被害幅

及び被害長さは，それぞれ被害全幅及び被害全長を用いる。 

【別添資料１（2.3.2 ：1-24）】 

 

ｇ．1km範囲に細分化した評価 

1km範囲ごとに細分化した評価は，1km幅は変えずに順次

ずらして移動するケース（短冊ケース）を設定して評価す

る。評価の条件として，被害幅及び被害長さは，それぞれ

1km 範囲内の被害幅及び被害長さを用いている。上記評価

条件に基づいて，海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km の

範囲の評価と同様の方法でハザード曲線を算定する。 

これら算定したハザード曲線より，年超過確率 10－５にお

ける風速を求めると，陸側 3km～4km を対象とした場合の

80m／sが最大となる。（第 8.1－11図） 

【別添資料１（2.3.6 ：1-36～37）】 

 

ｆ．ハザード曲線の算定 

Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がⅤ０

以上となる確率を求め，ハザード曲線を求める。 

前述のとおり，竜巻の年発生数の確率密度分布としてポ

リヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は式（a）（４）で示さ

れる。 
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ここで， 

Ｎ：竜巻の年発生数 

c. 竜巻最大風速の確率密度分布の設定 

(a)竜巻最大風速の確率密度分布 

a.(b)に示すとおり，竜巻検討地域における51.5年間の竜巻

の発生数，被害幅及び被害長さをもとに，確率密度分布につ

いては，ガイド及びガイドが参考としている東京工芸大学委

託成果(40)を参照し，対数正規分布に従うものとする。 

 

(b) 海岸線から陸側及び海側それぞれ5km全域の評価 

本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に

移動した陸上発生竜巻も発生数にカウントする。被害幅及び

被害長さは，それぞれ被害全幅及び被害全長を用いる。 

 

 

(c) 1km範囲に細分化した評価 

海側の竜巻発生位置は不明な場合が多く，セグメント長さ

（短冊内の竜巻の移動長さ）が精度良く求められないため，

海側0-1kmのセグメント長さの評価に陸側0-1km短冊の値など

を代用する方法を用いて評価した。陸側0-1kmの長さで代用し

た場合，ハザードの風速は61.4m/sと±5kmケースとほぼ同じ

となる。海側0-1kmのハザードは，不確実性が最も大きな短冊

であり，そのセグメント長さの取り方によって結果が62～

64m/sの範囲となることから，基準値設定に影響しない。 

 

 

 

d. 竜巻最大風速のハザード曲線の算定 

ハザード曲線は，T年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ

竜巻風速がV0以上となる確率を求める。竜巻の年発生数の確

率密度分布としてポリヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は

式(1)(41)で示される。 

 

   







1

1

/1
 11

!

)(
)(

N

k

N
N

T kT
N

T
NP 

     (1) 

 

ここで， 

N：竜巻の年発生数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・算定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・セグメント長さの影響

検討の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，海側 

0-1km において被害

長さが極端に短い分

布形となっており，推

定精度に疑問が残る

ことから，セグメント

長さの取り方による

影響検討を行ってい

る 

 

 

 

 

(a)
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v：竜巻の年平均発生数 

T：年数 

 

βは分布パラメータであり式(2)で示される。 

 

 
 

ここで， 

σ ：竜巻の年発生数の標準偏差 

 

Dをリスク評価対象構造物が風速 V0以上の竜巻に遭遇する

事象と定義し，R(V0)をリスク評価対象構造物が１つの竜巻に

遭遇し，竜巻風速が V0以上となる確率と定義すると，T 年以

内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が V0以上となる

確率は式(3)で示される。 

 

 

 

 

この R(V0)は，竜巻影響評価の対象地域の面積を A0（つまり

竜巻検討地域の面積約 33,395km2），1 つの竜巻の風速が V0以

上となる面積を DA(V0)とすると式(4)で示される。 

 

 

 

ここで，E[DA(V0)]は，DA(V0)の期待値を意味する。 

 

本評価では，以下のようにして DA(V0)の期待値を算出し，

式(4)により R(V0)を推定して，式(3)により Pv0,T(D)を求める。

風速を V，被害幅 w，被害長さ l，移動方向α及び構造物の寸

法を A,Bとし，f(V，w，l）等の同時確率密度関数を用いると，

DA(V0)の期待値は式(5)で示される。(45) 

ν：竜巻の年平均発生数 

Ｔ：年数 

 

βは，分布パラメータであり式（b）で示される。 

 

 

 

 

ここで， 

σ：竜巻の年発生数の標準偏差 

 

竜巻影響評価の対象となる構造物が風速Ⅴ０以上の竜巻

に遭遇する事象をＤと定義し，竜巻影響評価の対象構造物

が１つの竜巻に遭遇し，その竜巻の風速がⅤ０以上となる確

率をＲ（Ⅴ０）としたとき，Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭

遇し，かつ竜巻風速がⅤ０以上となる確率は式（c）で示さ

れる。 
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このＲ（Ⅴ０）は，竜巻影響評価の対象地域の面積をＡ０

（つまり竜巻検討地域の面積約 57,000km２），1 つの竜巻

の風速がⅤ０以上となる面積をＤＡ（Ⅴ０）とすると式（d）

で示される。 
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ここで，Ｅ［ＤＡ（Ⅴ０）］は，ＤＡ（Ⅴ０）の期待値を

意味する。 

本評価では，以下のようにしてＤＡ（Ⅴ０）の期待値を算

出し，式（d）によりＲ（Ⅴ０）を推定し，式（c）によりＰ

Ｖ０，Ｔ（Ｄ）を求める。風速をＶ，被害幅をｗ，被害長さを

ｌ，移動方向をαとし，ｆ（Ｖ，ｗ，ｌ）等の同時確率密

度関数を用いると，ＤＡ（Ⅴ０）の期待値は式（e）（５）で

v：竜巻の年平均発生数 

T：年数 

 

βは分布パラメータであり式(2)で示される。 
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      (2) 

ここで， 

σ ：竜巻の年発生数の標準偏差 

 

Dをリスク評価対象構造物が風速V0以上の竜巻に遭遇する

事象と定義し，R(V0)をリスク評価対象構造物が１つの竜巻に

遭遇し，竜巻風速がV0以上となる確率と定義すると，T年以内

にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確

率は式(3)で示される。 
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このR(V0)は，竜巻影響評価の対象地域の面積をA0（つまり

竜巻検討地域の面積約33,395km2），1つの竜巻の風速がV0以上

となる面積をDA(V0)とすると式(4)で示される。 
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ここで，E[DA(V0)]は，DA(V0)の期待値を意味する。 

 

本評価では，以下のようにしてDA(V0)の期待値を算出し，

式(4)によりR(V0)を推定して，式(3)によりPv0,T(D)を求める。

風速をV，被害幅w，被害長さl，移動方向α及び構造物の寸法

をA,Bとし，f(V，w，l）等の同時確率密度関数を用いると，

DA(V0)の期待値は式(5)で示される。(42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 
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ここで，W(V0)は竜巻風速が V0以上となる幅であり，式(6)

で示される。 

H(α)及び G(α)はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害幅方

向に沿った面にリスク評価対象構造物を投影したときの長さ

であり，式(7)で示される。 

 

 

 

 

 

    

 

ここで， 

Vmin：被害幅 w内の最小竜巻風速 

V0：被害が発生する最小風速 

 

 

 

本評価ではリスク評価対象構造物を円形構造物（竜巻影響

エリア）で設定しているため，H(α)，G(α)ともに竜巻影響エ

リアの直径 300m で一定（竜巻の移動方向に依存しない）とな

る。円の直径を D0とした場合の計算式は式(8)で示される。 

 

 

示される。 
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ここで，Ｈ（α）及びＧ（α）はそれぞれ，竜巻の被害

長さ及び被害幅方向に沿った面に評価対象構造物を投影し

た時の長さである。竜巻影響エリアを円形で設定している

ため，Ｈ（α）及びＧ（α）ともに竜巻影響エリアの直径

300m で一定（竜巻の移動方向に依存しない）となる。Ｓは

竜巻影響エリアの面積（直径 300m の円の面積：約 7.1×10

４m２）を表わす。円の直径をＤ０とした場合の計算式は，式

（f）で示される。 
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(5) 

 

ここで，W(V0)は竜巻風速がV0 以上となる幅であり，式(6)

で示される。 

H(α)及びG(α)はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害幅方

向に沿った面にリスク評価対象構造物を投影した時の長さで

あり，式(7)で示される。 
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6.1/1
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ここで， 

Vmin：被害幅w内の最小竜巻風速 

V0：被害が発生する最小風速 
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     (7) 

 

本評価ではリスク評価対象構造物を円形構造物（竜巻影響

エリア）で設定しているため，H(α)，G(α)ともに竜巻影響

エリアの直径450mで一定（竜巻の移動方向に依存しない）と

なる。円の直径をD0とした場合の計算式は式(8)で示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価対象構造物の配置

による相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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Vminは，竜巻被害が発生する最小風速であり，Garson は gale 

intensityvelocity と呼んでいる（Gale とは非常に強い風の

意）。米国の気象局（National Weather Service）では，34

～47 ノット（17.5～24.2m/s）とされている。日本の気象庁

では，気象通報にも用いられている風力階級において，風力

8が疾強風（gale, 17.2～20.7m/s），風力 9は大強風（strong 

gale, 20.8～24.4m/s）と分類されており，風力 9 では「屋

根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める」とされている。 

 

 

 

以上より，これらの風速を包括するよう，Vmin=25m/sとした。

この値は，F0（17～32m/s）のほぼ中央値に相当する。 
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また，風速の積分範囲の上限値はハザード曲線の形状が

不自然にならない程度に大きな値として 120m／sに設定す

る。 

なお，Ｗ（Ⅴ０）は竜巻風速がⅤ０以上となる幅であり，

式（g）（５）（６）で示される。この式により，被害幅内の風

速分布に応じて被害様相に分布がある（被害幅の端ほど風

速が小さくなる）ことが考慮されている。 

w
V

V
VW

6.1/1
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ここで，係数の 1.6について，既往の研究では，例えば

0.5又は 1.0などの値も提案されている。ガイドにて参照

している Garson et al. （６）では，観測値が不十分である

ため保守的に 1.6を用いることが推奨されており，本評価

でも 1.6を用いる。 

Ｖｍⅰｎは，竜巻被害が発生する最小風速であり，Garson

は Gale intensity velocityと呼ばれ，被害が発生し始め

る風速に位置付けられる（Gale とは非常に強い風の意）。

Garson et al.（６）では，Ｖｍⅰｎは＝40mph≒18m／s（1mph

≒1.61km／h）を提案している。米国の気象局（National 

Weather Service）では，34ノット～47ノット（17.5m／s

～24.2m／s）とされている。日本の気象庁では，気象通報

にも用いられている風力階級において，風力 8が疾強風

（gale，17.2m／s～20.7m／s），風力 9では大強風（strong 

gale，20.8m／s～24.4m／s）と分類されており風力 9では

「屋根瓦が飛ぶ，人家に被害が出始める」とされている。 

以上を参考とし，Ｖｍⅰｎ＝25m／sとした。この値は，Ｆ

０（17m／ｓ～32m／ｓ）のほぼ中央値に相当する。 
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 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vminは，竜巻被害が発生する最小風速であり，Garsonはgale 

intensity velocityと呼んでいる（galeとは非常に強い風の

意）。米国の気象局（National Weather Service）では，34

～47ノット（17.5～24.2m/s）とされている。日本の気象庁で

は，気象通報にも用いられている風力階級において，風力8

が疾強風（gale,17.2～20.7m/s），風力9は大強風（strong 

gale,20.8～24.4m/s）と分類されており，風力9では「屋根瓦

が飛ぶ。人家に被害が出始める」とされている。 

 

 

 

以上より，これらの風速を包括するよう，Vmin=25m/sとした。

この値は，F0（17～32m/s）のほぼ中央値に相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

(g)

58



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 (e) 年超過確率(PB2)に対応する最大風速(VB2)の算定 

海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km全域（竜巻検討地域）

を対象に算定したハザード曲線より，年超過確率 10-5におけ

る風速を求めると第 2.2.2.2-9 図に示すとおり 59m/s とな

った。 

 

 

また，年超過確率を 10-5 から一桁下げた年超過確率 10-6 に

おける風速(VB2)を求めると 76 m/s となった。 

 

 

 

 

なお，1km 範囲ごとに短冊状に細分化した場合のハザード曲

線については，算出を実施したものの，その技術的説明性が乏

しいと考え，VB2の設定には使用しないものとした。（別添 2-1 添

付資料 2.3（参考資料 3）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km範囲を対象に算定

したハザード曲線より，年超過確率 10－５における風速を求

めると，73m／sとなる。（第 8.1－10図） 

【別添資料１（2.3.6 ：1-34～36）】 

 

ｈ．竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ２） 

海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域（竜巻検討地

域）の評価と 1km 範囲ごとに細分化した評価を比較して，

竜巻最大風速のハザード曲線により設定する最大風速ＶＢ

２は，ガイドを参考に年超過確率 10－５に相当する風速とし，

80m／sとする。（第 8.1－12図） 

【別添資料１（2.3.7 ：1-37）】 

 

 

 

 

 

 

第 8.1－10図 竜巻最大風速のハザード曲線（海側，陸側 5km範

囲） 

【別添資料１（2.3.6 ：1-36）】 

 

 

 

 

e. 年超過確率（PB2）に対応する最大風速（VB2）の算定 

海岸線から陸側及び海側それぞれ5km 全域（竜巻検討地域）

を対象に算定したハザード曲線，1km範囲ごとに短冊状に細分

化して算定したハザード曲線より，年超過確率10-5における風

速を求めると第2.2.2.2-8図に示すとおりそれぞれ60.8m/s，

61.4m/sとなった。 

 

また，年超過確率10-5から一桁下げた年超過確率10-6におけ

る風速を求めると第2.2.2.2-8図に示すとおり陸側及び海側

5km全域での評価，1km範囲ごとに細分化した評価ともに

78.0m/sとなった。 

以上より，竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速VB2

は78m/sとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・VB2の設定方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は VB2の設

定において，ガイドに

従い，不確実性及び保

守性の考慮をして

1km 範囲ごとに細分

化した場合のハザー

ド曲線についても考

慮している。 

【東海第二】 

島根２号炉はデータ

の不確実性を踏まえ

年超過確率 10-6 を参

照している 

・算定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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第 2.2.2.2-9図 竜巻最大風速のハザード曲線（海側，陸側 5km

範囲） 

 

 

 

 

 

 

第 8.1－11図 竜巻検討地域を 1km幅ごとに細分化した場合のハ

ザード曲線 

【別添資料１（2.3.6 ：1-37）】 

 

 

第 8.1－12図 竜巻最大風速のハザード曲線 

【別添資料１（2.3.9 ：1-41）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.2-8図 竜巻最大風速のハザード曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・算定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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c. 基準竜巻の最大風速(VB) 

過去に発生した竜巻による最大風速 VB1 =69 m/s及び竜巻最大風

速のハザード曲線による最大風速 VB2=76m/sのうち，大きい風速で

ある 76m/s を柏崎刈羽原子力発電所における基準竜巻の最大風速

VBとする。 

 

2.2.2.3 設計竜巻の設定 

(1) 設計竜巻の最大風速(VD)の設定 

柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域の特性として，周辺

の地形や竜巻の移動方向を考慮して，基準竜巻の最大風速の

割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

 

 

 

 

 

a. 地形効果による竜巻風速への影響 

地形効果が竜巻強度に及ぼす影響に関する知見として，(a)

地形起伏による影響，(b)地表面粗度による影響，について既

往の研究において示されており，その知見を踏まえ，柏崎刈羽

原子力発電所周辺の地形効果による竜巻の増幅可能性につい

て検討する。また，既往の研究に基づく地形起伏及び地表面粗

度による影響に関する知見の詳細については，「別添 2-1 添付

資料 2.4」に示す。 

 

(a) 地形起伏による影響(46)～(48) 

 

竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回

転の中心からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定に

なるという性質がある。そのため，竜巻の渦が上り斜面を移動

するとき，基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動するときには

強まる。 

 

(b) 地表面粗度による影響(49)～(63) 

風は地表面の細かな凸凹が与える摩擦抵抗の影響を受けやす

く，風速は，地表面において 0 となり上空に向かうにつれて増

(3) 基準竜巻の最大風速の設定 

過去に発生した竜巻による最大風速ＶＢ１＝92m／s及び竜

巻最大風速のハザード曲線による最大風速ＶＢ２＝80m／sよ

り，発電所における基準竜巻の最大風速ＶＢは 92m／sとする。 

【別添資料１（2.3.9 ：1-41）】 

 

8.1.3 設計竜巻の最大風速の設定 

 

発電所が立地する地域の特性として，周辺の地形を考慮して，

基準竜巻の最大風速の割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速

を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 発電所周辺の地形 

発電所敷地周辺の地形を第 8.1－13図に示す。 

竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回

転の中心からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定

になるという性質がある。そのため，竜巻の渦が上り斜面を

移動する時，基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動する時に

は強まる。 

 

 

 

 

(3) 基準竜巻の最大風速 

過去に発生した竜巻による最大風速VB1=69m/s及び竜巻最大風速

のハザード曲線による最大風速VB2=78m/sのうち，大きい風速であ

る78m/sを島根原子力発電所における基準竜巻の最大風速VBとす

る。 

 

2.2.2.3 設計竜巻の設定 

(1) 設計竜巻の最大風速（VD）の設定 

島根原子力発電所が立地する地域の特性として，周辺の地

形や竜巻の移動方向を考慮して，基準竜巻の最大風速の割り

増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

 

 

 

 

 

a. 地形効果による竜巻風速への影響 

地形効果が竜巻強度に及ぼす影響に関する知見として，(a)

地形起伏による影響，(b)地表面粗度による影響，について既往

の研究において示されており，その知見を踏まえ，島根原子力

発電所周辺の地形効果による竜巻の増幅可能性について検討す

る。また，既往の研究に基づく地形起伏及び地表面粗度による

影響に関する知見の詳細については，「別添2-1 添付資料2.4」

に示す。 

 

(a) 地形起伏による影響(43)～(48) 

 

竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回

転の中心からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定に

なるという性質がある。そのため，竜巻の渦が上り斜面を移動

するとき，基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動するときには

強まる。 

 

(b) 地表面粗度による影響(49)～(60) 

風は地表面の細かな凸凹が与える摩擦抵抗の影響を受けやす

く，風速は，地表面において0となり上空に向かうにつれて増加

 

・VB1及び VB2の違いによ

る基準竜巻の最大風

速 VBの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

・VDの設定方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，竜巻の

移動方向を踏まえた

地形効果の影響を把

握するため，竜巻の移

動方向を考慮してい

る 

 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は既往の

知見を踏まえて，地形

効果として地形起伏

に加えて地表面粗度

の影響を考慮してい

る 

 

 

 

 

 

 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 
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加する。地表面粗度は竜巻の旋回流を減衰させる効果を有し，

地表面粗度の構成物が飛来物として運動することで風速が減衰

することも示唆されていることから，地表面粗度の増加ととも

に竜巻に起因する強風の風速を低下させるといえる。 

 

b. 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形 

柏崎刈羽原子力発電所敷地周辺の地形を第 2.2.2.3-1 図，柏崎

刈羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏を第

2.2.2.3-2 図，柏崎刈羽原子力発電所敷地周辺の地表面粗度を第

2.2.2.3-3 図に示す。発電所が立地する敷地は，北西が日本海に

面し，三方を森林に囲まれた標高 60m 前後のなだらかな丘陵地で

ある。 

 

c. 竜巻の移動方向の分析 

柏崎刈羽原子力発電所の周辺地域を対象に竜巻の移動方向に関

する分析を行う。なお，分析の対象とする地域は，「原子力発電所

の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説(1)」に示されている竜巻集

中地域を参考に，集中地域③（青森県日本海側～山形県），④（新

潟県・富山県）及び⑤（石川県西部～福井県北西部）とした。 

第 2.2.2.3-4  図に竜巻集中地域 ④ 周辺で発生した竜巻の移

動方向，第 2.2.2.3-5 図に竜巻集中地域③，④及び⑤において過

去に発生した竜巻の移動方向の頻度を分析した結果を示す。竜巻

の移動方向の分析の結果，柏崎刈羽原子力発電所周辺で発生する

竜巻は，陸側から海側（東から西）に向かう竜巻は極めて少なく，

発電所西方の海上から東方向（陸側）へ向かう方向が多い。 

 

 

 

 

d. 竜巻風速の増幅に関する検討 

(a) 地形起伏による竜巻増幅 

柏崎刈羽原子力発電所周辺で発生する竜巻は，地形が平坦な

海側から発電所敷地に進入する可能性が高く発電所敷地自体も平

坦であるため竜巻が増幅することはないと考えられる。万が一発

電所敷地外の東側（例えば刈羽村の平地）で竜巻が発生し，その

竜巻が海側に向かって移動し，発電所敷地内に進入した場合，竜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所が立地する敷地周辺は，最大でも標高 40m程度のな

だらかな地形であり，発電所周辺で発生する竜巻は，敷地周

辺の地形において，竜巻渦の旋回強度に影響を及ぼすと考え

られるマイクロスケール（数百 m）規模の起伏は認められな

いことから，地形効果による竜巻の増幅の可能性は低いとす

する。地表面粗度は竜巻の旋回流を減衰させる効果を有し，地

表面粗度の構成物が飛来物として運動することで風速が減衰す

ることも示唆されていることから，地表面粗度の増加とともに

竜巻に起因する強風の風速を低下させるといえる。 

 

b.島根原子力発電所周辺の地形 

島根原子力発電所敷地周辺の地形を第2.2.2.3-1図，島根原子力

発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏を第2.2.2.3-2図，島根原

子力発電所敷地周辺の地表面粗度を第2.2.2.3-3図に示す。発電所

が立地する敷地は，北側を輪谷湾に面し，他の三方を山で囲まれ

ている。 

 

 

c. 竜巻の移動方向の分析 

島根原子力発電所の周辺地域を対象に竜巻の移動方向に関する

分析を行う。なお，分析の対象とする地域は，「原子力発電所の竜

巻影響評価ガイド（案）及び解説」(1)に示されている竜巻集中地

域を参考に，集中地域⑥（鳥取県の一部）及び⑦（島根県の一部）

とした。 

 

第2.2.2.3-4図に竜巻集中地域⑥及び⑦で発生した竜巻の移動

方向，第2.2.2.3-5図に竜巻集中地域⑥及び⑦で発生した竜巻の移

動方向の頻度を分析した結果を示す。竜巻の移動方向の分析の結

果，島根原子力発電所周辺で発生する竜巻は，その大部分が海上

又は沿岸部で発生しており，その移動方向は東に向かう頻度が高

いことが確認できる。また，島根原子力発電所が立地する竜巻集

中地域⑦では，発電所北方の海上から南（陸側）へ向かう頻度が

高いことが確認できる。 

 

d. 竜巻風速の増幅に関する検討 

(a) 地形起伏による竜巻増幅 

島根原子力発電所周辺で発生する竜巻は，発電所北方または

西方の海上あるいは沿岸部で発生し，竜巻が発電所の北方で発

生し南方向（陸側）へ移動する場合には，地形が平坦な海側か

ら発電所敷地に進入することとなり，発電所敷地自体も平坦で

あるため竜巻が増幅することはないと考えられる。また，発電

（同上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・VDの設定方法の相違 

【東海第二】 

（2.2.2.3(1)と同じ） 

 

・竜巻集中地域の相違 

【柏崎 6/7】 

 

・竜巻集中地域の相違 

【柏崎 6/7】 
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巻はなだらかな丘陵を通過する。この場合，丘陵がなだらかであ

るため，地形効果による竜巻の増幅はない。 

(b) 地表面粗度による竜巻増幅

柏崎刈羽原子力発電所周辺では，発電所西方の海上から東方

向（陸側）へ向かう竜巻の発生が極めて多く，竜巻が海上から陸

側に移動する際には，地表面粗度の小さい海上から粗度の大きな

陸上に上陸するため，粗度により減衰するものと考えられる。

e. 設計竜巻の最大風速 VD

以上のことから，柏崎刈羽原子力発電所では，地形効果による

竜巻の増幅を考慮しない。一方，将来的な気候変動による竜巻発

生の不確実性を踏まえ，設計竜巻の最大風速 VD は F3 の風速範囲

の上限値 92m/s とする。 

る。 

【別添資料１（2.4.1 (2) ：1-43～44）】 

(2) 設計竜巻の最大風速ＶＤ

発電所では，地形効果による竜巻の増幅を考慮する必要はな

いと考えるが，現状では竜巻の観測数等のデータが十分とまで

は言い切れず，不確実性があることを考慮し，設計竜巻の最大

風速ＶＤは，基準竜巻の最大風速 92m／sを安全側に切り上げた

100m／sとする。 

【別添資料１（2.4.1 (3) ：1-44）】 

所西方で発生する竜巻は，上り斜面・下り斜面の影響をほぼ同

程度受け発電所敷地に進入する可能性が高く発電所敷地はほぼ

平坦であるため竜巻が増幅することはないと考えられる。万が

一発電所敷地外の南側（例えば鹿島町の平地）で竜巻が発生し，

その竜巻が海側に向かって移動し，発電所敷地内に進入した場

合，竜巻は山を越える必要がある。この場合の地形効果による 

増幅は，山の上り勾配と下り勾配で相殺される。 

(b) 地表面粗度による竜巻増幅

島根原子力発電所周辺では，竜巻の移動経路となり得る発電

所西方に着目すると森林などに相当する粗度区分Ⅲの領域が

2km 以上にわたり存在していることから，粗度による減衰効果

が期待できる。発電所北方または西方の海上あるいは沿岸から

南または東方向へ向かう竜巻が極めて多く，発電所北方の海上

で発生した竜巻が南方向へ移動する場合には，地表面粗度の小

さい海上から粗度の大きな陸上に上陸するため，粗度により減

衰するものと考えられる。 

e. 設計竜巻の最大風速VD

以上のことから，島根原子力発電所では，地形効果による竜巻

の増幅を考慮しない。一方，将来的な気候変動による竜巻発生の

不確実性を踏まえ，VBの値がF3の風速範囲（70～92m/s）にあるこ

とから設計竜巻の最大風速VDはF3の風速範囲の上限値92m/sとす

る。 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 

（ 2.2.2.3(1)a.と同

じ） 

・VDの設定方法の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉は VD の設

定において将来的な

気候変動を考慮して

いる 
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第 2.2.2.3-1図 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形 

(国土地理院「電子国土 Web」より作成) 

 

 

第 2.2.2.3-2図 柏崎刈羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での

地形起伏 

 

 

 

 

 

第 8.1－13図 発電所を中心とした東西 3km×南北 3kmの地形 

（国土地理院 5mメッシュ標高データに加筆） 

【別添資料１（2.4.1 ：1-44）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.3-1図 島根原子力発電所周辺の地形 

（国土地理院「電子国土Web」より作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.3-2図 島根原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起

伏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所 

国土地理院 標準地図（20 万），色別標高図  
0         2 km 

 

西 東 

島根原子力発電所 
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第 2.2.2.3-3図 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地表面粗度 

 

 

第 2.2.2.3-4図 竜巻集中地域④における竜巻移動方向（F0以上

のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.3-3図 島根原子力発電所周辺の地表面粗度 

 

 

 

第2.2.2.3-4図 竜巻集中地域⑥及び⑦における竜巻移動方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 

（ 2.2.2.3(1)a.と同

じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

・VDの設定方法の相違 

【東海第二】 

（2.2.2.3(1)と同じ） 

 

 

 

島根原子力発電所 

 

島根原子力発電所 
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第 2.2.2.3-5図 竜巻集中地域③，④及び⑤における竜巻移動方

向の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.2.3-5図 竜巻集中地域⑥及び⑦における竜巻移動方向の頻

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

・VDの設定方法の相違 

【東海第二】 

（2.2.2.3(1)と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

⑥ 

66



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(2) 設計竜巻の特性値の設定 

竜巻風速場としてフジタモデル(64)を適用した場合の設計竜

巻の特性値については，第 2.2.2.3-1 表のとおり設定する。な

お，最大気圧低下量と最大気圧低下率は，数値解析によって計

算する。フジタモデルの適用の妥当性については，「別添 2-2」，

設計竜巻の特性値の設定の詳細については，「別添 2-1 添付資

料 2-5」に示す。 

 

a. 設計竜巻の移動速度(VT) 

設計竜巻の移動速度(VT)は，風速場モデルに依存しない日

本の竜巻観測記録（竜巻等の突風データベース）に基づいた

竜巻移動速度（平均値）と最大風速との関係(43)を参照して設

定した以下の算定式を用いて VD から VT を算定する。 

 

 

VT＝0.15・VD               （9） 

 

 

b. 設計竜巻の最大接線風速(VRm) 

設計竜巻の最大接線風速(VRm)は，米国 NRC の基準類(30)を参

考として，風速場モデルに依存しない以下の算定式を用いて

算定する。 

 

 

VRm＝VD－VT                （10） 

 

 

c. 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径(Rm) 

設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径(Rm)は，風

速場モデルに依存しない以下の値を用いる。 

 

 

Rm＝30（m）               （11） 

 

 

 

8.1.4 設計竜巻の特性値の設定 

  設計竜巻の特性値は，設計竜巻の最大風速（ＶＤ）より米国Ｎ

ＲＣの基準類（７）を参考として，以下に示す手法に基づき，第

8.1－5表のとおり設定する。 

 

 

 

 

 (1) 設計竜巻の移動速度（ＶＴ） 

   設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，ガイドに基づき，「竜巻に

よる原子力施設への影響に関する調査研究」（２）による風速

場モデルに依存しない日本の竜巻の観測記録に基づいた竜巻

移動速度（平均値）と最大風速との関係を参照して設定され

ている以下の算定式を用いて，ＶＤからＶＴを算定する。 

 

ＶＴ＝0.15・ＶＤ 

【別添資料１（2.4.2 (1) ：1-45）】 

 

(2) 設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ） 

   設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）は，ガイドに基づき，米

国ＮＲＣの基準類（７）を参考に設定されている風速場モデル

に依存しない以下の式を用いて算定する。 

 

 

ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

【別添資料１（2.4.2 (1) ：1-45）】 

 

(3) 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ） 

   設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）は，

ガイドに基づき，「竜巻による原子力施設への影響に関する

調査研究」（２）による日本の竜巻の観測記録を基に提案され

た風速場モデルに準拠して以下の値を用いる。 

Ｒｍ＝30（m） 

【別添資料１（2.4.2 (1) ：1-45）】 

 

 

 (2) 設計竜巻の特性値の設定 

設計竜巻の特性値については，第2.2.2.3-1 表のとおり設定

する。また，飛来物の運動モデルについてはフジタモデル（61）を

適用する。フジタモデルの適用の妥当性及び設計竜巻の特性値の

設定の詳細については，「別添2-2」に示す。 

 

 

 

a. 設計竜巻の移動速度（VT） 

設計竜巻の移動速度(VT)は，風速場モデルに依存しない日

本の竜巻観測記録（竜巻等の突風データベース）に基づいた

竜巻移動速度（平均値）と最大風速との関係(40)を参照して設

定した以下の算定式を用いてVDからVTを算定する。 

 

 

VT＝0.15・VD                （9） 

 

 

b. 設計竜巻の最大接線風速（VRm） 

設計竜巻の最大接線風速(VRm)は，米国NRC の基準類(62)を参

考として，風速場モデルに依存しない以下の算定式を用いて

算定する。 

 

 

VRm＝VD－VT                 （10） 

 

 

c. 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Rm） 

設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Rm）は，

風速場モデルに依存しない以下の値を用いる。 

 

 

Rm＝30（m）                 （11） 

 

 

 

 

・設定方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設計竜

巻の特性値のうち気

圧低下については，容

易に算出ができ，保守

的な設定ができるガ

イドの算出式を使用 
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d. 設計竜巻の最大気圧低下量(ΔPmax)・最大気圧低下率

((dp/dt）max) 

設計竜巻の最大気圧低下量・最大気圧低下率については，

速度分布が既知である場合，流れの連続式と運動量保存式から

導出される以下の圧力ポアソン方程式を解くことにより，圧力

を求める。 

 

ここで，xi は座標(x,y,z)を，Ui 及び p は風速ベクトル及

び圧力を表す。 

また，νは動粘性係数を，ρは空気密度を表す。なお，添

え字 i, jは 1から 3 までの整数とする。 

 

 

最大気圧変化率は空間微分値に移動速度を乗じる以下の式

により求める。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.2.3-1 表 設計竜巻の特性値 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ） 

 

   設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は，ガイドに基づ

き，米国ＮＲＣの基準類（７）を参考に設定されているランキ

ン渦モデルによる風速分布に基づいた以下の式を用いて算定

する。 

ΔＰｍａｘ＝ρ・ＶＲｍ
２ 

 

   ここで， 

       ρ：空気密度（1.22kg／m３） 

【別添資料１（2.4.2 (1) ：1-45）】 

 

 

(5) 設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ） 

   設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）は，ガ

イドに基づき，米国ＮＲＣの基準類（７）を参考に設定されて

いるランキン渦モデルによる風速分布に基づいた以下の式を

用いて算定する。 

 

 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）・ΔＰｍａｘ 

【別添資料１（2.4.2 (1) ：1-45）】 

 

 

第 8.1－5表 設計竜巻の特性値 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 設計竜巻の最大気圧低下量（ΔPmax）・最大気圧低下率

（（dp/dt）max） 

設計竜巻の最大気圧低下量（ΔPmax）は，計算の簡便性の観

点から，米国NRC の基準類（62）を参考として，以下の算定式

を用いて算定する。 

 

ΔPmax=ρ･VRm
2   ρ：空気密度（kg/m3）  (12) 

 

 

 

 

 

 

 

設計竜巻の最大気圧低下率((dp/dt)max)は，ガイドに基づ

き，米国NRCの基準類（62）を参考に設定されているランキン渦

モデルによる風速分布に基づいた以下の式を用いて算定す

る。 

 

 

(dp/dt)max=(VT/Rm)･ΔPmax          (13) 

 

 

 

第2.2.2.3-1 表 設計竜巻の特性値 

風速 

ＶＤ

（m/s） 

移動速

度 

ＶＴ

（m/s） 

最大接線 

風速 

ＶＲｍ

（m/s） 

最大接

線風速

半径 

Ｒｍ（m） 

最大気圧 

低下量 

ΔＰmax 

（hPa） 

最大気圧 

低下率 

（dp/dt）

max 

（hPa/s） 

92 14 78 30 75 35 

 

 

 

 

 

 

 

・算出方法の相違 

 【柏崎 6/7】 

最大気圧低下量及び

最大気圧低下率の算

出方法の相違

（2.2.2.3(2)と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・算出方法の相違 

 【柏崎 6/7】 

最大気圧低下量及び

最大気圧低下率の算

出方法の相違

（2.2.2.3(2)と同じ） 
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2.2.3 設計荷重の設定 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 設計竜巻荷重 

設計竜巻により評価対象施設等に作用する荷重として「風圧

力による荷重（WW)」，「気圧差による荷重（WP）」及び「設計飛来

物による衝撃荷重（WM）」を以下に示すとおり算出する。 

 

(1) 風圧力の設定 

設計竜巻の最大風速による荷重であり，「建築基準法施行

令」（昭和 25 年 11月 16 日政令第 338 号），「日本建築学会 建

築物荷重指針・同解説」及び建設省告示 1454 号（平成 12 年

5 月 31 日）に準拠して，風圧力による荷重（WW）を次式のと

おり算出する。 

 

WW＝q・G・C・A             （14） 

 

ここで， 

WW ：風圧力による荷重 

q ：設計用速度圧 

G ：ガスト影響係数(＝1.0) 

C ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根・

壁等）に応じて設定する。） 

A：施設の受圧面積 

 

q＝(1/2)･ρ･VD
2              (15) 

【以下，比較のため再掲】 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

（2） 安全設計方針 

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針 

 

(6) 荷重の組合せと許容限界 

竜巻に対する防護設計を行うため，評価対象施設等に作用

する設計竜巻荷重の算出，設計竜巻荷重の組合せの設定，設

計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定及び許容限界について

以下に示す。 

 

ａ．評価対象施設等に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により評価対象施設等に作用する荷重として

「風圧力による荷重（ＷＷ）」，「気圧差による荷重（ＷＰ）」

及び「設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ）」を以下に示す

とおり算出する。 

(a) 風圧力による荷重（ＷＷ） 

設計竜巻の最大風速による荷重であり，「建築基準法

施行令」（昭和 25年 11月 16日政令第 338号），「日本

建築学会 建築物荷重指針・同解説」及び建設省告示 1454

号（平成 12 年 5 月 31 日）に準拠して，次式のとおり算

出する。 

 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

 

ここで， 

ＷＷ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋

根，壁等） に応じて設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

 

ｑ＝（1/2）・ρ・ＶＤ
２ 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 設計荷重の設定 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 設計竜巻荷重 

設計竜巻により評価対象施設等に作用する荷重として「風圧

力による荷重（WW)」，｢気圧差による荷重（WP）｣及び｢設計飛来

物による衝撃荷重（WM）｣を以下に示すとおり算出する。 

 

(1) 風圧力の設定 

設計竜巻の最大風速による荷重であり，「建築基準法施行

令」（昭和25 年11月16 日政令第338 号），「日本建築学会 建

築物荷重指針・同解説」及び建設省告示1454 号（平成12 年5 

月31 日）に準拠して，風圧力による荷重（WW）を次式のとお

り算出する。 

 

WW＝q・G・C・A               （14） 

 

ここで， 

WW ：風圧力による荷重（N） 

q ：設計用速度圧（N/m2） 

G ：ガスト影響係数(＝1.0) 

C ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根・

壁等）に応じて設定する。） 

A：施設の受圧面積（m2） 

 

q＝(1/2)･ρ･VD
2             (15) 
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ここで， 

ρ ：空気密度 

VD ：設計竜巻の最大風速 

 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風

速として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と

考えられる評価対象施設等が存在する場合には，フジタモデ

ルの風速場により求まる鉛直方向の風速等に基づいて算出し

た鉛直方向の風圧力についても考慮した設計とする。 

 

(2) 気圧差による圧力 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧

力影響を受ける設備及び評価対象施設を内包する施設の建屋

壁，屋根等においては，設計竜巻による気圧低下によって生

じる評価対象施設等の内外の気圧差による圧力荷重が発生す

る。保守的に「閉じた施設」を想定し，気圧差による荷重（WP）

をフジタモデルにより求まる最大気圧低下量（ΔPmax）を用い

て次式のとおり算出する。 

WP＝ΔPmax･A (16) 

 

ここで， 

WP ：気圧差による荷重 

ΔPmax：フジタモデルにより求まる最大気圧低下量 

A ：施設の受圧面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 飛来物の衝撃荷重 

a. 設計飛来物の設定 

飛来物に係る現地調査結果及び「原子炉発電所の竜巻影

 

ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ：設計竜巻の最大風速 

 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向

の風速として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対して

ぜい弱と考えられる評価対象施設等が存在する場合に

は，鉛直方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向

の風圧力についても考慮した設計とする。 

 

(b) 気圧差による荷重（ＷＰ） 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧

力影響を受ける設備及び外部事象防護対象施設を内包す

る区画の外壁，屋根等においては，設計竜巻による気圧

低下によって生じる評価対象施設等の内外の気圧差によ

る圧力荷重が発生する。保守的に「閉じた施設」を想定

し次式のとおり算出する。 

 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

 

ここで， 

ＷＰ  ：気圧差による荷重 

ΔＰｍaｘ：最大気圧低下量 

Ａ   ：施設の受圧面積 

 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

（2） 安全設計方針 

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針 

 

 

(5) 設計飛来物の設定 

敷地全体を俯瞰した現地調査及び検討を行い，発電所構内

の資機材，車両等の設置状況を踏まえ，評価対象施設等に衝

 

ここで， 

ρ ：空気密度（㎏/m3） 

VD ：設計竜巻の最大風速（m/s） 

 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速

として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考え

られる評価対象施設等が存在する場合には，フジタモデルの風

速場により求まる鉛直方向の風速等に基づいて算出した鉛直方

向の風圧力についても考慮した設計とする。 

 

(2) 気圧差による圧力 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影

響を受ける施設及び評価対象施設を内包する施設の建物壁，

屋根等においては，設計竜巻による気圧低下によって生じる

評価対象施設等の内外の気圧差による圧力荷重が発生する。

保守的に「閉じた施設」を想定し，気圧差による荷重（WP）

を最大気圧低下量（ΔPmax）を用いて次式のとおり算出する。 

 

WP＝ΔPmax･A                (16) 

 

ここで， 

WP ：気圧差による荷重（N） 

ΔPmax：米国NRC の基準類を参考にして算出した最大気圧低

下量（N/m2） 

A ：施設の受圧面積（m2） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 飛来物の衝撃荷重 

a. 設計飛来物の設定 

飛来物に係る現地調査結果及び「原子力発電所の竜巻影

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・算出方法の相違 

【柏崎 6/7】 

最大気圧低下量及び

最大気圧低下率の算

出方法の相違

（2.2.2.3(2)と同じ） 
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響評価ガイド（平成 25年 6月 19日 原規技発 13061911号 原

子力規制委員会決定）」に示されている設計飛来物の設定例

を参照し設定する。 

現地調査にて確認した発電所構内の常設物（マンホール

蓋等），仮設物（資機材等）及び二次飛来物（屋根等），ま

た，それらの飛散防止対策の可否，固定状況，過去の被害

事例や代表性（運動エネルギ，貫通力）について検討した

結果を，「別添 2-1 添付資料 3.3」に示す。 

設計飛来物は，浮き上がりの有無，運動エネルギ，貫通

力の大きさから，鋼製材，角型鋼管（大），足場パイプ及び

鋼製足場板を選定した。ただし，これらのうち飛散防止対

策を講じるものは除く。 

また，非常用換気空調系ルーバへの防護対策として設置

する竜巻防護ネットを通過する可能性があり，鋼製材，角

型鋼管（大），足場パイプ及び鋼製足場板にて包含できない

ことから，砂利を設計飛来物とする。 

飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出

した飛来物や持ち込まれる物品の寸法，質量及び形状から

飛来の有無を判断し，運動エネルギ，貫通力を考慮して，

衝突時に建屋等又は竜巻防護対策設備に与えるエネルギが

設計飛来物（極小飛来物である砂利を除く。）によるものよ

り大きく，外部事象防護対象施設を防護できない可能性が

あるものは，浮き上がりや横滑りの有無を考慮した上で，

固縛，固定又は外部事象防護対象施設からの離隔対策を実

施し，確実に飛来物とならない運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

突する可能性のある飛来物を抽出する。 

 

 

飛来物に係わる現地調査結果及び「原子力発電所の竜巻影

響評価ガイド（平成 25年 6月 19日原規技発 13061911号 原

子力規制委員会決定）」に示されている設計飛来物の設定例

を参照し設定する。 

 

設計飛来物は，浮き上がりの有無，運動エネルギ及び貫通

力を踏まえ，鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，質量

135kg，飛来時の水平速度 51m／s，飛来時の鉛直速度 34m／s）

を設定する。 

また，竜巻飛来物防護対策設備の防護ネットを通過し得る

可能性があり，鋼製材にて包含できないことから，砂利も設

計飛来物とする。 

第 1.7.2－1表に発電所における設計飛来物を示す。 

飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出し

た飛来物や東海発電所を含む当社敷地内に持ち込まれる資機

材，車両等の寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，

運動エネルギ及び貫通力を考慮して，衝突時に建屋等又は竜

巻飛来物防護対策設備に与えるエネルギ又は貫通力が設計飛

来物のうち鋼製材によるものより大きく，外部事象防護対象

施設を防護できない可能性があるものは固縛，固定又は評価

対象施設等からの離隔を実施し，確実に飛来物とならない運

用とする。 

 

 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上記の設計飛来物

（鋼製材）の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定

される場合は，フェンス等の設置により飛来物となるものを

配置できない設計とすること若しくは当該飛来物の衝撃荷重

を考慮した設計荷重に対し，当該飛来物が衝突し得る外部事

象防護対象施設等の構造健全性を確保する設計とすること若

しくは当該飛来物による外部事象防護対象施設の損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること若しくは安

全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを

響評価ガイド（平成25 年6 月19 日 原規技発13061911 号 

原子力規制委員会決定）」に示されている設計飛来物の設定

例を参照し設定する。 

現地調査にて確認した発電所構内の常設物（マンホール

蓋等），仮設物（資機材等）及び二次飛来物（屋根等），ま

た，それらの飛散防止対策の可否，固定状況，過去の被害

事例や代表性（運動エネルギ，貫通力）について検討した

結果を，「別添2-1 添付資料3.3」に示す。 

設計飛来物は，浮き上がりの有無，運動エネルギ，貫通

力の大きさから，鋼製材を選定した。 

 

 

また，竜巻防護対策設備である竜巻防護ネットを通過し

得る可能性があり，鋼製材にて包含できないことから，砂

利も設計飛来物とする。 

 

飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出

した飛来物や持ち込まれる物品の寸法，質量及び形状から

飛来の有無を判断し，運動エネルギ，貫通力を考慮して，

衝突時に建物等又は竜巻防護対策設備に与えるエネルギ又

は貫通力が設計飛来物によるものより大きく，外部事象防

護対象施設を防護できない可能性があるものは，浮き上が

りや横滑りの有無を考慮した上で，固縛，固定又は外部事

象防護対象施設からの離隔対策を実施し，確実に飛来物と

ならない運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計飛来物の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計飛

来物の飛散高さは設

定せず，保守的にどの

高さにも到達するこ

ととしていることか

ら，柏崎 6/7の足場パ

イプ，鋼製足場板等は

鋼製材に包含させて

いる 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉は敷地近

傍に隣接事業所はな

い 
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b. 設計飛来物の速度の設定 

設計竜巻による設計飛来物の最大水平速度(MVHmax)及び

最大鉛直速度(MVVmax)は，設計竜巻の最大風速 92m/s にて，

フジタモデルを適用した風速場の中での速度を算出した。

また，設計飛来物の浮き上がり高さ及び飛散距離も同様に

算出した。その結果を第 2.2.3.1-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.3.1-1表 柏崎刈羽原子力発電所における設計飛来物 

 

 

 

 

適切に組み合わせることで，外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.3.1 (3)：1-50～61）】 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

（2） 安全設計方針 

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針 

(6) 荷重の組合せと許容限界 

 

(c) 設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ） 

飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して設計飛来物

等が評価対象施設等に衝突した場合の影響が大きくなる

向きで衝撃荷重を算出する。 

【別添資料１（3.3.1 ：1-49～62）】 

 

 

第 1.7.2－1表 発電所における設計飛来物 

 

【別添資料１（3.3.1 (3)：1-60）】 

 

 

 

b. 設計飛来物の速度の設定 

設計飛来物のうち鋼製材の最大水平速度(MVHmax)及び最大

鉛直速度(MVVmax)は，設計竜巻の最大風速92m/s にて，フジ

タモデルを適用した風速場の中での速度を包絡する「竜巻

影響評価ガイド」の解説表4.1に示される値とする。設計飛

来物のうち砂利の最大水平速度(MVHmax)及び最大鉛直速度

(MVVmax)は，設計竜巻の最大風速92m/s にて，フジタモデル

を適用した風速場の中での速度を設定する。 

島根原子力発電所における設計飛来物を第2.2.3.1-1 表

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2.3.1-1 表 島根原子力発電所における設計飛来物 

飛来物 砂利 鋼製材 

寸法(m) 
長さ×幅×奥行 

0.04×0.04×0.04 

長さ×幅×奥行 

4.2×0.3×0.2 

質量 

(kg) 
0.2 135 

最大水平速度

(m/s) 
54 51 

最大鉛直速度

(m/s) 
36 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設定方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の設計飛

来物の速度は，フジタ

モデルの風速場での

速度を包絡する「竜巻

影響評価ガイド」の解

説表 4.1 に示される

値を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計飛来物の相違 

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 

・設計飛来物の最大速度

の設定方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，設計飛来

物の最大速度を，フジタ

モデルによる飛散解析
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c. 設計飛来物の衝突方向，衝突範囲及び衝撃荷重の設定 

飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して設計飛来物が

評価対象施設等に衝突した場合の影響が大きくなる向きで

衝撃荷重を算出する。 

①鋼製材，角型鋼管（大）及び砂利の影響高さ 

ランキン渦モデルを採用している米国 Regulatory Guide 

1.76 では，小さな飛来物（スチールパイプ等）はどの高さ

への衝突も想定しているのに対し，重量物（自動車）に対

しては 9.1m（30feet）以下に影響を及ぼすこととしている。 

一方，フジタモデルを適用した場合の鋼製材，角型鋼管

（大）及び砂利の影響高さは，第 2.2.3.1-1 表のとおり，

最大でも 0.15m と僅かであるが，これらの飛来物は（飛来

物の寸法で最も長い辺は 4.2m）回転して飛散することも想

定される。 

また，高所の建屋開口部等への影響を及ぼす可能性があ

るものには飛散防止対策を講じることから，鋼製材，角型

鋼管（大）及び砂利は原則地上高 10m 迄影響を及ぼすもの

とする。 

②足場パイプ及び鋼製足場板の影響高さ 

足場パイプ及び鋼製足場板の浮き上がり高さは，第

2.2.3.1-1表のとおり， 

高所の建屋開口部等へ影響を及ぼす可能性があることか

ら，どの高さへの衝突も想定するものとする。 

 

(4) 設計竜巻荷重の組み合わせ 

評価対象施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻によ

る風圧力による荷重（WW），気圧差による荷重（WP）及び設計飛来

物による衝撃荷重（WM）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重

WT1 及び WT2 は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下

のとおり設定する。 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5･WP＋WM         (17) 

 

なお，評価対象施設等には WT1 及び WT2 の両荷重をそれぞれ

作用させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設計竜巻荷重の組合せ 

評価対象施設等の設計に用いる設計竜巻荷重は，設計竜

巻による風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（Ｗ

Ｐ）及び設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせ

た複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及び ＷＴ２は米国原子力規

制委員会の基準類を参考として，以下のとおり設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ 

 

なお，評価対象施設等にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれ

ぞれ作用させる。 

【別添資料１（3.3.1 ：1-61～62）】 

c. 設計飛来物の衝突方向，衝突範囲および衝撃荷重の設定 

飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して設計飛来物が評

価対象施設等に衝突した場合の影響が大きくなる向きで衝撃

荷重を算出する。 

なお，設計飛来物の衝突位置については，飛散高さによら

ず評価対象施設等のどの高さに対しても衝突を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 設計竜巻荷重の組み合わせ 

評価対象施設等の設計に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻に

よる風圧力による荷重（WW），気圧差による荷重（WP）及び設計飛

来物による衝撃荷重（WM）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷

重WT1及びWT2は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下

のとおり設定する。 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5･WP＋WM                (17) 

 

なお，評価対象施設等にはWT1 及びWT2 の両荷重をそれぞれ作

用させる｡ 

 

の結果から設定してい

る 

 

 

・設計飛来物の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉は設計飛

来物の飛散高さは設

定せず，どの高さにも

到達することとして

おり，柏崎 6/7の足場

パイプ，鋼製足場板等

は鋼製材に包含させ

ている 
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2.2.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおり設定する。 

 

(1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する

荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

 

(2) 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり(33)，積乱雲の

発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，雷，雪，

ひょう及び降水である。これらの自然現象の組み合わせにより発

生する荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包絡されることから，

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重として考慮する必要はない。 

 

a. 雷 

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラン

トへの影響は，雷撃であるため雷による荷重は発生しない。 

 

b. 雪 

柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域においては，冬期，

竜巻が襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を伴う可能性はある

が，上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。

また，下降流の竜巻通過時や竜巻通過前に積もった雪の大部分

は竜巻の風により吹き飛ばされるため，雪による荷重は十分小

さく設計竜巻荷重に包絡される。 

 

c. ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径 5mm以上の氷の粒(65)であり，仮

に直径 10cm 程度の大型のひょうを想定した場合,その重量は約

0.5kgとなる。10cm程度のひょうの終端速度は 59m/s(66),運動エ

ネルギは約 0.9kJ であり,設計飛来物の運動エネルギと比べ十

分に小さく，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡さ

れる。 

 

 

 

ｃ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおり設定

する。 

(a) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時

作用する荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせ

る。 

(b) 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は，積乱雲及び積雲に伴って発生する現象であり

（１），積乱雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性があ

る自然現象は，雷，雪，ひょう及び降水である。これら

の自然現象の組合せにより発生する荷重は，以下のとお

り設計竜巻荷重に包絡される。 

 

ⅰ) 雷 

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によ

るプラントへの影響は雷撃であるため，雷による荷重

は発生しない。 

ⅱ) 雪 

冬期，竜巻が襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を

伴う可能性はあるが，上昇流の竜巻本体周辺では，竜

巻通過時に雪は降らない。また，下降流の竜巻通過時

は，竜巻通過前に積もった雪の大部分は竜巻の風によ

り吹き飛ばされ，雪による荷重は十分小さく設計竜巻

荷重に包絡される。 

 

ⅲ) ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒（２）

であり，仮に直径 10cm程度の大型のひょうを想定した

場合，その重量は約 0.5kgである。直径 10cm程度のひ

ょうの終端速度は 59m／s（３），運動エネルギは約 0.9kJ

であり，設計飛来物の運動エネルギと比べ十分に小さ

く，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡さ

れる。 

 

 

2.2.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおり設定する。 

 

(1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する

荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

 

(2) 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり(30)，積乱雲の

発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，雷，雪，

ひょう及び降水である。これらの自然現象の組み合わせにより発

生する荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包絡されることから，

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重として考慮する必要はない。 

 

a. 雷 

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラン

トへの影響は，雷撃であるため雷による荷重は発生しない。 

 

b. 雪 

島根原子力発電所が立地する地域においては，冬期，竜巻

が襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を伴う可能性はあるが，

上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。また，

下降流の竜巻通過時や竜巻通過前に積もった雪の大部分は竜

巻の風により吹き飛ばされるため，雪による荷重は十分小さく

設計竜巻荷重に包絡される。 

 

c. ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径5mm 以上の氷の粒（63）であり，

仮に直径10cm 程度の大型のひょうを想定した場合,その重量は

約0.5kgとなる。10cm程度のひょうの終端速度は59m/s(64),運動

エネルギは約0.9kJ であり,設計飛来物の運動エネルギと比べ

十分に小さく，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡

される。 
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d. 降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により屋

外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による荷重

は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

 

(3) 設計基準事故時荷重 

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能を損なわ

ない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故等の設計

基準事故の起因とはならないことから，設計竜巻と設計基準事故

は独立事象となる。設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻

度は十分小さいことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻荷重と

の組み合わせは考慮しない。 

 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故が同時に

発生する場合，評価対象施設等のうち設計基準事故荷重が生じ，

竜巻による風荷重等の影響を受ける屋外設備としては，軽油タン

ク及び非常用ディーゼル発電機燃料移送系が考えられるが，設計

基準事故時においても，運転時の系統内圧力及び温度と変わらな

いため，設計基準事故により考慮すべき荷重はなく，竜巻と設計

基準事故時荷重の組み合わせは考慮しない。 

 

 

 

 

2.2.4 評価対象施設等の設計方針 

2.2.4.1 設計方針 

評価対象施設等については，以下の設計方針のとおり，設計

荷重に対してその構造健全性を維持する設計とする。評価対象施

設等以外の外部事象防護対象施設については，竜巻及びその随伴

事象に対して機能維持する，若しくは，竜巻及びその随伴事象に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること， 

安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な設計と

することにより，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

 

 

ⅳ) 降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水

により屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，ま

た降雨による荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に

包絡される。 

(c) 設計基準事故時荷重 

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能

を損なわない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材

喪失事故等の設計基準事故の起因とはならないことか

ら，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分

小さいことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組

合せは考慮しない。 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故

が同時に発生する場合，評価対象施設等のうち設計基準

事故時荷重が生じ，竜巻による風荷重等の影響を受ける

屋外設備としては残留熱除去系海水系ポンプ等が考えら

れるが，設計基準事故時においても残留熱除去系海水系

ポンプ等の圧力及び温度は変わらないため，設計基準事

故により考慮すべき荷重はなく，竜巻と設計基準事故時

荷重の組合せは考慮しない。 

【別添資料１（3.3.2 ：1-62～63）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により屋

外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による荷重

は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

 

(3) 設計基準事故時荷重 

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能を損なわ

ない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故等の設計

基準事故の起因とはならないことから，設計竜巻と設計基準事故

は独立事象となる。設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻

度は十分小さいことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻荷重と

の組み合わせは考慮しない。 

 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故が同時に

発生する場合，評価対象施設等のうち設計基準事故荷重が生じ，

竜巻による風荷重等の影響を受ける屋外施設としては，海水ポン

プ及びディーゼル燃料移送ポンプが考えられるが，設計基準事故

時においても，運転時の系統内圧力及び温度と変わらないため，

設計基準事故により考慮すべき荷重はなく，竜巻と設計基準事故

時荷重の組み合わせは考慮しない。 

 

 

 

 

2.2.4 評価対象施設等の設計方針 

2.2.4.1 設計方針 

評価対象施設等については，以下の設計方針のとおり，設計

荷重に対してその構造健全性を維持する設計とする。評価対象

施設等以外の外部事象防護対象施設については，竜巻及びその

随伴事象に対して機能維持する，若しくは，竜巻及びその随伴

事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可

能な設計とすることにより，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東海第二は「1.7 外

部からの衝撃による損

傷の防止に関する基本

方針」で記載） 
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(1) 許容限界 

建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通

及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離

が発生する限界厚さと部材の最小厚さを比較することにより行

う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力が以下の

法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限界を下回

る設計とする。 

 

・建築基準法 

・日本工業規格 

・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気

協会） 

・震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針（日本

建築防災協会） 

・原子力エネルギー協会（NEI）の基準・指針類等 

 

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通

の有無の評価については，貫通が発生する限界厚さと部材の最

小厚さを比較することにより行う。 

設計飛来物が貫通することを考慮する場合には，設計荷重に

対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に発生する応力

が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等

に基づく許容限界を下回る設計とする。 

・日本工業規格 

・日本機械学会の基準・指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気

協会）等 

 

 

 

 

 

 

(2) 屋外設備（建屋含む） 

屋外設備は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設計

ｄ．許容限界 

建屋及び構築物の設計において，設計飛来物等の衝突に

よる貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通

及び裏面剥離が発生しない部材厚（貫通限界厚さ及び裏面

剥離限界厚さ）と部材の最小厚さを比較することにより行

う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力が以

下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限

界を下回る設計とする。 

・建築基準法 

・日本工業規格 

・日本建築学会及び土木学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会） 

 

 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

 

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による

貫通の有無の評価については，貫通が発生しない部材厚で

ある貫通限界厚さと部材の最小厚さを比較することにより

行う。設計飛来物が貫通することを考慮する場合には，設

計荷重に対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に

発生する応力が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定

した許容応力度等に基づく許容限界を下回る設計とする。 

・日本工業規格 

・日本機械学会の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会） 

【別添資料１（3.4.1 ：1-64）】 

 

(7) 評価対象施設等の防護設計方針 

評価対象施設等の設計荷重に対する防護設計方針を以下に

示す。 

【別添資料１（3.4.2 ：1-65～75）】 

ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

外部事象防護対象施設のうち屋外施設は，設計荷重に対

(1) 許容限界 

建物・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通

及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離

が発生する限界厚さと部材の最小厚さを比較することにより行

う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力が以下の

法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限界を下回

る設計とする。 

 

・建築基準法 

・日本産業規格 

・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（日本電気協

会） 

・震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針（日本

建築防災協会） 

・原子力エネルギー協会（NEI）の基準・指針類等 

 

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通

の有無の評価については，貫通が発生する限界厚さと部材の最

小厚さを比較することにより行う。 

設計飛来物が貫通することを考慮する場合には，設計荷重に

対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に発生する応力

が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等

に基づく許容限界を下回る設計とする。 

・日本産業規格 

・日本機械学会の基準・指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（日本電気協

会）等 

 

 

 

 

 

 

(2) 屋外施設（建物含む。） 

屋外施設は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設計
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とし，必要に応じて施設の補強，非常用ディーゼル発電機燃料

移送系防護板の設置等の防護対策を講じる方針とする。 

 

なお，外殻となる施設等による防護機能が期待できる屋内設

備は，建屋又は構築物による防護により，設計荷重に対して安

全機能を損なわない方針とする。 

 

a. 軽油タンク 

軽油タンクは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設

計飛来物（鋼製材，角型鋼管（大），砂利，足場パイプ，鋼製

足場板のことをいう。以下，2.2.4及び 2.2.5において同じ。）

による衝撃荷重，軽油タンクに常時作用する荷重，運転時荷重

に対して構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて防護

ネット等の竜巻飛来物防護対策設備又は運用による竜巻防

護対策を講じる方針とする。 

 

 

 

 

(l) 軽油貯蔵タンクタンク室 

軽油貯蔵タンクタンク室は，地下埋設されていること

を考慮し，設計飛来物による衝撃荷重に対して，構造健

全性が維持され，軽油貯蔵タンクの安全機能を損なわな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-69）】 

 

 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口は，設計飛来物が衝突によ

り貫通することを考慮しても，閉塞することがなく，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）の吸気機能が維持される設計とする。

さらに，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）吸気口に常時作用する荷重に対して，構

造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(b) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，設計飛

来物の衝突により貫通することを考慮し，防護ネットの

設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来

物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンに常時

とし，必要に応じて竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板の設置等の

防護対策を講じる方針とする。 

 

なお，外殻となる施設による防護機能が期待できる屋内施設

は，建物又は構築物による防護により，設計荷重に対して安全

機能を損なわない方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所及び設計飛来

物の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の設置場所及び設

計飛来物の相違

(2.2.1(2-1)及び

2.2.3.1(3)と同じ） 

・抽出対象の相違 

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 

 

 

 

 

 

 

 

・抽出対象の相違 

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 
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作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。） 

中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）は，設計

飛来物の衝突により貫通することを考慮して，防護ネッ

トの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計

飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。） 

残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）は，設

計飛来物の衝突により貫通することを考慮し，防護ネッ

トの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計

飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）

に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）

は，設計飛来物の衝突により貫通することを考慮し，防

護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配

管，弁含む。）に常時作用する荷重に対して，構造健全

性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

(f) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，設計飛来物の衝突

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 海水ポンプ（原子炉補機冷却系，高圧炉心スプレイ補機冷

却系）（配管，弁を含む。） 

 海水ポンプは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，海

水ポンプに常時作用する荷重，運転時荷重に対して構造健全

性が維持され安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物（鋼製材）に対して竜巻防護ネット，竜

巻防護鋼板の設置等の防護対策を行う。 

なお，竜巻防護ネットを通過する可能性のある設計飛来物

（砂利）の衝突に対して，ポンプ，電動機等の部材を貫通し

ない厚さを確保し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 海水ストレーナ（原子炉補機冷却系，高圧炉心スプレイ

補機冷却系） 

 

 

 

・抽出対象の相違 

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

(2.2.1(2-1)と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 
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により貫通することを考慮し，防護ネットの設置等によ

る竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を

防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び残留

熱除去系海水系ストレーナに常時作用する荷重に対し

て，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計

とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66～67）】 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，設計飛来物

の衝突により貫通することを考慮し，防護ネットの設置

等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の

衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナに常時作用する

荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67）】 

(h) 非常用ガス処理系排気筒

非常用ガス処理系排気筒は，設計飛来物が衝突により

貫通することを考慮しても，閉塞することはなく，非常

用ガス処理系排気筒の排気機能が維持される設計とす

る。さらに，非常用ガス処理系排気筒は開かれた構造物

であり気圧差荷重も作用しないことから，風圧力による

荷重及び非常用ガス処理系排気筒に常時作用する荷重に

対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67）】 

(i) 主排気筒

主排気筒の筒身については，設計飛来物の衝突により

貫通することを考慮しても，閉塞することはなく，主排

気筒の排気機能が維持される設計とする。さらに，主排

気筒は開かれた構造物であり気圧差荷重は作用しないこ

とから，風圧力による荷重及び主排気筒に常時作用する

海水ストレーナは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

海水ストレーナに常時作用する荷重，運転時荷重に対して構

造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物に対して竜巻防護鋼板の設置等の防護対

策を行う。 

c. 排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）

排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）は，設計飛

来物（鋼製材）により損傷し，排気筒（非常用ガス処理系用

排気筒を含む。）の安全機能が維持されないことを考慮して，

安全上支障のない期間での補修が可能な設計とするととも

に，環境への放射性物質の異常な放出が発生する可能性があ

る設計基準事故に対して，周辺の公衆に著しい放射線被ばく

のリスク抑制する機能を保持できる設計とする。なお，排気

筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）が損傷し,非常用ガ

ス処理系が動作不能と判断された場合は，プラントを停止し

補修を行う。 

また，排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）は，

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重に対して，

排気筒全体が倒壊しない設計とする。 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

(2.2.1(2-1)と同じ） 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ)
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b. 非常用ディーゼル発電機燃料移送系

非常用ディーゼル発電機燃料移送系のポンプ，配管及び弁

は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送系のポンプ，配管及び弁に常時作用する荷

重，運転時荷重に対して構造健全性が維持され安全機能を損

なわない設計とする。 

また，設計飛来物に対して非常用ディーゼル発電機燃料移

送系防護板の設置等の防護対策を行う。 

c. 原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロ

ール建屋，廃棄物処理建屋

荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損な

わない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突により部材が損傷した場合に

おいても構造健全性が維持され，排気筒全体が倒壊しな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67～68）】 

(j) 原子炉建屋

原子炉建屋原子炉棟外壁（5階及び 6階部分）の原子

炉建屋外側ブローアウトパネルについては，設計竜巻に

d．排気筒モニタ 

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の検出

手段として期待している。外部事象を起因として放射性気体

廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象と

しての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のない期間に補修 

等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

e. ディーゼル燃料移送ポンプ（A-非常用ディーゼル発電機

系,高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系）（配管，

弁を含む。） 

ディーゼル燃料移送ポンプは，風圧力による荷重，気圧差

による荷重，ディーゼル燃料移送ポンプに常時作用している

荷重及び運転時荷重に対して構造健全性が維持され安全機能

を損なうことのない設計とする。 

また，設計飛来物（鋼製材）に対して竜巻防護鋼板（穴あ

き）の設置等の防護対策を行う。 

なお，竜巻防護鋼板（穴あき）を通過する可能性のある設

計飛来物（砂利）の衝突に対しては，設備の配置状況やディ

ーゼル燃料移送ポンプに対する影響を考慮し，安全機能を損

なわない設計とする。 

f. 原子炉建物，タービン建物，制御室建物，廃棄物処理建物，

ディーゼル燃料貯蔵タンク室（A-非常用ディーゼル発電機

系,高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系），ディー

ゼル燃料貯蔵タンク格納槽（B-非常用ディーゼル発電機系） 

原子炉建物外壁（4階部分）の原子炉建物外側ブローア

ウトパネルについては，設計竜巻による気圧低下による開

放及び設計飛来物の貫通により，原子炉建物の放射性物質

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 

（東海第二は

「1.7.2.1（3）外部事

象防護対象施設等の

うち評価対象施設」で

記載） 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 
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原子炉建屋，タービン建屋海水熱交換器区域，コントロー

ル建屋，廃棄物処理建屋は，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び設計飛来物による衝撃荷重，各建屋に常時作用す

る荷重，運転時荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持

されるとともに，屋根，壁，開口部（扉類）の破損により当

該建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び

裏面剥離の発生により当該建屋内の外部事象防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備に関

する方針は(4)に示す。 

よる気圧低下による開放及び設計飛来物の貫通により，

原子炉建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を損な

う可能性があるが，防護ネットの設置による竜巻防護対

策を行うことにより，設計飛来物の衝突及び気圧低下に

よる開放後の開口部からの設計飛来物の侵入を防止する

設計とするとともに，気圧低下による開放に対しては，

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小

さいことから，安全上支障のない期間に補修が可能な設

計とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

また，原子炉建屋は外部事象防護対象施設を内包する

建屋でもあるため，風圧力による荷重，気圧差による荷

重，設計飛来物の衝撃荷重及び常時作用する荷重に対し

て，構造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，

壁及び開口部（扉類）の破損により原子炉建屋内の外部

事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。

また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥

離の発生により，原子炉建屋内の外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68）】 

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

(k) タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋

タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は，風圧力

による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物等の衝撃荷

重及び常時作用する荷重に対して，構造骨組の構造健全

性が維持されるとともに，屋根，壁及び開口部（扉類）

の破損により当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全

の閉じ込め機能を損なう可能性があるが，竜巻防護ネット

の設置による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物

の衝突及び気圧低下による開放後の開口部からの設計飛来

物の侵入を防止する設計とするとともに，原子炉建物の放

射性物質の閉じ込め機能に対しては，設計竜巻と設計基準

事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，安全上

支障のない期間に補修が可能な設計とすることで，安全機

能を損なわない設計とする。 

原子炉建物，タービン建物，制御室建物，廃棄物処理建

物，ディーゼル燃料貯蔵タンク室，ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク格納槽は，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び

設計飛来物による衝撃荷重に対して，構造骨組の構造健全

性が維持されるとともに，屋根，壁，開口部（扉類）の破

損により当該建物等内の外部事象防護対象施設が安全機能

を損なわない設計とする。また，設計飛来物の衝突時にお

いても，貫通及び裏面剥離の発生により当該建物内の外部

事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

外殻となる施設による防護機能が期待できない施設に関

する方針は(4)に示す。 

g.排気筒モニタ室

排気筒モニタ室については，外部事象を起因として放射

性気体廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独

立事象としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のない

期間に補修等の対応を行うことで，排気筒モニタの安全機

能を損なわない設計とする。 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（2.2.1(2-1)と同じ） 

（東海第二は

「1.7.2.1（3）外部事

象防護対象施設等の

うち評価対象施設」で

記載） 
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(3) 外気との接続がある設備

外気との接続がある設備は，設計荷重に対して，安全機能が

維持される設計とし，必要に応じて竜巻防護ネットの設置等の

防護対策を講じる方針とする。 

a. 非常用ディーゼル発電機吸気系

非常用ディーゼル発電機吸気系は，原子炉建屋に内包され

ていることを考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。

非常用ディーゼル発電機吸気系の建屋開口部は鋼製材，角型

鋼管（大），砂利の影響高さ地上 10mより高いこと，足場パイ

プ，鋼製足場板に対しては竜巻防護ネットの設置等の防護対

策を行うことを考慮すると，設計飛来物による衝撃荷重は作

用しない。 

気圧差による荷重に対して，非常用ディーゼル発電機吸気

系の構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とす

る。 

b. 非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気品区域換

気空調系（非常用ディーゼル発電機非常用送風機含む），中

央制御室換気空調系，コントロール建屋計測制御電源盤区

域換気空調系，海水熱交換器区域換気空調系） 

非常用換気空調系は，各建屋に内包されていることを考慮

すると，風圧力による荷重は作用しない。非常用換気空調系

の地上 10m 以下の建屋開口部には設計飛来物（極小飛来物で

ある砂利を除く。）の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の

防護対策を行うこと，地上 10m より高い建屋開口部には足場

機能を損なわない設計とする。また，設計飛来物等の衝

突時においても，貫通及び裏面剥離の発生により，当該

建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68～69）】 

ｂ．外部事象防護対象施設のうち，屋内の施設で外気と繋が

っている施設 

外殻となる施設に内包され防護される外部事象防護対象

施設のうち，外気と繋がっている施設は，設計荷重に対し

て，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて竜巻飛

来物防護対策設備等による竜巻防護対策を講じる方針とす

る。 

(a) 非常用換気空調設備

非常用換気空調設備は，壁面の補強等の竜巻防護対策

を行う原子炉建屋に内包されていることを考慮すると，

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用

しないことから，気圧差による荷重及び非常用換気空調

設備に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持さ

(3) 外気との接続がある施設

外気との接続がある施設は，設計荷重に対して，安全機能が

維持される設計とし，必要に応じて竜巻防護ネットの設置等の

防護対策を講じる方針とする。 

a. 空調換気設備（原子炉棟空調換気系，中央制御室換気系，

原子炉建物付属棟空調換気系） 

空調換気設備は，各建物に内包されていることを考慮する

と，風圧力による荷重は作用しない。空調換気設備の建物開

口部は竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮

すると，設計飛来物（鋼製材）による衝撃は作用しない。 

気圧差による荷重に対して，空調換気設備の構造健全性が

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c.と同

じ) 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違
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パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等

の防護対策を行うことを考慮すると，砂利を除く設計飛来物

による衝撃荷重は作用しない。なお，砂利による衝撃荷重に

対して，安全機能を損なわない設計とする。 

(4) 外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備

外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備は，設

計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じ

て施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (2)：1-69）】 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部）は，壁面の補強等の竜巻防護対策を行う原

子炉建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力に

よる荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しないこ

とから，気圧差による荷重及び原子炉建屋換気系隔離弁

及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）に常時作用す

る荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損

なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (2)：1-69）】 

ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

外殻となる施設に内包される外部事象防護対象施設のう

ち，外殻となる施設が設計竜巻の影響により健全性が確保

されず，貫通又は裏面剥離が発生し安全機能を損なう可能

性がある場合には，施設の補強，竜巻飛来物防護対策設備

又は運用による竜巻防護対策を実施することにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

原子炉建屋付属棟については，設計飛来物の衝突により

壁面及び開口部建具等に貫通が発生することを考慮し，開

口部建具等付近の外部事象防護対象施設のうち，設計飛来

物の衝突により影響を受ける可能性がある原子炉建屋付属

棟 3 階中央制御室換気空調設備，原子炉建屋換気系隔離弁

及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）及び非常用電源

盤（電気室）が安全機能を損なわない設計とする。 

維持され安全機能を損なうことのない設計とする。 

なお，設計飛来物（砂利）による衝突に対して，建物開口

部の状況や空調換気設備に対する影響を考慮し，安全機能を

損なわない設計とする。 

b. 非常用ガス処理系配管

非常用ガス処理系配管は，原子炉建物及びタービン建物に

内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重及び設

計飛来物による衝撃荷重は作用しない。 

気圧差による荷重に対して，非常用ガス処理系配管の構造

健全性が維持され安全機能を損なうことのない設計とする。 

(4) 外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

外殻となる施設による防護機能が期待できない施設は，設計

荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて

施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 
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a. 原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備，原

子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料貯

蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁），タービン

建屋 海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置設備，

タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 階段室設置設備等

原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備，タ

ービン建屋海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置

設備，タービン建屋海水熱交換器区域 1階 階段室設置設備等

は，設計飛来物の衝突により，開口部の開放又は開口部建具

の貫通が発生することを考慮し，開口部建具の補強等の防護

対策を行う。 

原子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料

貯蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁）の区画の

建屋開口部は鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ地上

10m より高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対しては竜巻

防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮すると，設

計飛来物による衝撃荷重は作用しない。 

原子炉建屋原子炉棟外壁の原子炉建屋外側ブローアウト

パネルが設計竜巻による気圧低下により開放されることを

考慮し，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開放により発

生する外壁開口部付近の外部事象防護対象施設のうち，設

計竜巻荷重の影響を受ける可能性がある原子炉建屋原子炉

棟 6 階設置設備，燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

並びに非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，設計飛来物等の衝突により

建屋上部の開口部建具等に貫通が発生することを考慮し，

使用済燃料乾式貯蔵建屋内部の外部事象防護対象施設で，

設計飛来物等の衝突により影響を受ける可能性がある，使

用済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーンが安全機能を損なわない設計とする。

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70～72）】 

(a) 原子炉建屋付属棟 3階中央制御室換気空調設備

原子炉建屋付属棟 3 階中央制御室換気空調設備は，設

計飛来物の衝突により，建屋壁面及び開口部建具に貫通

が発生することを考慮し，壁面の補強等の竜巻防護対策

を行うことにより，原子炉建屋付属棟 3 階中央制御室換

気空調設備への設計飛来物の衝突を防止し，原子炉建屋

付属棟 3 階中央制御室換気空調設備の構造健全性が維持

され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

原子炉建物外壁のブローアウトパネルが設計竜巻による気圧

低下により開放されることを考慮し，原子炉建物外側ブローア

ウトパネル開放により発生する外壁開口部付近の外部事象防護

対象施設のうち，設計竜巻荷重の影響を受ける可能性がある原

子炉建物 4 階設置設備の 原子炉建物天井クレーン，燃料取替

機，燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯

蔵ラック及び燃料集合体が安全機能を損なわない設計とする。 

a. 原子炉建物1階 原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器，配管

及び弁，原子炉建物2階 原子炉建物付属棟空調換気設備，原

子炉建物4階 原子炉建物天井クレーン，燃料取替機，燃料プ

ール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，

燃料集合体，廃棄物処理建物3階 中央制御室空調換気設備等 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，原

子炉補機冷却系配管及び弁，原子炉建物付属棟空調換気設備，

原子炉建物天井クレーン，燃料取替機，燃料プール，燃料プ

ール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，燃料集合体，

中央制御室空調換気設備等は，設計飛来物の衝突により，開

口部の開放又は開口部建具に貫通が発生することを考慮し，

竜巻防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，

原子炉補機冷却系配管及び弁，原子炉建物付属棟空調換気設

備，原子炉建物天井クレーン，燃料取替機，燃料プール，燃

料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，燃料集

合体，中央制御室空調換気設備等への設計飛来物の衝突を防

止し，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，

原子炉補機冷却系配管及び弁，原子炉建物付属棟空調換気設

備，原子炉建物天井クレーン，燃料取替機，燃料プール，燃

・防護方針の相違

【柏崎 6/7】 

・施設の相違

【東海第二】 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・竜巻防護対策の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，竜巻防護

対策として壁面の補強

をする箇所はない 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

（2.2.3.1（3）c.と同

じ） 
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(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部）は，設計飛来物の衝突により建屋の壁面等

に貫通が発生することを考慮し，壁面等の補強による竜

巻防護対策を行うことにより，原子炉建屋換気系隔離弁

及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）への設計飛来

物の衝突を防止し，原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部）の構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

(c) 非常用電源盤（電気室）

非常用電源盤（電気室）は，設計飛来物の衝突により，

原子炉建屋付属棟１階電気室扉に貫通が発生することを

考慮し，電気室扉の取替等の竜巻防護対策を行うことに

より，非常用電源盤（電気室）への設計飛来物の衝突を

防止し，非常用電源盤（電気室）の構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

(d) 原子炉建屋原子炉棟 6階設置設備

原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は，設計竜巻による

気圧低下により原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開

放されることを考慮し，防護ネット等の設置による竜巻

防護対策を行うことにより，当該設備への設計飛来物の

衝突を防止する。 

さらに，原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は構造的に

風圧力による影響を受けないことから，当該設備の構造

健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-71）】 

(e) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンは，設計竜巻

による気圧低下により設備が配置される区画の原子炉建

屋外側ブローアウトパネルが開放されることを考慮し，

防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物の衝突を防止するとともに，竜巻の襲来

料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，燃料集

合体，中央制御室空調換気設備等の構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

なお，原子炉建物天井クレーン及び燃料取替機については，

竜巻の襲来が予想される場合には，燃料取扱作業を中止し，燃

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7】 
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が予想される場合には，燃料取扱作業を中止し，使用済

燃料プール及び燃料プール冷却浄化系真空破壊弁に影響

を及ぼさない待機位置への退避措置を行う運用により，

原子炉建屋外側ブローアウトパネル開放状態において

も，燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンの安全機能

を損なうことなく，また，転落によって近傍の外部事象

防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-71）】 

(f) 非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備

原子炉建屋内の非常用ガス処理系設備及び非常用ガス

再循環系設備は，設計竜巻による気圧低下により設備が

配置される区画の原子炉建屋外側ブローアウトパネルが

開放されることを考慮し，原子炉建屋外側ブローアウト

パネルの撤去及び開口部の閉止による竜巻防護対策を行

うことにより，非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再

循環系設備の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-72～73）】 

(g) 使用済燃料乾式貯蔵容器

使用済燃料乾式貯蔵容器は，使用済燃料乾式貯蔵建屋

に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重

及び気圧差荷重は作用しない。 

さらに，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，

設計飛来物等の衝突により貫通が発生することを考慮

し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うこと

により，設計飛来物等の衝突を防止し，使用済燃料乾式

貯蔵容器の構造健全性が維持され，安全機能を損なわな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-72）】 

(g) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料

乾式貯蔵建屋に内包されていることを考慮すると，風圧

力による荷重及び気圧差荷重は作用しない。 

さらに，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，

設計飛来物等の衝突により貫通が発生することを考慮

し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うこと

により，設計飛来物等の衝突を防止するとともに，竜巻

料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラッ

ク及び燃料集合体に影響を及ぼさない待機位置への退避措置を

行う。 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 
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(5) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象

施設

設計荷重に対する当該施設の健全性評価を行い，必要に応

じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

a. 主排気筒，5 号炉主排気筒

主排気筒は，設置高さが地上 10m より高いことを考慮する

と，鋼製材，角型鋼管（大），砂利による衝撃荷重は作用し

ない。足場パイプ，鋼製足場板による衝撃荷重及び風圧力に

よる荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。 

5 号炉主排気筒は，風圧力による荷重及び設計飛来物によ

る衝撃荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ波

及的影響を及ぼさない設計とする。 

b. 5 号炉タービン建屋，サービス建屋

5 号炉タービン建屋及びサービス建屋は，風圧力による荷

重，気圧差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重に対して，

倒壊により外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない

設計とする。 

の襲来が予想される場合には，燃料取扱作業を中止し，

使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を及ぼさない待機位置へ

の退避措置を行う運用により，使用済燃料乾式貯蔵建屋

天井クレーンの安全機能を損なうことなく，また，転落

によって近傍の外部事象防護対象施設へ波及的影響を及

ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-72）】 

ｄ．外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

については，設計荷重による影響を受ける場合においても

外部事象防護対象施設等に影響を及ぼさないよう，設備又

は運用による竜巻防護対策を実施することにより，外部事

象防護対象施設等の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-72～75）】 

(a) サービス建屋

サービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷

重，設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用す

る荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設等へ

波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 

(5) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象

施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設に

ついては，設計荷重による影響を受ける場合においても外

部事象防護対象施設に影響を及ぼさないよう，施設又は運

用による竜巻防護対策を実施することにより，外部事象防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

a. 1号炉排気筒

1号炉排気筒は，風圧力による荷重及び設計飛来物による衝

撃荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設に波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

b. 1号炉原子炉建物，1号炉タービン建物，1号炉廃棄物処理

建物，排気筒モニタ室 

1号炉原子炉建物，1号炉タービン建物，1号炉廃棄物処理建

物及び排気筒モニタ室は，風圧力による荷重，気圧差による

荷重，設計飛来物による衝撃荷重に対して，倒壊により外部

事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

・設計飛来物及び抽出対

象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-1)と同じ) 

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 

・設置場所及び抽出対象

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の設置

場所及び外部事象防

護対象施設の抽出対
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c. 原子炉建屋天井クレーン，燃料交換機

原子炉建屋天井クレーン，燃料交換機を内包する原子炉建屋の

開口部は，鋼製材，角型鋼管(大），砂利の影響高さ地上 10m より

高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対しては竜巻防護ネットの

設置等の防護対策を行うことにより，倒壊により外部事象防護対

象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

(b) 海水ポンプエリア防護壁

海水ポンプエリア防護壁は，風圧力による荷重，気圧

差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の

常時作用する荷重に対して補強等を行うことで，倒壊に

より外部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 

(c) 鋼製防護壁

鋼製防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷

重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設等へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器は，設計飛来物の衝突

により貫通することを考慮しても，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

排気消音器が閉塞することがなく，ディーゼル発電機の

機能が維持される設計とする。さらに，非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

象の相違(2.2.1(2-2)

と同じ) 

・設計飛来物及び抽出対

象の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

(2.2.1(2-2)と同じ) 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 

・設備の相違

 【東海第二】 

島根２号炉は竜巻防護

対策設備と兼用となっ

ているため対象施設と

していない 

・設備の相違

 【東海第二】 

島根２号炉に鋼製防護

壁はない 
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d. 非常用ディーゼル発電機排気管，非常用ディーゼル発電機

排気消音器，ミスト管 

非常用ディーゼル発電機排気管，非常用ディーゼル発電機

排気消音器，ミスト管は，設置高さが地上 10m より高いこと

を考慮すると,鋼製材,角型鋼管(大），砂利による衝撃荷重は

作用しない。足場パイプ，鋼製足場板の衝突による損傷を考

慮して，安全上支障のない期間での補修が可能な設計とする

ことにより，非常用ディーゼル発電機に波及的影響を及ぼさ

ない設計とする。また，風圧力による荷重及び気圧差による

荷重に対して，構造健全性が維持され安全機能を損なわない

設計とする。 

む。）排気消音器が風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造健全性

を維持し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防

護対象施設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）に機能的影響を及

ぼさない設計とする。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管は，

設計飛来物の衝突により貫通することを考慮しても，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管が閉塞す

ることがなく，ディーゼル発電機の機能等が維持される

設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管

及びベント配管が風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管に

常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とし，外部事象防護対象施設であ

る非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）に機能的影響を及ぼさない設計と

する。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-74）】 

(f) 残留熱除去系海水系配管（放出側）

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計飛来物の

衝突により貫通することを考慮しても，残留熱除去系海

水系配管（放出側）が閉塞することがなく，残留熱除去

系海水系ポンプの機能等が維持される設計とする。さら

に，残留熱除去系海水系配管（放出側）が風圧力による

荷重，気圧差による荷重及び残留熱除去系海水系配管（放

出側）に常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持

c. 排気管（非常用ディーゼル発電機の付属施設），排気消音

器（非常用ディーゼル発電機の付属施設），ベント管（ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク及び潤滑

油サンプタンクの付属施設） 

排気管（非常用ディーゼル発電機の付属施設），排気消音器

（非常用ディーゼル発電機の付属施設），ベント管（ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク及び潤滑油サ

ンプタンクの付属施設）は，設計飛来物である鋼製材の衝突

を考慮して，安全上支障のない期間での補修が可能な設計と

することにより，非常用ディーゼル発電機に波及的影響を及

ぼさない設計とする。また，風圧力による荷重及び気圧差に

よる荷重に対して，構造健全性を維持し安全機能を損なわな

い設計とする。 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 

・設置状況の相違

【東海第二】 

島根２号炉は海水系

配管（放出側）は地上

部にない 
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e. 竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能

を喪失させる可能性がある施設（溢水により外部事象防護対

象施設の機能を喪失させる可能性のある設備，火災発生によ

り外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある設

備，外部電源） 

竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能を

し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防護対象

施設である残留熱除去系海水系ポンプ等に機能的影響を

及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-74）】 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）は，設計飛

来物の衝突により貫通することを考慮しても，非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水配管（放出側）が閉塞することがなく，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプの機能等が維持される

設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管（放

出側）が風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水配管（放出側）に常時作用する荷

重に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわな

い設計とし，外部事象防護対象施設である非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ等に機能的影響を及ぼさない設計と

する。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-74～75）】 

以上の評価対象施設等の防護設計を考慮して，設計竜巻

から防護する評価対象施設及び竜巻防護対策等を第 1.7.2

－2 表に，外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし

得る施設及び竜巻防護対策等を第 1.7.2－3表に，外部事象

防護対象施設を内包する区画及び竜巻防護対策等を第

1.7.2－4表に示す。 

・設置状況の相違

【東海第二】 

島根２号炉は海水系

配管（放出側）は地上

部にない 

・資料構成の相違

【東海第二】 

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の抽出

観点の相違
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喪失させる可能性がある施設の設計方針は，2.2.5 に記載す

る。 

2.2.5 竜巻随伴事象に対する評価対象施設の設計方針 

(1) 竜巻に伴い発生が想定される事象の抽出

竜巻随伴事象は，過去の竜巻被害状況及び柏崎刈羽原子力発

電所のプラント配置から，想定される事象として，火災，溢水

及び外部電源喪失を抽出し，事象が発生する場合においても，

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。（別

添 2-1 添付資料 3.4） 

(2) 火災

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の

発火性又は引火性物質を内包する機器に衝突する場合，屋外の

危険物タンク等に飛来物が衝突する場合の火災が想定される。 

建屋内については，外部事象防護対象施設を設置している区

画の開口部が，地上高 10m より高い場合には，設計飛来物のう

ち足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設

置等の防護対策を行うこと，地上 10m 以下の場合には設計飛来

物の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこ

とから，飛来物が侵入することはない。 

建屋外については，屋外にある危険物タンク等からの火災が

ある。火災源と外部事象防護対象施設の位置関係を踏まえて火

災の影響を評価した上で，外部事象防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とすることを「2.4.3 外部火災に対する設計方

針」に記載する。 

以上より，竜巻による火災により外部事象防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。 

(3) 溢水

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の

溢水源に衝突する場合，屋外タンクに飛来物が衝突する場合の

(8) 竜巻随伴事象に対する評価

竜巻随伴事象として，過去の竜巻被害事例及び発電所の施

設の配置から想定される事象である，火災，溢水及び外部電

源喪失を抽出し，事象が発生する場合においても，外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5：1-75～77）】 

ａ．火災 

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付

近の発火性又は引火性物質を内包する機器に衝突する場合

及び屋外の危険物貯蔵施設等に飛来物が衝突する場合の火

災が想定される。 

建屋内については，飛来物が侵入する場合でも，建屋開

口部付近には，発電用原子炉施設の安全機能を損なわせる

可能性がある発火性又は引火性物質を内包する機器は配置

されておらず，また，外部事象防護対象施設を設置してい

る区画の開口部には防護ネット設置等の飛来物防護対策を

行うことを考慮すると飛来物が到達することはないことか

ら，設計竜巻により建屋内に火災が発生することはなく，

建屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

建屋外については，発電所敷地内の屋外にある危険物貯

蔵施設等の火災がある。火災源と外部事象防護対象施設の

位置関係を踏まえて火災の影響を評価した上で，外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない設計とすることを

「1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」に記載する。 

以上より，竜巻随伴事象としての火災に対して外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (1)：1-75～76）】 

ｂ．溢水 

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付

近の溢水源に衝突する場合及び屋外タンク等に飛来物が衝

2.2.5 竜巻随伴事象に対する評価対象施設の設計方針 

(1) 竜巻に伴い発生が想定される事象の抽出

竜巻随伴事象は，過去の竜巻被害状況及び島根原子力発電所

のプラント配置から，想定される事象として，火災，溢水及び

外部電源喪失を抽出し，事象が発生する場合においても，外部

事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

（別添2-1 （1.5 竜巻随伴事象に対する評価）） 

(2) 火災

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建物開口部付近の

発火性又は引火性物質を内包する機器に衝突する場合，屋外の

危険物タンク等に飛来物が衝突する場合の火災が想定される。 

建物内については，飛来物が侵入する場合でも，建物開口部

付近には，発電用原子炉施設の安全機能を損なわせる可能性が

ある発火性又は引火性物質を内包する機器は配置されておら

ず，また，外部事象防護対象施設を設置している区画の開口部

には竜巻防護ネット設置等の竜巻防護対策を行うことを考慮す

ると飛来物が到達することはないことから，設計竜巻により建

物内に火災が発生することはなく，建物内の外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわない。 

建物外については，屋外にある危険物タンク等からの火災が

ある。火災源と外部事象防護対象施設の位置関係を踏まえて火

災の影響を評価した上で，外部事象防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とすることを「2.4.3 外部火災に対する設計方

針」に記載する。 

以上より，竜巻による火災により外部事象防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。 

(3) 溢水

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建物開口部付近の

溢水源に衝突する場合，屋外タンク等に飛来物が衝突する場合

(2.2.1(2-1)と同じ) 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 
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溢水が想定される。 

建屋内については，外部事象防護対象施設を設置している区

画の開口部が，地上高 10m より高い場合には，設計飛来物のう

ち足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設

置等の防護対策を行うこと，地上 10m 以下の場合には設計飛来

物の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこ

とから，飛来物が侵入することはない。 

建屋外については，「第 9条:溢水による損傷の防止等」にて，

地震時の屋外タンクの破損を想定し，地震起因の溢水が安全系

機器に影響を及ぼさない設計としており，竜巻による飛来物で

屋外タンク等が損傷して発生する溢水に対しては，上記に包絡

されることから，外部事象防護対象施設の安全機能維持に影響

を与えることはない。 

以上より，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。 

(4) 外部電源喪失

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト

等の影響により外部電源喪失が発生する場合については，設計

竜巻に対して非常用ディーゼル発電機の構造健全性を維持する

ことにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

2.2.6 参考文献 

突する場合の溢水が想定される。 

外部事象防護対象施設を内包する建屋内については，飛

来物が侵入する場合でも，建屋開口部付近に飛来物が衝突

して外部事象防護対象施設の安全機能を損なう可能性があ

る溢水源が配置されておらず，また，外部事象防護対象施

設を設置している建屋の開口部には，防護ネット設置等の

飛来物防護対策を行うことを考慮すると，飛来物が到達す

ることはないことから，設計竜巻により建屋内に溢水が発

生することはなく，建屋内の外部事象防護対象施設の安全

機能を損なわない。 

建屋外については，設計竜巻による飛来物の衝突による

屋外タンク等の破損に伴う溢水を想定されるが，「1.6 溢

水防護に関する基本方針」にて，地震時の屋外タンク等の

破損を想定し，地震起因の溢水が安全系機器に影響を及ぼ

さない設計としており，竜巻随伴事象による屋外タンク等

が損傷して発生する溢水に対しては，上記に包絡されるこ

とから，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

以上より，竜巻随伴事象としての溢水に対して外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (2)：1-76～77）】 

ｃ．外部電源喪失 

設計竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバ

ースト等の影響により外部電源喪失が発生する場合につい

ては，設計竜巻に対して非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の構造健全性を維

持することにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防

護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (3)：1-77）】 

1.7.2.3 参考文献 

(1) 雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版

(2) 気象庁ホームページ

(3) 一般気象学 小倉義光，東京大学出版会

8.2 参考文献 

の溢水が想定される。 

外部事象防護対象施設を内包する建物内については，飛来物

が侵入する場合でも，建物開口部付近に飛来物が衝突して発電

用原子炉施設の安全機能を損なう可能性がある溢水源が配置さ

れておらず，また，外部事象防護対象施設を設置している建物

の開口部には，竜巻防護ネット設置等の竜巻防護対策を行うこ

とを考慮すると，飛来物が到達することはないことから，設計

竜巻により建物内に溢水が発生することはなく，建物内の外部

事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

建物外については，「第 9条:溢水による損傷の防止等」にて，

地震時の屋外タンク等の破損を想定し，地震起因の溢水が安全

系機器に影響を及ぼさない設計としており，竜巻による飛来物

で屋外タンク等が損傷して発生する溢水に対しては，上記に包

絡されることから，外部事象防護対象施設の安全機能維持に影

響を与えることはない。 

以上より，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。 

(4) 外部電源喪失

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト

等の影響により外部電源喪失が発生する場合については，設計

竜巻に対して非常用ディーゼル発電機の構造健全性を維持する

ことにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

2.2.6 参考文献 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さ設定方法の相違

(2.2.3.1(3)c. と 同

じ) 
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 差異理由は個別の資

料に記載 

（島根２号炉は「添付資

料 1.2. 評価対象施設

等の抽出について」で記

載） 

（島根２号炉は「別添

2-1 2.5設計竜巻の特性

値」で記載） 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 差異理由は個別の資

101



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.3. 設計飛来物の選定について 

3.4. 竜巻随伴事象の抽出について 

別紙 8-3 飛来物化する可能性がある物品の管理について 

別紙 8-4 竜巻準備体制の発令の判断基準について 

別紙 8-5 原子炉建屋ブローアウトパネルに対する対応方針に

ついて 

別紙 8-6 南方の隣接事業所からの飛来物の影響について 

別紙 8-7 北方の隣接事業所からの飛来物の影響について 

別紙 8-8 西方の隣接事業所からの飛来物の影響について 

9. 設計飛来物の設定について

別紙 9-1 分解され小型軽量となる物品及び損傷するが飛来物

とならない物品について 

別紙 9-2 空力パラメータについて 

別紙 9-3 フジタモデル採用時に「竜巻影響評価ガイド」の鋼

製材を設計飛来物とすることの妥当性について 

別紙 9-4 車両の飛散範囲について 

別紙 9-5 東海発電所 廃止措置作業の概要及び解体・撤去物品

の管理について 

10. 竜巻時に発生するひょうの影響について

11. 竜巻随伴事象の抽出について

別紙-2 飛来物化する可能性がある物品の管理について 

別紙-3 竜巻準備体制の発令の判断基準について 

別紙-4 原子炉建物ブローアウトパネルに対する対応方針につい 

て 

3.3. 設計飛来物の選定について 
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・立地条件の相違

【東海第二】 

島根２号炉は敷地近傍 

に隣接事業所はない 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は砂利等

の極小飛来物の衝突に

対する影響を記載 

（東海第二は「添付資料

10」で記載） 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7】 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は飛来物

発生防止対策エリア

の設定過程について

記載している 

（島根２号炉は「添付資

料 3.3 別紙-4」で記

載） 

（島根２号炉は「別添

2-1 3.5. 竜巻随伴事象

に対する評価」に記載） 
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1. 竜巻に対する防護

1.1. 概要 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基

準規則」という。）」第 6 条において，外部からの衝撃による損傷

の防止として，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないもので

なければならないとしており，敷地周辺の自然環境をもとに想定

される自然現象の一つとして，竜巻の影響を挙げている。 

発電用原子炉施設の供用期間中に極めてまれに突風・強風を引

き起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によって発電

用原子炉施設の安全性を損なわない設計であることを評価・確認

するために原子力規制委員会の定める「原子力発電所の竜巻影響

評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発 13061911 号 原子力規

制委員会決定）」（以下「ガイド」という。）を参照し，竜巻影響評

価として以下を実施し，発電用原子炉施設の安全機能が維持され

ることを確認する。 

・設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組み合わせ

荷重）の設定 

・柏崎刈羽原子力発電所における飛来物に係る調査

・飛来物防止対策

・考慮すべき設計荷重に対する外部事象防護対象施設の構造健全

性等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維

持されることの確認

また，第 43 条の要求を踏まえ，設計竜巻によって，設計基準

対象施設の安全機能と重大事故等対処設備の機能が同時に損なわ

れることがないことを確認するとともに，重大事故等対処設備の

機能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外

殻となる建屋による防護に期待できる代替手段等により必要な安

全機能を維持できることを確認する。【添付資料 1.1】 

1. 竜巻に対する防護

1.1 概要 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第六条において，

外部からの衝撃による損傷の防止として，「安全施設は，想定され

る自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安

全機能を損なわないものでなければならない」としており，敷地

周辺の自然環境を基に想定される自然現象の一つとして，竜巻の

影響を挙げている。 

発電用原子炉施設の供用期間中に極めてまれに発生する突風，

強風を引き起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によ

って発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計であることを評

価するため，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成 25 年 6

月 19日 原子力規制委員会決定，平成 26年 9月 17日改正）」（以

下「竜巻影響評価ガイド」※という）を参照し，以下の竜巻影響評

価について実施し，安全機能が維持されることを確認する。 

(1) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組合せ

荷重）の設定

(2) 発電所における飛来物に係る調査

(3) 飛来物発生防止対策

(4) 考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設等の構造健全性

等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が

維持されることの確認

※ 「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」を

含む。（特に区別する必要がある場合は，以下「ガイド（案）及び

解説」という） 

1.竜巻に対する防護

1.1. 概要 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基

準規則」という。）」第 6 条において，外部からの衝撃による損傷

の防止として，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないもので

なければならないとしており，敷地周辺の自然環境をもとに想定

される自然現象の一つとして，竜巻の影響を挙げている。 

発電用原子炉施設の供用期間中に極めてまれに突風・強風を引

き起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によって発電

用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることを確認

するために原子力規制委員会の定める「原子力発電所の竜巻影響

評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発 13061911 号 原子力規

制委員会決定）」（以下「ガイド」という。）を参照し，竜巻影響評

価として以下を実施し，発電用原子炉施設の安全機能が維持され

ることを確認する。 

・設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組み合わせ

荷重）の設定 

・島根原子力発電所における飛来物に係る調査

・飛来物防止対策

・考慮すべき設計荷重に対する外部事象防護対象施設の構造健全

性等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維

持されることの確認

また，第 43 条の要求を踏まえ，設計竜巻によって，設計基準

対象施設の安全機能と重大事故等対処設備の機能が同時に損なわ

れることがないことを確認するとともに，重大事故等対処設備の

機能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外

殻となる建物による防護に期待できる代替手段等により必要な安

全機能を維持できることを確認する。【添付資料 1.1】 

（東海第二は「3.3.1 

(3) 設計飛来物等によ

る衝撃荷重の設定」で記

載） 
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1.2. 竜巻影響評価の対象施設 

竜巻影響評価の対象施設としては，以下の「(1) 外部事象防護

対象施設のうち評価対象施設」及び「（2) 外部事象防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設」に示す施設を竜巻影響

評価の対象施設とする。 

また，竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設の

1.2 評価の基本方針 

1.2.1 竜巻から防護する施設の抽出【添付資料 1】 

竜巻から防護する施設は，安全施設が竜巻の影響を受ける場

合においても発電用原子炉施設の安全性を確保するために，「発

電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」で規定される重要度分類（以下「安全重要度分類」という。）

のクラス１，クラス２及びクラス３の設計を要求される構築物，

系統及び機器とする。 

その上で，上記構造物，系統及び機器の中から，発電用原子

炉を停止するため，また停止状態にある場合は引き続きその状

態を維持するために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影

響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器として安全重要度

分類のクラス１，クラス２及び安全評価※上その機能に期待する

クラス３に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事象防護

対象施設」という。）とし，機械的強度を有すること等により，

安全機能を損なわない設計とする。 

※ 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護

対象施設となる建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等に

より，内包する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計及び外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計

とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象

施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及びその随

伴事象に対して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴

事象による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。 

1.2.2 竜巻影響評価の対象施設 

以下の(1)外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設及び

(2)外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設に

示す施設を竜巻影響評価の対象施設（以下「評価対象施設等」

という。）とする。 

外部事象防護対象施設等の抽出フローを第 1.2.2－1 図に示

1.2.  竜巻影響評価の対象施設 

  竜巻影響評価の対象施設としては，以下の「(1) 外部事象防

護対象施設のうち評価対象施設」及び「（2) 外部事象防護対象

施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設」に示す施設を竜

巻影響評価の対象施設とする。 

また，竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設

（島根２号炉は「1.2.  

竜巻影響評価の対象施

設」で記載） 
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うち評価対象施設，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし

得る評価対象施設を「評価対象施設等」という。 

(1) 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設【添付資料 1.2】

設置許可基準規則第 6 条における安全施設とは, 「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で

規定されているクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築

物，系統及び機器（以下「安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 

及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器」という。）を指

していることから，竜巻によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設は，安全重要度分類のクラス 1，

クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

また，以下の点を踏まえ，竜巻によってその安全機能が損な

われないことを確認する必要がある施設のうち，外部事象防護

対象施設は，外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発

す。 

なお，｢基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド｣の重

要度分類における耐震Ｓクラスの設計を要求される施設につい

ても，外部事象防護対象施設等として抽出すべきものがないこ

とを確認した。【添付資料 2】 

第1.2.2－1図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー 

(1) 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設

外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設として，屋外

施設（外部事象防護対象施設を内包する施設を含む），屋内

の施設で外気と繋がっている施設及び外殻となる施設（建屋，

構築物）（以下「外殻となる施設」という。）による防護機

能が期待できない施設を抽出する。 

なお，外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

については，外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健

全性の確認結果を踏まえ抽出する。防護機能を期待できるこ

とが確認できた区画に内包される外部事象防護対象施設につ

いては，該当する外殻となる施設により防護されることから，

個別評価は実施しない。 

のうち評価対象施設，外部事象防護対象施設に波及的影響を及

ぼし得る評価対象施設を「評価対象施設等」という。 

(1)外部事象防護対象施設のうち評価対象施設【添付資料 1.2

1.2.1】

設置許可基準規則第 6 条における安全施設とは, 「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で

規定されているクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築

物，系統及び機器（以下「安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 

及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器」という。）を指

していることから，竜巻によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設は，安全重要度分類のクラス 1，

クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

また，以下の点を踏まえ，竜巻によってその安全機能が損な

われないことを確認する必要がある施設のうち，外部事象防護

対象施設は，外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発

（島根２号炉は「1.2.  

(1) 外部事象防護対象

施設のうち評価対象施

設」で記載） 
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電用原子炉を停止するため，また，停止状態にある場合は引き

続きその状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能，

又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並

びに，使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するた

めに必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能

を有する構築物，系統及び機器として安全重要度分類のクラス

1，クラス 2 及び安全評価上その機能に期待するクラス 3 に属

する構築物，系統及び機器）に加え，それらを内包する建屋と

する。 

・ 竜巻襲来後に設備等の損壊状況を踏まえ，必要に応じプラ

ント停止の措置をとること

・ プラント停止後は，その状態を維持することが重要である

こと 

その上で，本評価における評価対象施設は，外部事象防護対

象施設のうち，屋内設備は内包する建屋により防護する設計と

することから，屋外設備（建屋含む），外気との接続がある設備

及び外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備に分

類し，抽出した。また，外殻となる施設等による防護機能が期

待できない設備については，建屋，構築物の構造健全性維持可

否の観点，設計飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建

具の貫通の観点から，設備を抽出する。 

なお，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及び

その随伴事象により損傷した場合であっても，代替手段がある

こと等により安全機能を損なわないことから評価完了とする。 

図 1.2.1 に外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出

フローを，図 1.2.2に評価対象施設を示す。

また，上記の抽出に加え，「基準地震動及び耐震設計方針に係

る審査ガイド」の重要度分類における耐震 S クラスの設計を要

求される設備（系統，機器）及び建屋・構築物のうち，竜巻の

影響を受ける可能性がある設備を抽出し，追加で評価対象施設

に反映する施設がないことを確認した。【添付資料 1.3】 

（屋外設備） 

・軽油タンク

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系

第 1.2.2－2図に，外部事象防護対象施設等のうち評価対象

施設の抽出フロー及び抽出された評価対象施設を示す。 

また，第 1.2.2－2 図において抽出した評価対象施設のう

ち，屋外施設の配置を第 1.2.2－3図に示す。 

  ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む） 

(a) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用ディーゼル発

電用原子炉を停止するため，また，停止状態にある場合は引き

続きその状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能，

又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並

びに，燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必

要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有す

る構築物，系統及び機器として安全重要度分類のクラス 1，ク

ラス 2 及び安全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する

構築物，系統及び機器）に加え，それらを内包する建物とする。 

・ 竜巻襲来後に施設等の損壊状況を踏まえ，必要に応じプラ

ント停止の措置をとること

・ プラント停止後は，その状態を維持することが重要である

こと 

その上で，本評価における評価対象施設は，外部事象防護対

象施設のうち，屋内施設は内包する建物により防護する設計と

することから，屋外施設（建物含む），外気との接続がある施設

及び外殻となる施設による防護機能が期待できない施設に分類

し，抽出した。また，外殻となる施設による防護機能が期待で

きない施設については，建物，構築物の構造健全性維持可否の

観点，設計飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の

貫通の観点から，施設を抽出する。 

なお，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及び

その随伴事象により損傷した場合であっても，代替手段がある

こと等により安全機能を損なわないことを確認した。【添付資料

1.2 1.2.4】 

図1.2.1 に外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出

フローを，表1.2.1に評価対象施設を示す。

また，上記の抽出に加え，「基準地震動及び耐震設計方針に係

る審査ガイド」の重要度分類における耐震S クラスの設計を要

求される設備（系統，機器）及び建物・構築物のうち，竜巻の

影響を受ける可能性がある施設を抽出し，追加で評価対象施設

に反映する施設がないことを確認した。【添付資料1.3】 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象施設等の示
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・原子炉建屋

・タービン建屋 海水熱交換器区域

・コントロール建屋

・廃棄物処理建屋

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファ

ン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）ルーフベントファン」と

いう。） 

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）

(e) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

（配管，弁含む。）（以下「非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ（配管，弁含む。）」という。）

(f) 残留熱除去系海水系ストレーナ

(g) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以下

「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」という。） 

(h) 非常用ガス処理系排気筒

(i) 主排気筒

(j) 排気筒モニタ

(k) 原子炉建屋

(l) 放水路ゲート

なお，排気筒モニタ及び排気筒モニタ建屋並びに放水路

ゲートは，以下の設計とすることにより，以降の評価対象

施設等には含めないものとする。 

評価対象施設等のうち排気筒モニタについては，放射性

気体廃棄物処理施設の破損の検出手段として期待してい

る。竜巻を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が

発生することはないが，独立事象としての重畳の可能性を

考慮し，排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計と

する。 

評価対象施設等のうち放水路ゲートについては，津波の

流入を防ぐための閉止機能を有している。竜巻を起因とし

し方の相違（設備の相

違の説明は表 1.2.1

に記載）島根２号炉は

評価対象施設を表で，

評価対象施設等の構

内配置は「(3)竜巻影

響評価対象施設の構

内配置」で示している 
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（外気との接続がある設備） 

・非常用ディーゼル発電機吸気系

・非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気品区域換気

空調系（非常用ディーゼル発電機非常用送風機含む），中央制

御室換気空調系，コントロール建屋計測制御電源盤区域換気

空調系，海水熱交換器区域換気空調系） 

（外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備） 

・原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備（非常

用ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機ディーゼル機

関，非常用ディーゼル発電機始動用空気系，非常用ディーゼ

ル発電機冷却水系）

・原子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料貯

蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁）・タービン

建屋 海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置設備

（パワーセンタ，モータコンロールセンタ） 

・タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 階段室設置設備（原子

炉補機冷却系配管，原子炉補機冷却海水系配管）等 

て津波が発生することはないが，独立事象としての重畳の

可能性を考慮し，放水路ゲートは安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計と

する。 

  ＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

(m) タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包）

(n) 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を

内包） 

(o) 軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包）

(p) 排気筒モニタ建屋

  ｂ．屋内の施設で外気と繋がっている施設 

(a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダクト含む。），

非常用ディーゼル発電機室換気系ダクト及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機室換気系ダクト（以下「非常

用換気空調設備」という。） 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト(原子炉建屋原子

炉棟貫通部) 

  ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

(a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（空気調和器含む。）

及びフィルタユニット（以下「原子炉建屋付属棟 3 階中

央制御室換気空調設備」という。） 

(b) 非常用電源盤（電気室）

(c) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子

炉棟貫通部） 

(d) 使用済燃料プール及び燃料プール冷却浄化系真空破壊

弁（以下「原子炉建屋原子炉棟 6階設置設備」という。） 

(e) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

(f) 非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備

(g) 使用済燃料乾式貯蔵容器

(h) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

・設置状況の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の非常用

ディーゼル発電機の

吸気系については，屋

内に設置しており風

荷重及び飛来物の衝

撃荷重が作用せず，給

気消音器は開放構造

であり気圧差も作用

しない 
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図 1.2.2 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 

第 1.2.2－2図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の

抽出フロー 

第 1.2.2－3図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設（屋

外施設）の配置図 

図1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出フロー 

 

 

 

  

Yes 

Yes 

No No 

発電所構内の構築物，系統及び機器 

評
価
完
了 

外殻となる施設によ
る防護機能が期待で

きない施設 

Yes Yes 

No 

・海水ポンプ 

・海水ストレーナ 

・原子炉建物 等

・中央制御室換気系

・原子炉建物付属棟

空調換気系 等

・燃料取替機

・原子炉建物天井クレーン 等 

竜巻によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設（安全重要

度分類のクラス１，クラス２及びクラス３

に属する構築物，系統又は機器 

 外部事象防護対象施設か※ 

 
屋外施設（当該施設の 
外殻となる建物含む） 

 外気との接続がある施設 

竜巻及びその随伴事象に対して
機能維持する，又は，竜巻及びそ
の随伴事象による損傷を考慮し
て，代替設備による機能維持や安
全上支障のない期間での修復等

の対応が可能か 

No 

Yes 

No 

区分② 区分③ 区分① 

※：安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安全評価上

その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機

器に加え，それらを内包する建物 
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表1.2.1 評価対象施設とする外部事象防護対象施設の抽出結果

（1/3） 

系統 機器・設備 区分※ 

原子炉補機冷却系 ポンプ ③ 

ポンプ電動機 ③ 

熱交換器 ③ 

配管 ③ 

弁 ③ 

原子炉補機海水系 ポンプ ① 

ポンプ電動機 ① 

配管 ① 

弁 ① 

ストレーナ ① 

燃料プール冷却系 燃料プール ③ 

使用済燃料貯蔵ラック ③ 

配管 ③ 

弁 ③ 

高圧炉心スプレイ 

補機海水系 

ポンプ ① 

ポンプ電動機 ① 

配管 ① 

弁 ① 

ストレーナ ① 

残留熱除去系 配管 ③ 

弁 ③ 

非常用ガス処理系 配管（非常用ガス処理系用排気筒） ②（①）

弁 ② 

原子炉棟空調換気系 隔離弁 ② 

ダクト ② 

※区分：①屋外施設

②外気と繋がっている施設

③外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

・記載方針の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象施設等の示

し方の相違(同上) 

・設置場所及び抽出対象

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部事

象防護対象施設とし

て全てのクラス１，２

と安全評価上その機

能に期待するクラス

３設備及びそれらを

内包する建物を抽出

しており，非常用ガス

処理系配管，排気筒モ

ニタ，原子炉建物天井

クレーン，燃料取替

機，排気筒（非常用ガ

ス処理系用排気筒含

む。），排気筒モニタ室

が追加対象となる 

【柏崎 6/7，東海第二】

島根２号炉のディー

ゼル燃料貯蔵タンク

は地下に設置してお

り，内包する建物とし

てディーゼル燃料貯

蔵タンク室，ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク格

納槽を抽出 
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表1.2.1 評価対象施設とする外部事象防護対象施設の抽出結果

（2/3） 

系統 機器・設備 区分※ 

中央制御室換気系 送風機 ② 

非常用再循環送風機 ② 

非常用再循環送風機電動機 ③ 

排風機 ② 

空気調和装置（加湿器含む） ② 

非常用再循環処理装置 ② 

ダクト ② 

ダンパ ② 

隔離弁 ② 

原子炉建物付属棟空調換気

系 

非常用ディーゼル室送風機 ② 

非常用ディーゼル室送風機電動機 ③ 

高圧炉心スプレイディーゼル室送風機 ② 

高圧炉心スプレイディーゼル室送風機電動機 ③ 

非常用電気室送風機 ② 

高圧炉心スプレイ系電気室送風機 ② 

非常用電気室外気処理装置 ② 

高圧炉心スプレイ系電気室外気処理装置 ② 

ダクト ② 

ダンパ ② 

※区分：①屋外施設

②外気と繋がっている施設

③外殻となる施設による防護機能が期待できない施設
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表1.2.1 評価対象施設とする外部事象防護対象施設の抽出結果

（3/3） 

系統 機器・設備 区分※ 

非常用所内電源系 A-非常用ディーゼル発電機系ディーゼル燃料移送ポンプ ① 

A-非常用ディーゼル発電機系ディーゼル燃料移送ポンプ電動機 ① 

A-非常用ディーゼル発電機系配管 ① 

A-非常用ディーゼル発電機系弁 ① 

高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系ディーゼル燃料移

送ポンプ 

① 

高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系ディーゼル燃料移

送ポンプ電動機 

① 

高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系配管 ① 

高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系弁 ① 

プロセス放射線モニタ系 排気筒モニタ ① 

燃料取扱設備 燃料取替機 ③ 

原子炉建物天井クレーン 原子炉建物天井クレーン ③ 

排気筒 排気筒 ① 

建物等 原子炉建物 ① 

制御室建物 ① 

タービン建物 ① 

廃棄物処理建物 ① 

排気筒モニタ室 ① 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク室 ① 

高圧炉心スプレイディーゼル燃料貯蔵タンク室 ① 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 ① 

※区分：①屋外施設

②外気と繋がっている施設

③外殻となる施設による防護機能が期待できない施設
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(2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設【添付資料 1.4】

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設としては，当該施設の破損等により外部事象防護対象施設に

波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性がある施

設，又はその施設の特定の区画とする。 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設としては，発電所構内の構築物，系統及び機器（安全重要度

分類のクラス 1，クラス 2，クラス 3 及びノンクラス）の中か

ら，以下の①，②及び③に示す施設を抽出する。 

図 1.2.3 に外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る

評価対象施設の抽出フローを，図 1.2.4 に評価対象施設を示す。 

① 機械的影響の観点での抽出

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，倒壊により外部

事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある施設とし

て，以下を抽出し，評価する。 

・主排気筒（6 号及び 7 号炉への影響）

・5 号炉主排気筒（6 号炉への影響）

・5 号炉タービン建屋（6 号炉への影響）

・サービス建屋（6 号及び 7 号炉への影響）

・原子炉建屋天井クレーン（自号炉への影響）

・燃料交換機（自号炉への影響）

(2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設【添

付資料 3】

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

は，その他の施設（外部事象防護対象施設以外の施設）のう

ち，倒壊により外部事象防護対象施設を機能喪失させる（機

械的影響）可能性があるもの及び屋外に設置される外部事象

防護対象施設の付属設備のうち，設計竜巻の風圧力，気圧差

及び設計飛来物等の衝突による損傷により外部事象防護対象

施設を機能喪失させる（機能的影響）可能性があるものとす

る。 

第 1.2.2－4図に，外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼし得る施設の抽出フロー及び抽出された施設を示す。 

また，第 1.2.2－4図において抽出した外部事象防護対象施

設等に波及的影響を及ぼし得る施設の配置図を第 1.2.2－5

図に示す。 

ａ．外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設 

(a) サービス建屋

(b) 海水ポンプエリア防護壁

(c) 鋼製防護壁

(2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象

施設【添付資料 1.2 1.2.2】

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設としては，当該施設の破損等により外部事象防護対象施設に

波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性がある施

設，又はその施設の特定の区画とする。 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設としては，発電所構内の構築物，系統及び機器（安全重要度

分類のクラス 1，クラス 2，クラス 3 及びノンクラス）の中か

ら，抽出する。 

図 1.2.2 に外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る

評価対象施設の抽出フローを，表 1.2.2 に倒壊により外部事象

防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設を，表 1.2.3 に外部事象

防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設を示す。 

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は外部事

象防護対象施設に波

及的影響を及ぼし得

る施設を「機械的影

響」及び「機能的影響」

の観点で抽出してお

り，竜巻随伴事象はガ

イドの構成に合わせ，

2.2.1(2-4)に記載し

ている 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象施設等の示

し方の相違(同上) 
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② 機能的影響の観点での抽出

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，屋外にある外部

事象防護対象施設の付属設備として，以下を抽出し，評価を実

施する。 

・非常用ディーゼル発電機排気管

・非常用ディーゼル発電機排気消音器

・ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電機機関本

体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク） 

③ 二次的影響の観点での抽出

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，二次的影響の観

点から，竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機

能を喪失させる可能性がある施設として，以下を抽出し，評価

を実施する。 

・溢水により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性

のある設備（純水タンク，ろ過水タンク，NSD 収集タンク） 

・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可

能性がある設備（変圧器，5 号炉軽油タンク，第一ガスター

ビン発電機用燃料タンク） 

・外部電源

  ｂ．外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設 

(a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機排気消音器（以下「非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）排気消音器」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機排気配管，非常用ディーゼル

発電機燃料デイタンクベント管，非常用ディーゼル発電

機機関ベント管及び非常用ディーゼル発電機潤滑油サン

プタンクベント管並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機排気配管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料デイタンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機機関ベント管及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機潤滑油サンプタンクベント管（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）付属排気配管及びベント配管」という。） 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側）

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水配管（放出側）

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）」と

いう。） 

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の抽出

観点の相違（1.2(2)

と同じ） 
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図 1.2.3 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価

対象施設の抽出フロー 

第 1.2.2－4図 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし

得る施設の抽出フロー 

図1.2.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出フロー 

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の抽出

観点の相違（1.2(2)

と同じ） 
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表 1.2.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果 

（倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設） 

施設名 
損傷を受ける可能性のある外部

事象防護対象施設 

外部事象防護対

象施設との距離 

地上 

高さ 

１号炉原子炉建物 制御室建物 約 15ｍ 47ｍ 

１号炉タービン建物 

２号炉タービン建物 

制御室建物 

隣接 － 

１号炉廃棄物処理建物 

２号炉廃棄物処理建物 

制御室建物 

隣接 － 

１号炉排気筒 ２号炉タービン建物 約 10ｍ 120ｍ 

ガントリークレーン 原子炉補機冷却系海水ポンプ等 約 3ｍ 21ｍ 

排気筒モニタ室 ２号炉排気筒 隣接 － 

表 1.2.3 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果 

（外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設） 

外部事象防護対象施設 屋外にある付属施設 

非常用ディーゼル発電機 排気消音器（排気管含む） 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

排気消音器（排気管含む） 

ディーゼル燃料貯蔵タンク ベント管 

ディーゼル燃料デイタンク ベント管 

潤滑油サンプタンク ベント管 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象施設等の示

し方の相違 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象施設等の示

し方の相違 
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図 1.2.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価

対象施設 

第 1.2.2－5図 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし

得る施設の配置図 

(3) 評価対象施設等の構内配置

抽出した主な外部事象防護対象施設のうち評価対象施設及び

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設

の構内配置を図 1.2.3に示す。 

図1.2.3 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設及び外部事象

防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の構内配置 
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1.3. 評価の基本的な考え方 

1.3.1. 評価の基本フロー 

ガイドに基づき基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定

するとともに，考慮すべき設計荷重に対して，抽出した評価対象

施設等の構造健全性評価を行い，必要に応じて対策を行うことで

安全機能が維持されていることの確認を行う。図 1.3.1.1 に竜巻

影響評価の基本フローを示す。 

図 1.3.1.1 竜巻影響評価の基本フロー 

1.3.2. 評価対象施設等に作用する荷重 

以下に示す設計荷重を適切に設定する。 

(1) 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重を以下に示す。

①風圧力

設計竜巻の最大風速による風圧力

②気圧差による圧力

設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等

の内外の気圧差による圧力 

③飛来物の衝撃荷重

設計竜巻によって評価対象施設等に衝突し得る飛来物（以

下「設計飛来物」という。）が評価対象施設等に衝突する際の

衝撃荷重 

1.2.3 評価の基本的な考え方 

1.2.3.1 評価方法 

  基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定するとともに，

評価対象施設等を抽出し，考慮すべき設計荷重に対する評価対

象施設等の構造健全性について評価を行い，必要に応じ対策を

行うことで安全機能が維持されていることを確認する。 

  竜巻影響評価の基本フローを第 1.2.3.1－1図に示す。 

第 1.2.3.1－1図 竜巻影響評価の基本フロー 

1.2.3.2 評価対象施設等に作用する荷重 

  以下に示す設計荷重を適切に設定する。 

(1) 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重を以下に示す。

  ａ．風圧力による荷重 

設計竜巻の最大風速による風圧力による荷重 

  ｂ．気圧差による荷重 

設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設

等の内外の気圧差による荷重 

  ｃ．設計飛来物の衝撃荷重 

設計竜巻によって評価対象施設等に衝突し得る飛来物

（設計飛来物）が評価対象施設等に衝突する際の衝撃荷重 

1.3. 評価の基本的な考え方 

1.3.1.  評価の基本フロー 

ガイドに基づき基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定

するとともに，考慮すべき設計荷重に対して，抽出した評価対象

施設等の構造健全性評価を行い，必要に応じて対策を行うことで

安全機能が維持されていることの確認を行う。図 1.3.1.1 に竜巻

影響評価の基本フローを示す。 

図 1.3.1.1 竜巻影響評価の基本フロー 

1.3.2. 評価対象施設に作用する荷重 

以下に示す設計荷重を適切に設定する。 

(1) 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重を以下に示す。

①風圧力

設計竜巻の最大風速による風圧力

②気圧差による圧力

設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等

の内外の気圧差による圧力

③飛来物の衝撃荷重

設計竜巻によって評価対象施設等に衝突し得る飛来物（以

下「設計飛来物」という。）が評価対象施設等に衝突する際の

衝撃荷重 
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(2) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を以下に示す。

①評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等

②竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等

なお，上記(2)の②の荷重については，竜巻以外の自然現象及

び事故の発生頻度等を参照して，上記(2)の①の荷重と組み合わ

せることの適切性や設定する荷重の大きさ等を判断する。 

具体的な荷重については，「3.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせ

る荷重の設定」に示す。 

1.3.3. 施設の安全性の確認方針 

設計竜巻荷重及びその他組み合わせ荷重（常時作用している荷

重，竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等）を

適切に組み合わせた設計荷重に対して，評価対象施設，あるいは

その特定の区画の構造健全性等の評価を行い，必要に応じて対策

を行うことで安全機能が維持されることを確認する。 

(2) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を以下に示す。

  ａ．評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等 

  ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等 

なお，上記(2)ｂ．の荷重については，竜巻以外の自然現

象及び事故の発生頻度等を参照して，上記(2)ａ．の荷重と

組み合わせることの適切性や設定する荷重の大きさ等を判

断する。 

具体的な荷重については，「3.3.2 設計竜巻荷重と組み

合わせる荷重の設定」に示す。 

1.2.3.3 施設の安全性の確認方針 

  設計竜巻荷重及びその他組み合わせ荷重（常時作用している

荷重，竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等）

を適切に組み合わせた設計荷重に対して，評価対象施設等，あ

るいはその特定の区画の構造健全性等の確認を行い，必要に応

じて対策を行うことで安全機能が維持されることを確認する。 

(2) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を以下に示す。

①評価対象施設に常時作用する荷重，運転時荷重等

②竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等

なお，上記(2)の②の荷重については，竜巻以外の自然現象及

び事故の発生頻度等を参照して，上記(2)の①の荷重と組み合わ

せることの適切性や設定する荷重の大きさ等を判断する。 

具体的な荷重については，「3.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせ

る荷重の設定」に示す。 

1.3.3. 施設の安全性の確認方針 

設計竜巻荷重及びその他組み合わせ荷重（常時作用している荷

重，竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等）を

適切に組み合わせた設計荷重に対して，評価対象施設，あるいは

その特定の区画の構造健全性等の評価を行い，必要に応じて対策

を行うことで安全機能が維持されることを確認する。 
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2. 基準竜巻・設計竜巻の設定

2.1. 概要 

基準竜巻及び設計竜巻の設定は，図 2.1.1 に示すとおり竜巻

検討地域の設定，基準竜巻の最大風速の設定及び設計竜巻の最

大風速の設定の流れで実施する。 

図 2.1.1 基準竜巻・設計竜巻の設定に係る基本フロー 

2. 基準竜巻・設計竜巻の設定

2.1 概要 

基準竜巻及び設計竜巻の設定フローを，第 2.1－1図に示す。 

第 2.1－1図 基準竜巻及び設計竜巻の設定フロー 

2.2 竜巻検討地域の設定【添付資料 4】 

竜巻検討地域は，発電所が立地する地域及び竜巻発生の観点か

ら，「総観場の分析に基づく竜巻検討地域ＴＡ１の検討」及び「過

去の竜巻集中地域に基づく竜巻検討地域ＴＡ２の検討」により「竜

巻検討地域ＴＡ」を設定する。竜巻検討地域の設定フローを第 2.2

－1図に示す。 

2. 基準竜巻・設計竜巻の設定

2.1. 概要 

基準竜巻及び設計竜巻の設定は，図 2.1.1 に示すとおり竜巻

検討地域の設定，基準竜巻の最大風速の設定及び設計竜巻の最

大風速の設定の流れで実施する。 

図2.1.1 基準竜巻・設計竜巻の設定に係る基本フロー 

・設定範囲の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「2.基準

竜巻・設計竜巻の設

定」では設計竜巻まで

の記載の為，記載フロ

ーは設計竜巻の特性

値の設定までとして

いる 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はガイド

に従い，発電所が立地

する地域及び竜巻発

生の観点から発電所

が立地する地域と気

象条件等が類似の地

域から設定している

竜巻検討地域の設定 

発電所が立地する地域及び竜巻発生の観点から 

気象条件等が類似の地域 

基準竜巻の最大風速(VB)の設定 

（竜巻検討地域における竜巻の発生頻度や最大風速の 

年超過確率等を参照した上で最大風速を設定） 

設計竜巻の最大風速(VD)の設定 

（発電所サイト特性等を考慮して VBの割り増し等 

を行い最大風速を設定） 

VD＝α・VB，α≧1 

設計竜巻の特性値の設定 

（VD等に基づいて移動速度，最大気圧低下量等の 

特性値を設定） 
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2.2. 竜巻検討地域の設定 

柏崎刈羽原子力発電所に対する竜巻検討地域について，ガイ

ドを参考に，柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域と気象条件

の類似性の観点で検討を行い，図 2.2.1 に示すとおり北海道か

ら山陰地方にかけての日本海沿岸の海岸線から陸側及び海側そ

れぞれ 5km の範囲を竜巻検討地域に設定した（面積約

33,395km2）。以下にその妥当性確認の結果を示す。 

第 2.2－1図 竜巻検討地域の設定フロー 

2.2.4 竜巻検討地域ＴＡの設定 

総観場の気象条件に基づく竜巻検討地域ＴＡ１及び竜巻集中

地域に基づく竜巻検討地域ＴＡ２における竜巻の個数及び単位

面積当たりの発生数を第 2.2.4－1表に示す。これより，竜巻の

個数及び単位面積当たりの発生数の大きさから，ＴＡ１を竜巻検

討地域ＴＡに設定する（面積約 57,000km２）。 

竜巻検討地域ＴＡを第 2.2.4－1図に示す。 

第 2.2.4－1表 竜巻検討地域内で発生が確認された竜巻の個数

と単位面積当たり発生数 

2.2. 竜巻検討地域の設定 

島根原子力発電所に対する竜巻検討地域について，ガイドを

参考に，島根原子力発電所が立地する地域と気象条件の類似性

の観点で検討を行い，図 2.2.1 に示すとおり北海道から山陰地

方にかけての日本海沿岸の海岸線から陸側及び海側それぞれ

5km の範囲を竜巻検討地域に設定した（面積約 33,395km2）。以

下にその妥当性確認の結果を示す。 

が，東海第二は JNES

「原子力発電所の竜

巻影響評価ガイド

（案）及び解説」に従

い，総観場の気象条件

に基づく竜巻検討地

域 TA1及び竜巻集中地

域に基づく竜巻検討

地域 TA2に基づき設定

している。なお，竜巻

集中地域に基づく検

討については，島根 2

号炉が立地する竜巻

検討地域⑦は竜巻観

測データ数が 8 事例

と乏しいことから，竜

巻検討地域の検討対

象としては不適であ

ると判断した 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】 

（同上） 
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2.2.1. 竜巻検討地域の妥当性確認 

竜巻検討地域の妥当性について，以下の観点から確認を実施

した。 

(1) 総観場の分析に基づく地域特性の確認

(2) 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認

(3) 突風関連指数に基づく地域特性の確認

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」の考

え方に基づき，竜巻発生要因となる気象条件（総観場）を確認

する観点から，(1),(2)の分析により地域特性を確認し，竜巻検

討地域を設定した。 

また，一般的に大気現象は時空間スケールの階層構造が見ら

れ，ある大気現象はスケールの小さな現象を内包しているため，

大きな竜巻の発生要因となる環境場の形成のし易さを把握する

観点から，(3)の分析により竜巻の発生スケールに近いメソスケ

ールの気象場が有する地域性と齟齬がないことについても確認

した。竜巻とその関連気象の時空間スケールを図 2.2.1.1 に，

検討の流れを示したフローを図 2.2.1.2に示す。 

なお，(3)の突風関連指数を用いた分析は，“大きな竜巻の発

第 2.2.4－1図 竜巻検討地域ＴＡ 

図2.2.1 竜巻検討地域（赤線部） 

2.2.1 竜巻検討地域の妥当性確認 

竜巻検討地域の妥当性について，以下の観点から確認を

実施した。 

(1) 総観場の分析に基づく地域特性の確認

(2) 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認

(3) 突風関連指数に基づく地域特性の確認

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下，「JNES」という。）「原

子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」の考え方に

基づき，竜巻発生要因となる気象条件（総観場）を確認する観

点から，(1),(2)の分析により地域特性を確認し，竜巻検討地域

を設定した。 

また，一般的に大気現象は時空間スケールの階層構造が見ら

れ，ある大気現象はスケールの小さな現象を内包しているため，

大きな竜巻の発生要因となる環境場の形成のしやすさを把握す

る観点から，(3)の分析により竜巻の発生スケールに近いメソス

ケールの気象場が有する地域性と齟齬がないことについても確

認した。竜巻とその関連気象の時空間スケールを図 2.2.1.1に，

検討の流れを示したフローを図 2.2.1.2に示す。 

なお，(3)の突風関連指数を用いた分析は，“大きな竜巻の発

・竜巻検討地域の相違

【東海第二】 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】 

（2.1.と同じ） 
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生に対する大気場の必要条件”を把握する上で有効であること

を踏まえ，(3)の分析結果のみで竜巻検討地域を設定するのでは

なく，(1)，(2)の分析により設定した竜巻検討地域の妥当性を

確認するために用いている。 

2.2.2. 総観場の分析に基づく地域特性の確認 

気象庁竜巻等の突風データベース※では，竜巻を発生させた総

観場を約 40 種に分類しているが，「原子力発電所の竜巻影響評

2.2.1 気象総観場の分析 

竜巻発生要因の総観場を 6種類（低気圧，台風，停滞前線，局所

性降雨，季節風，その他（高気圧等））に分類し，竜巻発生位置を

生に対する大気場の必要条件”を把握する上で有効であること

を踏まえ，(3)の分析結果のみで竜巻検討地域を設定するのでは

なく，(1)，(2)の分析により設定した竜巻検討地域の妥当性を

確認するために用いている。 

図 2.2.1.1 竜巻とその関連気象の時空間スケール※ 

※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速

および飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全

学会，原子力規制関連事項検討会，2015 

図 2.2.1.2 竜巻検討地域の検討フロー 

2.2.2. 総観場の分析に基づく地域特性の確認 

気象庁「竜巻等の突風データベース」※では，竜巻を発生させ

た総観場を約 40種に分類しているが，JNES「原子力発電所の竜

・竜巻発生要因の総観場

の分類数の相違 

【東海第二】
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価ガイド（案）及び解説」を参考に，竜巻を発生させる親雲の

発生要因を考慮して 7種に再編し，発生分布の特徴を分析した。

表 2.2.2.1 に総観場の分類法と発生分布の特徴を示す。また，

図 2.2.2.1 に総観場ごとの竜巻発生地点の分布，図 2.2.2.2 に

F2以上の竜巻発生箇所を示す。 

分析の結果，竜巻発生要因となる気象条件の観点で，以下の

ような地域特性があることを確認した。 

① 太平洋側では台風起因の大きな竜巻が多く発生してい

るのに対し，九州を除く日本海側地域や北海道では発生

していない。（図 2.2.2.1 (a)）

また，台風は北上するにつれて衰弱しやすい特性を有し

ていることから，仮に台風起因の竜巻の発生した場合

も，規模の大きな竜巻の発生可能性は低いと考えられ

る。

② 温帯低気圧や季節風(夏)起因の竜巻は全国で発生して

いるが，規模的には太平洋側で F3 が発生しているのに

対し，日本海側では F2 が最大となっている。（図

2.2.2.1(b)，(c)）

③ 季節風(冬)起因の竜巻は，九州を除く日本海側地域に多

く発生している。規模的には，東北地方の日本海側及び

北陸地方では F2 竜巻が 1件発生しているのみで，F3竜

巻は発生していない。（図 2.2.2.1 (d)）

図 2.2.2.3 にも示すとおり，日本海側と太平洋側では竜巻発

生要因となる気象条件（総観場）が大きく異なっており，竜巻

検討地域を日本海側とすることの妥当性が確認できた。 

※：気象庁 竜巻等の突風データベース 

（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/torna

do/index.html ） 

この気象要因ごとに色分けした分布を，第 2.2.1－1図に示す。 

また，各都道府県での要因別発生比率を第 2.2.1－2図に示す。 

その結果，低気圧起因の竜巻は全国一様に発生していることが分

かる。一方台風起因の竜巻は日本海側には発生しておらず，主に

太平洋側で発生していることが分かる。また，停滞前線起因の竜

巻は北海道を除く各地に発生していること，局所性降雨は内陸部

での竜巻発生も促すこと，季節風や高気圧起因とされる竜巻の発

生数は比較的少ないことが分かる。 

巻影響評価ガイド（案）及び解説」を参考に，竜巻を発生させ

る親雲の発生要因を考慮して 7 種に再編し，発生分布の特徴を

分析した。表 2.2.2.1 に総観場の分類法と発生分布の特徴を示

す。また，図 2.2.2.1 に総観場ごとの竜巻発生地点の分布，図

2.2.2.2に F2以上の竜巻発生箇所を示す。 

分析の結果，竜巻発生要因となる気象条件の観点で，以下の

ような地域特性があることを確認した。 

①太平洋側では台風起因の大きな竜巻が多く発生してい

るのに対し，九州を除く日本海側地域や北海道では発生

していない。（図 2.2.2.1(a)） 

また，台風は北上するにつれて衰弱しやすい特性を有し

ていることから，仮に台風起因の竜巻が発生した場合

も，規模の大きな竜巻の発生可能性は低いと考えられ

る。 

②温帯低気圧や季節風(夏)起因の竜巻は全国で発生して

いるが，規模的には太平洋側で F3 が発生しているのに

対し，日本海側では F2 が最大となっている。（図

2.2.2.1(b)，(c)） 

③季節風(冬)起因の竜巻は，九州を除く日本海側地域に多

く発生している。規模的には，山陰地方では F2竜巻が 2

件発生しているのみで，F3 竜巻は発生していない。（図

2.2.2.1(d)） 

図 2.2.2.3 にも示すとおり，日本海側と太平洋側では竜巻発

生要因となる気象条件（総観場）が大きく異なっており，竜巻

検討地域を日本海側とすることの妥当性が確認できた。 

※：気象庁「竜巻等の突風データベース」 

（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/torna

do/index.html ） 
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表2.2.2.1 総観場の分類法 

総観場 気象庁竜巻データベースの分類 特徴 

台風 台風 台風を取り巻く雲が竜巻を

発生させる。関東以西の太平

洋側で発生頻度が高く，F3

竜巻も多くみられる。 

温帯低気圧 南岸低気圧，日本海低気圧，二つ玉低

気圧，東シナ海低気圧，オホーツク海

低気圧，その他（低気圧），寒冷前線，

温暖前線，閉塞前線 

寒気と暖気が接し傾圧不安

定による組織的な雲が形成

する環境場。主に南からの下

層の暖湿流が親雲の発達に

重要な働きをするため，暖湿

流が山岳等で遮られない関

東以西の太平洋側で発生頻

度が高く，F3 竜巻も見られ

る。 

日本海側での頻度は比較的

低め。 

季節風（夏） 暖気の移流，熱帯低気圧，湿舌，太平

洋高気圧 

暖湿流が主要因で親雲を形

成する環境場。 

関東以西の太平洋側や内陸

で多く確認されている。 

季節風（冬） 寒気の移流，気圧の谷，大陸高気圧，

季節風 

大気上層に寒気が流入する

ことで大気が不安定になり，

竜巻の親雲が形成する環境

場。寒気は北～西から移流す

ることが多いため，日本海側

や関東以北で発生頻度が高

い。 

停滞前線 停滞前線，梅雨前線，前線帯，不安定

線，その他（前線） 

南からの暖湿流により親雲

が形成されやすく，関東以西

の太平洋側や内陸で発生頻

度が高い。 

局地性 局地性じょう乱，雷雨（熱雷），雷雨

（熱雷を除く），地形効果，局地性降

水 

局地的な循環により親雲が

形成する環境場。内陸で発生

頻度が高い。 

その他 移動性高気圧，中緯度高気圧，オホー

ツク海高気圧，帯状高気圧，その他（高

気圧），大循環異常，その他 

上記に当てはまらない環境

場。全体的に個数は少ない。 
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総観場ごとの竜巻発生地点の分布（1961 年～2012年） 

（気象庁竜巻等の突風データベースのデータをもとに作成） 

第 2.2.1－1図 竜巻発生時の総観場の分布 

(1961年 1月～2012 年 6月) 

図2.2.2.1 総観場ごとの竜巻発生地点の分布（1961年～2012年） 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに作成） 

(a)．台風 (b)．温帯低気圧 

(c)．季節風（夏） (d)．季節風（冬） 

(e)．停滞前線 (f)．局地性 
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図2.2.2.1（続き） 総観場ごとのスケール別竜巻発生地点の分布

(1961年～2012年)（気象庁竜巻等の突風データベース(2)のデータ

をもとに作成） 

第 2.2.1－2図 各都道府県での発生要因比率 

2.2.2 総観場の気象条件に基づく竜巻検討地域ＴＡ１の設定 

竜巻発生の地域性が見られる台風起因の発生領域から，太平

洋側の宮城県～沖縄県にかけての範囲を考慮する。発電所はこ

図2.2.2.1（続き） 総観場ごとの竜巻発生地点の分布（1961年～

2012年）（気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに作成） 

図2.2.2.2 F2以上の竜巻発生箇所 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに作成） 

竜巻検討地域（日本海沿岸） 太平洋側地域 

図2.2.2.3 竜巻の総観場の特徴の比較 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】

(g)．その他 
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の範囲に立地しており，太平洋側の宮城県～沖縄県を基本とし

て，竜巻の発生頻度の観点から総観場の気象条件に基づく竜巻

検討地域ＴＡ１の検討を行う。 

発電所から半径 180km圏内（10万 km２圏）を含む太平洋側沿

岸の海岸線から海側陸側各 5kmの範囲を対象として，竜巻検討

地域ＴＡ１の候補の領域 8ケース及び竜巻の個数と単位面積当

たりの発生数の比較を第 2.2.2－1図及び第 2.2.2－1表に示す。

なお，表の竜巻の個数は各ケースの領域ごとにおける発生した

全ての竜巻の個数である。 

この結果，ＴＡ１．６のケースの単位面積当たりの発生数が最

も大きくなるため，これを総観場の気象条件に基づく竜巻検討

地域ＴＡ１とする。 

第 2.2.2－1図 竜巻検討地域ＴＡ１の検討領域 

（2.1.と同じ） 
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2.2.3. 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認 

日本で竜巻が集中する地域については，独立行政法人原子

力安全基盤機構の「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）

及び解説」に，全国 19 個の竜巻集中地域が示されている。 

図 2.2.3.1 に示すとおり，柏崎刈羽原子力発電所は，竜巻

集中地域④（新潟県・富山県）に立地している。したがって，

基本的な考え方としては柏崎刈羽原子力発電所における竜巻

検討地域は，この竜巻集中地域④とすることが考えられる。 

ただし，気象庁竜巻等の突風データベースによると，1961 

年 1 月から 2012 年 6 月の 51.5 年間に発生が確認された竜巻

の個数は竜巻集中地域④で 45事例であり，この期間に④で観

測されているもっとも強い竜巻は F1となる。（表 2.2.3.1） 

竜巻発生の影響評価の観点からすると，データ数は多い方

がよく，また竜巻集中地域④以外の日本海沿岸では F2規模の

竜巻も発生しているため，竜巻検討地域として北海道から山

陰地方にかけての日本海沿岸を設定し，その妥当性を検討す

る。 

なお，設定した竜巻検討地域の竜巻個数は 192 個，観測さ

れたもっとも強い竜巻は F2となる。表 2.2.3.2に竜巻検討地

第 2.2.2－1表 竜巻検討地域ＴＡ１の候補ごとの竜巻の個数と 

単位面積当たり発生数 

2.2.3 竜巻集中地域に基づく竜巻検討地域ＴＡ２の設定 

発電所は，第 2.2.3－1 図に示す「ガイド（案）及び解説」（1）

の竜巻が集中する 19 の地域のうち竜巻集中地域⑰に立地して

いる。 

竜巻集中地域⑰を前述のＴＡ１．１とみなし，これを竜巻集中

地域に基づく竜巻検討地域ＴＡ２とする。 

2.2.3. 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認 

日本で竜巻が集中する地域については，JNES「原子力発電

所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」に，全国 19箇所の

竜巻集中地域が示されている。 

図 2.2.3.1 に示すとおり，島根原子力発電所は，竜巻集中

地域⑦（島根県の一部）に立地している。したがって，基本

的な考え方としては島根原子力発電所における竜巻検討地域

は，この竜巻集中地域⑦とすることが考えられる。 

ただし，気象庁「竜巻等の突風データベース」によると，

1961年 1月から 2012年 6月の 51.5年間に発生が確認された

竜巻は竜巻集中地域⑦で 8 個であり，この期間に竜巻集中地

域⑦で観測されているもっとも強い竜巻は藤田スケール（以

下，「Fスケール」という。）で F2となる。（表 2.2.3.1） 

竜巻発生の影響評価の観点からすると，データ数は多い方

がよいため，竜巻検討地域として北海道から山陰地方にかけ

ての日本海沿岸を設定し，その妥当性を検討する。 

なお，設定した竜巻検討地域の竜巻個数は 192 個，観測さ

れたもっとも強い竜巻は F2となる。表 2.2.3.2に竜巻検討地

域内での F1を超える竜巻の観測記録を示す。 

・竜巻集中地域の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・竜巻検討地域の設定方

法の相違 

【東海第二】 

（2.1.と同じ） 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉が立地す

る竜巻集中地域⑦で
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域内での F1を超える竜巻の観測記録を示す。 

竜巻検討地域と竜巻集中地域④の F1 以上の竜巻発生確率

は，2.9×10-5，2.5×10-5（個/年/km2）であることから，竜

巻検討地域は単位面積あたりの竜巻発生数が大きくなるよ

う，かつ藤田スケール（以下「Fスケール」という。）が大き

な竜巻が含まれるような設定となっている。 

図2.2.3.1 竜巻の発生する地点と竜巻が集中する19個の地域 

（JNES「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解

説」より引用） 

竜巻の地域特性を検討するため，竜巻集中地域④と竜巻検

討地域，及び竜巻集中地域④に隣接する竜巻集中地域③（青

森県日本海側～山形県）と⑤（石川県西部～福井県北西部）

における総観場の比較を行った。 

図 2.2.3.2 に各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴

を示す。また，表 2.2.3.1 に総観場の特徴を示す。 

第 2.2.3－1図 竜巻の発生する地点と竜巻が集中する 19の地域 

（「ガイド（案）及び解説」より引用） 

竜巻検討地域と竜巻集中地域⑦の竜巻発生確率は，1.1×

10-4，1.3×10-4（個/年/km2）であり，単位面積当たりの竜巻

発生数は竜巻集中地域⑦の方がやや大きくなるものの，両者

は概ね同程度である。竜巻集中地域⑦における竜巻は 8 個と

かなり少なく，影響評価を行うにはデータ数が乏しいため，

192 個の竜巻個数がある竜巻検討地域を評価対象とすること

は妥当な設定である。 

図2.2.3.1 竜巻の発生地点と竜巻が集中する19個の地域 

（JNES「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」よ

り引用） 

竜巻の地域特性を検討するため，竜巻集中地域⑦と竜巻検

討地域，竜巻集中地域⑦に隣接する竜巻集中地域⑥（鳥取県

の一部）における総観場の比較を行った。 

図2.2.3.2に各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴

を示す。また，表2.2.3.1に総観場の特徴を示す。 

は F2 規模の竜巻が発

生している。 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単位面

積あたりの竜巻発生

数が集中地域⑦の方

が大きくなるものの，

おおむね同程度であ

ること，データ数が少

ないことから検討地

域を評価対象とする 

・竜巻集中地域の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・竜巻集中地域の相違

【柏崎 6/7，】 

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，発電所

が立地する地域と竜

巻検討地域の類似性

を確認するため，両者

の総観場の比較によ

り竜巻検討地域の妥

当性を確認している 

島根原子力発電所が 

立地する竜巻集中地域 
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図 2.2.3.2 各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴 

竜巻集中地域④で発生した竜巻の総観場は，"季節風（冬）

"が 90%，"温帯低気圧"が 8%を占める。竜巻検討地域では，竜

巻集中地域と同様に"季節風（冬）"と"温帯低気圧"の比率が

高い。これらの地域では，寒気にともなって発生した親雲に

起因した竜巻が多いと推測できる。また，両地域とも，太平

洋側で多くみられる台風起源の竜巻は今のところ確認されて

いない。 

また，竜巻集中地域④に隣接する竜巻集中地域③と⑤につ

いては，温帯低気圧の割合は竜巻検討地域④よりもやや高い

ものの，やはりどちらの地域も"季節風（冬）"と"温帯低気圧

"が竜巻発生の主要因となっている。 

以上の分析結果より，北海道から山陰地方にかけての日本

海沿岸を竜巻検討地域に設定することは竜巻集中地域におけ

る地域特性の観点からも妥当であると考えられる。 

図2.2.3.2 各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴 

竜巻集中地域⑦で発生した竜巻の総観場は，"季節風（冬）

"が44%，"温帯低気圧"が37%を占める。竜巻検討地域では，竜

巻集中地域⑦と同様に"季節風（冬）"と"温帯低気圧"の比率

が高い。これらの地域では，寒気にともなって発生した親雲

に起因した竜巻が多いと推測できる。また，両地域とも，太

平洋側で多くみられる台風起因の竜巻は今のところ確認され

ていない。 

また，竜巻集中地域⑦に隣接する竜巻集中地域⑥について

は，”季節風(夏)”の割合が高いものの，”季節風(冬)”が竜

巻発生の主要因となっている。 

以上の分析結果より，北海道から山陰地方にかけての日本

海沿岸を竜巻検討地域に設定することは竜巻集中地域におけ

る地域特性の観点からも妥当であると考えられる。 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 
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表 2.2.3.1 F スケールごとの総観場のまとめ 表 2.2.3.1 Fスケールごとの総観場のまとめ ・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

個数 総観場 1 位 

(比率%) 

総観場 2位 

(比率%) 

総観場 3位 

(比率%) 

主移動方向 

(比率%) 

集

中

地

域

⑦ 

全体 8 季節風(冬) 44% 温帯低気圧 37% 局地性 19% 南 40% 

F2 2 季節風(冬) 42% 局地性 42% 温帯低気圧 16% 南 100% 

F1 4 季節風(冬) 42% 温帯低気圧 42% 局地性 16% 
南，東，南南西，

南東：各 25% 

F0 1 温帯低気圧 100% - - - 

F 不明 1 季節風(冬) 100% - - - 

F1以

上 
6 季節風(冬) 42% 温帯低気圧 33% 局地性 25% 南 40% 

F0以

上 
7 温帯低気圧 43% 季節風(冬) 36% 局地性 21% 南 40% 

検

討

地

域 

全体 192 季節風(冬) 68% 温帯低気圧 21% 季節風(夏) 6% 東 39% 

F2 10 温帯低気圧 63% 季節風(冬) 23% 局地性 9% 北東 50% 

F1 40 温帯低気圧 51% 季節風(冬) 42% 局地性 6% 東 35% 

F0 24 季節風(冬) 65% 温帯低気圧 27% 停滞前線 4% 東 33% 

F 不明 118 季節風(冬) 81% 季節風(夏) 9% 温帯低気圧 6% 東 46% 

F1以

上 
50 温帯低気圧 54% 季節風(冬) 38% 局地性 6% 東 30% 

F0以

上 
74 季節風(冬) 47% 温帯低気圧 45% 局地性 5% 東 31% 

集

中

⑥ 

全体 18 季節風(冬) 55% 季節風(夏) 42% 局地性 3% 東 73% 

太

平

洋 

全体 337 温帯低気圧 29% 台風 21% 季節風(冬) 17% 北東 23% 
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2.2.4. 突風関連指数による地域特性の確認 

総観場での確認に加え，大きな被害をもたらす強い竜巻の

発生要因となる環境場の形成のし易さについての地域特性を

確認するため，気象庁や米国気象局における現業においても

竜巻探知・予測に活用されており，竜巻の発生しやすさを数

値的に示すことができる突風関連指数を用いて地域特性の確

認を行った。なお，突風関連指数を用いての検討については

日本海側と太平洋側の地域性が異なることを示すために実施

し，特定規模の竜巻発生の可能性を評価するものではない。 

2.2.4.1. 突風関連指数を用いた竜巻予測の技術について 

竜巻の主な発生メカニズムは，二つに大別されると考えら

れている。一つは局地的な前線（寒気団と暖気団との境界線）

に伴って生じた渦が上昇流によって引き伸ばされて竜巻とな

るもので，比較的寿命が短く強い竜巻になりにくいとされて

いる。 

もう一つは「スーパーセル」と呼ばれる，回転する継続し

た上昇気流域（メソサイクロン）を伴った非常に巨大な積乱

表 2.2.3.2 竜巻検討地域における竜巻の観測記録（F1より大き

い竜巻） 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成） 

2.2.4. 突風関連指数による地域特性の確認 

総観場での確認に加え，大きな被害をもたらす強い竜巻の

発生要因となる環境場の形成のしやすさについての地域特性

を確認するため，気象庁や米国気象局における現業において

も竜巻探知・予測に活用されており，竜巻の発生しやすさを

数値的に示すことができる突風関連指数を用いて地域特性の

確認を行った。なお，突風関連指数を用いての検討について

は日本海側と太平洋側の地域特性が異なることを示すために

実施し，特定規模の竜巻発生の可能性を評価するものではな

い。 

2.2.4.1 突風関連指数を用いた竜巻予測の技術について 

竜巻の主な発生メカニズムは，二つに大別されると考えら

れている。一つは局地的な前線（寒気団と暖気団との境界線）

に伴って生じた渦が上昇流によって引き伸ばされて竜巻とな

るもので，比較的寿命が短く強い竜巻になりにくいとされて

いる。 

もう一つは「スーパーセル」と呼ばれる，回転する継続し

た上昇気流域（メソサイクロン）を伴った非常に巨大な積乱

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

島根２号炉は大きな

竜巻の発生要因とな

る環境場の形成のし

やすさを把握するた

め，メソスケールにお

ける風の鉛直シアや

大気不安定性と深く

関わっている突風関

連指数により地域特

性を確認している 
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雲に伴って竜巻が発生するものである。スーパーセル内では，

下降流域と上昇流域が分離されるため，巨大な積乱雲が長時

間持続する傾向にある。近年，ドップラーレーダーによる解

析をもとにした竜巻の事例調査が進んだことにより，大きな

被害をもたらす強い竜巻の多くはスーパーセルに伴って発生

することが判明している。現状，竜巻を直接予測することは

困難であるが，大規模竜巻の発生と関係が深いスーパーセル

の発生環境を予測することにより竜巻発生を間接的に予測で

きる。以下に，竜巻発生予測について，突風関連指数を適用

している例を示す。 

気象庁での突風関連指数の適用状況 

気象庁では平成 20年 3月から，低気圧の発達等に関して半

日から 1 日程度前に発表する予告的な気象情報において，11 

種類の突風関連指数を算出し，竜巻やダウンバースト等の激

しい突風が発生する可能性があると予測される場合には，当

気象情報において注意喚起することとした。 

その後，気象庁では竜巻等の突風の予測プロダクトとして，

平成 22年 5月より竜巻発生確度ナウキャスト情報の提供を開

始した。竜巻発生確度ナウキャストは，「竜巻が今にも発生す

る（又は発生している）可能性の程度」（発生確度）を 10 分

ごとに解析した結果をもとに，降水域の移動ベクトル等を用

いて 1 時間先まで発生確度を予測する。発生確度の解析は，

以下の二つの技術を組み合わせて実施している。 

・気象ドップラーレーダ観測によるメソサイクロン（親雲）

検出技術 

・メソ数値予測（MSM）を用いた突風危険指数の算出技術

竜巻発生確度ナウキャストにおけるデータ等の流れを図

2.2.4.1.1に示す。竜巻発生確度ナウキャストは最新の観測・

解析データをもって短いリードタイムの予測を迅速に行うこ

とが主目的のため，レーダプロダクトに重みを置いている。

また，小さな竜巻も見逃しなく予測できるような説明変数と

して突風関連指数を選択している。 

以上のように，気象庁では竜巻の監視や様々なリードタイ

ムに対する予測に突風関連指数を活用している。

雲に伴って竜巻が発生するものである。スーパーセル内では，

下降流域と上昇流域が分離されるため，巨大な積乱雲が長時

間持続する傾向にある。近年，ドップラーレーダによる解析

をもとにした竜巻の事例調査が進んだことにより，大きな被

害をもたらす強い竜巻の多くはスーパーセルに伴って発生す

ることが判明している。現状，竜巻を直接予測することは困

難であるが，大規模竜巻の発生と関係が深いスーパーセルの

発生環境を予測することにより竜巻発生を間接的に予測でき

る。以下に，竜巻発生予測について，突風関連指数を適用し

ている例を示す。 

気象庁での突風関連指数の適用状況 

気象庁では平成 20年 3月から，低気圧の発達等に関して半

日から 1 日程度前に発表する予告的な気象情報において，11

種類の突風関連指数を算出し，竜巻やダウンバースト等の激

しい突風が発生する可能性があると予測される場合には，当

気象情報において注意喚起することとした。 

その後，気象庁では竜巻等の突風の予測プロダクトとして，

平成 22年 5月より竜巻発生確度ナウキャスト情報の提供を開

始した。竜巻発生確度ナウキャストは，「竜巻が今にも発生す

る（又は発生している）可能性の程度」（発生確度）を 10 分

ごとに解析した結果をもとに，降水域の移動ベクトル等を用

いて 1 時間先まで発生確度を予測する。発生確度の解析は，

以下の二つの技術を組み合わせて実施している。 

・気象ドップラーレーダ観測によるメソサイクロン（親雲）

検出技術

・メソ数値予測（MSM）を用いた突風危険指数の算出技術

竜巻発生確度ナウキャストにおけるデータ等の流れを図

2.2.4.1.1に示す。竜巻発生確度ナウキャストは最新の観測・

解析データをもって短いリードタイムの予測を迅速に行うこ

とが主目的のため，レーダプロダクトに重みを置いている。

また，小さな竜巻も見逃しなく予測できるような説明変数と

して突風関連指数を選択している。 

以上のように，気象庁では竜巻の監視や様々なリードタイ

ムに対する予測に突風関連指数を活用している。
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海外での突風関連指数の適用状況 

海外では，米国の気象庁にあたる NOAA の SPC（ストーム予

測センター）においても気象庁と同様に，突風関連指数の情

報とレーダー観測のデータが現業で活用されており，突風関

連指数に関する検討も盛んに行われている。 

2.2.4.2. 検討に用いる突風関連指数について 

大きな被害をもたらす竜巻の親雲の多くはスーパーセルで

あり，スーパーセルの発生環境は予測できる技術があって気

象庁等でも活用されていることを述べてきた。ここでは，本

検討に用いる突風関連指数について説明する。 

図 2.2.4.2.1 に竜巻の発生メカニズムを示す。スーパーセ

ルが発生しやすい環境場として，大気下層の鉛直シア（異な

る高度間での風向・風速差）と，強い上昇気流を起こすきっ

海外での突風関連指数の適用状況 

海外では，米国の気象庁にあたる NOAA の SPC（ストーム予

測センター）においても気象庁と同様に，突風関連指数の情

報とレーダー観測のデータが現業で活用されており，突風関

連指数に関する検討も盛んに行われている。 

図 2.2.4.1.1 竜巻発生確度ナウキャストの解析・予測技術※ 

※：竜巻発生確度ナウキャスト・竜巻注意情報について-突風に

関する防災気象情報の改善-，瀧下洋一，測候時報，2011 

2.2.4.2. 検討に用いる突風関連指数について 

大きな被害をもたらす竜巻の親雲の多くはスーパーセルで

あり，スーパーセルの発生環境は予測できる技術があって気

象庁等でも活用されていることを述べてきた。ここでは，本

検討に用いる突風関連指数について説明する。 

図 2.2.4.2.1 に竜巻の発生メカニズムを示す。スーパーセ

ルが発生しやすい環境場として，大気下層の鉛直シア（異な

る高度間での風向・風速差）と，強い上昇気流を起こすきっ
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かけとしての不安定な大気場が必要である。本検討では，大

気の不安定度を表す指標として，「CAPE」，鉛直シアに伴って

発生する水平渦度が親雲に取り込まれる度合いを表す指標と

して「SReH」を採用し，両者の指標が同時に高くなる頻度に

ついて，地域的な特徴を確認する分析を行った。また，両者

を掛け合わせた指標である EHIによる分析も行い，SReH・CAPE 

の同時超過頻度分析との比較を行った。SReH,CAPE,EHI につ

いては，竜巻の発生実態を解明する研究において国内外で広

く利用され，竜巻発生の環境場との関連づけ等の知見が多く

蓄積されており，気象庁での竜巻予測に用いる突風関連指数

の中でも主な指標として紹介されているため，本検討を行う

上でも妥当なものと考えられる。 

SReH,CAPE 及びその複合指数である EHI について以下に説

明する。 

※：江口 譲，原子力発電所の竜巻影響評価，原子力プラント

機器の健全性評価に関する講習会，平成 26年 12月 12日 

(1) SReH（Storm Relative Helicity：ストームの動きに相対的な

ヘリシティー）

風向・風速差により発生した渦度が親雲に取り込まれる度合

いを示し，値が大きいほど，積乱雲がスーパーセルに発達しや

すい。（図 2.2.4.2.2） 

V：水平風速ベクトル C：ストームの移動速度 

ω：鉛直シアに伴う水平渦度 

かけとしての不安定な大気場が必要である。本検討では，大

気の不安定度を表す指標として「CAPE」，鉛直シアに伴って発

生する水平渦度が親雲に取り込まれる度合いを表す指標とし

て「SReH」を採用し，両者の指標が同時に高くなる頻度につ

いて，地域的な特徴を確認する分析を行った。 

SReH 及び CAPE について以下に説明する。 

図 2.2.4.2.1 竜巻の発生メカニズム※ 

※： U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, National Weather Service), 

A Preparedness Guide Including Tornado Safety 

Information for Schools 

(1) SReH（Storm Relative Helicity：ストームの動きに相対的な

ヘリシティー）

風向・風速差により発生した渦度が親雲に取り込まれる度合

いを示し，値が大きいほど，積乱雲がスーパーセルに発達しや

すい。（図 2.2.4.2.2） 

V：水平風速ベクトル C：ストームの移動速度 

ω：鉛直シアに伴う水平渦度 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，竜巻発

生環境場の地域性を

相対的に把握するた

めに突風関連指数と

し て 「 SReH 」 及 び

「CAPE」を用いてお

り，主に竜巻規模との

相関を見るための指

標である「EHI」は参

照していない 
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(2) CAPE（Convective Available Potential Energy：対流有効位

置エネルギー） 

上昇気流の発達しやすさを表し，値が大きいほど背の高い積

乱雲に発達し得るため，大気の不安定度の指標となる。（図

2.2.4.2.3） 

g：重力加速度 θe’：下層の空気塊を持ち上げた際の相

当温位 

θe：ストーム周囲の相当温位 dz：鉛直方向の層厚 

図 2.2.4.2.2 SReH の算出概念※ 

※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速

および飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全

学会，原子力規制関連事項検討会，2015 

(2) CAPE（Convective Available Potential Energy：対流有効位

置エネルギー） 

上昇気流の発達しやすさを表し，値が大きいほど背の高い積

乱雲に発達し得るため，大気の不安定度の指標となる。（図

2.2.4.2.3） 

g：重力加速度 θe’：下層の空気塊を持ち上げた際の相

当温位 

θe：ストーム周囲の相当温位 dz：鉛直方向の層厚 
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(3) EHI（Energy Helicity Index）

SReH と CAPE の複合的な突風関連指数。スーパーセルや

竜巻の発生し易さを経験的に指標化したもので，米国では

CAPE 単独や SReH 単独に比べると竜巻発生との相関関係が

高いとされている。 

（参考）相当温位 

温位とは，下式に示すように気温 Tと気圧 pに関する量であり，

ある空気塊を断熱的に基準圧力 1000hPa に戻したときの絶対温度

である。 

2 つの空気塊を比較した場合，温位の高い空気塊は軽く上昇し

やすく（不安定であり），単位体積中に含み得る水蒸気量が多いた

め，大きな積乱雲の発生につながる。相当温位は，空気塊に含ま

れる水蒸気の持っている潜熱（水蒸気が凝結する際に空気塊の温

度が上昇）の影響も考慮された温位である。 

図 2.2.4.2.3 CAPE の算出概念※

※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速

および飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全

学会，原子力規制関連事項検討会，2015 

（参考）相当温位 

温位とは，下式に示すように気温 Tと気圧 pに関する量であり，

ある空気塊を断熱的に基準圧力 1000hPa に戻したときの絶対温度

である。 

2 つの空気塊を比較した場合，温位の高い空気塊は軽く上昇し

やすく（不安定であり），単位体積中に含み得る水蒸気量が多いた

め，大きな積乱雲の発生につながる。相当温位は，空気塊に含ま

れる水蒸気の持っている潜熱（水蒸気が凝結する際に空気塊の温

度が上昇）の影響も考慮された温位である。 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

（同上） 
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2.2.4.3. 突風関連指数の地域特性 

これまでに発生した F3 竜巻に対する突風関連指数の分析結

果を図 2.2.4.3.1 に示す。WRF モデル（Weather Research and 

Forecasting model）と呼ばれる数値気象モデルを用いて当時の

気象場を解析（再現）し，それをもとに突風関連指数を算出し

ている。図 2.2.4.3.1をみると，季節によって CAPEの値が大き

くことなるものの，F3竜巻事例では共通して SReHと CAPE の両

方が大きくなる傾向が見られた。 

大きな竜巻を引き起こすスーパーセルの発生要因の指標であ

る SReHと CAPE について，国内で（太平洋側で）発生した F3竜

巻では，SReHと CAPE の両方（あるいは複合指数である EHI）が

大きな値をとる傾向が見られる。また，これまでに発生した国

内における F2-F3を含めた全ての F3竜巻（6事例）は，スーパ

ーセルを伴っていたことが報告されている。 

したがって，SReH と CAPE それぞれに対して閾値を設け，そ

の閾値を同時に超える頻度（以下，同時超過頻度と呼ぶ。）を分

析することにより，スーパーセルに伴って発生するような大規

模な竜巻の発生環境を観点とした地域性を見出だすことができ

ると考えられる。 

2.2.4.3. 突風関連指数の地域性 

これまでに発生した F3 竜巻に対する突風関連指数の分析結

果を図 2.2.4.3.1 に示す。WRF モデル（Weather Research and 

Forecasting model）と呼ばれる数値気象モデルを用いて当時の

気象場を解析（再現）し，それをもとに突風関連指数を算出し

ている。図 2.2.4.3.1をみると，季節によって CAPEの値が大き

く異なるものの，F3竜巻事例では共通して SReHと CAPE の両方

が大きくなる傾向が見られた。 

図 2.2.4.3.1 F3竜巻に対する突風関連指数の分析結果 

大きな竜巻を引き起こすスーパーセルの発生要因の指標であ

る SReHと CAPE について，国内で（太平洋側で）発生した F3竜

巻では，SReHと CAPE の両方が大きな値をとる傾向が見られる。

また，これまでに発生した国内における F2-F3 を含めた全ての

F3 竜巻（6 個）は，スーパーセルを伴っていたことが報告され

ている。 

したがって，SReH と CAPE それぞれに対して閾値を設け，そ

の閾値を同時に超える頻度（以下，同時超過頻度と呼ぶ。）を分

析することにより，スーパーセルに伴って発生するような大規

模な竜巻の発生環境を観点とした地域性を見出だすことができ

ると考えられる。 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

（同上） 
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2.2.4.4. 突風関連指数の同時超過頻度による地域性の検討 

SReH と CAPE の閾値については，図 2.2.4.4.1 の F3 竜巻の

データをもとに，実際の竜巻発生地点と対応するよう，下記の

ように設定した。また，CAPE の閾値については，緯度・季節で

絶対値が大きく変わるため，5 月～10 月（暖候期）及び 11 月

～4 月（寒候期）に分けて閾値を設定した。 

［5 月－10 月（暖候期）］SReH：250 m2/s2，CAPE：1600 J/kg 

［11 月－4 月（寒候期）］SReH：250 m2/s2，CAPE： 600 J/kg 

図 2.2.4.4.1 は，1961 年～2010 年までの 50 年間にわたっ

て 1 時間ごとに解析されたデータをもとに，SReH と CAPE の同

時超過頻度分布をマップ化したものである。また，気象庁竜巻

等の突風データベースで確認された F2-F3 竜巻及び F3 竜巻の

発生箇所を図 2.2.4.4.2 に示す。 

2.2.4.4. 突風関連指数の同時超過頻度による地域特性の検討 

SReH と CAPE の閾値については，図 2.2.4.4.1 の F3 竜巻の

データをもとに，実際の竜巻発生地点と対応するよう，下記の

ように設定した。また，CAPE の閾値については，緯度・季節で

絶対値が大きく変わるため，5 月～10 月（暖候期）及び 11 月

～4 月（寒候期）に分けて閾値を設定した。また，竜巻発生時

には少なからず降水がもたらされるため，降水量の閾値を設定

した。 

設定した閾値は，以下の通りとした。 

［5 月－10 月（暖候期）］SReH：350 m2/s2 最大 CAPE：1200 

J/kg 降水量：4 mm/hr 

［11 月－4 月（寒候期）］SReH：350 m2/s2 最大 CAPE： 500 

J/kg 降水量：4 mm/hr 

図 2.2.4.4.1 は，1961 年～2010 年までの 50 年間にわたっ

て 1 時間ごとに解析されたデータをもとに，SReH と CAPE の同

時超過頻度分布をマップ化したものである。また，気象庁「竜

巻等の突風データベース」で確認された F2-F3 竜巻及び F3 竜

巻の発生箇所を図 2.2.4.4.2 に示す。 

暖候期 5月～10月    寒候期 11月～4 月 

図 2.2.4.4.1 F3規模以上を対象とした SReH，CAPE同時超過頻度

分布（単位：%） 

・閾値の設定の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，発生環

境場の地域性を相対

的に把握するために

突風関連指数を用い

ているため，その閾値

を規模の大きな竜巻

である太平洋側で F3

竜巻が発生した際の

典型的な突風関連指

数の分布を参考に設

定している 
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図 2.2.4.2 F2規模以上の発生個所 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成） 

また，EHI についても，SReH と CAPE と同様に閾値を設け超過

頻度について分析した。EHI の閾値については，過去のいずれの

F3 事例においても EHI が 3.5 程度を越えていることから，それ

を包含する値として EHI:3.3 を設定した（暖候期と寒候期は分け

ない）。 

EHI の超過頻度分布をマップ化したものについても図

2.2.4.4.3 に示す。SReH，CAPEの同時超過頻度分布（図 2.2.4.4.1）

に対応した結果となっており，EHI を用いて通年レベルの評価を

行った場合でも地域特性がはっきり表れている。 

以上により，CAPE,SReH,EHI について F3 以上を想定した特定

の閾値を設けた場合の分析を実施したが，突風関連指数について

は不確実性が存在するため，EHI:3.0 及び 3.6 を設定した場合に

ついても同様の地域性が現れることを確認した。（図 2.2.4.4.4） 

ただし，閾値を大きくした場合，実際に F3 が発生した関東平

野内を包含できなくなる。また閾値を小さくした場合，小さな竜

巻が発生する環境場をカウントすることから，地域性は薄れてい

くことがわかる。 

なお，CAPE,SReH についても同様の感度解析を実施しており，

同様の傾向が得られることを確認した。【添付資料 2.1 付録 E】 

図 2.2.4.4.2 F2規模以上の竜巻の発生箇所 

（左：暖候期，右：寒候期；気象庁「竜巻等の突風データベース」

による） 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

（2.2.4.2.と同じ） 
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突風関連指数による，大規模な竜巻形成につながる環境場の

発生頻度分析を行った結果，柏崎刈羽原子力発電所の立地地域

は，茨城県以西の太平洋沿岸よりも 1～2 オーダー以下の頻度

となることが分かった。 

スーパーセルに伴って発生する大規模な竜巻形成につながる

環境場の発生頻度分布の観点からも，太平洋側と竜巻検討地域

で大きな地域特性の違いがあることを確認した。 

参考として，F2 規模の竜巻について同様の検討を行った。閾

値の設定は F2 規模の竜巻発生時の実績をもとに以下のように

設定した。 

［5 月－10 月（暖候期）］SReH：200 m2/s2，CAPE：1000 J/kg 

［11 月－4 月（寒候期）］SReH：200 m2/s2，CAPE：350 J/kg 

EHI を用いる場合の閾値 EHI:1.5 

SReH，CAPE の同時超過頻度分析の結果を図 2.2.4.4.5 に，EHI 

の超過頻度分布を図 2.2.4.4.6 に示す。 

突風関連指数による，大規模な竜巻形成につながる環境場の

発生頻度分析を行った結果，太平洋側，九州太平洋側・東シナ

海側で頻度が高くなっているのに比べて，日本海側の値は 1～2

オーダー以下の頻度となることが分かった。

以上より，スーパーセルに伴って発生する大規模な竜巻形成

につながる環境場の発生頻度分布の観点からも，太平洋側と竜

巻検討地域で大きな地域特性の違いがあることを確認した。 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，発生環

境場の地域性を相対

的に把握するために

突風関連指数を用い

ているため，竜巻規模

に特定した検討は実

施していない 
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F2 規模相当の閾値での同時超過頻度を解析した結果をみても，

柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域は，太平洋側と比較して頻

度が低くなっていることが確認できる。 

日本海側で大きな竜巻が発生しにくい原因の一つとしては，太

平洋側から暖かく湿った空気が，日本列島の中央部に存在する高

く複雑な山岳域を湿潤不安定な状態のまま乗り越えてくることが

出来ないため，日本海側では大きな竜巻を引き起こす環境場が形

成しにくくなっていることが考えられる。 

2.2.4.5. 佐呂間町で発生した竜巻について 

突風関連指数を用いた解析結果から，F3 規模以上の竜巻が発

生しやすいとされる地域が分かったが，そのエリアに含まれて

いない北海道網走支庁佐呂間町では 2006 年 11 月に F3 竜巻が

発生している（以下「佐呂間竜巻」という。）。 

佐呂間竜巻は，太平洋沿岸で発生した竜巻と比較すると， 

・国内で唯一内陸部（丘陵地の麓）において発生した竜巻で

ある。 

・F3 竜巻としては継続時間（1 分）と移動距離（約 1.4km）

が非常に短かった 

2.2.4.5. 佐呂間町で発生した竜巻について 

突風関連指数を用いた解析結果から，F3規模以上の竜巻が発

生しやすいとされる地域が分かったが，そのエリアに含まれて

いない北海道網走支庁佐呂間町では 2006年 11月に F3竜巻が発

生している（以下，「佐呂間竜巻」という。）。 

佐呂間竜巻は，太平洋沿岸で発生した竜巻と比較すると， 

・国内で唯一内陸部（丘陵地の麓）において発生した竜

巻である

・F3竜巻としては継続時間（1分）と移動距離（約 1.4km）

が非常に短かった 
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という点で異なっている。 

佐呂間竜巻の発生した地域では，太平洋側からの暖湿流が小

高い丘を越えて流入するような地形になっており，平野部の冷

気流とぶつかることにより大きな上層・下層間の風向差が生じ

る環境場となっていた。（図 2.2.4.5.1，図 2.2.4.5.2） 

また，日高山脈の東側では，山を越えた冷気流と太平洋側の

暖気流がぶつかる地点となっており，ここで発生した親雲が山

脈沿いに北上しながら持続的に発達し，佐呂間地域で F3 規模

の竜巻を形成するに至ったと考えられる。 

これらの発生メカニズムについて，図 2.2.4.5.3 に模式的に

示す。 

という点で異なっている。 

佐呂間竜巻の発生した地域では，太平洋側からの暖湿流が小

高い丘を越えて流入するような地形になっており，平野部の冷

気流とぶつかることにより大きな上層・下層間の風向差が生じ

る環境場となっていた。（図 2.2.4.5.1，図 2.2.4.5.2） 

また，日高山脈の東側では，山を越えた冷気流と太平洋側の

暖気流がぶつかる地点となっており，ここで発生した親雲が山

脈沿いに北上しながら持続的に発達し，佐呂間地域で F3 規模

の竜巻を形成するに至ったと考えられる。 

これらの発生メカニズムについて，図 2.2.4.5.3 に模式

的に示す。 

図 2.2.4.5.1 佐呂間竜巻発生時の風向・風速及び相当湿位の分布

（海抜 500m高度） 

図 2.2.4.5.2 親雲の発生箇所と移動方向（左）及び竜巻の発生箇

所（右）※

※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速

および飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全

学会，原子力規制関連事項検討会，2015 

相当湿位（単位：K） 
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※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速

及び飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全学会，

原子力規制関連事項検討会，平成 27 年 1 月 

このように，佐呂間竜巻の発生メカニズムは，太平洋側沿岸

域にて発生している F3 竜巻のメカニズムとは大きく異なって

おり，竜巻の持続時間・被害域長さも大きく異なっている。 

竜巻影響評価における取り扱いとしては，基準竜巻設定で対

象としている地域性・空間スケールよりも局地的な地形影響を

受けており，そういった影響については，設計竜巻 VD の設定時

に考慮するのがガイドの趣旨に沿ったものとなる。 

考慮する際のポイントは，以下の 2 点である。 

・ 太平洋側からの暖湿流が高標高山岳等に遮断されずに直

接流入し得る地域である。 

・ 近隣地形（数キロ程度四方の範囲）において，（太平洋

側からの）暖気流の流入する風上側に尾根状の丘・山が

存在すること。

その観点で柏崎刈羽原子力発電所の地形を確認すると，以下

のように整理できる。 

・ 本州中央部に高標高山岳が存在するため，太平洋側から

暖湿流が直接流入しない。（図 2.2.4.5.4）

・ 日本海側で発達する気流は，主に西から東へ移動する傾

向が強く，気流の流入する風上側（海側）に尾根状の丘，

山が存在しない。

図 2.2.4.5.3 佐呂間竜巻の発生メカニズムに関する模式図※ 

※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速

および飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全

学会，原子力規制関連事項検討会，2015 

このように，佐呂間竜巻の発生メカニズムは，太平洋側沿岸

域にて発生している F3 竜巻のメカニズムとは大きく異なって

おり，竜巻の持続時間・被害長さも大きく異なっている。 

竜巻影響評価における取り扱いとしては，基準竜巻設定で対

象としている地域性・空間スケールよりも局地的な地形影響を

受けており，そういった影響については，設計竜巻 VDの設定時

に考慮するのがガイドの趣旨に沿ったものとなる。 

考慮する際のポイントは，以下の 2点である。 

・ 太平洋側からの暖湿流が高標高山岳等に遮断されず

に直接流入し得る地域である。

・ 近隣地形（数キロ程度四方の範囲）において，（太平洋

側からの）暖気流の流入する風上側に尾根状の丘・山が

存在すること。

その観点で島根原子力発電所の地形を確認すると，以下のよ

うに整理できる。 

・ 本州中央部及び四国に高標高山岳が存在するため，太平

洋側から暖湿流が直接流入しない。（図 2.2.4.5.4）

・ 日本海側で発達する気流は，主に西から東へ移動する傾

向が強く，気流の流入する風上側（海側）に尾根状の丘，

山が存在しない。
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したがって，柏崎刈羽原子力発電所で佐呂間竜巻と同様な地

形条件にはなっていないことを確認した。 

以上の検討結果より，竜巻発生要因及び発生する竜巻の規模

には地域性があることが示され，その観点から柏崎刈羽原子力

発電所の竜巻検討地域として，北海道から山陰地方にかけての

日本海沿岸を竜巻検討地域として設定することが妥当であるこ

とが確認できた。 

図 2.2.4.5.4 柏崎刈羽原子力発電所周辺地形図 

2.3. 基準竜巻の最大風速(VB)の設定 

基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速

(VB1)及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の

うち，大きな風速を設定する。 

2.3.1. 過去に発生した竜巻による最大風速(VB1） 

表 2.3.1.1に竜巻検討地域で過去に発生した F1より大きい竜

巻の観測記録を示す。表 2.3.1.1 より竜巻検討地域における過

去最大竜巻は F2であり，Fスケールと風速の関係より風速は 50

～69m/s であることから， VB1は F2 の風速範囲の上限値 69m/s

とする。 

2.3 基準竜巻の最大風速（ⅤＢ）の設定 

基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速

（ⅤＢ１），及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速

（ⅤＢ２）のうち，大きな風速を設定する。 

2.3.1 過去に発生した竜巻による最大風速（ⅤＢ１） 

気象庁の「竜巻等の突風データベース」（２）に基づき，竜巻検

討地域内で過去（1961年 1月～2012年 6月）に発生した竜巻の

うち最大であるＦ３スケール相当以上の竜巻を第 2.3.1－1 表

に示す。Ｆ３スケールにおける風速は 70m／s～92m／sであるこ

とから，過去に発生した竜巻による最大風速ⅤＢ１を 92m／s と

する。 

したがって，島根原子力発電所で佐呂間竜巻と同様な地形条

件にはなっていないことを確認した。 

以上の検討結果より，竜巻発生要因及び発生する竜巻の規模

には地域性があることが示され，その観点から島根原子力発電

所の竜巻検討地域として，北海道から山陰地方にかけての日本

海沿岸を竜巻検討地域として設定することが妥当であることが

確認できた。 

図 2.2.4.5.4 島根原子力発電所周辺地形図 

(国土地理院「電子国土 Web」より作成) 

2.3. 基準竜巻の最大風速（VB）の設定 

基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速

(VB1)及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の

うち，大きな風速を設定する。 

2.3.1. 過去に発生した竜巻による最大風速（VB1） 

表 2.3.1.1 に竜巻検討地域で過去に発生した F1 より大きい

竜巻の観測記録を示す。表 2.3.1.1 より竜巻検討地域で発生し

た過去最大竜巻は F2であり，Fスケールと風速の関係より風速

は 50～69m/s であることから， VB1 は F2 の風速範囲の上限値

69m/sとする。 

. 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

島根原子力発電所 
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2.3.2. 竜巻最大風速のハザード曲線の求め方【添付資料 2.3(1)】 

竜巻最大風速のハザード曲線は，気象庁「竜巻等の突風デー

タベース」より竜巻検討地域における竜巻の観測記録を抽出・

評価し，既往の算定法(Wen&Chu及び Garson et al.)に基づき算

定した。具体的な算定方法は，JNES 委託研究成果報告書※を参

考とし，図 2.3.2.1 に示すフローに従いハザード曲線を算定し

た。なお，ハザード曲線は，竜巻検討地域の竜巻特性を適切に

考慮できる海岸線から海側，陸側それぞれ 5km の範囲内で算定

した。加えて，竜巻検討地域を海岸線に沿って 1km 範囲ごとに

短冊状に細分化した場合のハザード曲線も算定することによ

り，竜巻発生確認数のばらつきや F スケールの偏りの影響も検

討した。【添付資料 2.3参考資料 3】 

※ 東京工芸大学：「平成 21～22 年度原子力安全基盤調査研究

（平成 22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調

査研究」，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告

書，平成 23年 2月 

第 2.3.1－1表 竜巻検討地域内で過去（1961 年 1月～2012年 6

月）に発生したＦ３スケール相当以上の竜巻の観測記録（２） 

2.3.2 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ⅤＢ２）【添

付資料 5】 

竜巻最大風速のハザード曲線は，「竜巻影響評価ガイド」に従

い，具体的には，独立行政法人原子力安全基盤機構が東京工芸

大学に委託した研究「竜巻による原子力施設への影響に関する

調査研究」（３）を参照して算定する。算定フローを第 2.3.2－1

図に示す。 

表2.3.1.1 竜巻検討地域における竜巻の観測記録（F1より大きい

竜巻） 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成） 

2.3.2. 竜巻最大風速のハザード曲線の求め方【添付資料 2.3 

2.3.1】 

竜巻最大風速のハザード曲線は，気象庁「竜巻等の突風デー

タベース」より竜巻検討地域における竜巻の観測記録を抽出・

評価し，既往の算定法(Wen&Chu及び Garson et al.)に基づき算

定した。具体的な算定方法は，東京工芸大学委託成果を参考と

し，図 2.3.2.1 に示すフローに従いハザード曲線を算定した。

なお，ハザード曲線は，竜巻検討地域の竜巻特性を適切に考慮

できる海岸線から海側，陸側それぞれ 5kmの範囲内で算定した。

加えて，竜巻検討地域において過去に発生した竜巻は，海上発

生の F スケール不明の竜巻が半数以上を占める偏った発生とな

っていることや竜巻発生確認数にばらつきがあることを踏ま

え，竜巻影響評価ガイドに基づき，ハザード曲線に保守性をも

たせるために竜巻検討地域を海岸線に沿って 1km 範囲ごとに短

冊状に細分化した場合のハザード曲線も算定した。【添付資料

2.3 2.3.6】 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

・VB2の設定手法の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は VB2の設

定において，ガイドに

従い，不確実性及び保

守性の考慮をして

1km 範囲ごとに細分

化した場合のハザー

ド曲線についても考
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2.3.3. 海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域の評価 

本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に移

動した竜巻である通過竜巻も発生数にカウントする。被害幅及

び被害長さは，それぞれ被害全幅及び被害全長を用いる。 

2.3.4. 竜巻の発生頻度の分析【添付資料 2.3(2)】 

気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに，1961 年 1 月

～2012 年 6 月までの 51.5 年間の統計量を F スケール別に算

出する。なお，観測体制の変遷による観測データ品質のばらつ

き(図 2.3.4.1 参照)を踏まえ，以下の(1)～(3)の基本的な考え

方に基づいて整理を行う。 

(1) 被害が小さくて見過ごされやすい F0 及び F スケール不

明竜巻に対しては，観測体制が強化された 2007 年以降の

第 2.3.2－1図 ハザード曲線の算定フロー 

竜巻最大風速のハザード曲線は，竜巻検討地域全域（海岸線

から海側及び陸側それぞれ 5km全域（以下「10km 幅」という。））

及び竜巻検討地域を海岸線に沿って 1km 範囲ごとに細分化した

ケースを作成し，これらの年超過確率 10－５の風速のうち，最も

大きなものをⅤＢ２として設定する。 

2.3.3 発生頻度の分析 

竜巻の発生数の分析結果を第 2.3.3－1表に示す。竜巻検討地

域において 1961年 1月～2012年 6月までの 51.5年間に 300個

の竜巻が観測されたことに対し，1188個の竜巻が発生したと推

定した。 

竜巻についての過去の観測データは少なく，また，観測年代

によって精度が異なる。そこで，下記のとおり観測データの補

正を行い，年発生数の確率分布に供する統計データを推定した。 

(1) Ｆ０及びＦスケール不明の竜巻については，観測体制が強

化される以前は見過ごされた可能性が大きいことから，観測

図2.3.2.1 竜巻最大風速ハザード曲線の算定フロー 

2.3.3. 海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km全域での評価 

本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に移

動した竜巻である通過竜巻も発生数にカウントする。被害幅及

び被害長さは，それぞれ被害全幅及び被害全長を用いる。 

2.3.4.竜巻の発生頻度の分析【添付資料 2.3 2.3.2】 

気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに，1961年 1月

～2012 年 6 月までの 51.5 年間の統計量を F スケール別に算出

する。なお，観測体制の変遷による観測データ品質のばらつき

(図 2.3.4.1 参照)を踏まえ，以下の①～③の基本的な考え方に

基づいて整理を行う。 

① 被害が小さくて見過ごされやすい F0及び F 不明竜巻は，

観測体制が強化された 2007 年以降の年間発生数や標準

慮している 
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年間発生数や標準偏差を用いる。 

(2) 被害が比較的軽微な F1 竜巻に対しては，観測体制が整備

された 1991 年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。

(3) 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられる F2

及び F3 竜巻に対しては，観測記録が整備された 1961 年以

降の全期間の年間発生数や標準偏差を用いる。

また，F スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行

う。 

陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）及び海上で

発生して陸上へ移動した竜巻については，被害があって初めて

その F スケールが推定されるため，陸上での F スケール不明の

竜巻は，被害が少ない F0 竜巻に分類した。海上で発生しその

後上陸しなかった竜巻（以下「海上竜巻」という。）については，

その竜巻のスケールを推定することは困難であることから，「海

岸線から海上 5km の範囲における海上竜巻の発生特性が，海岸

線から内陸 5km の範囲における陸上竜巻の発生特性と同様であ

る。」という仮定に基づいて各 F スケールに分類する。 

上記の基本的な考え方に基づいて観測記録を整理・推定した

結果を表 2.3.4.1 に示す。 

なお，竜巻発生の確率モデルは，ガイドに従ってポアソン過

程に従うものとし，年発生数の確率分布には，ポリヤ分布を適

用した。 

体制が強化された 2007年以降の統計量を基にする。 

(2) Ｆ１の竜巻については，1991年以降の年間発生数がそれ以

前の 30 年間の発生数を明らかに上回ることから，1991 年以

降の統計量を基にする。 

(3) Ｆ２以上の竜巻については，見逃されることが少なかった

として，1961年以降の全期間の統計量を基にする。 

(4) Ｆスケール不明の海上で発生し，上陸せず消滅した竜巻（以

下「海上竜巻」という。）については，その竜巻のスケールを

推定することは困難であることから，「海岸線から海上 5kmの

範囲における海上竜巻の発生特性が，海岸線から内陸 5kmの

範囲における陸上竜巻の発生特性と同様である」という仮定

に基づいて，陸上竜巻（上陸竜巻含む）のＦスケール別発生

比率で按分し，各Ｆスケールで発生した竜巻に加える。【添付

資料 5 別紙 5-1】なお，Ｆスケール不明の陸上竜巻（上陸竜

巻含む）は，痕跡等が残らないほど小さかったとし，Ｆ０相

当の竜巻であったとする。 

また，竜巻検討地域内の竜巻の発生個数の評価は，発生地

点と消滅地点を結ぶ線分が当該地域に掛かるか否かで判断す

る。 

さらに，竜巻が上陸したか否かは，観測データの詳細情報

を基本として，発生地点座標と消滅地点座標を結ぶ線分が，

陸地境界内に掛かるか否かも加えて判定する。

偏差を採用する。 

② 被害が比較的軽微な F1竜巻に対しては，観測体制が整備

された 1991年以降の年間発生数や標準偏差を採用する。 

③ 被害が比較的大きく見逃されることが少ない F2，F3竜巻

については，観測データが整備された 1961年以降の全期

間の年間発生数や標準偏差を採用する。 

また，F スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行

う。 

陸上で発生した竜巻（以下，「陸上竜巻」という。）及び海上

で発生して陸上へ移動した竜巻については，被害があって初め

てその F スケールが推定されるため，陸上での F スケール不明

の竜巻は，被害が少ない F0竜巻に分類した。海上で発生しその

後上陸しなかった竜巻（以下，「海上竜巻」という。）について

は，その竜巻のスケールを推定することは困難であることから，

「海岸線から海上 5km の範囲における海上竜巻の発生特性が，

海岸線から内陸 5km の範囲における陸上竜巻の発生特性と同様

である。」という仮定に基づいて各 Fスケールに分類する。 

上記の基本的な考え方に基づいて観測記録を整理・推定した

結果を表 2.3.4.1に示す。 

なお，竜巻発生の確率モデルは，ガイドに従ってポアソン過

程に従うものとし，年発生数の確率分布には，ポリヤ分布を適

用した。 
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第 2.3.3－1表 竜巻発生数の分析結果 

また，上記の取扱いのうち(1)～(3)に関する各期間に観測さ

れた竜巻及び作成された 51.5 年間の疑似竜巻についての竜巻

強度分布※を第 2.3.3－1図に示す。 

※ 縦軸に竜巻の発生率，横軸に風速の 2 乗をとってグラフ

にしたもので，竜巻等突風の発生状況の実態把握や調査体

制，スケールの改善に広く利用される（Brooks et al. 

2001：Feuerstein et al. 2005）。 

突風の知覚漏れがなく，かつ理想的な突風の強さのスケー

ルを用いると，縦軸に対数をとった場合に直線状になる

（Dotzek et al. 2005）。 

図 2.3.4.1 竜巻の年別発生確認数（気象庁 HP より） 

表 2.3.4.1 竜巻発生数の解析結果 ・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

総数

F0 F1 F2 F3 （陸上） （海上） （含む不明）

期間内総数 74 24 40 10 0 13 105 192

平均値（年） 1.44 0.47 0.78 0.19 － 0.25 2.04 3.73

標準偏差（年） 2.25 1.75 0.90 0.49 － 0.71 5.92 7.81

CV（年） 1.56 3.76 1.16 2.52 － 2.83 2.90 2.09

期間内総数 46 24 21 1 0 12 105 163

平均値（年） 2.14 1.12 0.98 0.05 － 0.56 4.88 7.58

標準偏差（年） 3.11 2.61 0.91 0.22 － 1.02 8.49 11.07

CV（年） 1.45 2.34 0.93 4.64 － 1.83 1.74 1.46

期間内総数 27 22 5 0 0 7 91 125

平均値（年） 4.91 4.00 0.91 － － 1.27 16.55 22.73

標準偏差（年） 5.55 4.32 1.24 － － 1.69 11.41 15.10

CV（年） 1.13 1.08 1.36 － － 1.33 0.69 0.66

期間内総数 333 206 51 10 0 66 853 1186

平均値（年） 6.44 4.00 0.98 0.19 － 1.27 16.55 22.99

標準偏差（年） 4.75 4.32 0.91 0.49 － 1.69 11.41 12.36

CV（年） 0.74 1.08 0.93 2.52 － 1.33 0.69 0.54

期間内総数 1187 969 182 36 0 0 0 1187

平均値（年） 23.05 18.82 3.53 0.70 － － － 23.05

標準偏差（年） 8.97 8.76 1.72 0.92 － － － 8.97

CV（年） 0.39 0.47 0.49 1.32 － － － 0.39

1991～
2012/6

（21.5年間）

2007～
2012/6

（5.5年間）

擬似
51.5年間

（陸上竜巻）

擬似
51.5年間
（全竜巻）

竜巻検討地域
(沿岸±5km)

発生数
の統計

小計
竜巻スケール 不　明

1961～
2012/6

（51.5年間）
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(1)～(3)の扱いにおいて用いたデータは図中で丸囲みしたも

のであり，理想的な分布とされる直線状態にあるもののみを用

いている。また，(4)の扱いも加えて作成された疑似竜巻につい

ても，理想的な直線状の強度分布になっていることから，(1)

～(4)の手法は妥当であったと考えられる。 

第 2.3.3－1図 疑似竜巻作成に採用したデータ及び疑似竜巻の

強度分布 

竜巻の年発生数の確率密度分布の設定に当たっては，竜巻は

気象事象の中でも極めてまれに発生する事象であり，発生数の

変動（標準偏差）が大きいことから，「竜巻による原子力施設へ

の影響に関する調査研究」の成果を参考とし，第 2.3.3－2図に

示すポリヤ分布とした。 

（参考）ポリヤ分布の適用について 

・「竜巻影響評価ガイド」にて，ⅤＢ２算定の参考になると

されている「竜巻による原子力施設への影響に関する調

査研究」（３）によれば，Wen&Chu が，竜巻に遭遇しかつ竜

巻風速がある値以上となる確率モデルの推定法を提案

し，竜巻の発生がポアソン過程に従うと仮定した場合，

竜巻の年発生数の確率密度分布はポアソン分布若しくは

ポリヤ分布に従うとしている。 

・ポアソン分布は，生起確率が正確に分からないがまれな

現象の場合に有用な分布である。一方，ポリヤ分布は，

発生状況が必ずしも独立ではないまれな現象（ある現象

が生ずるのはまれであるが，一旦ある現象が発生すると

その周囲にもその現象が生じやすくなる性質）の場合に

有用な分布である（例えば伝染病の発生件数など）。台風

及び前線により竜巻が発生した場合，同時多発的に複数

（島根２号炉はポリヤ

分布の適用について，

「 添 付 資 料 2.3 

2.3.2」及び「添付資料

2.3 2.3.5で記載」） 
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の竜巻が発生する状況が考えられるため，ポリヤ分布の

方が実現象をより反映できると考えられる。 

・なお，国内を対象とした竜巻の年発生数の分布の適合性

に関する検討結果は，上述の「竜巻による原子力施設へ

の影響に関する調査研究」に示されており，陸上竜巻及

び海上竜巻の両方の発生数について，ポリヤ分布の適合

性がポアソン分布に比べて優れているとしている。

・発電所の竜巻検討地域で発生した竜巻を対象に，発生数

に関するポアソン分布及びポリヤ分布の適合性を検討し

た。その結果，竜巻検討地域においても，ポリヤ分布の

適合性がポアソン分布に比べて優れていることを確認し

た。（第 2.3.3－3図）

・以上より，ハザード曲線の評価に当たって使用する竜巻

年発生数の確率密度分布は，ポリヤ分布を採用した。

第 2.3.3－2図 竜巻の年発生数の確率密度分布（ポリヤ分布） 

第 2.3.3－3図 竜巻検討地域における竜巻の年発生数の推定値

とポリヤ分布、ポアソン分布の累積頻度の比較 
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2.3.5. 竜巻風速，被害幅，被害長さの確率分布及び相関係数【添

付資料 2.3(3),(4)】 

竜巻ハザードを評価するためには，一つの竜巻が発生した際

の，竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布が必要となるこ

とから，これらの確率密度分布を求める。なお，竜巻風速の確

率密度分布は，F スケール別の竜巻発生数から求める。 

竜巻検討地域における 51.5 年間の竜巻の発生数，被害幅及

び被害長さをもとに，確率密度分布についてはガイド及びガイ

ドが参考としている JNES 委託研究成果報告書を参照し，対数

正規分布に従うものとする。（図 2.3.5.1～図 2.3.5.6） 

なお，疑似的な竜巻の作成において被害幅又は被害長さの情

報がない竜巻には，観測された竜巻と同程度の竜巻を想定し，

それに相当する被害幅又は被害長さを与えている。その際は，

被害幅又は被害長さが大きいほうから優先的に用いることによ

り，保守的に評価を行う。 

また，竜巻のハザードの計算においては，2 変量あるいは 3 変

量の確率分布関数を対象とするため，竜巻風速，被害幅及び被

害長さについての相関係数を求めた。表 2.3.5.1 に 1961 年以

降の観測データのみを用いて，竜巻風速，被害幅及び被害長さ

について相関係数を求めた結果を示す。 

2.3.4 竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率密度分布並びに相関

係数 

発生数，被害幅及び被害長さについて，観測されたデータを

基に，前記で評価した疑似 51.5年間の発生数に対応するように

サンプリングし，統計量を算定した。統計量を第 2.3.4－1表に

示す。 

その結果を基に，最大風速，被害幅及び被害長さは対数正規

分布に従うものとして求めた確率密度分布を，第 2.3.4－1図～

第 2.3.4－6図に示す。 

また，疑似的な竜巻の作成に伴う被害幅又は被害長さの情報

がない竜巻には，被害幅又は被害長さを有する竜巻の観測値を

与えている。その際は，被害幅又は被害長さが大きいほうから

優先的に用いることで，被害幅又は被害長さの平均値が大きく

なるように工夫しているとともに，被害幅又は被害長さが 0 の

データについては，計算に用いておらず，保守的な評価を行っ

ている。 

このように，前述のＦスケール不明の竜巻の取扱い等を含め，

データについては保守的な評価となる取扱いを行っている。 

第 2.3.4－1表 発生数，被害幅及び被害長さの統計量 

2.3.5.竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布並びに相関係数

【添付資料 2.3 2.3.3,4】 

竜巻ハザードを評価するためには，一つの竜巻が発生した際

の，竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布が必要となるこ

とから，これらの確率密度分布を求める。なお，竜巻風速の確

率密度分布は，Fスケール別の竜巻発生数から求める。 

竜巻検討地域における 51.5年間の竜巻の発生数，被害幅及び

被害長さをもとに，確率密度分布についてはガイド及びガイド

が参考としている東京工芸大学委託成果を参照し，対数正規分

布に従うものとする。（図 2.3.5.1～図 2.3.5.6） 

なお，擬似的な竜巻の作成において被害幅又は被害長さの情

報がない竜巻には，観測された竜巻と同程度の竜巻を想定し，

それに相当する被害幅又は被害長さを与えている。その際は，

被害幅又は被害長さが大きいほうから優先的に用いることによ

り，保守的に評価を行う。 

また，竜巻のハザードの計算においては，2 変量あるい

は 3 変量の確率分布を対象とするため，竜巻風速，被害幅

及び被害長さについての相関係数を求めた。表 2.3.5.1 に

1961 年以降の観測データのみを用いて，竜巻風速，被害幅

及び被害長さについて相関係数を求めた結果を示す。 

（島根２号炉は「添付

2.3表 2.3.5」で記載） 
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相関係数は，竜巻の最大風速，被害幅及び被害長さのうち，

少なくとも 2 変量の比較が行える観測データを基に評価した。

相関係数を第 2.3.4－2表に示す。 

第 2.3.4－2表 最大風速，被害幅及び被害長さの対数値の相関係

数 

図 2.3.5.1 竜巻風速の確率密度分布 図 2.3.5.2 竜巻風速の超過確率分布 

図 2.3.5.3 被害幅の確率密度分布 図 2.3.5.4 被害幅の超過確率分布 

図 2.3.5.5 被害長さの確率密度分布 図 2.3.5.6 被害長さの超過確率分布 

表2.3.5.1 竜巻風速，被害幅及び被害長さの相関係数（単位なし） ・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】
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2.3.6. 竜巻影響エリアの設定【添付資料 2.3(5)】 

竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の算定にあ

たり，VB2の発生エリアである竜巻影響エリアを設定する。竜巻

影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所の号炉ごとに設定する。

号炉ごとのすべての評価対象施設の設置面積の合計値及び推定

される竜巻被害域(被害幅，被害長さから設定)に基づいて，竜

巻影響エリアを設定する。 

図 2.3.6.1に柏崎刈羽原子力発電所 6号炉の竜巻影響エリア，

図 2.3.6.2 に 7 号炉の竜巻影響エリアを示す。竜巻影響エリア

は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉又は 7 号炉の評価対象施設を

含む長方形エリアの対角線長さが約 260m であることを考慮し

て，各号炉の評価対象施設を包絡する円形のエリア（直径 300m，

面積約 7.1×104m2）として設定する。なお，竜巻影響エリアを

円形とするため，竜巻の移動方向には依存性は生じない。 

2.3.5 竜巻影響エリアの設定 

発電所の構築物，系統及び機器のうち，評価対象施設を包絡

する円形領域を竜巻影響エリアとして設定した。竜巻影響エリ

アを第 2.3.5－1図に示す。

なお，竜巻影響エリアは，原子炉建屋周辺，海水ポンプ室及

び使用済燃料乾式貯蔵建屋が離れているため，それぞれをまず

直径 188m，直径 44m及び直径 60mの円形領域に包絡させ，さら

にこれらの領域を包絡させた直径 300m の円形領域（面積 約

71,000m２）として設定した。 

また，竜巻影響エリアを円形とするため，ハザード計算にお

いて竜巻の移動方向に対する依存性は生じない。 

2.3.6. 竜巻影響エリアの設定 

竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の算定にあ

たり，VB2の発生エリアである竜巻影響エリアを設定する。竜巻

影響エリアは，島根原子力発電所 2 号炉の竜巻影響評価対象施

設を十分な余裕をもって包絡するエリアとして設定する。 

図 2.3.6.1 に竜巻影響エリアを示す。竜巻影響エリアは，島

根原子力発電所 2 号炉の評価対象施設を包絡する円形のエリア

（直径 450m，面積約 1.6×105m2）として設定する。なお，竜巻

影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には依存性は生

じない。 

・竜巻影響エリアの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・竜巻影響エリアの設定

方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は評価対

象施設が実際に設置

されている領域を包

絡させて設定してい

る 
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図 2.3.6.1 6号炉 竜巻影響エリア 

図 2.3.6.2 7 号炉 竜巻影響エリア 

2.3.7. ハザードの算定【添付資料 2.3(6)】 

T 年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が V0以上

となる確率を求める。竜巻の年発生数の確率密度分布としてポ

リヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は式(1)で示される。

第 2.3.5－1図 竜巻影響エリア 

2.3.6 ハザード曲線の算定 

年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が 以上

となる確率を算定する。竜巻の年発生数の確率密度分布としてポ

リヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は次式で示される。【添付資

料 5 別紙 2】 

図2.3.6.1 島根2号炉竜巻影響エリア 

2.3.7 ハザードの算定【添付資料 2.3 2.3.5】 

T 年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が V0以上

となる確率を求める。竜巻の年発生数の確率密度分布としてポ

リヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は式(1)で示される。

・竜巻影響エリアの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ここで， 

N：竜巻の年発生数 

v：竜巻の年平均発生数 

T：年数 

βは分布パラメータであり式（2）で示される。 

ここで， 

σ ：竜巻の年発生数の標準偏差 

D をリスク評価対象構造物が風速 V0以上の竜巻に遭遇する事

象と定義し，R(V0)をリスク評価対象構造物が 1つの竜巻に遭遇

し，竜巻風速が V0以上となる確率と定義すると，T 年以内にい

ずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が V0以上となる確率は式

(3)で示される

この R(V0)は，竜巻影響評価の対象地域の面積を A0（つまり竜

巻検討地域の面積約 33,395km2），1つの竜巻の風速が V0以上と

なる面積を DA(V0)とすると式(4)で示される。 

ここで，E[DA(V0)]は，DA(V0)の期待値を意味する。 

本評価では，以下のようにして DA(V0)の期待値を算出し，式

(4)により R(V0)を推定して，式(3)により Pv0,T(D)を求める。風

速を V，被害幅 w，被害長さ l ，移動方向α及び構造物の寸法

を A,Bとし，f(V，w，l）等の同時確率密度関数を用いると，DA(V0)

ここで，  ：竜巻の年発生数 

 ：竜巻の年平均発生数 

 ：年数 

 は分布パラメータであり次式で示される。 

ここで， ：竜巻の年発生数の標準偏差 

D を評価対象構造物が風速 0V 以上の竜巻に遭遇する事象

とし，ある竜巻が評価対象構造物を襲い，その竜巻の風速が 0V

以上となる確率を )( 0VR とすると，竜巻影響評価の対象構造物

が，T 年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が 0V 以

上となる確率 TVP ,0 を算定する。 

この )( 0VR は，竜巻影響評価の対象地域の面積を 0A （竜巻検

討地域の面積約 57,000km２），1 つの竜巻の風速が 0V 以上とな

る面積を )( 0VDA とすると次式で示される。 

ここで， )]([ 0VDAE は )( 0VDA の期待値を意味し，次式で算出す

る。 
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ここで， 

N：竜巻の年発生数 

v：竜巻の年平均発生数 

T：年数 

βは分布パラメータであり式（2）で示される。 
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 (2) 

ここで， 

σ ：竜巻の年発生数の標準偏差 

D をリスク評価対象構造物が風速 V0以上の竜巻に遭遇する事

象と定義し，R(V0)をリスク評価対象構造物が 1つの竜巻に遭遇

し，竜巻風速が V0以上となる確率と定義すると，T 年以内にい

ずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速が V0 以上となる確率は式

(3)で示される。

   /1 
0 , )(11)(

0


 TVRDP TV   (3) 

この R(V0)は，竜巻影響評価の対象地域の面積を A0（つまり竜

巻検討地域の面積約 33,395km2），1 つの竜巻の風速が V0以上と

なる面積を DA(V0)とすると式(4)で示される。 
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(4) 

ここで，E[DA(V0)]は，DA(V0)の期待値を意味する。 

本評価では，以下のようにして DA(V0)の期待値を算出し，式

(4)により R(V0)を推定して，式(3)により PV0,T(D)を求める。風

速を V，被害幅 w，被害長さ l，移動方向α及び構造物の寸法を

A,Bとし，f(V，w，l）等の同時確率密度関数を用いると，DA(V0)

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 
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の期待値は式(5)で示される。 

ここで，W(V0)は竜巻風速がV0 以上となる幅であり，式(6)

で示される。 

H (α)及び G(α) はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害幅方

向に沿った面にリスク評価対象構造物を投影した時の長さであ

り，式(7)で示される。 

本評価ではリスク評価対象構造物を円形構造物（竜巻影響エ

リア）で設定しているため，H(α)，G(α)ともに竜巻影響エリ

アの直径300 m で一定（竜巻の移動方向に依存しない）となる。

円の直径をD0 とした場合の計算式は式(8)で示される。 

ここで， 

 ：単位面積当たりの年被災率 

の期待値は式(5)で示される。 
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  (5) 

ここで，W(V0)は竜巻風速がV0 以上となる幅であり，式(6)

で示される。 

H (α)及びG(α) はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害幅方

向に沿った面にリスク評価対象構造物を投影した時の長さであ

り，式(7)で示される。 

w
V

V
VW

6.1/1

0

min
0 )( 








 (6) 

ここで， 

Vmin：被害幅w 内の最小竜巻風速 

V0：被害が発生する最小風速 

|cos||sin|)(

|cos||sin|)(





BAG

ABH




(7) 

本評価ではリスク評価対象構造物を円形構造物（竜巻影響エ

リア）で設定しているため，H(α)，G(α)ともに竜巻影響エリ

アの直径450mで一定（竜巻の移動方向に依存しない）となる。

円の直径をD0とした場合の計算式は式(8)で示される。 
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(8) 

・竜巻影響エリアの相違 

【柏崎 6/7】 
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      ：期待値を意味する。 

：１つの竜巻の風速が 0V 以上となる面積 

 ：竜巻検討地域の面積 

 ：風速 

 ：被害幅 

：被害長さ 

  ：確率密度分布 

 ：竜巻影響エリアの直径 

 ：竜巻影響エリアの面積 

：被害幅のうち風速が 0V を超える部分の幅 

  ：被害域幅 内の最小竜巻風速 

竜巻検討地域全域（10km幅）でのハザード曲線を第 2.3.6－1

図に示す。年超過確率 10－５に相当する風速は 73m／sである。 

第 2.3.6－1図 竜巻検討地域全域（10km 幅）でのハザード曲線 

・算定結果の相違

【東海第二】 

・算定結果の相違

【東海第二】 

][　　E

)( 0VDA

0A

V

w

l

)(　　f

0D

S

)( 0VW

ν：竜巻の年平均発生数

σ：竜巻の年発生数の標準偏差 

p：単位面積当たりの年被災率 

E ：期待値

DA V0 ：１つの竜巻の風速がV0以上となる面積 

A0：竜巻検討地域の面積 

V：風速

w：被害幅 

l：被害長さ

f ：確率密度分布 

B：竜巻影響エリアの直径

W V0 =
Vmin
V0

1
1.6
w 

：被害幅のうち風速がV0を超える部分の幅 

Vmin：被害域幅w内の最小竜巻風速 

wminV
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竜巻検討地域を 1km 幅ごとに細分化した場合の評価条件及び

先の 10 ㎞幅でのケースも重ねたハザード曲線を，それぞれ第

2.3.6－1 表及び第 2.3.6－2 図に示す。なお，海側 1km 以遠の

海上竜巻については全てＦスケール不明であるため，ハザード

曲線の算定は不可能である。 

年超過確率 10－５にて最も大きな風速を与える陸側 3－4km の

場合，80m／sであった。 

第 2.3.6－1表 1km幅ごとに細分化した場合の評価条件 

第 2.3.6－2図 1km幅ごとに細分化した場合のハザード曲線 

（10㎞幅でのハザード曲線もあわせて記載） 

・算定結果の相違

【東海第二】 
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2.3.8. 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2) 

海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域（竜巻検討地域）

を対象に算定したハザード曲線より，年超過確率 10-5※における

風速を求めると図 2.3.8.1 に示すとおり 59m/sとなった。 

また，使用した竜巻の統計データの不確実性については検討

を実施しており，F スケール不明の海上竜巻の発生数は，陸上

竜巻の F スケール別発生比率で按分して取り扱っているが，竜

巻検討地域を「北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸」に

することに伴う竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実

性（日本海側は F スケール不明の海上竜巻が多い）を踏まえ，

参照する年超過確率を10-5から一桁下げた年超過確率10-6※にお

ける風速である 76m/sを VB2とする。 

なお，1km 範囲ごとに短冊状に細分化した場合のハザード曲

線については，算出を実施したものの，その技術的説明性が乏

しいと考え，VB2 の設定には使用しないものとした。【添付資料

2.3（参考資料 3）】 

※ 設計基準事故の発生頻度が 10-3/年～10-4/年（発電用軽水型

原子炉施設に係る新安全基準骨子案に対する意見募集の結果

について：平成 25年 4 月 3日技術基盤課）であることから，

設計基準として考慮する竜巻の最大風速は年超過確率 10-4に

設定することが妥当であると考える。ただし，ガイドで竜巻

最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の年超過確率

は，10-5 を上回らないことが要求されていること，ハザード

の不確実性があることを踏まえて保守的に 10-4より 1 桁下げ

て，参照する年超過確率は 10-5とするが，統計データの不確

実性の検討を踏まえて保守的に 10-5より 1 桁下げて，竜巻最

大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の年超過確率は

10-6とする。

2.3.7 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ⅤＢ２） 

竜巻検討地域全域（10km幅）及び 1km 幅ごとのハザード曲線

において，年超過確率 10－５での風速の最大値は 80m／sであり，

これを最大風速ⅤＢ２とする。 

ハザード曲線による最大風速評価結果を，第 2.3.7－1表に示

す。 

2.3.8. 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2) 

海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域（竜巻検討地域）

を対象に算定したハザード曲線，1km 範囲ごとに短冊状に細分

化して算定したハザード曲線より，年超過確率 10-5※における風

速を求めると図 2.3.8.1 に示すとおりそれぞれ 60.8m/s，

61.4m/sとなった。 

また，使用した竜巻の統計データの不確実性については検討

を実施しており，Fスケール不明の海上竜巻の発生数は，陸上竜

巻のFスケール別発生比率で按分して取り扱っているが，竜巻検

討地域を「北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸」にする

ことに伴う竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実性

（日本海側はFスケール不明の海上竜巻が多い）を踏まえ，参照

する年超過確率を10-5から一桁下げた年超過確率10-6※における

風速とすると，陸側及び海側5km全域での評価，1km範囲ごとに

細分化した評価ともに78.0m/sとなる。以上より，竜巻最大風速

のハザード曲線による最大風速VB2は78m/sとする。 

※ 設計基準事故の発生頻度が 10-3/年～10-4/年（発電用軽水型

原子炉施設に係る新安全基準骨子案に対する意見募集の結果

について：平成 25年 4月 3日技術基盤課）であることから，

設計基準として考慮する竜巻の最大風速は年超過確率 10-4に

設定することが妥当であると考える。ただし，ガイドで竜巻

最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の年超過確率

は，10-5 を上回らないことが要求されていること，ハザード

の不確実性があることを踏まえて保守的に 10-4より 1 桁下げ

て，参照する年超過確率は 10-5とするが，統計データの不確

実性の検討を踏まえて保守的に 10-5より 1 桁下げて，竜巻最

大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の年超過確率は

10-6とする。

・算定結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・VB2の設定方法の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は VB2の設

定において，ガイドに

従い，不確実性及び保

守性の考慮をして

1km 範囲ごとに細分

化した場合のハザー

ド曲線についても考

慮している。 

【東海第二】 

島根２号炉はデータ

の不確実性を踏まえ

年超過確率 10-6 を参

照している 
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図 2.3.8.1 竜巻最大風速のハザード曲線（海側，陸側 5km範

囲） 

また，不確実さ要素のハザード算定結果への影響を検討した。

【添付資料 2.3参考資料 5】 

図 2.3.8.2(a)に示した，データ，確率分布形選択及びデータ

量が少ないことによる不確実さを表したハザード曲線により，

これらの不確実さが十分小さいことを確認した。 

第 2.3.7－1表 ハザード曲線による最大風速評価結果 

2.3.8 竜巻ハザードの不確かさの検討 

竜巻検討地域は竜巻についての過去観測データは少なく，統

計処理として必ずしも十分ではない可能性も考えられることか

ら，竜巻ハザードの不確かさ要素について，以下の検討を実施

した。 

(1) 確率分布形選択に伴う不確実さ（認識論的不確実さ）

確率分布形選択に伴うパラメータ不確実さ 

(2) データ量が少ないことに伴う不確実さ（認識論的不確実さ） 

データ収集期間が 51.5年間分であることから，地震等と比

較するとデータ量が少ないことに伴うパラメータ不確実さ 

(3) データの不確実さ

今後データ収集が進み，疑似データ同様のデータが収集さ

れたとした場合でも残る，データそのものの不確実さ 

(1) 確率分布形選択に伴う不確実さ

竜巻ハザードの不確かさについて，確率分布形の選択によ

る不確実さを表した第 2.3.8－1図のハザード曲線によれば，

標準ケースと Jackknife 推定値では，ほぼ曲線が重なり合っ

ていることがわかる。また，標準ケースと Jackknife 推定値

＋1σにおいても，有意な差は認められない。 

図2.3.8.1 竜巻最大風速のハザード曲線 

（海側，陸側5km範囲及び1km範囲ごとに細分化した評価） 

また，不確実さ要素のハザード算定結果への影響を検討

した。 

図 2.3.8.2(a)に示した，データ，確率分布形選択及びデータ

量が少ないことによる不確実さを表したハザード曲線により，

これらの不確実さが十分小さいことを確認した。 

・記載方法の相違

【東海第二】 

・算定結果の相違

【柏崎 6/7】 

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

30 40 50 60 70 80 90

基本ケース(±5km） 陸側0-1km

陸側1-2km 陸側2-3km

陸側3-4km 陸側4-5km

海側0-1km 海側0-1km（陸側0-1km被害長さ考慮）

竜巻風速 (m/s)

年
超
過
確
率
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年
超
過
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さらに，疑似データに F3 竜巻を 4個追加した感度解析結果を

図 2.3.8.2(b)に示す。この場合の年超過確率 10-5に相当する竜

巻風速は 62.2m/s となり，かなり保守的な仮定をおいてもハザ

ードへの影響は限定的であることから，データの高い安定性を

確認した。 

図 2.3.8.2 ハザード不確実さ検討結果 

(2) データ量が少ないことに伴う不確実さ

データ量が少ないことに伴う不確実さとして，竜巻検討地

域で，Ｆ３竜巻が 1 つ見落とされていたと仮定した場合のハ

ザードへの影響を検討した。 

これを基にハザードを推定したところ，第 2.3.8－2図の示

すとおりであり，年超過確率 10―５に相当する風速は 76m／s

となり，標準ケースと比較しても，ハザード曲線による最大

風速への有意な差は認められない。 

第 2.3.8－1図 標準ケースと Jackknife 推定値ケース， 

Jackknife推定値＋1σケースのハザード 

算定結果の比較 

第 2.3.8－2図 標準ケースとＦ３竜巻発生を仮定した場合の 

ハザード算定結果の比較

さらに，擬似データに F3竜巻を 4個追加した感度解析結果を

図 2.3.8.2(b)に示す。この場合の年超過確率 10-5に相当する竜

巻風速は 64.9m/s となり，かなり保守的な仮定をおいてもハザ

ードへの影響は限定的であることから，データの高い安定性を

確認した。 

(a)バイアス補正後及び全パラメータ＋１σのハザード

(b)竜巻風速の年超過確率分布

図 2.3.8.2 ハザード不確実さ検討結果 

・算定結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・算定結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(3) データの不確実さ

データの不確かさとして，疑似データを考慮した場合，Ｆ

スケールの小さな竜巻の割合が多くなるため，3 種類の竜巻

のパラメータ（最大風速，被害幅及び被害長さ）が全て判明

している 161個の竜巻（以下「3特性値揃竜巻」という。）デ

ータのみを用いて同様の検討を実施し，その結果を第 2.3.8

―3 図に示す。疑似データを考慮した標準ケースと比較する

と，Jackknife 推定幅は大きくなっているが，有意な差は認

められない。 

＜擬似データ無しの場合の解析＞ 

擬似データの場合，F スケールの小さな竜巻の割合が多く，幅

や長さの変動が小さくなる傾向がある。そのため，3 種類の竜巻

パラメータがすべて判明している 52 個の竜巻観測データのみを

用いて同様の検討を実施した。即ち，観測データは均質なデータ

から成り，擬似データは存在しない。パラメータの推定結果を表

2.3.8.1，計算条件の一覧を表 2.3.8.2，ハザードの算定結果を図

2.3.8.3，図 2.3.8.4，及び表 2.3.8.3 に示す。擬似データの場合

と比較して，Jackknife 推定値は大きくなっていることがわかる。

したがってハザードの算定結果についても大きくなる傾向がある

ものの，発生数の違いを考慮し年超過確率 10-6の最大風速を見て

も，風速値の差は 10m/s 程度であることが確認できる。 

表 2.3.8.1  Jackknife 法により得られた竜巻パラメータの推定

結果（擬似データ無し） 

表 2.3.8.2 ハザードの計算条件（擬似データ無し）

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

・検討内容の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3種類

のパラメータがすべ

て判明している竜巻

観測データのみの場

合，擬似データよりも

発生数が少なくなる

ため，最大風速の年超

過確率は小さくなる

ことから，擬似データ

を考慮した標準デー

タとの比較は実施せ

ず，推定誤差の検討の

みを実施している 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 U～W U～L W～L

平均 36.337 11.655 129.8 154.8 1815.4 2227.7 0.0023 0.3210 0.4399

標準偏差 0.226 0.143 3.0 6.5 43.3 59.7 0.0090 0.0168 0.0171

全データ 36.337 11.656 129.8 154.9 1815.4 2228.5 0.0000 0.3210 0.4399

min 35.873 11.277 114.7 111.3 1654.9 1923.5 0.0000 0.2714 0.3840

max 36.559 11.749 132.3 156.4 1849.0 2250.7 0.0590 0.3692 0.4879

バイアス 0.002 -0.045 0.0 -7.0 0.0 -40.7 0.1154 -0.0022 0.0006

Jackknife 推定値 36.335 11.700 129.8 162.0 1815.4 2269.3 -0.1154 0.3232 0.4393

Jackknife 推定幅 1.616 1.021 21.5 46.7 309.0 426.1 0.0645 0.1198 0.1221

風速 被害幅 被害長さ日本海（不明無し）
52個

相関係数

ケース名 統計量 発生数 風速 被害幅 被害長さ U～W U～L W～L

平均 1.010 36.3365 129.769 1815.385 0.0023 0.3210 0.4399

標準偏差 11.6550 154.791 2227.749

平均 1.010 36.3346 129.759 1815.400 -0.1154 0.3232 0.4393

標準偏差 11.7004 161.961 2269.288

平均 1.010 37.9509 151.243 2124.444 -0.0510 0.4429 0.5614

標準偏差 12.7212 208.638 2695.378

風速・幅・長さ・相関
（＋１σ ）

基本（全データ）

バイアス補正後
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第 2.3.8－3図 標準ケース（疑似データ有）とバイアス補正無し

と Jackknife推定値（バイアス補正値），

Jackknife推定値＋１σのハザード算定結果の比

較 

以上のことから，竜巻ハザードに関する不確かさ要素の影

響は小さく，ハザードへの影響はほとんどないことから，デ

ータの高い安定性を確認した。 

図 2.3.8.3 基本ケースとバイアス補正後ケースのハザード算定

結果比較（擬似データ無し） 

図 2.3.8.4 バイアス補正後ケースと全パラメータ＋1σケースの

ハザード算定結果比較（擬似データ無し）

表 2.3.8.3 ハザード算定結果（擬似データ無し） 

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

30 40 50 60 70 80 90 100 110

日本海側（不明無し） NO_Bias

竜巻風速 (m/s)

年
超
過
確
率

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

30 40 50 60 70 80 90 100 110

NO_Bias UWLR（＋1σ）

竜巻風速 (m/s)

年
超
過
確
率

1.E-05 1.E-06 1.E-07 1.E-08 1.E-05 1.E-06 1.E-07

基本（全データ） 45.73 68.45 89.07 107.48 -0.12 -0.26 -0.40

バイアス補正後 45.85 68.71 89.47 107.88 - - -

風速・幅・長さ・相関（＋１σ ） 52.30 77.80 100.34 6.45 9.09 10.87

ケース名
超過確率に対応する竜巻風速 バイアス補正後の竜巻風速との差
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2.3.9. 基準竜巻の最大風速(VB) 

過去に発生した竜巻による最大風速 VB1 =69 m/s及び竜巻最大

風速のハザード曲線による最大風速 VB2=76m/sのうち，大きい風

速である 76m/s を柏崎刈羽原子力発電所における基準竜巻の最

大風速 VBとする。（表 2.3.9.1） 

使用した竜巻の統計データの不確実性については前項までで

検討を実施しているが，将来的な気候変動により規模や発生数

の増加傾向となることは否定できない。 

将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては

地球温暖化が挙げられる。地球温暖化が進行した際には台風の

強度が強まる傾向が考えられ，現時点の経験データでは台風起

因の竜巻は日本海側では観測されていないものの将来的には日

本海側においても発生する可能性がある。ただし台風は北上す

るにつれて，山岳での暖湿流遮断による安定化や海水温度低下

による水蒸気供給量低下により衰弱しやすい特性を有している

ことから，仮に発生するとしても規模の大きな竜巻の発生は考

えにくい。 

将来的な気候変動についての現時点での予想は上記のとおり

となるが，気候変動を完全に予測することは難しいため，最新

のデータ・知見をもって気候変動の影響に注視し，竜巻検討地

域や基準竜巻の最大風速は，必要に応じて見直しを実施してい

くものとする。 

表 2.3.9.1 竜巻の最大風速の算定結果 

2.3.9 基準竜巻の最大風速（ⅤＢ） 

以上をもとに，基準竜巻の最大風速ⅤＢはⅤＢ１とⅤＢ２のうち

大きな風速とすることから，発電所における基準竜巻の最大風

速ⅤＢは，第 2.3.9－1表に示すとおり，92m／sとなる。 

ⅤＢの年超過確率は，第 2.3.9－1図に示すとおり，4.1×10－６

となる。 

2.3.10 竜巻データの更新に関する対応 

(2) 将来の気候変動について

将来的な気候変動として予測される地球温暖化により竜巻

の規模や発生数が増加する可能性も否定できない。 

しかしながら，将来的な気候変動を完全に予測することは

難しいため，最新のデータ，知見をもって気候変動の影響に

注視し，竜巻検討地域や基準竜巻の最大風速は，必要に応じ

見直しを実施していくものとする。 

第 2.3.9－1表 基準竜巻の最大風速 

第 2.3.9－1図 基準竜巻の最大風速のハザード曲線 

2.3.9. 基準竜巻の最大風速（VB） 

過去に発生した竜巻による最大風速 VB1=69 m/s 及び竜巻最大

風速のハザード曲線による最大風速 VB2=78m/sのうち，大きい風

速である 78m/s を島根原子力発電所における基準竜巻の最大風

速 VBとする。（表 2.3.9.1） 

使用した竜巻の統計データの不確実性については前項までで

検討を実施しているが，将来的な気候変動により規模や発生数

の増加傾向となることは否定できない。 

将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては

地球温暖化が挙げられる。地球温暖化が進行した際には台風の

強度が強まる傾向が考えられ，現時点の経験データでは台風起

因の竜巻は日本海側では観測されていないものの将来的には日

本海側においても発生する可能性がある。ただし台風は北上す

るにつれて，山岳での暖湿流遮断による安定化や海水温度低下

による水蒸気供給量低下により衰弱しやすい特性を有している

ことから，仮に発生するとしても規模の大きな竜巻の発生は考

えにくい。 

将来的な気候変動についての現時点での予想は上記のとおり

となるが，気候変動を完全に予測することは難しいため，最新

のデータ・知見をもって気候変動の影響に注視し，竜巻検討地

域や基準竜巻の最大風速は，必要に応じて見直しを実施してい

くものとする。 

表 2.3.9.1 竜巻の最大風速の算定結果 

項目 最大風速［m/s］

過去に発生した竜巻による最大風速

VB1 
69 

竜巻最大風速のハザード曲線による

最大風速 VB2 
78 

基準竜巻の最大風速 VB 78 

・算定結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・算定結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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2.4. 設計竜巻の最大風速（VD)の設定 

柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域の特性として，周辺の

地形や竜巻の移動方向を考慮して，基準竜巻の最大風速の割り

増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

2.4.1. 地形効果による竜巻風速への影響 

地形効果が竜巻強度に及ぼす影響に関する知見として，(1) 

地形起伏による影響，(2) 地表面粗度による影響，について既

往の研究において示されており，その知見を踏まえ，柏崎刈羽

原子力発電所周辺の地形効果による竜巻の増幅可能性について

検討する。 

(1) 地形起伏による影響

(1) 評価時点以降のデータ更新分について

上記の基準竜巻の検討には，検討実施時点での最新であっ

た 1961 年 1 月～2012 年 6 月までの竜巻データベースを用い

ているが，その後，気象庁により継続的にデータベースが更

新されている※１。本状況においても，以下の理由より，最新

データを参照した場合でも基準竜巻の最大風速は上記の評価

結果を上回るものではなく，現時点での見直しは不要と判断

している。 

・2012 年 6 月以降，現時点でのＶＢ１の風速 92m／s を超え

る竜巻が報告されていない。

・2012年 6月以降，竜巻検討地域で観測された竜巻はＦ０

若しくはＦ１相当のものがほとんどであり，竜巻強度の

分布はハザードを下げる方向に変化していると考えられ

るため，現時点でのＶＢ２が更新されることはない。 

※1 2017 年 3 月末時点で，2016 年 3 月までのデータ及び

2016 年 4月以降の速報データが掲載されている。 

2.4 設計竜巻の設定 

2.4.1 設計竜巻の最大風速（ⅤＤ）の設定 

(1) 地形効果による竜巻風速への影響【添付資料 6】

地形効果が竜巻強度に及ぼす影響に関する知見として，地

形の起伏による影響について既往の研究において示されてい

る。 

2.3.10. 評価時点以降のデータ更新分について 

上記の基準竜巻の検討には，検討実施時点での最新であっ

た 1961 年 1 月～2012 年 6 月までの竜巻データベースを用い

ているが，その後，気象庁により継続的にデータベースが更

新されている※。本状況においても，以下の理由より，最新デ

ータを参照した場合でも基準竜巻の最大風速は上記の評価結

果を上回るものではなく，現時点での見直しは不要と判断し

ている。 

・2012 年 6 月以降，竜巻検討地域において現時点での VB1

の風速 69m／sを超える竜巻が報告されていない。

・2012年 6月以降，竜巻検討地域で観測された竜巻は F不

明を除き F0 若しくは F1 相当のものであり，データベー

スの更新がハザードへ与える影響は軽微と考えられる。

※ 2019 年 3 月末時点で，2016 年 3 月までのデータ及び

2016 年 4月以降の速報データが掲載されている。

2.4. 設計竜巻の最大風速（VD）の設定 

島根原子力発電所が立地する地域の特性として，周辺の地形

や竜巻の移動方向を考慮して，基準竜巻の最大風速の割り増し

を検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

2.4.1.地形効果による竜巻風速への影響 

地形効果が竜巻強度に及ぼす影響に関する知見として，(1)

地形起伏による影響，(2)地表面粗度による影響，について既往

の研究において示されており，その知見を踏まえ，島根原子力

発電所周辺の地形効果による竜巻の増幅可能性について検討す

る。 

(1)地形起伏による影響

・記載内容の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，評価か

ら数年の期間が経過

していることから，評

価時点以降のデータ

更新分の扱いについ

て述べている 

・竜巻検討地域の違いに

よる相違 

【東海第二】 

・VDの設定方法の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，竜巻の

移動方向を踏まえた

地形効果の影響を把

握するため，竜巻の移

動方向を考慮してい

る 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は既往の

知見を踏まえて，地形

効果として地形起伏
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竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回

転の中心からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定に

なるという性質がある。そのため，図 2.4.1.1 に示すとおり竜

巻の渦が上り斜面を移動するとき（渦 1 から渦 2 へ移動する場

合），基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動するときには強まる。 

(2) 地表面粗度による影響

風は地表面の細かな凸凹が与える摩擦抵抗の影響を受けやす

く，風速は，地表面において 0 となり上空に向かうにつれて増

加する。地表面粗度は竜巻の旋回流を減衰させる効果を有し，

地表面粗度の構成物が飛来物として運動することで風速が減衰

することも示唆されていることから，地表面粗度の増加ととも

に竜巻に起因する強風の風速を低下させるといえる。 

2.4.2. 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形 

柏崎刈羽原子力発電所敷地周辺の地形を図 2.4.2.1，柏崎刈

羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏を図 2.4.2.2，

柏崎刈羽原子力発電所敷地周辺の地表面粗度を図 2.4.2.3 に示

す。柏崎刈羽原子力発電所が立地する敷地は，北西が日本海に

面し，三方を森林に囲まれた標高 60m 前後のなだらかな丘陵地

である。 

竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回

転の中心からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定

になるという性質がある。そのため，第 2.4.1－1図に示すと

おり竜巻の渦が上り斜面を移動する時（渦 1 から渦 2 へ移動

する場合），基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動する時には

強まると考えられる。 

第 2.4.1－1図 竜巻旋回流の地形影響に関する模式図 

(2) 発電所敷地周辺における地形と竜巻風速への影響

発電所敷地周辺の地形を第 2.4.1－2 図に示す。敷地周辺

は，最大でも標高 40 m程度のなだらかな地形であり，竜巻渦

の旋回強度に影響を及ぼすと考えられるマイクロスケール

（数百 m）規模の起伏は認められないことから，地形効果に

よる竜巻の増幅の可能性は低いと判断した。 

なお，今後も地形増幅に関する新たな知見や情報（観測記

録等も含む）の収集に取組み，必要な事項については適切に対

応する。 

竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回

転の中心からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定に

なるという性質がある。そのため，図 2.4.1.1 に示すとおり竜

巻の渦が上り斜面を移動するとき（渦 1 から渦 2 へ移動する場

合），基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動するときには強まる。 

図2.4.1.1 竜巻旋回流の地形影響に関する模式図 

(2)地表面粗度による影響

風は地表面の細かな凸凹が与える摩擦抵抗の影響を受けやす

く，風速は，地表面において 0 となり上空に向かうにつれて増

加する。地表面粗度は竜巻の旋回流を減衰させる効果を有し，

地表面粗度の構成物が飛来物として運動することで風速が減衰

することも示唆されていることから，地表面粗度の増加ととも

に竜巻に起因する強風の風速を低下させるといえる。 

2.4.2. 島根原子力発電所周辺の地形 

島根原子力発電所敷地周辺の地形を図 2.4.2.1，島根原子力

発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏を図 2.4.2.2，島根原

子力発電所敷地周辺の地表面粗度を図 2.4.2.3 に示す。発電所

が立地する敷地は，北側を輪谷湾に面し，他の三方を山で囲ま

れている。 

に加えて地表面粗度

の影響を考慮してい

る 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 

（同上） 
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図 2.4.2.1 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形 

（国土地理院「電子国土Web」より作成） 

第 2.4.1－2図 発電所を中心とした東西 3km×南北 3kmの地形 

標高（国土地理院 5mメッシュ標高データに加筆） 

図2.4.2.1 島根原子力発電所周辺の地形 

（国土地理院「電子国土Web」より作成） 

島根原子力発電所 

国土地理院 標準地図（20 万），色別標高図 
0  2 km 
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図 2.4.2.2 柏崎刈羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起

伏 

図 2.4.2.3 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地表面粗度 

2.4.3. 竜巻の移動方向の分析 

柏崎刈羽原子力発電所の周辺地域を対象に竜巻の移動方向に

関する分析を行う。なお，分析の対象とする地域は，JNES「原

子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」に示されて

いる竜巻集中地域を参考に，集中地域③（青森県日本海側～山

形県），④（新潟県・富山県）及び⑤（石川県西部～福井県北西

部）とした。図 2.4.3.1 に竜巻集中地域④周辺で発生した竜巻

図2.4.2.2 島根原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏 

図2.4.2.3 島根原子力発電所周辺の地表面粗度 

2.4.3. 竜巻の移動方向の分析 

島根原子力発電所の周辺地域を対象に竜巻の移動方向に関す

る分析を行う。なお，分析の対象とする地域は，「原子力発電所

の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」に示されている竜巻集

中地域を参考に，集中地域⑥（鳥取県の一部）及び⑦（島根県

の一部）とした。図 2.4.3.1 に竜巻集中地域⑥及び⑦で発生し

た竜巻の移動方向，図 2.4.3.2 に竜巻集中地域⑥及び⑦で発生

・VDの設定方法の相違

【東海第二】 

（2.4.と同じ） 

・竜巻集中地域の相違

【柏崎 6/7】 

西 東 

島根原子力発電所 
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の移動方向，図 2.4.3.2 に竜巻集中地域③，④及び⑤において

過去に発生した竜巻の移動方向の頻度を分析した結果を示す。

竜巻の移動方向の分析の結果，柏崎刈羽原子力発電所周辺で発

生する竜巻は，陸側から海側（東から西）に向かう竜巻は極め

て少なく，発電所西方の海上から東方向（陸側）へ向かう方向

が多い。 

図 2.4.3.1 竜巻集中地域④における竜巻移動方向（F0以上のみ） 

図 2.4.3.2 竜巻集中地域③，④及び⑤における竜巻移動方向の頻

度 

した竜巻の移動方向の頻度を分析した結果を示す。竜巻の移動

方向の分析の結果，島根原子力発電所周辺で発生する竜巻は，

その大部分が海上又は沿岸部で発生しており，その移動方向は

東に向かう頻度が高いことが確認できる。また，島根原子力発

電所が立地する竜巻集中地域⑦では，発電所北方の海上から南

（陸側）へ向かう頻度が高いことが確認できる。

図2.4.3.1 竜巻集中地域⑥及び⑦における竜巻移動方向 

図2.4.3.2 竜巻集中地域⑥及び⑦における竜巻移動方向の頻度 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

【柏崎 6/7】 

・竜巻集中地域の違いに

よる相違 

⑦ 

⑥ 
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2.4.4. 竜巻風速の増幅に関する検討 

(1) 地形起伏による竜巻増幅

柏崎刈羽原子力発電所周辺で発生する竜巻は，地形が平坦な

海側から発電所敷地に進入する可能性が高く発電所敷地自体も

平坦であるため竜巻が増幅することはないと考えられる。万が

一発電所敷地外の東側（例えば刈羽村の平地）で竜巻が発生し，

その竜巻が海側に向かって移動し，発電所敷地内に進入した場

合，竜巻はなだらかな丘陵を通過する。この場合，丘陵がなだ

らかであるため，地形効果による竜巻の増幅はない。 

(2) 地表面粗度による竜巻増幅

柏崎刈羽原子力発電所周辺では，発電所西方の海上から東方

向（陸側）へ向かう竜巻の発生が極めて多く，竜巻が海上から

陸側に移動する際には，地表面粗度の小さい海上から粗度の大

きな陸上に上陸するため，粗度により減衰するものと考えられ

る。 

2.4.5. 設計竜巻の最大風速 VD 

以上のことから，柏崎刈羽原子力発電所では，地形効果によ

る竜巻の増幅を考慮しない。一方，将来的な気候変動による竜

巻発生の不確実性を踏まえ，設計竜巻の最大風速 VD は F3 の風

速範囲の上限値 92m/s とする。 

(3) 設計竜巻の最大風速（ⅤＤ）

設計竜巻の最大風速ⅤＤの設定においては，上述のとおり，

発電所敷地周辺の地形効果の影響による竜巻の増幅を考慮す

る必要はないものと判断するが，将来的な気候変動に伴う不

確実性を踏まえ，設計竜巻の最大風速ＶＤは，基準竜巻の最大

風速 92m／sを安全側に切り上げた 100m／sとする。 

2.4.4. 竜巻風速の増幅に関する検討 

(1) 地形起伏による竜巻増幅

島根原子力発電所周辺で発生する竜巻は，発電所北方または

西方の海上あるいは沿岸部で発生し，竜巻が発電所の北方で発

生し南方向（陸側）へ移動する場合には，地形が平坦な海側か

ら発電所敷地に進入することとなり，発電所敷地自体も平坦で

あるため竜巻が増幅することはないと考えられる。また，発電

所西方で発生する竜巻は，上り斜面・下り斜面の影響をほぼ同

程度受け発電所敷地に進入する可能性が高く発電所敷地はほぼ

平坦であるため竜巻が増幅することはないと考えられる。万が

一発電所敷地外の南側（例えば鹿島町の平地）で竜巻が発生し，

その竜巻が海側に向かって移動し，発電所敷地内に進入した場

合，竜巻は山を越える必要がある。この場合の地形効果による

増幅は，山の上り勾配と下り勾配で相殺される。 

(2) 地表面粗度による竜巻増幅

島根原子力発電所周辺では，竜巻の移動経路となり得る

発電所西方に着目すると森林などに相当する粗度区分Ⅲの

領域が 2km 以上にわたり存在していることから，粗度によ

る減衰効果が期待できる。発電所北方または西方の海上あ

るいは沿岸から南または東方向へ向かう竜巻が極めて多

く，発電所北方の海上で発生した竜巻が南方向へ移動する

場合には，地表面粗度の小さい海上から粗度の大きな陸上

に上陸するため，粗度により減衰するものと考えられる。 

2.4.5. 設計竜巻の最大風速（VD ） 

以上のことから，島根原子力発電所では，地形効果による

竜巻の増幅を考慮しない。一方，将来的な気候変動による竜

巻発生の不確実性を踏まえ，VB の値が F3 の風速範囲（70～

92m/s）にあることから設計竜巻の最大風速 VD は F3の風速範

囲の上限値 92m/s とする。 

【柏崎 6/7】 

・地形効果による影響の

検討方法の相違 

【東海第二】 

（2.4.1.と同じ） 

・VDの設定方法の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉は VDの設

定において将来的な

気候変動を考慮して

いる 
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2.5. 設計竜巻の特性値 

竜巻風速場としてフジタモデルを適用した場合の設計竜巻の

特性値については，表 2.5.1 のとおり設定する。なお，最大気

圧低下量と最大気圧低下率は，数値解析によって計算する。【添

付資料 2.5】 

表 2.5.1 設計竜巻の特性値 

2.4.2 設計竜巻の特性値 

設計竜巻の特性値は，原則として十分な信頼性を有した観測

記録等に基づいて設定する必要があるが，現状では設定に足る

十分な信頼性を有した観測記録等が無いため，「竜巻影響評価ガ

イド」に示される方法に基づき，下記の5項目に従い設定する。

その結果を第2.4.2－1表に示す。 

(1) 設計竜巻の移動速度（ＶＴ）

ＶＴ＝0.15・ＶＤ

ＶＤ（m／s）：設計竜巻の最大風速

(2) 設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）

ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ

ＶＤ（m／s）：設計竜巻の最大風速

ＶＴ（m／s）：設計竜巻の移動速度

(3) 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）

Ｒｍ＝30（m）

(4) 設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）

ΔＰｍａｘ＝ρ・ＶＲｍ
２

ρ：空気密度（1.22（kg／m３））

ＶＲｍ（m／s）：設計竜巻の最大接線風速

(5) 設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）・ΔＰｍａｘ

ＶＴ（m／s）：設計竜巻の移動速度

Ｒｍ（m）：設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径

ΔＰｍａｘ  (hPa)：設計竜巻の最大気圧低下量

第 2.4.2－1表 設計竜巻の特性値 

2.5 設計竜巻の特性値 

設計竜巻の特性値については，表 2.5.1 のとおり設定する。

また，飛来物の運動モデルについてはフジタモデルを適用する。 

① 竜巻の移動速度（ＶＴ）

VT=0.15・VD   

② 竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）

VRm=VD-VT

③ 竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）

Rm=30（m） 

④ 竜巻の最大気圧低下量（ΔＰmax）

ΔPmax=ρ･VRm
2   ρ：空気密度（1.226（kg/m3）） 

⑤ 竜巻の最大気圧低下率（（dp/dt）max）

(dp/dt)max=(VT/Rm)･ΔPmax

表2.5.1 設計竜巻の特性値 

風速 

ＶＤ（m/s） 

移動速度 

ＶＴ（m/s） 

最大接線 

風速 

ＶＲｍ（m/s） 

最大接線 

風速半径 

Ｒｍ（m） 

最大気圧 

低下量 

ΔＰmax

（hPa） 

最大気圧 

低下率 

（dp/dt）max

（hPa/s） 

92 14 78 30 75 35 

・設定方法の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設計竜

巻の特性値のうち気

圧低下については，容

易に算出ができ，保守

的な設定ができるガ

イドの算出式を使用

・設定方法の相違

【柏崎 6/7】 

設計竜巻の特性値の

設定方法の相違（同

上） 

・設定方法の相違

【柏崎 6/7】 

設計竜巻の特性値の

設定方法の相違（同

上） 
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3. 竜巻影響評価

3.1. 評価概要 

評価の概要は以下のとおりとする。 

(1) 設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組み合わせ荷重）

の設定 

(2) 原子力発電所における飛来物に係る調査

(3) 飛来物防止対策

(4) 考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設の構造健全性

等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能

が維持されることを確認

3.2. 評価対象施設 

「1.2 竜巻影響評価の対象施設」に示したとおりとする。 

3.3. 設計荷重の設定 

3.3.1. 設計竜巻荷重の設定 

設計竜巻の最大風速 VD 等に基づき，「風圧力」，「気圧差による

圧力」及び「飛来物の衝撃荷重」について，以下のとおり設定す

る。 

(1) 設計竜巻による風圧力の設定

設計竜巻の水平方向の最大風速によって施設（屋根を含む）

に作用する風圧(WW)は「建築基準法施行令」及び「日本建築学

会 建築物荷重指針・同解説」に準拠して，下式により算定する。 

なお，ガスト影響係数(G)は，G=1.0，風力係数(C)は施設の形

状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等）に応じて設定する。 

WW=q・G・C・A 

q:設計用速度圧 

G:ガスト影響係数(=1.0) 

C:風力係数 

A:施設の受圧面積 

q=(1/2)・ρ・VD
2 

ρ:空気密度 

VD:設計竜巻の最大風速 

3. 竜巻影響評価

3.1 概要 

竜巻影響評価の概要は以下のとおりとする。 

(1) 設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組合せ荷重）の設定

(2) 発電所における設計飛来物の設定（調査含む）

(3) 飛来物発生防止対策

(4) 考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設等の構造健全性

等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が

維持されることの確認

3.2 評価対象施設等 

「1.2.2 竜巻影響評価の対象施設」に示したとおりとする。 

3.3 設計荷重の設定 

3.3.1 設計竜巻荷重の設定 

設計竜巻の最大風速ＶＤ等に基づき，「風圧力による荷重」，

「気圧差による荷重」及び「設計飛来物による衝撃荷重」を基

に，以下のとおり設定する。 

(1) 風圧力による荷重の設定

設計竜巻の水平方向の最大風速ＶＤによって施設（屋根を含

む）に作用する風圧力による荷重（ＷＷ）は，「建築基準法施

行令」，「日本建築学会 建築物荷重指針・同解説」及び「建

設省告示第 1454号（平成 12年 5月 31日）」に準拠し，下式

により算定する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ｑ：設計用速度圧（＝（1／2）・ρ･ＶＤ
２） 

ρ：空気密度 

Ｇ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ：風力係数 

（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等）に

応じて設定） 

Ａ：施設の受圧面積 

3. 竜巻影響評価

3.1. 評価概要 

評価の概要は以下のとおりとする。 

(1) 設計荷重(竜巻荷重及びその他の組み合わせ荷重)の設定

(2) 原子力発電所における飛来物に係る調査

(3) 飛来物発生防止対策

(4) 考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設の構造健全性

等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能

が維持されることを確認

3.2.評価対象施設 

「1.2 竜巻影響評価の対象施設」に示したとおりとする。 

3.3. 設計荷重の設定 

3.3.1. 設計竜巻荷重の設定 

設計竜巻の最大風速 VD 等に基づき，「風圧力」，「気圧差による

圧力」及び「飛来物の衝撃荷重」について，以下のとおり設定す

る。 

(1) 設計竜巻による風圧力の設定

設計竜巻の水平方向の最大風速によって施設（屋根を含む）

に作用する風圧力(WW)は，「建築基準法施行令」及び「日本建築

学会 建築物荷重指針・同解説」に準拠して，下式により算定す

る。 

なお，ガスト影響係数(G)は G=1.0，風力係数(C)は施設の形

状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等）に応じて設定する。 

WW=q・G・C・A 

q:設計用速度圧 

G:ガスト影響係数(=1.0) 

C:風力係数 

A:施設の受圧面積 

q=(1/2)・ρ・VD
2 

ρ:空気密度 

VD:設計竜巻の最大風速 
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ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速

として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考え

られる評価対象施設等が存在する場合には，フジタモデルの風

速場による求まる鉛直方向の風速等に基づいて算出した鉛直方

向の風圧力についても考慮する。 

(2) 設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等の

内外の気圧差による圧力の設定

設計竜巻による評価対象施設等の内外の気圧差による圧力

は，最大気圧低下量(ΔPmax)に基づき設定する。 

①建屋・構造物等

建屋については，気圧差による圧力荷重が最も大きくなる「閉

じた施設」を想定し，内外気圧差による圧力荷重 WP を以下の

式により設定する。 

WP=ΔPmax・A 

ここで，ΔPmax : フジタモデルにより求まる最大気圧低下量，

A:施設の受圧面積 

外部事象防護対象施設を内包する建屋・構築物について，影

響評価を実施し，当該施設が破損した場合には安全機能維持に

ついて確認を行う。 

②設備(系統，機器)

設備についても，上記と同様に圧力荷重 WP を設定する。なお，

非常用換気空調系のように外気と隔離されている区画の境界部

等気圧差による圧力影響を受ける設備について，圧力影響によ

り作用する応力が許容値内であるか確認し，許容値を上回る場

合には安全機能維持への影響について確認する。 

なお，鉛直方向の風圧力については以下のとおりとする。 

・建屋，構築物については，庇部や屋根スラブについては，

鉛直方向の風圧力の影響を受けると考えられる。庇につ

いては，評価対象施設等には存在しないが，屋根スラブ

については，鉛直方向の風圧力に対する健全性の評価を

行う。 

・設備については，鉛直方向の風圧力に対して特に脆弱と

考えられる部位は評価対象施設等の中に存在しないこと

から，鉛直方向の風圧力の考慮は行わない。

(2) 気圧差による荷重の設定

設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等

の内外の気圧差による荷重（ＷＰ）は，最大気圧低下量（ΔＰ

ｍａｘ）に基づき設定する。 

ａ．建屋，構築物 

建屋及び構築物については，気圧差による荷重が最も大

きくなる「閉じた施設」を想定し，内外気圧差による圧力

荷重ＷＰを以下の式により設定する。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ：施設の受圧面積 

外部事象防護対象施設を内包する建屋及び構築物につい

て影響評価を実施し，当該施設が損傷のおそれがある場合

には，安全機能維持への影響について確認する。 

ｂ．設備（系統，機器） 

設備（系統，機器）についても，上記と同様にＷＰを設定

する。換気空調系のように外気と隔離されている区画の境

界部等，気圧差による圧力影響を受ける設備について，気

圧差により作用する応力が許容値以内であるか確認し，許

容値を上回る場合には安全機能維持への影響について確認

する。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速

として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考え

られる評価対象施設等が存在する場合には，フジタモデルの風

速場による求まる鉛直方向の風速等に基づいて算出した鉛直方

向の風圧力についても考慮する。 

施設については，鉛直方向の風圧力に対して特にぜい弱と考

えられる部位は評価対象施設等の中に存在しないことから，鉛

直方向の風圧力の考慮は行わない。 

(2) 設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等

の内外の気圧差による圧力の設定 

設計竜巻による評価対象施設等の内外の気圧差による圧力

は，最大気圧低下量(ΔPmax)に基づき設定する。 

①建物・構築物等

建物については，気圧差による圧力荷重が最も大きくなる「閉

じた施設」を想定し，内外気圧差による圧力荷重 WPを以下の式

により設定する。 

WP=ΔPmax・A 

ここで，ΔPmax:最大気圧低下量，A:施設の受圧面積 

外部事象防護対象施設を内包する建物・構築物について，影

響評価を実施し，当該施設が破損した場合には安全機能維持に

ついて確認を行う。 

②設備(系統，機器)

設備についても，上記と同様に圧力荷重WPを設定する。なお，

原子炉建物付属棟空調換気系のように外気と隔離されている区

画の境界部等気圧差による圧力影響を受ける設備について，圧

力影響により作用する応力が許容値内であるか確認し，許容値

を上回る場合には安全機能維持への影響について確認する。 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，鉛直方

向の風圧力を考慮する

評価対象施設等がない

ことを記載している 

・設定方法の相違

【柏崎 6/7】 

設計竜巻の特性値の

設定方法の相違（2.5

と同じ） 
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(3) 設計竜巻による飛来物が評価対象施設等に衝突する際の衝突

荷重の設定

①柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における飛来物に係

る現地調査結果及び設計飛来物の選定について

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の竜巻影響評価にお

ける設計飛来物については，飛来物に係る現地調査結果及びガ

イドの表 4.1 に示されている設計飛来物の設定例を参照し設定

する。 

以下に柏崎刈羽原子力発電所にて実施した飛来物の現地調査

の結果と，その結果を元に抽出した設計飛来物の設定の考え方

を示す。【添付資料 3.3】 

a.評価に用いる設計竜巻の特性

評価に用いる竜巻の速度は，92m/s とする。（表 2.5.1 参

照） 

b.飛来物に対する考え方

飛来物のうち，後述する設計飛来物（極小飛来物である

砂利を除く。）より運動エネルギー及び貫通力（コンクリー

トの貫通限界厚さ，鋼板の貫通限界厚さ）が大のものにつ

いては，設置場所等に応じ固縛を行うことで飛散させない

ものとする。また，衝突時に評価対象施設等に与えるエネ

ルギーが設計飛来物の運動エネルギーより小さいものにつ

いては，適切な飛散防止対策を行う。 

(3) 設計飛来物等による衝撃荷重の設定

ａ．発電所における設計飛来物等の設定【添付資料 9】 

東海第二発電所の竜巻影響評価における設計飛来物等に

ついては，東海第二発電所における飛来物源の現地調査結

果と，「竜巻影響評価ガイド」の解説表 4.1に示されてい

る設計飛来物の設定例を参照して設定する。 

第 3.3.1－1図に発電所における設計飛来物の設定フ

ローを，第 3.3.1－1表に発電所における設計飛来物を示

す。 

【以下，比較のため再掲】 

(a) 評価に用いる設計竜巻の特性

設計竜巻の最大風速は 100m／sとする。（第 2.4.2－1

表） 

(c) 設計飛来物以外の飛来物源に対する措置

 ⅰ)基本方針 

設計飛来物以外の飛来物源については，設計竜巻の最

大風速 100 m／sにおける衝突時の運動エネルギ又は貫

通力の大きさを，設計飛来物のうちこれらが最大となる

鋼製材と比較し，鋼製材を上回る飛来物源（コンテナ等）

については，以下のとおり対応する。 

・東海発電所を含む当社敷地内のものは，飛来物発生

防止対策（固縛等）を施すか，評価対象施設等及び

竜巻飛来物防護対策設備からの離隔及び頑健な建物

内への移動等の運用により，設計飛来物による影響

を上回らないものとする。なお，これらの対応につ

いては，東海発電所及び東海第二発電所の原子炉施

設保安規定に規定し管理する。 

・当社敷地近傍の隣接事業所等から到達し得るものは，

飛来物が配置できない設計とする，若しくは当該飛

来物が衝突する可能性のある評価対象施設等につい

(3) 設計竜巻による飛来物が評価対象施設等に衝突する際の衝撃

荷重の設定 

①島根原子力発電所 2 号炉における飛来物に係る現地調査結果

及び設計飛来物の選定について

島根原子力発電所 2 号炉の竜巻影響評価における設計飛来物

については，飛来物に係る現地調査結果及びガイドの表 4.1 に

示されている設計飛来物の設定例を参照し設定する。 

以下に島根原子力発電所にて実施した飛来物の現地調査の結

果と，その結果を元に抽出した設計飛来物の設定の考え方を示

す。【添付資料 3.3】 

a.評価に用いる設計竜巻の特性

評価に用いる竜巻の速度は，92m/sとする。（表 2.5.1 参

照） 

b.飛来物に対する考え方

飛来物のうち，後述する設計飛来物（極小飛来物である

砂利を除く。）より運動エネルギ及び貫通力（コンクリート

の貫通限界厚さ，鋼板の貫通限界厚さ）が大のものについ

ては，設置場所等に応じ固縛を行うことで飛散させないも

のとする。また，衝突時に評価対象施設等に与えるエネル

ギが設計飛来物の運動エネルギより小さいものについて

は，適切な飛来物発生防止対策を行う。なお，これらの対

応については，保安規定に規定し管理する。 

・立地条件の相違

【東海第二】 

島根２号炉は敷地近傍 
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c.設計飛来物の選定

設計飛来物の選定フローを図 3.3.1.1，選定結果を表

3.3.1.1 に示す。 

柏崎刈羽原子力発電所の飛来物に係る調査の結果，柏崎

刈羽原子力発電所において飛来物となる可能性があるもの

から，浮き上がりの有無，運動エネルギー及び貫通力の大

きさから，鋼製材，角型鋼管（大），足場パイプ及び鋼製足

場板を設計飛来物として選定した。ただし，これらのうち

飛散防止対策を講じるものは除く。選定した鋼製材のサイ

ズ，重量については，現地調査及びガイドに基づいて，影

響が大きい寸法，重量を設定した。 

また，後述の非常用換気空調系ルーバへの防護対策とし

て設置する竜巻防護ネットをすり抜ける可能性のある飛来

物として砂利を選定した。なお，砂利のサイズは竜巻防護

て，飛来物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し構

造健全性が維持されることを確認するか，安全上支

障のない期間での修復等の対応により，機能を損な

わないようにする。 

(b) 設計飛来物等の設定

 ⅰ) 現地調査 

飛来物となり得る物品を確認するため，発電所の現地

調査を実施した。調査範囲は，発電所の敷地のみならず，

隣接する日本原子力研究開発機構の敷地や，発電所敷地

近傍の墓地，宅地等も含んだ，原子炉建屋から半径 800m

の範囲とした。後述の飛散評価の結果によれば，確認さ

れた物品の飛散距離は 800mを十分に下回ることから，調

査範囲は十分と考えられる。 

 ⅱ) 設計飛来物となり得る飛来物源の抽出 

現地調査で確認された物品の最大飛散距離は最大でも

400m 程度と評価されたことに加え，隣接事業所内での現

場調査による物品は発電所構内の物品に類似していた。

したがって，発電所の設計飛来物の設定に際しては，発

電所敷地内で認められた物品に「竜巻影響評価ガイド」

の解説表 4.1に例示された物品を加えたものを飛来物源

として抽出した。 

 ⅲ) 設計飛来物の設定 

上記の飛来物源から，第 3.3.1－1図のフローに従い，

「竜巻影響評価ガイド」に例示されている鋼製材を設計

飛来物として設定した。 

さらに，鋼製材に対する飛来物防護対策として設置す

る防護ネットを通過し得る設計飛来物として，砂利を設

定した。砂利のサイズはネットの網目のサイズを考慮し

c.設計飛来物の選定

設計飛来物の設定フローを図 3.3.1.1，選定結果を表

3.3.1.1に示す。 

島根原子力発電所の飛来物に係る調査の結果，島根原子

力発電所において飛来物となる可能性があるものから，浮

き上がりの有無，運動エネルギ及び貫通力の大きさから，

鋼製材を設計飛来物として選定した。選定した鋼製材のサ

イズ，重量については，現地調査及びガイドに基づいて，

影響が大きい寸法，重量を設定した。 

また，鋼製材に対する竜巻防護対策として設置する竜巻

防護ネットを通過し得る設計飛来物として，砂利を設定し

た。砂利のサイズは竜巻防護ネットの網目のサイズ（４cm）

に隣接事業所はない 

（島根２号炉は「添付資

料 3.3 設計飛来物の選

定について」で記載） 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計飛

来物の浮き上がり飛

散高さは設定せず，保

守的にどの高さにも

到達することとして

いることから，柏崎

178



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ネットをすり抜ける可能性があるサイズ（4cm）を考慮して

設定した。 

図 3.3.1.1 設計飛来物の選定フロー 

て設定した。以降の設計飛来物とは，上記の鋼製材及び

砂利の 2つを示す。 

【ここまで】 

第 3.3.1－1図 設計飛来物の設定フロー(1/2) 

を考慮して設定した。以降の設計飛来物とは，上記の鋼製

材及び砂利の 2つを示す。 

図3.3.1.1 設計飛来物の選定フロー 

6/7の足場パイプ，鋼

製足場板等は鋼製材

に包含させている 

 

 

 

 

 

 

 

発電所構内の物体

現地調査により想定飛来物を抽出 
(網羅性を高める観点で協力会社への聞き取りも実施）

飛来物とならない又は飛来物となった場合

でも影響がない

・想定飛来物を形状(棒状・板状・塊状），面積，重量，材質

が同程度のもので分類し，各グループの代表を選定

・代表として選定した想定飛来物に対し，飛散解析を実施

代表飛来物の決定 
・「竜巻評価ガイド」の飛来物例を加え，飛来物となる可能性がある

物品を代表飛来物とする

・代表飛来物のうち「鋼製材」を「設計飛来物候補 A」として設定

飛散解析により 
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第 3.3.1－1図 設計飛来物の設定フロー(2/2) 

第 3.3.1－1表 発電所における設計飛来物 
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(a) 評価に用いる設計竜巻の特性

設計竜巻の最大風速は 100m／sとする。（第 2.4.2－1

表） 

(b) 設計飛来物等の設定

 ⅰ) 現地調査 

飛来物となり得る物品を確認するため，発電所の現地

調査を実施した。調査範囲は，発電所の敷地のみならず，

隣接する日本原子力研究開発機構の敷地や，発電所敷地

近傍の墓地，宅地等も含んだ，原子炉建屋から半径 800m

の範囲とした。後述の飛散評価の結果によれば，確認さ

れた物品の飛散距離は 800mを十分に下回ることから，調

査範囲は十分と考えられる。 

 ⅱ) 設計飛来物となり得る飛来物源の抽出 

現地調査で確認された物品の最大飛散距離は最大でも

400m 程度と評価されたことに加え，隣接事業所内での現

場調査による物品は発電所構内の物品に類似していた。

したがって，発電所の設計飛来物の設定に際しては，発

電所敷地内で認められた物品に「竜巻影響評価ガイド」

の解説表 4.1に例示された物品を加えたものを飛来物源

として抽出した。 

 ⅲ) 設計飛来物の設定 

上記の飛来物源から，第 3.3.1－1図のフローに従い，

「竜巻影響評価ガイド」に例示されている鋼製材を設計

飛来物として設定した。 

さらに，鋼製材に対する飛来物防護対策として設置す

る防護ネットを通過し得る設計飛来物として，砂利を設

定した。砂利のサイズはネットの網目のサイズを考慮し

て設定した。以降の設計飛来物とは，上記の鋼製材及び

砂利の 2つを示す。 

(c) 設計飛来物以外の飛来物源に対する措置

ⅰ)基本方針 

設計飛来物以外の飛来物源については，設計竜巻の最

大風速 100 m／sにおける衝突時の運動エネルギ又は貫

通力の大きさを，設計飛来物のうちこれらが最大となる

鋼製材と比較し，鋼製材を上回る飛来物源（コンテナ等）

については，以下のとおり対応する。 

（島根２号炉は「3.3.1. 

設計竜巻荷重の設定」で

記載） 
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・東海発電所を含む当社敷地内のものは，飛来物発生

防止対策（固縛等）を施すか，評価対象施設等及び

竜巻飛来物防護対策設備からの離隔及び頑健な建物

内への移動等の運用により，設計飛来物による影響

を上回らないものとする。なお，これらの対応につ

いては，東海発電所及び東海第二発電所の原子炉施

設保安規定に規定し管理する。

・当社敷地近傍の隣接事業所等から到達し得るものは，

飛来物が配置できない設計とする，若しくは当該飛

来物が衝突する可能性のある評価対象施設等につい

て，飛来物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し構

造健全性が維持されることを確認するか，安全上支

障のない期間での修復等の対応により，機能を損な

わないようにする。 

 ⅱ) 当社敷地近傍の隣接事業所等の飛来物源の影響につ

いて 

他者の所有物で，当社による固縛等の管理ができない

可能性を有する飛来物源として，当社の敷地外にある，

一般道を走行する車両及び隣接事業所の物品が想定され

るが，保守性を含めた解析によれば設計飛来物よりも影

響の大きな飛来物源の飛散距離が最大でも 250m程度で

あることを考慮すると，敷地外からの飛来物が到達する

可能性を現実的に無視できないと考えられる施設は，第

3.3.1－2図に示すとおり，評価対象施設等である使用済

燃料乾式貯蔵建屋及びタービン建屋，並びに重大事故等

対処設備の緊急時対策所※１，可搬型重大事故等対処設備

及び常設代替高圧電源装置が挙げられる。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，第 3.3.1－2図に

示すとおり敷地南方の隣接事業所からの飛来物が衝突す

る可能性がある。これについては，竜巻飛来物防護対策

設備により，建屋上部の排気口からの飛来物の建屋内へ

の侵入を防止するとともに，風荷重及び設計飛来物等の

衝撃荷重に対しても建屋が倒壊せず内包される外部事象

防護対象施設に波及的影響を及ぼさないこと，また，隣

接事業所との合意文書に基づく，隣接事業所敷地の一部

における，フェンス等の設置により飛来物源配置を不可

・立地条件の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は敷地近傍 

に隣接事業所はない 
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能とする措置も踏まえ，設計飛来物等が衝突し得る建屋

外壁の遮蔽能力の喪失を仮定した場合でも，遮蔽機能に

対する要求事項は満足できることを確認した。 

タービン建屋については，第 3.3.1－2図に示すとお

り，敷地北方の隣接事業所から飛来物が到達する可能性

がある。これについては，風荷重及び設計飛来物等の衝

撃荷重に対しても建屋が倒壊せず，建屋の外壁の貫通も

生じないため内包される外部事象防護対象施設に波及的

影響を及ぼさないことを確認した。よって，敷地北方の

事業所内の飛来物源に対する飛来物発生防止対策は不要

とする。 

緊急時対策所建屋については，第 3.3.1－2図に示すと

おり，国道２４５号線及び国道と発電所西方の敷地との

間にある隣接事業所から飛来物が衝突する可能性があ

る。※２重大事故等対処施設としての緊急時対策所建屋

は，環境条件としては風荷重のみを考慮する方針となっ

ているが，機能を喪失した場合の影響が大きな遮蔽能力

について，念のため飛来物衝突の影響を評価したところ，

建屋の外壁については貫通も裏面剥離も生じず，遮蔽能

力は確保できることを確認した。 

また，可搬型重大事故等対処設備及び常設代替高圧電

源装置に関しては，設計基準対象施設を含めて分散配置

することにより飛来物に対する残存性を確保する設計と

しており，敷地外からの飛来物に対しても同様に残存性

を期待できるものと判断している。（第 3.3.1－2図参照） 

※1 機能維持については第 43 条としての扱い。6条（設

計対象施設）としてはクラス 3施設であり，損傷

時は代替設備や復旧により機能を維持する。 

※2 種々の車両についての飛散解析結果(添付資料 9

別紙 9-4)より，国道２４５号線から飛来する車両

の飛散距離は，保守性を見込んだ上で最大でも約

190mと考えられる。 

以上より，隣接事業所等から想定される飛来物につい

ては，外部事象防護対象施設等への影響は無いと判断し

た。 
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第 3.3.1－2図 飛来物の到達を想定する隣接事業所等 

ⅲ)東海発電所廃止措置に伴い生じ得る飛来物源への対応 

東海第二発電所に隣接する東海発電所においては廃止

措置関連作業が実施されている。施設の解体作業等に関

連してどの様な飛来物源が生じ得るかを現時点で正確に

特定することは困難であるが，以下のとおり東海第二発

電所へ影響を及ぼすことはないと判断している。 

・飛来物源の現地調査においては，東海発電所の敷地

も対象としており，資機材や設備の種類や形状に関

しては，東海第二発電所の資機材等との大きな違い

は無いことを確認している。したがって，作業用資

機材や取り外しが完了した物品については，固縛，

離隔，収納等，一般の飛来物源と同様の措置が可能

である。

・取外し前の施設の据付状況についても，東海第二発

電所の施設の状況と有意な差はないと考えられる。

東海第二発電所の評価対象施設等は風荷重に対し十

分に余裕があることを参照すれば，これらの設備が

竜巻により基礎等から引き剥がされ，飛来物化する

ことは考えにくい。

・廃止措置特有の状況として考えられるケースとして

は，解体，撤去の途中の状態が一定期間継続すると

想定される場合（例：大規模設備や建屋壁面の解体）

であるが，このような場合に対しても，作業の計画

段階及び実施段階で，適宜風荷重に対し脆弱な形状

d.島根 1号炉廃止措置に伴い生じ得る飛来物源への対応

島根２号炉に隣接する島根１号炉においては廃止措置関連作

業が実施されている。施設の解体作業等に関連してどの様な飛来

物源が生じ得るかを現時点で正確に特定することは困難である

が，以下のとおり島根２号炉へ影響を及ぼすことはないと判断し

ている。 

・飛来物源の現地調査においては，島根２号炉に隣接する島根１

号炉も対象としており，資機材や施設の種類や形状に関して

は，島根２号炉の資機材等との大きな違いは無いことを確認し

ている。したがって，作業用資機材や取り外しが完了した物品

については，固縛，離隔，収納等，一般の飛来物源と同様の措

置が可能である。 

・取り外し前の施設の据付状況についても，島根２号炉の施設の

状況と有意な差はないと考えられる。島根２号炉の評価対象施

設等は風荷重に対し十分に余裕があることを参照すれば，これ

らの施設が竜巻により基礎等から引き剥がされ，飛来物化する

ことは考えにくい。 

・廃止措置特有の状況として考えられるケースとしては，解体，

撤去の途中の状態が一定期間継続すると想定される場合（例：

大規模設備や建物壁面の解体）であるが，このような場合に対

しても，作業の計画段階及び実施段階で，適宜風荷重に対し脆

弱な形状が生じていないかを確認し，想定される脱落片（飛来

・施設の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は島根１

号炉の廃止措置への

対応を記載 
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②設計飛来物の速度等の設定

設計竜巻による設計飛来物の最大水平速度(MVHmax)及び最大鉛

直速度(MVVmax)は，(3）a.に示す竜巻風速 92m/s にて，フジタモ

デルを適用し風速場の中での速度を算出した。 

また，設計飛来物の浮き上がり高さ及び飛散距離も同様に算

出した。その結果を表 3.3.1.1 に示す。 

a) 鋼製材，角型鋼管（大）及び砂利の影響高さ

ランキン渦モデルを採用している米国 Regulatory Guide 1.76

では，小さな飛来物（スチールパイプ等）はどの高さへの衝突

も想定しているのに対し，重量物（自動車）に対しては 9.1m

（30feet）以下に影響を及ぼすこととしている。 

一方，フジタモデルを適用した場合の鋼製材，角型鋼管（大）

及び砂利の影響高さは，表 3.3.1.1 のとおり，設計飛来物の浮

き上がり高さは，最大でも 0.15m と僅かであるが，設計飛来物

は（設計飛来物の寸法で最も長い辺は 4.2m）回転して飛散する

ことも想定される。 

また，高所の建屋開口部等への影響を及ぼす可能性があるも

のには飛散防止対策を講じることから，設計飛来物は原則地上

高 10m 迄影響を及ぼすものとする。 

b) 足場パイプ及び鋼製足場板の影響高さ

足場パイプ及び鋼製足場板の浮き上がり高さは，表 3.3.1.1 

のとおり，高所の建屋開口部等へ影響を及ぼす可能性があるこ

とから，どの高さへの衝突も想定するものとする。 

飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出した

飛来物や持ち込まれる物品の寸法，質量及び形状から飛来の有

無を判断し，運動エネルギー，貫通力を考慮して，衝突時に建

が生じていないかを確認し，想定される脱落片（飛

来物）が設計飛来物による影響を超えることが確認

された場合でも，その様な飛来物源が発生しないよ

う工法を工夫するなどによって対応することで，東

海第二発電所に影響を及ぼす可能性のある飛来物の

発生を防止できない状況は生じないと考えられる。

なお，これらの運用管理については，確実に実施す

るために手順として原子炉施設保安規定に規定し，

ＱＭＳ規程に基づき実施する。 

  ｂ．設計飛来物の速度の設定 

設計竜巻による設計飛来物の最大水平速度（ＭＶＨｍａｘ)

及び最大鉛直速度（ＭＶＶｍａｘ）は，衝撃荷重による影響を

保守的に評価するため，「竜巻影響評価ガイド」の解説表

4.1に示されるものと同じ値とし，第 3.3.1－2表のとお

りとする。 

ただし，「竜巻影響評価ガイド」に記載のない設計飛来

物である砂利の速度については，文献(１)(２)を参考にして，

ランキン渦を仮定した風速場の中での速度を算出した※。

※ 設計飛来物であることに鑑み，配置高さによって飛

散速度が変わらないランキン渦モデルで数値を算出

した。 

物）が設計飛来物による影響を超えることが確認された場合で

も，その様な飛来物源が発生しないよう工法を工夫するなどに

よって対応することで，島根２号炉に影響を及ぼす可能性のあ

る飛来物の発生を防止できない状況は生じないと考えられる。

なお，これらの運用管理については，確実に実施するために手

順として規定し，保安規定に基づき実施する。 

②設計飛来物の速度等の設定

設計竜巻による設計飛来物の最大水平速度(MVHmax)及び最大鉛

直速度(MVVmax)は，(3）a.に示す竜巻風速 92m/s にて，フジタモ

デルを適用した風速場の中で算出した速度の値を包絡する「竜

巻影響評価ガイド」の表 4.1に示される値とする。 

ただし，「竜巻影響評価ガイド」に記載のない設計飛来物であ

る砂利の速度については，フジタモデルを適用した風速場の中

で地上付近の不確定性を考慮し，地上からの初期高さの感度解

析の結果から最大となる水平速度を算出した。 

なお，設計飛来物の飛散高さによらず，評価対象施設等のど

の高さに対しても衝突を考慮する。 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の設計飛

来物の速度は，フジタ

モデルの風速場での

速度を包絡する「竜巻

影響評価ガイド」の解

説表 4.1 に示される

値を設定 

設計飛来物の飛散高

さ に つ い て は

3.3.1(3)c.と同じ 
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屋等又は竜巻防護対策設備に与えるエネルギーが設計飛来物

（極小飛来物である砂利を除く。）によるものより大きく，外部

事象防護対象施設を防護できない可能性があるものは固縛，固

定又は外部事象防護対象施設からの離隔対策を実施し，確実に

飛来物とならない運用とする。 

表 3.3.1.1 柏崎刈羽原子力発電所における設計飛来物 第 3.3.1－2表 発電所における設計飛来物の速度 

ｃ．設計飛来物の衝撃荷重の設定 

設計竜巻の最大風速 100m／sによる設計飛来物の衝撃荷

重は，砂利と比べ運動エネルギが大きくなる鋼製材の衝突

方向及び衝突面積を考慮し，鋼製材が評価対象施設等に衝

突した場合の影響が大きくなる衝突方向で算出する。 

鋼製材の最大速度は第 3.3.1－2表のとおりであり，静的

な構造評価を実施する場合の衝撃荷重は，重量分布を均一

な直方体として，Rieraの方法(３)を踏まえた下式にて算出

した。 

ＷＷ＝ＦＭＡＸ＝ＭＶ２／ＬＭＩＮ

Ｍ ：飛来物の質量 

Ｖ ：飛来物の衝突速度 

ＬＭＩＮ：飛来物の衝突方向長さ 

この場合，衝撃荷重が最大となるのは第 3.3.1－3図に示す

向きの衝突(荷重：1760kN)となるが，評価においては，対象

部位の構造を考慮した上で衝突姿勢を決定し，上記式の考え

方に基づき，その都度衝撃荷重を算出する。 

表3.3.1.1 島根原子力発電所における設計飛来物 

飛来物 砂利 鋼製材 

寸法(m) 
長さ×幅×奥行 

0.04×0.04×0.04 

長さ×幅×奥行 

4.2×0.3×0.2 

質量 

(kg) 
0.2 135 

最大水平速度

(m/s) 
54 51 

最大鉛直速度

(m/s) ※1 
36 34 

※１ ここではガイドに基づき最大水平速度の２／３の値を記載。

施設の構造健全性評価等では最大水平速度の２／３の値又

はフジタモデルによる飛散解析結果による値を用いる。 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設計飛来物の速度及

び飛散高さの設定方

法の相違（3.3.1(3)c.

と同じ） 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は具体的

な衝撃荷重の設定方

法は工認で説明 
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③設計竜巻荷重の組み合わせ

評価対象施設等の評価に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻に

よる風圧力による荷重(WW)，気圧差による荷重(WP)，及び設計飛

来物による衝撃荷重(WM)を組み合わせた複合荷重として，以下

の式により算出する。 

WT1=WP 

WT2=WW+0.5・WP+WM 

ここで， 

WT1,WT2:設計竜巻による複合荷重 

WW:設計竜巻の風圧力による荷重 

WP:設計竜巻の気圧差による荷重 

WM:設計飛来物による衝撃荷重 

なお，評価対象施設等には WT1 及び WT2 の両荷重をそれぞ

れ作用させる。 

なお，有限要素法による飛来物衝突評価を行う場合には，

衝撃荷重は計算の中で自動的に求められる。 

第 3.3.1－3図 最大衝撃荷重となる鋼製材衝突方向（Riera

の方法(３)） 

ｄ．設計竜巻荷重の組合せ 

評価対象施設等の評価に用いる設計竜巻荷重は，設計竜

巻による風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（Ｗ

Ｐ）及び設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせ

た複合荷重とし，以下の式による。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5ＷＰ＋ＷＭ 

ＷＴ１，ＷＴ２：設計竜巻による複合荷重 

ＷＷ：設計竜巻の風圧力による荷重 

ＷＰ：設計竜巻の気圧差による荷重 

ＷＭ：設計飛来物等による衝撃荷重 

ここで，竜巻襲来時のある瞬間において，各荷重の作用

方向は必ずしも一様ではないが，ＷＴ２の算出においてはＷ

Ｗ，ＷＰ及びＷＭの作用方向を揃えることとし，保守性を考

慮する。また，評価対象施設等にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重

をそれぞれ作用させる。 

③設計竜巻荷重の組み合わせ

評価対象施設等の評価に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻に

よる風圧力による荷重(WW)，気圧差による荷重(WP)，及び設計飛

来物による衝撃荷重(WM)を組み合わせた複合荷重として，以下

の式により算定する。 

WT1=WP 

WT2=WW+0.5･WP+WM

ここで， 

WT1，WT2：設計竜巻による複合荷重 

WW：設計竜巻による風圧力による荷重 

WP：設計竜巻による気圧差による荷重 

WM：設計飛来物による衝撃荷重 

なお，竜巻影響評価対象施設には WT1及び WT2の両荷重をそれ

ぞれ作用させる。 
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3.3.2. 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

(1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用

する荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

(2) 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり※1，積乱

雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，

雷，雪，ひょう及び降水である。これらの自然現象の組み合

わせにより発生する荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包

絡される。 

なお，竜巻と同時に発生する自然現象については今後も継

続的に新たな知見等の収集に取り組み，必要な事項について

は適切に反映を行う。 

①雷

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラ

ントへの影響は，雷撃であるため雷による荷重は発生しない。 

②雪

柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域においては，冬期，

竜巻が襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を伴う可能性はあ

るが，上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らな

い。また，下降流の竜巻通過時や竜巻通過前に積もった雪の

大部分は竜巻の風により吹き飛ばされるため，雪による荷重

は十分小さく設計竜巻荷重に包絡される。 

③ひょう

ひょうは積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒※2であり，

仮に直径 10cm 程度の大型のひょうを想定した場合,その重量

は約 0.5kg となる。 

10cm程度のひょうの終端速度は59m/s※3,運動エネルギーは

約 0.9kJ であり,設計飛来物の運動エネルギーと比べ十分に

小さく，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡され

3.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

(1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等

評価対象施設等に常時作用する荷重（自重，死荷重及び活

荷重）及び運転時荷重を適切に組み合わせる。 

(2) 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり(４)，積乱

雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，

雷，雪，ひょう及び降水である。これらの自然現象の組合せ

により発生する荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包絡さ

れる。 

なお，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後も

継続的に新たな知見等の収集に取り組み，必要な事項につい

ては適切に反映を行う。 

ａ．雷 

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプ

ラントへの影響は雷撃であるため，雷による荷重は発生し

ない。 

ｂ．雪 

上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。

また，下降流の竜巻通過時は，竜巻通過前に積もった雪の

大部分は竜巻の風により吹き飛ばされ，雪による荷重は十

分小さく設計竜巻荷重に包絡される。 

ｃ．ひょう 

ひょうは，積乱雲から降る直径 5mm以上の氷の粒(５)であ

り，仮に直径 10cm程度の大型のひょうを想定した場合で

も，その重量は約 0.5kgである。直径 10cm程度のひょうの

終端速度は 59m／s(６)，運動エネルギは約 0.9kJであり，設

計飛来物の運動エネルギと比べ十分に小さく，ひょうの衝

撃荷重は設計竜巻荷重に包絡される。【添付資料 10】 

3.3.2. 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

(1)評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用

する荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

(2) 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり※1，積乱

雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，

雷，雪，ひょう及び降水である。これらの自然現象の組み合

わせにより発生する荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包

絡される。 

なお，竜巻と同時に発生する自然現象については今後も継

続的に新たな知見等の収集に取り組み，必要な事項について

は適切に反映を行う。 

①雷

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラ

ントへの影響は，雷撃であるため雷による荷重は発生しない。 

②雪

島根原子力発電所が立地する地域においては，冬期，竜巻

が襲来する場合は，竜巻通過前後に降雪を伴う可能性はある

が，上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。

また，下降流の竜巻通過時や竜巻通過前に積もった雪の大部

分は竜巻の風により吹き飛ばされるため，雪による荷重は十

分小さく設計竜巻荷重に包絡される。 

③ひょう

ひょうは積乱雲から降る直径５㎜以上の氷の粒※2 であり，

仮に直径 10㎝程度の大型のひょうを想定した場合，その重量

は約 0.5㎏となる。 

10 ㎝程度のひょうの終端速度は 59m/s※3，運動エネルギは

約 0.9kJ であり，設計飛来物の運動エネルギと比べ十分に小

さく，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。 
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る。 

④降水

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により

屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による

荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

※1：雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版

※2：気象庁ホームページ

※3：一般気象学 小倉義光，東京大学出版会

(3) 設計基準事故時荷重

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能を損

なわない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故

等の設計基準事故の起因とはならないことから，設計竜巻と

設計基準事故は独立事象となる。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さ

いことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組み合わせ

は考慮しない。 

なお，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ，

竜巻による風荷重等の影響を受ける屋外設備としては，軽油

タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料移送系が考えられる

が，設計基準事故時においても，運転時の系統内圧力及び温

度と変わらないため，設計基準事故により考慮すべき荷重は

なく，竜巻と設計基準事故時荷重の組み合わせは考慮しない。 

ｄ．降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水によ

り屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨に

よる荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

(3) 設計基準事故時荷重

設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故等の設計基準事故の起因

とはならないため，設計竜巻と設計基準事故は独立事象とな

る。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さ

いことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組合せは考

慮しない。 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故が同

時に発生する場合，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷

重が生じ，竜巻による風荷重等の影響を受ける屋外設備とし

ては残留熱除去系海水系ポンプ等が考えられるが，設計基準

事故時においても残留熱除去系海水系ポンプ等の圧力及び温

度は変わらないため，設計基準事故により考慮すべき荷重は

なく，竜巻と設計基準事故時荷重の組合せは考慮しない。 

④降水

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により

屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による

荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

※1：雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版

※2：気象庁ホームページ

※3：一般気象学 小倉義光，東京大学出版会

(3) 設計基準事故時荷重

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能を損

なわない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故

等の設計基準事故の起因とはならないことから，設計竜巻と

設計基準事故は独立事象となる。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さ

いことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組み合わせ

は考慮しない。 

なお，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ，

竜巻による風荷重等の影響を受ける屋外施設としては，海水

ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプが考えられるが，設計

基準事故時においても，運転時の系統内圧力及び温度と変わ

らないため，設計基準事故により考慮すべき荷重はなく，竜

巻と設計基準事故時荷重の組み合わせは考慮しない。 
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3.4. 評価対象施設等の設計方針 

評価対象施設等については，以下の設計方針のとおり，設計

荷重に対してその構造健全性を維持する設計とする。評価対象

施設等以外の竜巻によってその安全機能が損なわれないことを

確認する必要がある施設については，竜巻及びその随伴事象に

対して機能維持する，若しくは，竜巻及びその随伴事象による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保（例えば，

外部電源喪失時における非常用ディーゼル発電機からの受電）

すること，安全上支障のない期間に修復（例えば，気圧差によ

り開放したブローアウトパネルに対する閉止措置）すること等

の対応が可能な設計とすることにより，竜巻によってその安全

機能が損なわれないことを確認する必要がある施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

(1) 許容限界

建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫

通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面

剥離が発生する限界厚さと部材の最小厚さを比較することに

より行う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力

が以下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容

限界を下回る設計とする。 

・建築基準法

・日本工業規格

・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電

気協会）

・震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針（日

本建築防災協会）

・原子力エネルギー協会（NEI）の基準・指針類等

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫

通の有無の評価については，貫通が発生する限界厚さと部材

の最小厚さを比較することにより行う。設計飛来物が貫通す

ることを考慮する場合には，設計荷重に対して防護対策を考

慮した上で，系統及び機器に発生する応力が以下の規格，基

準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等に基づく許容限

3.4 評価対象施設等の設計方針 

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設については，設計

荷重に対してその構造健全性を維持すること又は取替，補修が

可能なこと，設計上の要求を維持することにより，安全機能を

損なわない設計とする。また，外部事象防護対象施設等に波及

的影響を及ぼし得る施設については，竜巻及びその随伴事象に

対して構造健全性を確保すること，設計上の要求を維持するこ

と又は安全上支障のない期間での修復等の対応により，外部事

象防護対象施設の安全機能を損なうことのない設計とする。 

3.4.1 許容限界 

建屋及び構築物の設計において，設計飛来物等の衝突による

貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面

剥離が発生しない部材厚（貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ）

と部材の最小厚さを比較することにより行う。さらに，設計荷

重により，発生する変形又は応力が以下の法令，規格，基準，

指針類等に準拠し算定した許容限界を下回る設計とする。 

・建築基準法

・日本工業規格

・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会）

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通

の有無の評価については，貫通が発生しない部材厚（貫通限界

厚さ）と部材の最小厚さを比較することにより行う。設計飛来

物が貫通することを考慮する場合には，設計荷重に対して防護

対策を考慮した上で，系統及び機器に発生する応力が以下の規

格，基準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等に基づく許

3.4. 評価対象施設等の設計方針 

評価対象施設等については，以下の設計方針のとおり，設計

荷重に対してその構造健全性を維持する設計とする。評価対象

施設等以外の竜巻によってその安全機能が損なわれないことを

確認する必要がある施設については，竜巻及びその随伴事象に

対して機能維持する，若しくは，竜巻及びその随伴事象による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保（例えば，

外部電源喪失時における非常用ディーゼル発電機からの受電）

すること，安全上支障のない期間に修復（例えば，気圧差によ

り開放したブローアウトパネルに対する閉止措置）すること等

の対応が可能な設計とすることにより，竜巻によってその安全

機能が損なわれないことを確認する必要がある施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

(1) 許容限界

 建物・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫

通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面

剥離が発生する限界厚さと部材の最小厚さを比較することに

より行う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力

が以下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容

限界を下回る設計とする。 

・建築基準法

・日本産業規格

・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電

気協会）

・震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針（日

本建築防災協会）

・原子力エネルギー協会（NEI）の基準・指針類 等

 系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫

通の有無の評価については，貫通が発生する限界厚さと部材

の最少厚さを比較することにより行う。設計飛来物が貫通す

ることを考慮する場合には，設計荷重に対して防護対策を考

慮した上で，系統及び機器に発生する応力が以下の規格，基

準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等に基づく許容限
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界を下回る設計とする。 

・日本工業規格

・日本機械学会の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電

気協会）等

(2) 屋外設備（建屋含む）

屋外設備は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設

計とし，必要に応じて施設の補強，非常用ディーゼル発電機

燃料移送系防護板の設置等の防護対策を講じる方針とする。 

なお，外殻となる施設等による防護機能が期待できる屋内

設備は，建屋又は構築物による防護により，設計荷重に対し

て安全機能を損なわない方針とする。 

①軽油タンク

軽油タンクは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設

計飛来物（鋼製材，角型鋼管（大），砂利，足場パイプ，鋼製

足場板のことをいう。以下，(2)において同じ。）による衝撃

荷重，軽油タンクに常時作用する荷重，運転時荷重に対して

構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。 

容限界を下回る設計とする。 

・日本工業規格

・日本機械学会の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会）

3.4.2 設計方針 

(1) 屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，安全

機能を損なう可能性がある場合には施設の補強，防護ネット

等の設置又は運用による竜巻防護対策を実施することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，屋内に配置される施設のうち，外殻となる施設等の

防護機能が期待できる施設の内部に配置される施設は，その

防護機能により設計荷重に対して影響を受けない設計とす

る。 

ａ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口は，設計飛来物が衝突により貫

通することを考慮しても，閉塞することがなく，非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）の吸気機能が維持される設計とする。さらに，風

圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

界を下回る設計とする。 

・日本産業規格

・日本機械学会の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電

気協会）等

(2) 屋外施設（建物含む。）

 屋外施設は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設

計とし，必要に応じて施設の補強，竜巻防護ネット，竜巻防

護鋼板の設置等の防護対策を講じる方針とする。 

なお，外殻となる施設による防護機能が期待できる屋内施

設は，建物又は構築物による防護により，設計荷重に対して

安全機能を損なわない方針とする。 

・設置場所及び設計飛来

物の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の設置場所及び設

計飛来物の相違

（1.2(1)及び

3.3.1(3)c.と同じ） 

・設置場所の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2(1)と同じ） 
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ｂ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）室ルーフベントファン

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，設計飛来物

の衝突により貫通することを考慮し，防護ネットの設置等

による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突

を防止し，風圧力による荷重及び気圧差による荷重に対し

て，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計と

する。 

ｃ．中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。） 

中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）は，設計飛

来物の衝突により貫通することを考慮して，防護ネットの

設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物

の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）に常時作用

する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損

なわない設計とする。 

ｄ．残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。） 

残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）は，設計

飛来物の衝突により貫通することを考慮し，防護ネットの

設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物

の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）に常時作

用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を

損なわない設計とする。 

ｅ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）は，

設計飛来物の衝突により貫通することを考慮し，防護ネッ

トの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛

来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

①海水ポンプ（原子炉補機冷却系，高圧炉心スプレイ補機冷

却系）（配管，弁を含む。） 

海水ポンプは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，海

水ポンプに常時作用する荷重，運転時荷重に対して構造健全

性が維持され安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物（鋼製材）に対して竜巻防護ネット，竜

巻防護鋼板の設置等の防護対策を行う。 

なお，竜巻防護ネットを通過する可能性のある設計飛来物

（砂利）の衝突に対して，ポンプ，電動機等の部材を貫通し

ない厚さを確保し，安全機能を損なわない設計とする。 

・設置場所の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2(1)と同じ） 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2(1)と同じ） 
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ーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）

に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安

全機能を損なわない設計とする。 

ｆ．残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，設計飛来物の衝突に

より貫通することを考慮し，防護ネットの設置等による竜

巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，

風圧力による荷重，気圧差による荷重及び残留熱除去系海

水系ストレーナに常時作用する荷重に対して，構造健全性

が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｇ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ストレーナ

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ストレーナは，設計飛来物の衝

突により貫通することを考慮し，防護ネットの設置等によ

る竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防

止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナに常時作用する荷重に対して，

構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｈ．非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，設計飛来物が衝突により貫

通することを考慮しても，閉塞することはなく，非常用ガ

ス処理系排気筒の排気機能が維持される設計とする。さら

に，非常用ガス処理系排気筒は開かれた構造物であり気圧

差荷重も作用しないことから，風圧力による荷重及び非常

用ガス処理系排気筒に常時作用する荷重に対して，構造健

全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｉ．主排気筒 

主排気筒の筒身については，設計飛来物が衝突により貫

通することを考慮しても，閉塞することはなく，主排気筒

の排気機能が維持される設計とする。さらに，主排気筒は

②海水ストレーナ（原子炉補機冷却系，高圧炉心スプレイ補

機冷却系） 

海水ストレーナは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

海水ストレーナに常時作用する荷重，運転時荷重に対して構

造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物に対して竜巻防護鋼板の設置等の防護対

策を行う。 

③排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）

排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）は設計飛来物

（鋼製材）により損傷し，排気筒（非常用ガス処理系用排気

筒を含む。）の安全機能が維持されないことを考慮して，安全

上支障のない期間に補修が可能な設計とするとともに，環境

への放射性物質の異常な放出が発生する可能性がある設計基

準事故に対して，周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスク

抑制する機能を保持できる設計とする。なお，排気筒（非常

用ガス処理系用排気筒を含む。）が損傷し，非常用ガス処理系

が動作不能と判断された場合は，プラントを停止し補修を行

う。 

また，排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。）は，風

圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重に対して，排

・設置場所の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2(1)と同じ） 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（1.2(1)と同じ） 
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②非常用ディーゼル発電機燃料移送系

非常用ディーゼル発電機燃料移送系のポンプ，配管及び弁

は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送系のポンプ，配管及び弁に常時作用する荷

重，運転時荷重に対して構造健全性が維持され安全機能を損

なわない設計とする。 

また，設計飛来物に対して非常用ディーゼル発電機燃料移

送系防護板の設置等の防護対策を行う。 

③原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロー

ル建屋，廃棄物処理建屋

開かれた構造物であり気圧差荷重も作用しないことから，

風圧力による荷重及び主排気筒に常時作用する荷重に対し

て，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計と

する。 

また，設計飛来物の衝突により部材が損傷した場合にお

いても構造健全性が維持され，排気筒全体が倒壊しない設

計とする。 

ｊ．原子炉建屋 

原子炉建屋原子炉棟外壁（5 階及び 6 階部分）の原子炉

気筒全体が倒壊しない設計とする。 

④排気筒モニタ

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の検出

手段として期待している。外部事象を起因として放射性気体

廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象と

しての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のない期間に補修

等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

⑤ディーゼル燃料移送ポンプ（A-非常用ディーゼル発電機系,

高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系）（配管，弁を

含む。） 

  ディーゼル燃料移送ポンプは，風圧力による荷重，気圧差

による荷重，ディーゼル燃料移送ポンプに常時作用している

荷重及び運転時荷重に対して構造健全性が維持され安全機能

を損なうことのない設計とする。 

また，設計飛来物（鋼製材）に対して竜巻防護鋼板（穴あ

き）の設置等の防護対策を行う。 

なお，竜巻防護鋼板（穴あき）を通過する可能性のある設

計飛来物（砂利）の衝突に対しては，設備の配置状況やディ

ーゼル燃料移送ポンプに対する影響を考慮し，安全機能を損

なわない設計とする。 

⑥原子炉建物，タービン建物，制御室建物，廃棄物処理建物，

ディーゼル燃料貯蔵タンク室（A-非常用ディーゼル発電機

系,高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機系），ディー

ゼル燃料貯蔵タンク格納槽（B-非常用ディーゼル発電機系） 

原子炉建物外壁（4階部分）の原子炉建物外側ブローアウ

トパネルについては，設計竜巻による気圧低下による開放及

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（1.2(1)と同じ） 

（東海第二は「1.2.2 

(1)外部事象防護対象

施設等のうち評価対

象施設」で記載） 

・設置場所の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2(1)と同じ） 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2(1)と同じ） 
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原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロー

ル建屋，廃棄物処理建屋は，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び設計飛来物による衝撃荷重，各建屋に常時作用す

る荷重，運転時荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持

されるとともに，屋根，壁，開口部（扉類）の破損により当

該建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び

裏面剥離の発生により当該建屋内の外部事象防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備に関す

る方針は(4)に示す。 

建屋外側ブローアウトパネルについては，設計竜巻による

気圧低下による開放及び設計飛来物の貫通により，原子炉

建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を損なう可能性

があるが，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行う

ことにより，設計飛来物の衝突及び気圧低下による開放後

の開口部からの設計飛来物の侵入を防止する設計とすると

ともに，気圧低下による開放に対しては，設計竜巻と設計

基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，安

全上支障のない期間に補修が可能な設計とすることで，安

全機能を損なわない設計とする。 

また，原子炉建屋は外部事象防護対象施設を内包する建

屋でもあるため，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物の衝撃荷重及び常時作用する荷重に対して，構

造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，壁及び

開口部（扉類）の破損により原子炉建屋内の外部事象防護

対象施設が安全機能を損なわない設計とする。また，設計

飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥離の発生によ

り，原子炉建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損

なわない設計とする。 

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

ｋ．タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋 

タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は，風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重，設計飛来物等の衝撃荷重及

び常時作用する荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維

持されるとともに，屋根，壁及び開口部（扉類）の破損に

より当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損な

び設計飛来物の貫通により，原子炉建物の放射性物質の閉じ

込め機能を損なう可能性があるが，竜巻防護ネットの設置等

による竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突及

び気圧低下による開放後の開口部からの設計飛来物の侵入を

防止する設計とするとともに，気圧低下による開放に対して

は，設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小

さいことから，安全上支障のない期間に補修が可能な設計と

することで，安全機能を損なわない設計とする。 

原子炉建物，タービン建物，制御室建物，廃棄物処理建物，

ディーゼル燃料貯蔵タンク室，ディーゼル燃料貯蔵タンク格

納槽は，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来

物による衝撃荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持さ

れるとともに，屋根，壁，開口部（扉類）の破損により当該

建物等内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び

裏面剥離の発生により当該建物内の外部事象防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

外殻となる施設による防護機能が期待できない施設に関す

る方針は(4)に示す。 

⑦排気筒モニタ室

排気筒モニタ室については，外部事象を起因として放射性

気体廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事

象としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うことで，排気筒モニタの安全機能を損な

わない設計とする。 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はブロー

アウトパネルが開放

した場合の対応を記

載している 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（1.2(1)と同じ） 

（東海第二は「1.2.2 

(1)外部事象防護対象

施設等のうち評価対

象施設」で記載） 
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(3) 外気との接続がある設備

外気との接続がある設備は，設計荷重に対して，安全機能

が維持される設計とし，必要に応じて竜巻防護ネットの設置

等の防護対策を講じる方針とする。 

①非常用ディーゼル発電機吸気系

非常用ディーゼル発電機吸気系は，原子炉建屋に内包され

ていることを考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。

非常用ディーゼル発電機吸気系の建屋開口部は鋼製材，角型

鋼管（大），砂利の影響高さ地上 10m より高いこと，足場パ

イプ，鋼製足場板に対しては竜巻防護ネットの設置等の防護

対策を行うことを考慮すると，設計飛来物による衝撃荷重は

作用しない。 

気圧差による荷重に対して，非常用ディーゼル発電機吸気

系の構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とす

る。 

②非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気区域換気

空調系（非常用ディーゼル発電機非常用送風機含む），中央

制御室換気空調系，コントロール建屋計測制御電源盤区域

換気空調系，海水熱交換器区域換気空調系） 

非常用換気空調系は，各建屋に内包されていることを考慮

すると，風圧力による荷重は作用しない。非常用換気空調系

の地上 10m 以下の建屋開口部には設計飛来物（極小飛来物で

ある砂利を除く。）の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の

わない設計とする。また，設計飛来物等の衝突時において

も，貫通及び裏面剥離の発生により，当該建屋内の外部事

象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

ｌ．軽油貯蔵タンクタンク室 

軽油貯蔵タンクタンク室は，地下埋設されていることを

考慮し，設計飛来物による衝撃荷重に対して，構造健全性

が維持され，軽油貯蔵タンクの安全機能を損なわない設計

とする。 

(2) 屋内の施設で外気と繋がっている施設

設計荷重に対して安全機能が維持される設計とし，安全機

能を損なう可能性がある場合には施設の補強，防護ネットの

設置等の竜巻防護対策を実施することにより，安全機能を損

なわない設計とする。 

ａ．非常用換気空調設備 

非常用換気空調設備は，壁面の補強等の竜巻防護対策を

行う原子炉建屋に内包されていることを考慮すると，風圧

力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しない

ことから，気圧差による荷重及び非常用換気空調設備に常

(3) 外気との接続がある施設

外気との接続がある施設は，設計荷重に対して，安全機能

が維持される設計とし，必要に応じて竜巻防護ネットの設置

等の防護対策を講じる方針とする。 

①空調換気設備（原子炉棟空調換気系，中央制御室換気系，

非常用再循環処理装置，原子炉建物付属棟空調換気系） 

空調換気設備は，各建物に内包されていることを考慮する

と，風圧力による荷重は作用しない。空調換気設備の建物開

口部は竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮

すると，設計飛来物（鋼製材）による衝撃は作用しない。 

・設置状況及び設計飛来

物の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の設置状況及び設

計飛来物の飛散高さ

の設定方法の相違

（ 1.2(1) 及 び

3.3.1(3)c.と同じ） 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高
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防護対策を行うこと，地上 10m より高い建屋開口部には足場

パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等

の防護対策を行うことを考慮すると，砂利を除く設計飛来物

による衝撃荷重は作用しない。なお，砂利による衝撃荷重に

対して，安全機能を損なわない設計とする。 

(4) 外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備

外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備は，

設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に

応じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

①原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備，原

子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料貯

蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁），タービ

ン建屋 海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置

設備，タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 階段室設置設

備等 

原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備，

時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

ｂ．原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部）は，壁面の補強等の竜巻防護対策を行う原子炉

建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷

重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しないことから，

気圧差による荷重及び原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部）に常時作用する荷重に対し

て，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計と

する。 

(3) 外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

設計荷重に対して安全機能が維持される設計とし，安全機

能を損なう可能性がある場合には施設の補強，防護ネットの

設置等の竜巻防護対策を実施することにより，安全機能を損

なわない設計とする。 

ａ．原子炉建屋付属棟 3階中央制御室換気空調設備 

原子炉建屋付属棟 3階中央制御室換気空調設備は，設計

気圧差による荷重に対して，空調換気設備の構造健全性が

維持され安全機能を損なうことのない設計とする。 

なお，設計飛来物（砂利）による衝突に対して，建物開口

部の状況や空調換気設備に対する影響を考慮し，安全機能を

損なわない設計とする。 

②非常用ガス処理系配管

非常用ガス処理系配管は，原子炉建物及びタービン建物に

内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重及び設

計飛来物による衝撃荷重は作用しない。 

気圧差による荷重に対して，非常用ガス処理系配管の構造

健全性が維持され安全機能を損なうことのない設計とする。 

(4) 外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

 外殻となる施設による防護機能が期待できない施設は，設

計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に応

じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

① 原子炉建物1階 原子炉補機冷却水ポンプ・熱交換器・配

管及び弁，原子炉建物2階 原子炉建物付属棟空調換気設

備，原子炉建物4階 原子炉建物天井クレーン，燃料取替

機，燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済

燃料貯蔵ラック，燃料集合体，廃棄物処理建物3階 中央

制御室空調換気設備等 

原子炉補機冷却水ポンプ・熱交換器・配管及び弁，原子炉

さの設定方法の相違

（ 3.3.1(3) c. と 同

じ） 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（3.4.(2)④と同じ） 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 
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タービン建屋海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）

設置設備，タービン建屋海水熱交換器区域 1 階 階段室設

置設備等は，設計飛来物の衝突により，開口部の開放又は

開口部建具の貫通が発生することを考慮し，開口部建具の

補強等の防護対策を行う。 

原子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃

料貯蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁）の区

画の建屋開口部は鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ

地上 10m より高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対して

は竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮す

ると，設計飛来物による衝撃荷重は作用しない。 

飛来物の衝突により，建屋壁面及び開口部建具に貫通が発

生することを考慮し，壁面の補強等の竜巻防護対策を行う

ことにより，原子炉建屋付属棟 3 階中央制御室換気空調設

備への設計飛来物の衝突を防止し，原子炉建屋付属棟 3階

中央制御室換気空調設備の構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

ｂ．原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部）は，設計飛来物の衝突により建屋の壁面等に貫

通が発生することを考慮し，壁面等の補強による竜巻防護

対策を行うことにより，原子炉建屋換気系隔離弁及びダク

ト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）への設計飛来物の衝突を

防止し，原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋

原子炉棟貫通部）の構造健全性が維持され，安全機能を損

なわない設計とする。 

ｃ．非常用電源盤（電気室） 

非常用電源盤（電気室）は，設計飛来物の衝突により原

子炉建屋付属棟 1階電気室扉に貫通が発生することを考慮

し，電気室扉の取替等の竜巻防護対策を行うことにより，

非常用電源盤（電気室）への設計飛来物の衝突を防止し，

非常用電源盤（電気室）の構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

ｄ．原子炉建屋原子炉棟 6階設置設備 

原子炉建屋原子炉棟 6階設置設備は，設計竜巻による気

圧低下により原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放さ

れることを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対

建物付属棟空調換気設備，原子炉建物天井クレーン，燃料取

替機，燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃

料貯蔵ラック，燃料集合体，中央制御室空調換気設備等は，

設計飛来物の衝突により，開口部の開放又は開口部建具の貫

通が発生することを考慮し，竜巻防護ネットの設置等による

竜巻防護対策を行うことにより，原子炉補機冷却水ポンプ・

熱交換器・配管及び弁，原子炉建物付属棟空調換気設備，原

子炉建物天井クレーン，燃料取替機，燃料プール，燃料プー

ル冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，燃料集合体，

中央制御室空調換気設備等への設計飛来物の衝突を防止し，

原子炉補機冷却水ポンプ・熱交換器・配管及び弁，原子炉建

物付属棟空調換気設備，原子炉建物天井クレーン，燃料取替

機，燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料

貯蔵ラック，燃料集合体，中央制御室空調換気設備等の構造

健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

・竜巻防護対策の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，竜巻防護

対策として壁面の補強

をする箇所はない 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さの設定方法の相違

（3.3.1(3)c.と同じ） 

・設置場所の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2（1）と同じ） 

・設置場所の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違

（1.2（1）と同じ） 

・設置場所の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設の設置場所の相違
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策を行うことにより，当該設備への設計飛来物の衝突を防

止する。 

さらに，原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は構造的に風

圧力による影響を受けないことから，当該設備の構造健全

性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｅ．燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン 

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンは，設計竜巻に

よる気圧低下により設備が配置される区画の原子炉建屋外

側ブローアウトパネルが開放されることを考慮し，防護ネ

ットの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計

飛来物の衝突を防止するとともに，竜巻の襲来が予想され

る場合には，燃料取扱作業を中止し，使用済燃料プール及

び燃料プール冷却浄化系真空破壊弁に影響を及ぼさない待

機位置への退避措置を行う運用により，原子炉建屋外側ブ

ローアウトパネル開放状態においても，燃料交換機及び原

子炉建屋天井クレーンの安全機能を損なうことなく，また，

転落によって近傍の外部事象防護対象施設へ波及的影響を

及ぼさない設計とする。 

ｆ．非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備 

原子炉建屋内の非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再

循環系設備は，設計竜巻による気圧低下により設備が配置

される区画の原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放さ

れることを考慮し，原子炉建屋外側ブローアウトパネルの

撤去及び開口部の閉止による竜巻防護対策を行うことによ

り，非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備の

安全機能を損なわない設計とする。 

ｇ．使用済燃料乾式貯蔵容器 

使用済燃料乾式貯蔵容器は，使用済燃料乾式貯蔵建屋に

内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重及び

気圧差荷重は作用しない。 

さらに，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，

設計飛来物等の衝突により貫通が発生することを考慮し，

防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物等の衝突を防止し，使用済燃料乾式貯蔵容

器の構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計と

する。 

（1.2（1）と同じ） 

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 

・設置場所の相違

【東海第二】 

屋内の外部事象防護

対象施設の設置場所

の相違 
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(5) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価

対象施設

設計荷重に対する当該施設の健全性評価を行い，必要に応

じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

①主排気筒，5 号炉主排気筒

主排気筒は，設置高さが地上 10m より高いことを考慮する

と，鋼製材，角型鋼管（大），砂利による衝撃荷重は作用しな

い。また，足場パイプ，鋼製足場板による衝撃荷重及び風圧

力による荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ

波及的影響を及ぼさない設計とする。 

5 号炉主排気筒は，風圧力による荷重及び設計飛来物によ

る衝撃荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ波

及的影響を及ぼさない設計とする。 

②5 号炉タービン建屋，サービス建屋

5 号炉タービン建屋及びサービス建屋は，風圧力による荷

重，気圧差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重に対して，

倒壊により外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない

設計とする。 

ｈ．使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料乾

式貯蔵建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力に

よる荷重及び気圧差荷重は作用しない。 

さらに，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，

設計飛来物等の衝突により，貫通が発生することを考慮し，

防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物等の衝突を防止するとともに，竜巻の襲来

が予想される場合には，燃料取扱作業を中止し，使用済燃

料乾式貯蔵容器に影響を及ぼさない待機位置への退避措置

を行う運用により，使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

の安全機能を損なうことなく，また，転落によって近傍の

外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

(4) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

設計荷重に対して，当該施設の構造健全性を確保するこ

と，設計上の要求を維持すること又は安全上支障のない期間

での取替え，補修が可能なことにより，外部事象防護対象施

設等の安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．サービス建屋 

サービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重

に対して，倒壊により外部事象防護対象施設等へ波及的影

響を及ぼさない設計とする。 

(5) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設

設計荷重に対する当該施設の健全性評価を行い，必要に応

じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。 

①1号炉排気筒

1号炉排気筒は，風圧力による荷重及び設計飛来物による衝

撃荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設に波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

②1号炉原子炉建物，1号炉タービン建物，1号炉廃棄物処理

建物，排気筒モニタ室 

1号炉原子炉建物，1号炉タービン建物，1号炉廃棄物処理建

物及び排気筒モニタ室は，風圧力による荷重，気圧差による

荷重，設計飛来物による衝撃荷重に対して，倒壊により外部

・抽出対象及び設計飛来

物の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（3.4.(2)④と同じ） 

設計飛来物の飛散高

さの設定方法の相違

（3.3.1(3)c.と同じ） 

・設置場所及び抽出対象

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施
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③原子炉建屋天井クレーン，燃料交換機

原子炉建屋天井クレーン，燃料交換機を内包する原子炉建

屋の開口部は，鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ地上

10m より高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対しては竜巻

防護ネットの設置等の防護対策を行うことにより，倒壊によ

り外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

④非常用ディーゼル発電機排気管，非常用ディーゼル発電機

排気消音器，ミスト管 

非常用ディーゼル発電機排気管，非常用ディーゼル発電機

排気消音器，ミスト管は，設置高さが地上 10m より高いこと

を考慮すると，鋼製材，角型鋼管（大），砂利による衝撃荷重

ｂ．海水ポンプエリア防護壁 

海水ポンプエリア防護壁は，風圧力による荷重，気圧差

による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時

作用する荷重に対して補強等を行うことで，倒壊により外

部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

ｃ．鋼製防護壁 

鋼製防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重

に対して，倒壊により外部事象防護対象施設等へ波及的影

響を及ぼさない設計とする。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）排気消音器

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）排気消音器は，設計飛来物の衝突によ

り貫通することを考慮しても，非常用ディーゼル発電機（高

事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

③排気管（非常用ディーゼル発電機の付属施設），排気消音器

（非常用ディーゼル発電機の付属施設），ベント管（ディー

ゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク及び潤滑

油サンプタンクの付属施設） 

排気管（非常用ディーゼル発電機の付属施設），排気消音器

（非常用ディーゼル発電機の付属施設），ベント管（ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク及び潤滑油サ

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の設置

場所及び外部事象防

護対象施設の抽出対

象の相違（3.4.(2)④

と同じ） 

・抽出対象及び設計飛来

物の相違 

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設の抽出対象の相違

（1.2(1)と同じ） 

設計飛来物の飛散高

さの設定方法の相違

（3.3.1(3)c.と同じ） 

・設備の相違

 【東海第二】 

島根２号炉は竜巻防護

対策設備と兼用となっ

ているため対象施設と

していない 

・設備の相違

 【東海第二】 

島根２号炉に鋼製防護

壁は無い 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 
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は作用しない。足場パイプ，鋼製足場板の衝突による損傷を

考慮して，安全上支障のない期間での補修が可能な設計とす

ることにより，非常用ディーゼル発電機に波及的影響を及ぼ

さない設計とする。また，風圧力による荷重及び気圧差によ

る荷重に対して，構造健全性が維持され安全機能を損なわな

い設計とする。 

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

が閉塞することがなく，ディーゼル発電機の機能が維持さ

れる設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器が

風圧力による荷重，気圧差による荷重及び自重等の常時作

用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損

なわない設計とし，外部事象防護対象施設である非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）に機能的影響を及ぼさない設計とする。 

ｅ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管は，設計

飛来物の衝突により貫通することを考慮しても，非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）付属排気配管及びベント配管が閉塞することがな

く，ディーゼル発電機の機能が維持される設計とする。さ

らに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管が風

圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

付属排気配管及びベント配管に常時作用する荷重に対し

て，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とし，

外部事象防護対象施設である非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に機能的影

響を及ぼさない設計とする。 

ｆ．残留熱除去系海水系配管（放出側） 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計飛来物の衝

突により貫通することを考慮しても，残留熱除去系海水系

配管（放出側）が閉塞することがなく，残留熱除去系海水

系ポンプの機能等が維持される設計とする。さらに，残留

熱除去系海水系配管（放出側）が風圧力による荷重，気圧

差による荷重及び残留熱除去系海水系配管（放出側）に常

時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全機能

ンプタンクの付属施設）は，設計飛来物である鋼製材の衝突

を考慮して，安全上支障のない期間での補修が可能な設計と

することにより，非常用ディーゼル発電機に波及的影響を及

ぼさない設計とする。また，風圧力による荷重及び気圧差に

よる荷重に対して，構造健全性を維持し安全機能を損なわな

い設計とする。 

設計飛来物の飛散高

さの設定方法の相違

（3.3.1(3)c.と同じ） 

・設置状況の相違

【東海第二】 

島根２号炉は海水系

配管（放出側）は地上

部にない 
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⑤竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能喪

失させる可能性がある施設（溢水により外部事象防護対象施

設の機能を喪失させる可能性のある設備，火災発生により外

部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある設備，

外部電源） 

竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能を

喪失させる可能性がある施設の設計方針は，3.5 に記載する。 

3.5. 竜巻随伴事象に対する評価 

竜巻随伴事象は，過去の竜巻被害状況及び柏崎刈羽原子力発

電所のプラント配置から，想定される事象として，火災，溢水

及び外部電源喪失を抽出し，事象が発生した場合の影響評価を

行い外部事象防護対象施設が安全機能を損なわれないことを確

認した。【添付資料 3.4】 

を損なわない設計とし，外部事象防護対象施設である残留

熱除去系海水系ポンプ等に機能的影響を及ぼさない設計と

する。 

ｇ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水配管（放出側）

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水配管（放出側）は，設計飛来物

の衝突により貫通することを考慮しても，非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水配管（放出側）が閉塞することがなく，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプの機能等が維持される設計とする。さ

らに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）が風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

配管（放出側）に常時作用する荷重に対して，構造健全性

を維持し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防護

対象施設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ等に機能的

影響を及ぼさない設計とする。 

3.5 竜巻随伴事象に対する評価 

竜巻随伴事象として，過去の竜巻被害事例及び発電所の施設

の配置から想定される以下の事象を抽出し，外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわないことを確認した。【添付資料 11】 

3.5 竜巻随伴事象に対する評価 

竜巻随伴事象は，過去の竜巻被害の状況及び島根原子力発電

所のプラント配置から想定される事象として，火災，溢水及び

外部電源喪失を抽出し，事象が発生した場合の影響評価を行い

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわれないことを確認し

た。なお，抽出した事象のうち，島根原子力発電所における溢

・設置状況の相違

【東海第二】 

島根２号炉は海水系

配管（放出側）は地上

部にない 

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

外部事象防護対象施

設に波及的影響を及

ぼし得る施設の抽出

観点の相違（1.2(2)

と同じ） 

・記載場所の相違
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(1) 火災

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の

発火性又は引火性物質を内包する機器，屋外の危険物タンク等

に飛来物が衝突する場合の火災が想定される。 

建屋内については，外部事象防護対象施設を設置している区

画の開口部が，地上高 10m より高い場合には，設計飛来物のう

ち足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設

置等の防護対策を行うこと，地上 10m 以下の場合には設計飛来

物の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこ

とから，飛来物が侵入することはない。 

建屋外については，屋外にある危険物タンク等からの火災が

ある。火災源と外部事象防護対象施設の位置関係を踏まえて外

部火災影響評価において，航空機墜落や敷地内の危険物タンク

火災が発生した場合においても，安全上重要な設備が収納され

ている原子炉建屋，コントロール建屋や屋外安全系機器に影響

を及ぼさないことを確認している。 

以上より，竜巻による火災により外部事象防護対象施設の安

全機能に影響を与えることはない。 

(2) 溢水

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の

溢水源に衝突する場合，屋外タンクに飛来物が衝突する場合の

溢水が想定される。 

建屋内については，外部事象防護対象施設を設置している区

画の開口部が，地上高 10m より高い場合には，設計飛来物のう

ち足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設

置等の防護対策を行うこと，地上 10m 以下の場合には設計飛来

物の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこ

(1) 火災

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近

の発火性又は引火性物質を内包する機器，屋外の危険物貯蔵

施設及び変圧器に飛来物が衝突する場合の火災が想定され

る。 

建屋内については，飛来物が侵入する場合でも，飛来物衝

突位置となる開口部付近に，発電用原子炉施設の安全機能を

損なう可能性を有する発火性又は引火性物質を内包する機器

が配置されておらず，また，外部事象防護対象施設を設置し

ている区画の開口部には防護ネット設置等の竜巻防護対策を

行うことを考慮すると設計飛来物が到達することはないこと

から，設計竜巻により建屋内に火災が発生することはなく，

建屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

建屋外については，設計竜巻による発電所敷地内の屋外に

ある危険物貯蔵施設等の火災があるが，外部事象防護対象施

設は外部火災評価における発電所敷地内の危険物貯蔵施設及

び変圧器の火災影響評価に包含されることから，外部火災評

価と同様であり，外部事象防護対象施設の安全機能を損なう

ことのないことを確認している。なお，建屋外の火災につい

ては，竜巻通過後，速やかに消火活動を行う運用により対応

する。 

以上により，竜巻による火災により外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

(2) 溢水

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近

の溢水源に衝突する場合，液体を貯蔵する屋外タンク及び貯

槽類に飛来物が衝突する場合の溢水が想定される。 

外部事象防護対象施設を内包する建屋内については，飛来

物が侵入する場合でも，飛来物衝突位置となる開口部付近に，

外部事象防護対象施設の安全機能を損なう可能性を有する溢

水源が配置されておらず，また，外部事象防護対象施設を設

置している区画の開口部には防護ネット設置等の竜巻防護対

水評価・火災評価で抽出した主な評価対象施設の配置を図 3.5.1

示す。 

(1) 火災

 竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建物開口部付近の

発火性又は引火性物質を内包する機器，屋外の危険物タンク等

に飛来物が衝突する場合の火災が想定される。 

建物内については，飛来物が侵入する場合でも，飛来物衝突

位置となる開口部付近に，発電用原子炉施設の安全機能を損な

う可能性を有する発火性又は引火性物質を内包する機器が配置

されておらず，また，外部事象防護対象施設を設置している区

画の開口部には竜巻防護ネット設置等の竜巻防護対策を行うこ

とを考慮すると設計飛来物が到達することはないことから，設

計竜巻により建物内に火災が発生することはなく，建物の外部

事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

建物外については，屋外にある危険物タンク等からの火災が

ある。火災源と外部事象防護対象施設の位置関係を踏まえた外

部火災影響評価において，航空機墜落や敷地内の危険物タンク

火災が発生した場合においても，安全上重要な設備が収納され

ている原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建

物や屋外安全系機器に影響を及ぼさないことを確認している。 

  以上より，竜巻による火災により外部事象防護対象施設の安

全機能に影響を与えることはない。 

(2) 溢水

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建物開口部付近の

溢水源に衝突する場合，屋外タンク等に飛来物が衝突する場合

の溢水が想定される。 

外部事象防護対象施設を内包する建物内については，飛来物

が侵入する場合でも，飛来物衝突位置となる開口部付近に，発

電用原子炉施設の安全機能を損なう可能性を有する溢水源が配

置されておらず，また，外部事象防護対象施設を設置している

区画の開口部には竜巻防護ネット設置等の竜巻防護対策を行う

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は火災事

象及び溢水事象が発

生する可能性がある

施設の抽出結果を

3.5に示している 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さの設定方法の相違

（3.3.1(3)c.と同じ） 

・設計飛来物の相違

【柏崎 6/7】 

設計飛来物の飛散高

さの設定方法の相違

（3.3.1(3)c.と同じ） 
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とから，飛来物が侵入することはない。 

内部溢水影響評価において，地震時の屋外タンクの破損を想

定し，原子炉建屋やコントロール建屋の水密扉や建屋隙間部の

止水措置等により，地震起因の溢水が安全系機器に影響を及ぼ

さないことを確認している。 

竜巻による飛来物で屋外タンク等が損傷して発生する溢水に

対しては，上記に包絡されることから，外部事象防護対象施設

の安全機能維持に影響を与えることはない。 

以上より，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設の安

全機能に影響を与えることはない。 

(3) 外部電源喪失

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト

等の影響により外部電源喪失が発生する場合については，設計

竜巻に対して非常用ディーゼル発電機の構造健全性を維持する

ことにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

策を行うことを考慮すると，設計飛来物が到達することはな

いことから，設計竜巻により建屋内に溢水が発生することは

なく，建屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわな

いことを確認している。 

建屋外については，設計竜巻による飛来物の衝突による屋

外タンク等の破損に伴う溢水があるが，溢水評価における屋

外タンク等の評価に包絡されるため，外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわないことを確認している。 

以上により，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

(3) 外部電源喪失

設計竜巻と同時に発生する雷等により外部電源が喪失した

場合でも，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）は原子炉建屋内に収納しており，

外殻機能が期待できることから，設計竜巻による風圧力によ

る荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重に

よる影響はないため，竜巻による外部電源喪失により，外部

事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

なお，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）の付属設備について，安全機能を損

なわないことを以下のとおり確認している。 

・吸排気については外気と繋がっているが，竜巻襲来時の

短時間での圧力差による影響はない。 

・排気消音器出口に風圧力による荷重が作用して消音器内

に大気が逆流した場合において，排気が阻害され系統内

が閉塞気味になり，排気ガス温度が徐々に上昇し，許容

限界温度（通常運転時の約 420℃を大幅に超える温度）と

なり出力制限となることが予想されるが，竜巻は長期間

停滞することなく数秒～10数秒のオーダーで通過するた

め，この程度であれば排気ガス温度の急激な上昇はなく

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）運転に支障を来すことはない。

ことを考慮すると，設計飛来物が到達することはないことから，

設計竜巻により建物内に溢水が発生することはなく，建物内の

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないことを確認して

いる。 

内部溢水影響評価において，地震時の屋外タンク等の破損を

想定し，原子炉建物や廃棄物処理建物等の開口部の下端高さは，

最大溢水水位より高い位置にあることにより，地震起因の溢水

が安全系機器に影響を及ぼさないことを確認している。 

竜巻による飛来物で屋外タンク等が損傷して発生する溢水に

対しては，上記に包絡されることから，外部事象防護対象施設

の安全機能維持に影響を与えることはない。 

以上より，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設の安

全機能に影響を与えることはない。 

(3) 外部電源喪失

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト

等の影響により外部電源喪失が発生する場合については，設計

竜巻に対して非常用ディーゼル発電機の構造健全性を維持する

ことにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

・溢水影響評価内容の相

違 

【柏崎 6/7】 

新たな基準地震動 Ss

で輪谷貯水槽（東側）

のスロッシング溢水

量を評価 
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図 3.5.1 火災事象及び溢水事象が発生する可能性がある

施設の配置図 

・記載場所及び設備の配

置状況の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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まとめ資料比較表 〔第 6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料1.1 

1.1 重大事故等対処施設に対する考慮について 

第43条の要求を踏まえ，設計竜巻によって，設計基準対象施設

の安全機能と重大事故等対処設備の機能が同時に損なわれること

がないことを確認するとともに，重大事故等対処設備の安全機能

が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外殻と

なる建屋による防護に期待できる代替手段等により必要な安全機

能を維持できることを確認する。 

重大事故等対処設備の機能維持は，以下の方針に従い評価を実

施する。 

(1) 重大事故防止設備は，竜巻によって，対応する設計基準対象

施設の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれのないこと 

(2) 重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備

は，代替設備若しくは安全上支障のない期間内での復旧により機

能維持可能であること 

(3) 竜巻が発生した場合においても，重大事故等対処設備により

プラント安全性に関する主要な機能（未臨界移行機能，燃料冷却

機能，格納容器除熱機能，使用済燃料プール注水機能）が維持で

きること（竜巻により重大事故等対処設備と設計基準対象施設の

機能が同時に損なわれることはないが，安全上支障のない期間内

での復旧により機能維持可能であることを確認する） 

評価フローを図1.1.1，評価結果を表1.1.1に示す。また，図1.1.2

に竜巻襲来時における重大事故等対処設備と代替手段の3点での

位置的分散による安全機能維持の例（低圧代替注水系の場合）を

示す。 

表1.1.1より，設計竜巻によって，重大事故等対処施設の安全機

能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外殻

となる建屋による防護に期待できる代替手段等により必要な安全

機能を維持できることを確認した。 

添付資料 1.1 

1.1 重大事故等対処設備に対する考慮について 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」及びその解釈において，自然現象が発生した場合

における「外部からの衝撃による損傷の防止」（第６条）及び「重

大事故等対処設備」（第 43条）として次頁の表 1.1.1 のような記載

があり，竜巻発生時の考慮について整理した。 

安全重要度クラス 1，クラス 2及び安全評価上その機能に期待す

るクラス 3に属する施設を外部事象防護対象施設として選定し，竜

巻が発生した場合でも外部事象防護対象施設の安全機能を損なわ

ないことを確認しているため，竜巻を起因として重大事故等が発生

する可能性は小さい。 

配置についても，常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対

処設備は 100m 以上の離隔距離をとって，離れた２ヶ所に分散配置

しているため，仮に竜巻の影響を受けたとしても同時に被害を受け

る可能性は小さい。 

また，設計竜巻（VD=92m/s）の発生頻度が小さい（1.56×10-7/

年程度）ため，竜巻と重大事故等が同時に発生する可能性は小さい。 

これらを踏まえ，図 1.1.1のフローに従い，重大事故等対処設備

については、竜巻により重大事故等対処設備が，対応する設計基準

事故対処設備と同時に機能を損なわないこと，または，竜巻により

重大事故等対処設備が損傷した場合においても代替設備や補修等

により安全機能を維持できることを確認した。確認結果を表 1.1.2

に示す。また，図 1.1.2に竜巻襲来時における重大事故等対処設備

と代替手段の３点での位置的分散による安全機能維持の例（低圧原

子炉代替注水系の場合）を示す。 

プラントの運転については，保安規定に従って重大事故等対処設

備を含むプラント設備について問題ないことを確認して行うこと

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は重大事故

等対処設備に対する考

慮について記載 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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としている。また，竜巻は短時間に通過し，被害範囲は一部に限定

されるため，仮に竜巻により重大事故等対処設備が損傷した場合に

は，補修等を実施するとともに，保安規定の運転上の制限に従い，

プラント停止等の対応を行うことにより，プラントの安全性は維持

できる。 

表 1.1.1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則及びその解釈に対する竜巻の考慮について 

・記載の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は 6条と 43

条に対して竜巻に対す

る考慮を記載 
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図 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価フロー 

図 1.1.1 竜巻による影響を考慮するＳＡ設備評価フロー 

重大事故等対処設備 

防止設備 防止設備以外 

竜巻に対し 

機能維持可能※１ 

竜巻に対し 

機能維持可能※１ 

 
対応する DB 設備

が竜巻に対し機能

維持可能※１ 

Yes 

Yes 

No 

対策 

No 

Yes 

No 

代替設備による機能

維持や安全上支障の

ない期間での修復等

による対応が可能で

あることを確認 

※１：屋内設備については，当該設備を内包する建物（原子炉建物，タービン建物，制御室建物，

廃棄物処理建物等）の影響評価を実施し，安全機能が維持されるかを確認。 

※２：竜巻により重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備が同時に損なわれることはないが，

安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能であることを確認。

評価完了 

（影響のないことを確認） 

 
重大事故等対処設備での未臨界移行，

燃料冷却，格納容器除熱，SFP 注水が

可能か※2 

Yes 

No 

対策 
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図1.1.2 竜巻襲来時における代替手段による安全機能維持の例 

（低圧代替注水系の場合） 

図 1.1.2 竜巻襲来時における代替手段による安全機能維持の例 

（低圧原子炉代替注水系の場合） 

低圧原子炉代替注水系（可搬）〔大量送水車〕

⇒第三保管エリアとの位置的分散が図られてい

るため，安全機能は維持される。

第２保管エリア

低圧原子炉代替注水系（可搬）〔大量送水車〕

⇒竜巻により機能喪失する可能性がある。

第３保管エリア

残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系

⇒頑健性のある外殻となる建物により防

護されるため，安全機能は維持される。

２号機原子炉建物

低圧原子炉代替注水系（常設）

⇒頑健性のある外殻となる建物により防

護されるため，安全機能は維持される。

低圧原子炉代替注水槽
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表 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(1/5) 表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(1/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 
設置 

場所 

竜巻 

評 

価 

防

護

方

法 

第 37 条 

重大事故等の拡大防止

等 

－ － － － － － 

第 38 条 

重大事故等対処施設の

地盤 

－ － － － － － 

第 39 条 

地震による損傷の防止 
－ － － － － － 

第 40 条 

津波による損傷の防止 
－ － － － － － 

第 41 条 

火災による損傷の防止 
－ － － － － － 

第 42 条 

特定重大事故等対処設

備 

特定重大事故等対処施設 

→申請対象外 － － 

第 43 条 

重大事故等対処設備 

アクセスルート

確保

ホイールローダ
防止でも緩

和でもない

設備 

可搬型設

備保管場

所 

（屋外） 

〇 

分

散

配

置 

第 44 条 

緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にする

ための設備 

代替制御棒挿入機能

による制御棒緊急挿

入 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿

入機能） 

防止設備 
R/B 

C/B 
〇 

建

物

内 

制御棒 

制御棒駆動機構 

（水圧駆動） 

制御棒駆動水圧系 

水圧制御ユニット 

制御棒駆動水圧系配管・弁

［流路］ 

代替原子炉再循環ポ

ンプ停止による原子

炉出力抑制

ATWS 緩和設備（代替原子炉再

循環ポンプトリップ機能） 防止設備 C/B 〇 

建

物

内 

ほう酸水注入 ほう酸水注入ポンプ 

防止設備 

・緩和設備
R/B 〇 

建

物

内 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁

［流路］ 

差圧検出・ほう酸水注入系配

管（原子炉圧力容器内部）［流

路］ 

原子炉圧力容器 

[注入先] 
→その他の設備に記載 － － 

出力急上昇の防止 自動減圧起動阻止 

スイッチ
→46 条に記載 － － 

代替自動減圧起動阻止スイ

ッチ 

・防護方法の相違

【柏崎 6/7】 

設備の配置の違いによ

る防護方法の相違 
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表 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(2/5） 表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(2/30) 

 設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 45 条 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するた

めの設備

高圧原子炉代替注

水系による原子炉

の冷却 

高圧原子炉代替注水

ポンプ 

防止設備 

・緩和設備
R/B 〇 建物内 

高圧原子炉代替注水

系（蒸気系） 配管・

弁［流路］ 

主蒸気系 配管［流

路］ 

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系） 配管・

弁［流路］ 

高圧原子炉代替注水

系（注水系） 配管・

弁［流路］ 

残留熱除去系  配

管・弁・ストレーナ

［流路］ 

原子炉隔離時冷却系

（注水系） 配管・

弁［流路］ 

原子炉浄化系 配管

［流路］ 

給水系 配管・弁・

スパージャ［流路］

サプレッション・チ

ェンバ[水源] 
→56 条に記載 － － 

原子炉圧力容器［注

水先］ 
→その他設備に記載 － － 

原子炉隔離時冷却

系による原子炉の

冷却 

原子炉隔離時冷却ポ

ンプ 

防止設備 

（設計基準

拡張） 

R/B 〇 建物内 

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系） 配管・

弁[流路] 

主蒸気系 配管 

[流路] 

原子炉隔離時冷却系

（注水系） 配管・

弁・ストレーナ [流

路] 

原子炉浄化系 配管 

[流路] 

給水系 配管・弁・

スパージャ[流路] 

サプレッション・チ

ェンバ[水源] 

→56 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

原子炉圧力容器[注水

先] 

→その他設備に記載

（うち，防止設備）
－ － 
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表 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(3/5) 表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(3/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 45 条 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設

備

高圧炉心スプレイ系に

よる原子炉の冷却 

高圧炉心スプレイポン

プ 防止設備 

（設計基

準拡張） 

R/B 〇 建物内 高圧炉心スプレイ系 

配管・弁・ストレーナ・

スパージャ[流路]

サプレッション・チェ

ンバ[水源]

→56 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

原子炉圧力容器 

[注水先] 

→その他設備に記載

（うち，防止設備）
－ － 

ほう酸水注入系による

進展抑制 

ほう酸水注入系 →44 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

第 46 条 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための

設備

逃がし安全弁 逃がし安全弁[操作対

象弁] 

防止設備 

・緩和設備 
R/B 〇 建物内 

逃がし安全弁 

逃がし弁機能用アキュ

ムレータ

主蒸気系 配管・クエ

ンチャ[流路]

原子炉減圧の自動化 代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能） 

防止設備 

C/B 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 
自動減圧起動阻止スイ

ッチ 

代替自動減圧起動阻止

スイッチ

可搬型直流電源による

減圧 

可搬型直流電源設備 →57 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

SRV用電源切替盤 
防止設備 

R/B 

Rw/B 
〇 建物内 

主蒸気逃がし安全弁用

蓄電池による減圧 

主蒸気逃がし安全弁用

蓄電池（補助盤室） 
防止設備 Rw/B 〇 建物内 

逃がし安全弁窒素ガス

供給設備による作動窒

素ガス確保 

逃がし安全弁用窒素ガ

スボンベ

防止設備 R/B 〇 建物内 

逃がし安全弁窒素ガス

供給系 

配管・弁[流路] 

逃がし安全弁 

逃がし弁機能用アキュ

ムレータ[流路]

インターフェイスシス

テム LOCA 隔離弁

残留熱除去系注水弁 防止設備

（設計基

準拡張） 

R/B 〇 建物内 

原子炉建物ブローアウ

トパネル

原子炉建物ブローアウ

トパネル

防止設備 屋外 〇 

竜巻防護

対策によ

り安全機

能が損な

われない

ことを確

認 
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表 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(4/5） 表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(4/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 47 条 

原子炉冷却

材圧力バウン

ダリ低圧時に

発電用原子炉

を冷却するた

めの設備 

低圧原子炉代替

注水系（常設）に

よる原子炉の冷

却 

低圧原子炉代替

注水ポンプ 
防止設備 

・緩和設備

低圧原子炉代

替注水ポンプ

格納槽 

〇 建物内 

低圧原子炉代替

注水系 配管・弁

[流路] 
防止設備 

・緩和設備

低圧原子炉代

替注水ポンプ

格納槽 

R/B 

〇 建物内 

残 留 熱 除 去 系 

配管・弁[流路] 

低圧原子炉代替

注水槽[水源] 
→56 条に記載 － － 

原子炉圧力容器 

[注水先] 
→その他設備に記載 － － 

低圧原子炉代替

注水系（可搬型）

による原子炉の

冷却 

大量送水車 

防止設備 

・緩和設備

可搬型設備保

管場所（屋外） 
〇 

分散配置及び代

替設備（低圧原子

炉代替注水系（常

設）） 

低圧原子炉代替

注水系 配管・弁

[流路] 
防止設備 

・緩和設備
R/B 〇 建物内 

残 留 熱 除 去 系 

配管・弁[流路] 

ホース・接続口

[流路] 防止設備 

・緩和設備
屋外 〇 

分散配置及び代

替設備（低圧原子

炉代替注水系（常

設）） 

輪谷貯水槽（西

１）[水源] 
→56 条に記載 － － 

輪谷貯水槽（西

２）[水源] 

原子炉圧力容器 

［注水先］ 
→その他設備に記載 － － 

低圧炉心スプレ

イ系

低圧炉心スプレ

イポンプ

防止設備（設

計基準拡張） 
R/B 〇 建物内 

低圧炉心スプレ

イ系 配管・弁・

ストレーナ・スパ

ージャ[流路]

サ プ レ ッ シ ョ

ン・チェンバ[水

源]

→56 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

原子炉圧力容器

[注水先] 

→その他設備に記載

（うち，防止設備）
－ － 

低圧注水 残留熱除去ポン

プ 
防止設備（設

計基準拡張） 
R/B 〇 建物内 残 留 熱 除 去 系 

配管・弁・ストレ

ーナ[流路] 

サ プ レ ッ シ ョ

ン・チェンバ[水

源]

→56 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

原子炉圧力容器

[注水先] 

→その他設備に記載（うち，防止

設備） 
－ － 
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表 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(5/5) 表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(5/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 47 条 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するた

めの設備

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モー

ド） 

残留熱除去ポンプ 

防止設備（設

計基準拡張） 
R/B 〇 建物内 

残留熱除去系熱交換

器 

残留熱除去系  配

管・弁・ジェットポ

ンプ [流路] 

原子炉再循環系配管

[流路] 

原子炉圧力容器 [注

水先] 

→その他設備に記載（うち，

防止設備） 
－ － 

原子炉補機冷却系

（区分Ⅰ，Ⅱ） 

原子炉補機冷却水ポ

ンプ 

→48 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

原子炉補機海水ポン

プ 

原子炉補機冷却系熱

交換器 

原子炉補機冷却系 

サージタンク[流路] 

原子炉補機冷却系 

配管・弁・海水スト

レーナ[流路] 

非常用取水設備 取水口 

→その他設備に記載 － － 取水管 

取水槽 

低圧原子炉代替注水

系（常設）による残

存溶融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水

系（常設） 

低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉の冷却に記

載（うち，緩和設備） 

－ － 

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による

残存溶融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水

系（可搬型） 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉の冷却に記

載（うち，緩和設備） 

－ － 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(6/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 48 条 

最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備 

原子炉補機代替冷却

系による除熱 

移動式代替熱交換設

備 

防止設備 

可搬型設

備保管場

所（屋外） 

〇 

分散配置

及び代替

設備（原子

炉補機冷

却系） 

大型送水ポンプ車 

原 子 炉 補 機 冷 却系 

配管・弁[流路] 

防止設備 R/B 〇 建物内 
原子炉補機冷却系サ

ージタンク [流路] 

残留熱除去系熱交換

器[流路] 

ホース・接続口[流路]

防止設備 屋外 〇 

分散配置

及び代替

設備（原子

炉補機冷

却系） 

取水口 
→その他設備に記載

（うち，防止設備）
－ － 取水管 

取水槽 

格納容器フィルタベ

ント系による原子炉

格納容器内の減圧及

び徐熱

第１ベントフィルタ

スクラバ容器

→50 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

格納容器フィルタベ

ント系 配管・弁 [流

路]

窒素ガス制御系 配

管・弁[流路] 

非 常 用 ガ ス 処 理系 

配管・弁[流路] 

可搬式窒素供給装置 

→52 条に記載 － － ホース・接続口

［流路］

原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ，

真空破壊装置を含む）

[排出元]

→その他設備に記載

（うち，防止設備）
－ － 

原子炉停止時冷却 残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード） 

→47 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

サプレッション・プー

ル冷却

残留熱除去系（サプレ

ッション・プール水冷

却モード） 

→49 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(7/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 48 条 

最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備 

原子炉補機冷却系（区

分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ） 

原子炉補機冷却水ポ

ンプ 
防止設備

（設計基

準拡張） 

R/B 〇 建物内 
原子炉補機冷却系熱

交換器 

原子炉補機冷却系サ

ージタンク [流路] 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

配管・弁・海水ストレ

ーナ [流路] 防止設備

（設計基

準拡張） 

R/B 

T/B 

屋外 

〇 

竜巻防護

対策によ

り安全機

能が損な

われない

ことを確

認 

原子炉補機海水ポン

プ 

防止設備

（設計基

準拡張） 

屋外 〇 

竜巻防護

対策によ

り安全機

能が損な

われない

ことを確

認 

高圧炉心スプレイ補

機冷却水ポンプ 

防止設備 

（設計基

準拡張） 

R/B 〇 建物内 

高圧炉心スプレイ補

機冷却系熱交換器 

高圧炉心スプレイ補

機冷却系サージタン

ク[流路] 

高圧炉心スプレイ補

機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ[流路] 防止設備

（設計基

準拡張） 

R/B 

T/B 

屋外 

〇 

竜巻防護

対策によ

り安全機

能が損な

われない

ことを確

認 

高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプ 

防止設備

（設計基

準拡張） 

屋外 〇 

竜巻防護

対策によ

り安全機

能が損な

われない

ことを確

認 

非常用取水設備 取水口 

→その他設備に記載 － － 取水管 

取水槽 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(8/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 49 条 

原子炉格納容器

内の冷却等のため

の設備 

格納容器代替スプ

レイ系（常設）に

よる原子炉格納容

器内の冷却

低圧原子炉代替注

水ポンプ 
防止設備 

・緩和設備

低圧原子炉

代替注水ポ

ンプ格納槽

〇 建物内 

低圧原子炉代替注

水系 配管・弁[流

路] 

防止設備 

・緩和設備

低圧原子炉

代替注水ポ

ンプ格納槽

R/B 

〇 建物内 

残留熱除去系 配

管・弁[流路] 防止設備 

・緩和設備
R/B 〇 建物内 

格納容器スプレ

イ・ヘッダ［流路］ 

低圧原子炉代替注

水槽[水源] 
→56 条に記載 － － 

原子炉圧力容器 

[注水先] 
→その他設備に記載 － － 

格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）

による原子炉格納

容器内の冷却

大量送水車 

防止設備 

・緩和設備

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

分散配置及び代

替設備（格納容

器代替スプレイ

系（常設）） 可搬型ストレーナ 

残留熱除去系 配

管・弁 [流路] 

防止設備 

・緩和設備
R/B 〇 建物内 

格納容器代替スプ

レイ系 配管・弁

[流路] 

格納容器スプレ

イ・ヘッダ[流路] 

ホース・接続口[流

路] 防止設備 

・緩和設備
屋外 〇 

分散配置及び代

替設備（格納容

器代替スプレイ

系（常設）） 

輪谷貯水槽（西１）

[水源] 
→56 条に記載 － － 

輪谷貯水槽（西２）

[水源] 

原子炉格納容器 

[注水先] 
→その他設備に記載 － － 

サプレッション・

プール水の冷却

残留熱除去ポンプ 

防止設備 

（設計基準

拡張） 

R/B 〇 建物内 

残留熱除去系熱交

換器 

残 留 熱 除 去 系  

配管・弁・ストレ

ーナ[流路] 

サプレッション・

チェンバ[水源] 
→56 条に記載 － － 

原子炉格納容器 

[注水先] 

→その他設備に記載

（うち，防止設備）
－ － 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(9/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 49 条 

原子炉格納容器内の冷

却等のための設備 

原子炉補機冷却系（区

分Ⅰ，Ⅱ） 

原子炉補機冷却水ポ

ンプ 

→48 条に記載

（うち，防止設備） 
－ － 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

配管・弁・海水ストレ

ーナ[流路] 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

サージタンク[流路] 

原子炉補機冷却系熱

交換器 

原子炉補機海水ポン

プ 

非常用取水設備 取水口 

→その他設備に記載 － － 取水管 

取水槽 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(10/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 50 条 

原子炉格納容器の過

圧破損を防止するため

の設備 

格納容器フィルタベ

ント系による原子炉

格納容器内の減圧及

び除熱

第１ベントフィルタ

スクラバ容器
防止設備 

・緩和設

備

フィルタベ

ント格納槽
〇 建物内 

第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器 

圧力開放板 
防止設備 

・緩和設

備

屋外 〇 

代替設備

（残留熱代

替除去系） 

格納容器フィルタベ

ント系 配管・弁 [流

路] 

窒素ガス制御系 配

管・弁[流路] 防止設備 

・緩和設

備

R/B 〇 建物内 非常用ガス処理系 

配管・弁[流路] 

遠隔手動弁操作機構 

可搬式窒素供給装置 

→52 条に記載 － － ホース・接続口

［流路］

原子炉格納容器 

（サプレッション・

チェンバ，真空破壊

装置を含む）［排出

元］ 

→その他設備に記載 － － 

残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 

残留熱代替除去ポン

プ 
緩和設備 R/B 〇 建物内 

残留熱除去系熱交換

器 

移動式代替熱交換設

備 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所

（屋外） 

〇 

分散配置及

び代替設備

（格納容器

フィルタベ

ント系）

大型送水ポンプ車 

原子炉補機冷却系配

管・弁［流路］ 

緩和設備 R/B 〇 建物内 

原子炉補機冷却系サ

ージタンク［流路］ 

残留熱除去系配管・

弁・ストレーナ［流

路］ 

残留熱代替除去系 

配管・弁［流路］ 

低圧原子炉代替注水

系 配管・弁［流路］ 

格納容器スプレイ・

ヘッダ［流路］

ホース・接続口［流

路］ 

緩和設備 屋外 〇 

分散配置及

び代替設備

（格納容器

フィルタベ

ント系）

サプレッション・チ

ェンバ［水源］

→56 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(11/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 50 条 

原子炉格納容器の

過圧破損を防止する

ための設備 

残留熱代替除去系

による原子炉格納

容器内の減圧及び

除熱 

取水口 

→その他設備に記載

（うち，緩和設備）
－ － 

取水管 

取水槽 

原子炉圧力容器[注

水先] 

原子炉格納容器［注

水先］ 

第 51 条 

原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却

するための設備 

ペデスタル代替注

水系（常設）による

ペデスタル内注水 

低圧原子炉代替注

水ポンプ 

緩和設備 

低圧原子炉

代替注水ポ

ンプ格納槽

R/B 

〇 建物内 低圧原子炉代替注

水系 配管・弁 [流

路] 

コリウムシールド

緩和設備 R/B 〇 建物内 

残留熱除去系 配

管・弁 [流路] 

格 納 容 器 ス プ レ

イ・ヘッダ［流路］ 

低圧原子炉代替注

水槽[水源] 

→56 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 

原子炉格納容器[注

水先] 

→その他設備に記載

（うち，緩和設備）
－ － 

ペデスタル代替注

水系（可搬型）によ

るペデスタル内注

水 

大量送水車 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

分散配置及び代

替設備（ペデス

タル代替注水系

（常設））

コリウムシールド

緩和設備 R/B 〇 建物内 
ペデスタル代替注

水系 配管・弁[流

路] 

ホース・接続口[流

路] 
緩和設備 屋外 〇 

分散配置及び代

替設備（ペデス

タル代替注水系

（常設））

輪谷貯水槽（西１）

[水源] 
→56 条に記載 － － 

輪谷貯水槽（西２）

[水源] 

原子炉格納容器[注

水先] 

→その他設備に記載（うち，

緩和設備） 
－ － 

溶融炉心の落下遅

延及び防止 

高圧原子炉代替注

水系 

→45 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 

ほう酸水注入系 →44 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 

低圧原子炉代替注

水系（常設） →47 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 

低圧原子炉代替注

水系（可搬型） 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(12/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 52 条 

水素爆発による原

子炉格納容器の破損

を防止するための設

備 

原子炉格納容器内

不活性化による原

子炉格納容器水素

爆発防止 

（窒素ガス制御系） 

（設計基準

対象施設） 

R/B 

屋外 
〇 補修を実施 

窒素ガス代替注入

系による原子炉格

納容器内の不活性

化 

可搬式窒素供給装

置 緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

代替設備（残

留熱代替除

去系） 

窒素ガス代替注入

系 

配管・弁[流路] 

緩和設備 R/B 〇 建物内 

ホース・接続口［流

路］ 
緩和設備 屋外 〇 

分散配置及

び代替設備

（残留熱代

替除去系） 

原子炉格納容器[注

水先] 

→その他設備に記載（うち，緩

和設備） 
－ － 

格納容器フィルタ

ベント系による原

子炉格納容器内の

水素ガス及び酸素

ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の

格納容器内の可燃

性ガスの排出を含

む） 

第１ベントフィル

タスクラバ容器

→50 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 

第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容

器 

圧力開放板 

第１ベントフィル

タ出口水素濃度
→58 条に記載

（うち，緩和設備
－ － 第１ベントフィル

タ出口放射線モニ

タ（高レンジ）

可搬式窒素供給装

置 緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

代替設備（残

留熱代替除

去系） 

遠隔手動弁操作機

構 

→50 条に記載

（うち，緩和設備） 
－ － 

格納容器フィルタ

ベント系 配管・弁 

[流路] 

窒 素 ガ ス 制 御 系 

配管・弁[流路 

非常用ガス処理系 

配管・弁[流路 

原子炉格納容器（サ

プレッション・チェ

ンバ，真空破壊装置

を含む）[排出元] 

→その他設備に記載（うち，緩

和設備） 
－ － 

ホース・接続口［流

路］ 
緩和設備 屋外 〇 

分散配置及

び代替設備

（残留熱代

替除去系） 

水素濃度及び酸素

濃度の監視 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

緩和設備 R/B 〇 建物内 
格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(13/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 53 条 水素爆発に

よる原子炉建屋等の

損傷を防止するため

の設備 

静的触媒式水素処理

装置による水素濃度

抑制 

静的触媒式水素処理

装置 

緩和設備 R/B 〇 建物内 
静的触媒式水素処理

装置入口温度 

静的触媒式水素処理

装置出口温度 

原子炉棟［流路］ →その他の設備に記載 － － 

原子炉建物内の水素

濃度 

原子炉建物水素濃度 
緩和設備 R/B 〇 建物内 

第 54 条 

使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための設

備 

燃料プールスプレイ

系（可搬型）による

常設スプレイヘッダ

を使用した燃料プー

ル注水及びスプレイ

大量送水車 

防止設備 

・緩和設

備

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

分散配置及

び代替設備

（残留熱除

去系及び燃

料プール冷

却系） 
可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 防止設備 

・緩和設

備

R/B 〇 建物内 燃料プールスプレイ

系 配管・弁［流路］ 

ホース・接続口

[流路] 
防止設備 

・緩和設

備

屋外 〇 

分散配置及

び代替設備

（残留熱除

去系及び燃

料プール冷

却系） 

輪谷貯水槽（西１）

[水源] 
→56 条に記載 － － 

輪谷貯水槽（西２）

[水源] 

燃料プール（サイフ

ォン防止機能含む）

[注水先] 

→その他設備に記載 － － 

燃料プールスプレイ

系（可搬型）による

可搬型スプレイノズ

ルを使用した燃料プ

ール注水及びスプレ

イ

大量送水車 

防止設備 

・緩和設

備

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

分散配置及

び代替設備

（残留熱除

去系及び燃

料プール冷

却系） 

ホース[流路] 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズ

ル 

防止設備 

・緩和設

備

R/B 〇 建物内 

輪谷貯水槽（西１）

[水源] 
→56 条に記載 － － 

輪谷貯水槽（西２）

[水源] 

燃料プール（サイフ

ォン防止機能含む）

[注水先] 

→その他設備に記載 － － 

大気への放射性物質

の拡散抑制 

大型送水ポンプ車 

→55 条に記載 － － ホース[流路] 

放水砲 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（14/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 54 条 

使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための設

備 

燃料プールの監視 燃料プール水位（SA） 

防止設備 

・緩和設

備

R/B 〇 建物内 

燃料プール水位・温度

（SA） 

燃料プールエリア放

射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（SA） 

燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）

（燃料プール監視カ

メラ用冷却設備を含

む。）

重大事故時におけ

る燃料プールの除

熱 

燃料プール冷却ポン

プ 

防止設備 R/B 〇 建物内 

燃料プール冷却系熱

交換器 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

配管・弁[流路] 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

サージタンク [流路] 

燃料プール冷却系 配

管・弁 ［流路］ 

燃料プール冷却系 

スキマサージタンク

［流路］

燃料プール冷却系 

ディフューザ［流路］ 

移動式代替熱交換設

備 
防止設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

分散配置及

び代替設備

（原子炉補

機冷却系） 
大型送水ポンプ車 

ホース・接続口

[流路] 
防止設備 屋外 〇 

分散配置及

び代替設備

（原子炉補

機冷却系） 

燃料プール［注水先］ 

→その他設備に記載（うち，

防止設備） 
－ － 

取水口 

取水管 

取水槽 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（15/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 55 条 

工場等外への放射

性物質の拡散を抑制

するための設備 

大気への放射性物

質の拡散抑制 

大型送水ポンプ車 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 分散配置 

ホース[流路] 

放水砲 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 補修を実施 

海洋への放射性物

質の拡散抑制 

放射性物質吸着材 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 補修を実施 シルトフェンス

小型船舶 

航空機燃料火災へ

の泡消火 

大型送水ポンプ車 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 分散配置 
ホース[流路] 

放水砲 

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 補修を実施 

泡消火薬剤容器 

第 56 条 

重大事故等の収束

に必要となる水の供

給設備 

重大事故等収束の

ための水源 

低圧原子炉代替注

水槽 
防止設備・緩

和設備 

低圧原子炉

代替注水ポ

ンプ格納槽

〇 建物内 

サプレッション・チ

ェンバ
R/B 〇 建物内 

輪谷貯水槽（西１） － 

（代替淡水

源） 

屋外 〇 影響なし 輪谷貯水槽（西２） 

ほう酸水貯蔵タン

ク 
→44 条に記載 － － 

水の供給 大量送水車 

防止設備・緩

和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 

分散配置及

び代替設備

（大型送水

ポンプ車，大

量送水車） 

ホース[流路] 

可搬型ストレーナ 

大型送水ポンプ車 

ホース[流路] 

取水口 

→その他設備に記載 － － 取水管 

取水槽 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（16/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 57 条 

電源設備 

常設代替交流電源

設備による給電 

ガスタービン発電機 

防止設備・緩

和設備 

ガスター

ビン発電

機建物 

〇 建物内 

ガスタービン発電機

用サービスタンク 

ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機

用燃料移送 配管・

弁[燃料流路] 

ガスタービン発電機

用軽油タンク 防止設備・緩

和設備 
屋外 〇 

代替設備 

（ディーゼ

ル燃料貯蔵

タンク）

ガスタービン発電機

～非常用高圧母線 C

系及び D 系電路［電

路］ 

防止設備・緩

和設備 

R/B 

低圧原子

炉代替注

水ポンプ

格納槽 

ガスター

ビン発電

機建物 

〇 建物内 

ガスタービン発電機

～SA ロードセンタ

電路［電路］ 

ガスタービン発電機

～SA ロードセンタ

～SA1コントロール

センタ電路［電路］

ガスタービン発電機

～SA ロードセンタ

～SA2コントロール

センタ電路［電路］

ガスタービン発電機

～原子炉補機代替冷

却系電路［電路］ 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（17/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 57 条 

電源設備 

可搬型代替交流電

源設備による給電 

高圧発電機車 

防止設

備・緩和設

備 

可搬型設備

保管場所

（屋外） 

〇 

分散配置及び

代替設備（非常

用 DEG） 

タンクローリ 防止設

備・緩和設

備 

可搬型設備

保管場所

（屋外） 

〇 分散配置 

ホース［燃料流路］ 防止設

備・緩和設

備 

ガスタービ

ン発電機建

物

〇 建物内 

ガスタービン発電機

用軽油タンク 
防止設

備・緩和設

備 

屋外 〇 

代替設備（ディ

ーゼル燃料貯

蔵タンク） ガスタービン発電機

用軽油タンク出口ノ

ズル・弁［燃料流路］ 

高圧発電機車～高圧

発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物

西側）～非常用高圧

母線C系及びD系電

路［電路］ 防止設

備・緩和設

備 

屋外 

R/B 

〇 

分散配置及び

代替設備（非常

用交流電源設

備） 
高圧発電機車～高圧

発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物

南側）～非常用高圧

母線C系及びD系電

路［電路］ 

所内常設蓄電式直

流電源設備による

給電 

Ｂ－115V 系蓄電池 防止設

備・緩和設

備 

Rw/B 〇 建物内 Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ） 

230V 系蓄電池 

（ＲＣＩＣ） 
防止設備 Rw/B 〇 建物内 

Ｂ－115V 系充電器 防止設

備・緩和設

備 

Rw/B 〇 建物内 Ｂ１－115V 系充電

器（ＳＡ） 

230V 系充電器 

（ＲＣＩＣ） 
防止設備 Rw/B 〇 建物内 

Ｂ－115V 系蓄電池

及び充電器～直流盤

電路「電路」 防止設

備・緩和設

備 

Rw/B 〇 建物内 Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ）及び充電

器～直流盤電路「電

路」 

230V 系蓄電池（Ｒ

ＣＩＣ）及び充電器

～直流母線電路［電

路］ 

防止設備 Rw/B 〇 建物内 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（18/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 57 条 

電源設備 

常設代替直

流電源設備

による給電 

SA用115V系蓄電池 

防止設備・緩

和設備 
Rw/B 〇 建物内 

SA用115V系充電器 

SA用115V系蓄電池

及び充電器～ＳＡ対

策設備用分電盤（２）

直流母線電路「電路」 

可搬型直流

電源設備に

よる給電 

高圧発電機車 

防止設備・緩

和設備 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 

分散配置及び代替設

備（非常用 DEG） 

タンクローリ
防止設備・緩

和設備 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 分散配置 

ホース［燃料流路］ 防止設備・緩

和設備 

ガスタービン発

電機建物 
〇 建物内 

Ｂ１－115V 系充電

器（ＳＡ） 
防止設備・緩

和設備 
Rw/B 〇 建物内 SA用115V系充電器 

230V 系充電器（常

用） 

ガスタービン発電機

用軽油タンク 
防止設備・緩

和設備 
屋外 〇 

代替設備（ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク）ガスタービン発電機

用軽油タンク出口ノ

ズル・弁［燃料流路］ 

高圧発電機車～高圧

発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物

西側）［電路］ 

防止設備・緩

和設備 

屋外 

R/B 

〇 

分散配置及び代替設

備（非常用交流電源

設備） 

高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱（原子炉

建物西側）～直流母

線電路［電路］

高圧発電機車～高圧

発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物

南側）［電路］ 

高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱（原子炉

建物南側）～直流母

線電路［電路］
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（19/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 57 条 

電源設備 

代替所内電気設

備による給電 

緊急用メタクラ 防止設備・緩

和設備 

ガスタービン発

電機建物 
〇 建物内 

メタクラ切替盤 防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

ＳＡロードセンタ 

防止設備・緩

和設備 

低圧原子炉代替

注水ポンプ格納

槽 

〇 建物内 

ＳＡ１コントロール

センタ

ＳＡ２コントロール

センタ

充電器電源切替盤 防止設備・緩

和設備 
Rw/B 〇 建物内 

重大事故操作盤 

ＳＡ電源切替盤 

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

非常用高圧母線 C 系 

非常用高圧母線 D 系 

緊急用メタクラ接続

プラグ盤 

高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱

非常用交流電源

設備 

非常用ディーゼル発

電機 
防止設備 

（設計基準

拡張） 

R/B 〇 建物内 
高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機 

ディーゼル燃料デイ

タンク

ディーゼル燃料貯蔵

タンク

防止設備 

（設計基準

拡張） 

屋外 

（地下） 
〇 

影響なし（地

下） 

ディーゼル燃料移送

ポンプ 

防止設備 

（設計基準

拡張） 

屋外 〇 

竜巻防護対

策により安

全機能が損

なわれない

ことを確認 

非常用ディーゼル発

電機燃料移送系 配

管・弁[燃料流路] 

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃

料移送系 

配管・弁[燃料流路] 

非常用ディーゼル発

電機～非常用高圧母

線 C 系及び D 系電路

［電路］ 
防止設備 

（設計基準

拡張） 

R/B 〇 建物内 
非常用ディーゼル発

電機～非常用高圧母

線 HPCS 系電路［電

路］ 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（20/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 57 条 

電源設備 

非常用直流電源 Ａ－115V 系蓄電池 
防止設備（設

計基準拡張） 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 Ａ－115V 系充電器 

Ｂ－115V 系蓄電池 

防止設備・緩

和設備 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ） 

Ｂ１－115V 系充電

器（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイ系

蓄電池 

防止設備 

（設計基準

拡張） 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 

高圧炉心スプレイ系

充電器 

230V 系蓄電池（ＲＣ

ＩＣ） 

230V 系充電器（ＲＣ

ＩＣ） 

Ａ－原子炉中性子計

装用蓄電池 

Ａ－原子炉中性子計

装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計

装用蓄電池 

Ｂ－原子炉中性子計

装用充電器 

Ａ－115V 系蓄電池

及び充電器～直流盤

電路「電路」 

防止設備（設

計基準拡張） 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 

Ｂ－115V 系蓄電池

及び充電器～直流盤

電路［電路］ 
防止設備・緩

和設備 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ）及び充電

器～直流盤電路［電

路］ 

230V 系蓄電池（ＲＣ

ＩＣ）及び充電器～

直流母線電路［電路］ 

防止設備（設

計基準拡張） 

R/B 

Rw/B 

〇 建物内 

高圧炉心スプレイ系

蓄電池及び充電器～

高圧炉心スプレイ系

直流盤電路［電路］ 

Ａ－原子炉中性子計

装用蓄電池及び充電

器～直流母線［電路］ 

Ｂ－原子炉中性子計

装用蓄電池及び充電

器～直流母線［電路］ 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（21/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 57 条 

電源設備 

燃料補給設備 ガスタービン発電

機用軽油タンク 
防止設備・緩

和設備 
屋外 〇 

代替設備（デ

ィーゼル燃

料貯蔵タン

ク） 

ガスタービン発電

機用軽油タンク出

口ノズル・弁［流路］ 

タンクローリ

防止設備・緩

和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 分散配置 

ホース[燃料流路] 
防止設備・緩

和設備 

ガスタービ

ン発電機建

物

〇 建物内 

第 58 条 

計測設備 

原子炉圧力容器内

の温度 

原子炉圧力容器温

度（ＳＡ） 

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

原子炉圧力容器内

の圧力 

原子炉圧力 防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内

の水位 

原子炉水位（広帯

域） 

原子炉水位（燃料

域） 

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器へ

の注水量 

高圧原子炉代替注

水流量 
防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

代替注水流量（常

設） 
防止設備・緩

和設備 

低圧原子炉

代替注水ポ

ンプ格納槽

〇 建物内 

代替注水流量（可搬

型） 
防止設備・緩

和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 分散配置 

原子炉隔離時冷却

ポンプ出口流量 

防止設備（設

計基準拡張） 
R/B 〇 建物内 

高圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ

出口流量 

低圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

残留熱代替除去系

原子炉注水流量 
緩和設備 R/B 〇 建物内 

原子炉格納容器へ

の注水量 

代替注水流量（常

設） 
防止設備・緩

和設備 

低圧原子炉

代替注水ポ

ンプ格納槽

〇 建物内 

代替注水流量（可搬

型） 
防止設備・緩

和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 分散配置 

残留熱代替除去系

格納容器スプレイ

流量 

緩和設備 R/B 〇 建物内 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（22/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 58 条 

計測設備 

原子炉格納容器内

の温度 

ドライウェル温度

（ＳＡ） 緩和設備 R/B 〇 建物内 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

サプレッション・チ

ェンバ温度（ＳＡ）
緩和設備 R/B 〇 建物内 

サプレッション・プ

ール水温度（ＳＡ）

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

原子炉格納容器内

の圧力 

ドライウェル圧力

（ＳＡ） 防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

サプレッション・チ

ェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内

の水位 

ドライウェル水位 
防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 サプレッション・プ

ール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 緩和設備 R/B 〇 建物内 

原子炉格納容器内

の水素濃度 

格納容器水素濃度 
防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

原子炉格納容器内

の放射線量率 

格納容器雰囲気放射

線モニタ（ドライウ

ェル） 防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

格納容器雰囲気放射

線モニタ（ｻﾌﾟﾚｯｼｮ

ﾝ・ﾁｪﾝﾊﾞ）

未臨界の維持又は

監視 

中性子源領域計装 
防止設備 R/B 〇 建物内 

平均出力領域計装 

最終ヒートシンク

の確保（残留熱代替

除去系） 

サプレッション・プ

ール水温度（ＳＡ）

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

残留熱除去系熱交換

器出口温度 
緩和設備 R/B 〇 建物内 

残留熱代替除去系原

子炉注水流量 
緩和設備 R/B 〇 建物内 

残留熱代替除去系格

納容器スプレイ流量 

最終ヒートシンク

の確保（格納容器フ

ィルタベント系） 

スクラバ容器水位

防止設備・緩

和設備 

フィルタベ

ント格納槽
〇 建物内 

スクラバ容器圧力

第１ベントフィルタ

出口放射線モニタ

（高レンジ） 

スクラバ水ｐＨ
防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

第１ベントフィルタ

出口水素濃度 
防止設備・緩

和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 
補修を実

施 

最終ヒートシンク

の確保（残留熱除去

系） 

残留熱除去系熱交換

器入口温度 

防止設備（設

計基準拡張） 
R/B 〇 建物内 

残留熱除去系熱交換

器出口温度 

残留熱除去ポンプ出

口流量 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（23/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 58 条 

計測設備 

格納容器バイパス

の監視（原子炉圧

力容器内の状態） 

原子炉水位（広帯

域） 

原子炉水位（燃料

域） 防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

格納容器バイパス

の監視（原子炉格

納容器内の状態） 

ドライウェル温度

（ＳＡ） 防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

ドライウェル圧力

（ＳＡ） 

格納容器バイパス

の監視（原子炉建

屋内の状態） 

残留熱除去ポンプ

出口圧力 
防止設備（設

計基準拡張） 
Rw/B 〇 建物内 

水源の確認 低圧原子炉代替注

水槽水位 
防止設備・緩

和設備 

低圧原子炉代替

注水ポンプ格納

槽 

〇 建物内 

サプレッション・プ

ール水位（ＳＡ）

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

原子炉建物内の水

素濃度 

原子炉建物水素濃

度 
緩和設備 R/B 〇 建物内 

原子炉格納容器内

の酸素濃度 

格納容器酸素濃度 

緩和設備 R/B 〇 建物内 格納容器酸素濃度

（ＳＡ） 

燃料プールの監視 燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 

防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 

燃料プール水位・温

度（ＳＡ） 

燃料プールエリア

放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）（燃料

プール監視カメラ

用 冷 却 設 備 を 含

む。）

発電所内の通信連

絡 

安全パラメータ表

示システ ム（ＳＰ

ＤＳ） 
緩和設備 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 

建物内 

（屋外のも

のは補修を

実施） 

温度，圧力，水位，

注水量の計測・監

視 

可搬型計測器 
防止設備・緩

和設備 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（24/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 58 条 

計測設備 

その他 ＡＤＳ用Ｎ２ガス減

圧弁二次側圧力 防止設備 R/B 〇 建物内 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却ポン

プ圧力 
防止設備

（設計基

準拡張） 

R/B 〇 建物内 
ＲＣＷ熱交換出口温

度 

ＲＣＷサージタンク

水位 

Ｃ－メタクラ母線電

圧 

防止設

備・緩和設

備 

C/B 〇 建物内 

Ｄ－メタクラ母線電

圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ

母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母

線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母

線電圧 

ＨＰＣＳ－コントロ

ールセンタ母線電圧 

防止設

備・緩和設

備 

R/B 〇 建物内 

Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ）電圧 

防止設

備・緩和設

備 

Rw/B 〇 建物内 

Ａ－115V 系直流盤母

線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母

線電圧 

230V 系直流盤（ＲＣ

ＩＣ）母線電圧 

ガスタービン発電機

電圧 

防止設

備・緩和設

備 

ガスタービ

ン発電機建

物

〇 建物内 

高圧発電機車電圧 防止設

備・緩和設

備 

屋外 〇 
補修を実

施 
高圧発電機車周波数 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（25/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 59 条 

運転員が原子炉制

御室にとどまるため

の設備 

居住性の確保 中央制御室 （重大事故

等対処施設） 
C/B 〇 建物内 

中央制御室待避室 

中央制御室遮蔽 防止設備・緩

和設備 
C/B 〇 建物内 

中央制御室待避室

遮蔽 
緩和設備 C/B 〇 建物内 

再循環用ファン 

防止設備・緩

和設備 
Rw/B 〇 建物内 

チャコール・フィル

タ・ブースタ・ファ

ン

非 常 用 チ ャ コ ー

ル・フィルタ・ユニ

ット 

中央制御室換気系

ダンパ[流路] 

中央制御室換気系

ダクト[流路] 

防止設備・緩

和設備 

C/B 

Rw/B 
〇 建物内 

中央制御室待避室

空気ボンベ 

緩和設備 C/B 〇 建物内 中央制御室待避室

空気ボンベ（配管・

弁）［流路］ 

無線通信設備 

（固定型） 
→62 条に記載 － － 

衛星電話設備 

（固定型） 

プラントパラメー

タ監視装置（中央制

御室待避室）

(防止でも緩

和でもない

設備) 

C/B 〇 建物内 

差圧計 

酸素濃度計 (防止でも緩

和でもない

設備) 

C/B 

Rw/B 
〇 建物内 二酸化炭素濃度計 

無線通信設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 
→62 条に記載 － － 

衛星電話設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（26/30） 

 設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 59 条 

運転員が原子炉制御

室にとどまるための設

備 

照明の確保 ＬＥＤライト 

（三脚タイプ） 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

C/B 

Rw/B 
〇 建物内 

被ばく線量の低減 非常用ガス処理系排

気ファン 

緩和設備 R/B 〇 建物内 
前置ガス処理装置 

[流路] 

後置ガス処理装置

[流路] 

非常用ガス処理系配

管・弁[流路] 
緩和設備 

R/B 

T/B 
〇 建物内 

排気管[流路] 緩和設備 屋外 ○ 

安全機能

が損なわ

れないこ

とを確認 

原子炉棟 [流路] →その他の設備に記載 － － 

原子炉建物ブローア

ウトパネル閉止装置
緩和設備 R/B ○ 建物内 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（27/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 60 条 

監視測定設備 

放射線量の代替測

定 

可搬式モニタリン

グ・ポスト 
(防止でも

緩和でも

ない設備) 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 

代替設備 

（モニタリ

ングポスト） 

データ表示装置（伝

送路） 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 

放射性物質の濃度

の代替測定 

可搬式ダスト・よう

素サンプラ 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

ＮａＩシンチレー

ション・サーベイ・

メータ

Ｇ Ｍ 汚 染 サ ー ベ

イ・メータ

気象観測項目の代

替測定 

可搬式気象観測装

置 
(防止でも

緩和でも

ない設備) 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 

代替設備 

（気象観測

装置） 

データ表示装置（伝

送路） 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 

放射線量の測定 可搬式モニタリン

グ・ポスト 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 

代替設備 

（モニタリ

ングポスト） 

データ表示装置（伝

送路） 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 

電離箱サーベイ・メ

ータ 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

小型船舶 (防止でも

緩和でも

ない設備) 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 補修を実施 

放射性物質濃度（空

気中，水中，土壌中）

及び海上モニタリ

ング

可搬式ダスト・よう

素サンプラ 

(防止でも

緩和でも

ない設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

ＮａＩシンチレー

ション・サーベイ・

メータ

Ｇ Ｍ 汚 染 サ ー ベ

イ・メータ

α・β線サーベイ・

メータ

小型船舶 (防止でも

緩和でも

ない設備) 

可搬型設備保管

場所（屋外） 
〇 補修を実施 

モニタリング・ポス

トの代替交流電源

からの給電

常設代替交流電源

設備 →57 条に記載 － － 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果（28/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 61 条 

緊急時対策所 

居住性の確保 緊急時対策所 
（重大事故

等対処施設） 

緊急時 

対策所 

（屋外） 

〇 
補修を実

施 

緊急時対策所遮蔽 

緩和設備 

緊急時 

対策所 

（屋外） 

〇 
補修を実

施 

緊急時対策所空気浄

化フィルタユニット 

緩和設備 

緊急時 

対策所 

（屋外） 

〇 
補修を実

施 

緊急時対策所空気浄

化送風機 

緊急時対策所空気ボ

ンベ

緊急時対策所空気浄

化装置用可搬型ダク

ト[流路] 

緊急時対策所空気ボ

ンベ可搬型配管・弁

[流路] 

緊急時対策所空気浄

化装置（配管・弁）[流

路] 緩和設備 
緊急時 

対策所 
〇 建物内 

緊急時対策所空気ボ

ンベ(配管・弁)[流路] 

酸素濃度計 (防止でも緩

和でもない

設備) 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 二酸化炭素濃度計 

差圧計 

可搬式エリア放射線

モニタ
緩和設備 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 

可搬式モニタリン

グ・ポスト 
→60 条に記載 － － 

必要な情報の把握 安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ） 
→62 条に記載 － － 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(29/30） 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 61 条 

緊急時対策所 

通信連絡 

（緊急時対策所） 

無線通信設備 

（固定型） 

→62 条に記載 － － 

無線通信設備 

（携帯型） 

衛星電話設備 

（固定型） 

衛星電話設備 

（携帯型） 

統合原子力防災ネッ

トワークに接続する

通信連絡設備

無線通信装置 

［伝送路］ 

無線通信設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 

衛星無線通信装置 

［伝送路］ 

衛星電話設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 

有線［伝送路］ 

電源の確保 緊急時対策所用発電

機 緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 補修を実施 

可搬ケーブル 

緊急時対策所 発電

機接続プラグ盤 

緩和設備 
緊急時 

対策所 
〇 建物内 

緊急時対策所 

低圧母線盤 

緊急時対策所発電機

接続プラグ盤～緊急

時対策所低圧母線盤 

緊急時対策所用燃料

地下タンク 
緩和設備 

屋外 

（地下） 
〇 

影響なし（地

下） 

タンクローリ

緩和設備 

可搬型設備

保管場所（屋

外） 

〇 分散配置 

ホース

緩和設備 

ガスタービ

ン発電機建

物

〇 建物内 
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表 1.1.2 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(30/30) 

設置許可基準 重大事故等対処設備 分類 

設置 

場所 

竜巻 

評 

価 
防護方法 

第 62 条 

通信連絡を行う

ために必要な設備 

発電所内の通信連

絡 

有線式通信設備 緩和設備 Rw/B 〇 建物内 

無線通信設備 

（固定型） 
緩和設備 

C/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 
無線通信設備 

（携帯型） 

安全パラメータ表

示システ ム（ＳＰ

ＤＳ） 

緩和設備 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

衛星電話設備 

（固定型） 

(防止でも緩

和でもない

設備) 

C/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

衛星電話設備 

（携帯型） 

(防止でも緩

和でもない

設備) 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 

無線通信装置 

［伝送路］ 

(防止でも緩

和でもない

設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

有線［伝送路］ 

無線通信設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 
(防止でも緩

和でもない

設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

屋外 

〇 補修を実施 
衛星電話設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 

発電所外の通信連

絡 

衛星電話設備 

（固定型） 

(防止でも緩

和でもない

設備) 

C/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 

衛星電話設備 

（携帯型） (防止でも緩

和でもない

設備) 

緊急時 

対策所 
〇 建物内 統合原子力防災ネ

ットワークに接続

する通信連絡設備 

データ伝送設備 
(防止でも緩

和でもない

設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

〇 建物内 
衛星無線通信装置

［伝送路］ 

有線［伝送路］ 

衛星電話設備 

（屋外アンテナ） 

［伝送路］ 

(防止でも緩

和でもない

設備) 

Rw/B 

緊急時 

対策所 

屋外 

〇 補修を実施 

その他設備 重大事故時に対処

するための流路又

は注水先，注入先，

排出元等 

原子炉圧力容器 
防止設備・緩

和設備 
R/B 〇 建物内 原子炉格納容器 

燃料プール 

原子炉棟 

緩和設備 屋外 ○ 

安全機能が

損なわれな

いことを確

認 

非常用取水設備 取水口 

防止設備・緩

和設備 
屋外 ○ 

屋外設備で

あるが，竜巻

による影響

を受けない 

取水管 

取水槽 

241



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料1.2 

1.2 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出について 

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における外部事象防護対象

施設のうち，評価対象施設の抽出フローを図1.2.1，抽出結果を表

1.2.1に示す。具体的には，以下のStepにて抽出した。 

Step1：安全重要度分類のクラス1，クラス2 及びクラス3 に属す

る構築物，系統及び機器のうち，外部事象防護対象施設※を抽出す

る。 

※：外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉

を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料

プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発

生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統

及び機器として，安全重要度分類のクラス1，クラス2 及び安全評

価上その機能に期待するクラス3 に属する構築物，系統及び機器）

又はそれを内包する建屋を選定する。 

また，上記以外の安全施設については，竜巻及びその随伴事象

に対して機能維持すること，竜巻及びその随伴事象による損傷を

考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，若しくは，

安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な場合，安

全機能を損なわないことから評価完了とする。 

添付資料 1 

外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出について 

1. 抽出方針

  発電所における外部事象防護対象施設等から，以下の手順に

より，評価対象施設を抽出した。 

Step1：安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に

属する構築物，系統及び機器並びに安全機能を有しな

い構築物，系統及び機器のうち外部事象防護対象施設

等※１を抽出する。 

※1 外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電

用原子炉を停止するため，また停止状態にある場合

は引き続きその状態を維持するために必要な異常の

発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する

構築物，系統及び機器）として，安全重要度分類の

クラス１，クラス２及び安全評価※２上その機能に期

待するクラス３に属する構築物，系統及び機器並び

にそれを内包する区画 

※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部

事象防護対象施設となる建屋を除く。）は，機械的強

度を有すること等により，内包する外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対

象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。ここで，

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内

包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記以外の安全施設については，竜巻及びその随伴

事象に対して機能維持すること若しくは竜巻及びその

随伴事象による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復

等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことにより，その安全機能を損なわないことを確認す

添付資料 1.2 

1.2 評価対象施設等の抽出について 

1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 

外部事象防護対象施設の中から，屋外施設及び外気と接続する

建物内の外部事象防護対象施設を抽出した。 

具体的な抽出フローを図 1.2.1に，屋外施設及び外気と接続す

る建物内の外部事象防護対象施設の抽出結果を表 1.2.1に示す。 

Step1：安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属

する構築物，系統及び機器並びに安全機能を有しない構

築物，系統及び機器のうち外部事象防護対象施設※１を抽

出する。 

※1 外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電

用原子炉を停止するため，また停止状態にある場合

は引き続きその状態を維持するために必要な異常の

発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する

構築物，系統及び機器）として，安全重要度分類の

クラス１，クラス２及び安全評価※２上その機能に期

待するクラス３に属する構築物，系統及び機器並び

にそれを内包する区画 

※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

また，外部事象防護対象施設を内包する建物（外部事

象防護対象施設となる建物を除く。）は，機械的強度

を有すること等により，内包する外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対象

施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

上記以外の安全施設については，竜巻及びその随伴事

象に対して機能維持すること若しくは竜巻及びその随

伴事象による損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等

の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その安全機能を損なわないことを確認する。 
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Step2：Step1で抽出された設備の設置場所を確認し，竜巻襲来時

に風圧，気圧差及び飛来物衝突の影響を受ける屋外設備（当該設

備を内包する建屋含む）を評価対象施設とする。 

Step3：屋内設備だが外気との接続があるため，竜巻襲来時に気圧

差荷重の影響を受ける非常用換気空調系等を評価対象施設とす

る。 

Step4：外部事象防護対象施設が設置されている施設等の外殻によ

る防護機能が期待できないものを評価対象とする。なお，外殻に

よる防護に期待できるかは，建屋・構築物等の竜巻荷重に対する

健全性の確認結果より，設計飛来物の衝突による開口部の開放又

は開口部建具の貫通の観点から，設備を抽出する。 

る。 

Step2：外部事象防護対象施設等として抽出された設備の設置

場所を確認し，竜巻襲来時に風圧，気圧差及び設計飛

来物等衝突の影響を受ける屋外施設（外部事象防護対

象施設を内包する区画を含む。）を評価対象施設とす

る。 

Step3：屋内施設であるが外気と繋がっているため，竜巻襲来

時に気圧差の影響を受ける施設を評価対象施設とす

る。 

Step4：外殻となる施設等による防護機能が期待できない区画

の内部に配置されている外部事象防護対象施設は，竜

巻襲来時に風圧，気圧差及び設計飛来物衝突の影響を

受けるため，評価対象施設とする。 

なお，外殻による防護機能に期待できるかは，外殻

となる施設等の竜巻荷重に対する構造健全性の確認結

果により，設計飛来物の衝突等による開口部の開放又

は開口部建具の貫通の観点から，評価対象施設を抽出

する。 

2. 抽出結果

2.1 外部事象防護対象施設等 

  第 2.1－1図に，外部事象防護対象施設等の抽出フローを示す。 

(1) 外部事象防護対象施設

「1. 抽出方針」に従い，外部事象防護対象施設を抽出し

た。 

(2) 外部事象防護対象施設を内包する区画

外部事象防護対象施設を内包する区画を以下のとおり抽出

した。 

ａ．タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包） 

ｂ．使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を内

包） 

ｃ．軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包） 

ｄ．排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包） 

なお，抽出結果は，評価対象施設の抽出結果とともに整理し，

次項の第 2.2－1表に示す。 

Step2：Step1 で抽出された設備の設置場所を確認し，竜巻襲

来時に風圧，気圧差及び設計飛来物等衝突の影響を受

ける屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画

を含む。）を評価対象施設とする。 

Step3：屋内施設であるが外気と繋がっているため，竜巻襲来

時に気圧差の影響を受ける施設を評価対象施設とす

る。 

Step4：外殻となる施設による防護機能が期待できない区画の

内部に配置されている外部事象防護対象施設は，竜巻

襲来時に風圧，気圧差及び設計飛来物衝突の影響を受

けるため，評価対象施設とする。 

なお，外殻による防護機能に期待できるかは，外殻

となる施設の竜巻荷重に対する構造健全性の確認結果

により，設計飛来物の衝突等による開口部の開放又は開

口部建具の貫通の観点から，評価対象施設を抽出する。 
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第 2.1－1図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー 
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図 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出フロー 

2.2 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設 

  第 2.2－1図に，外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設

の抽出フローを示し，その結果を第 2.2－1表に示す。 

第 2.2－1図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出

フロー

図 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出フロー 

 

 

 

  

Yes 

Yes 

No No 

発電所構内の構築物，系統及び機器 

評
価
完
了 

外殻となる施設によ
る防護機能が期待で

きない施設 

Yes Yes 

No 

・海水ポンプ

・海水ストレーナ

・原子炉建物 等 

・中央制御室換気系

・原子炉建物付属棟

空調換気系 等 

・燃料取替機 

・原子炉建物天井クレーン 等 

竜巻によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設（安全重要

度分類のクラス１，クラス２及びクラス３

に属する構築物，系統又は機器 

 外部事象防護対象施設か※ 

 
屋外施設（当該設備の 
外殻となる建物含む） 

 外気との接続がある施設 

竜巻及びその随伴事象に対して
機能維持する，又は，竜巻及びそ
の随伴事象による損傷を考慮し
て，代替設備による機能維持や安
全上支障のない期間での修復等

の対応が可能か 

No 

Yes 

No 

区分② 区分③ 区分① 

※：安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安全評価上

その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機

器に加え，それらを内包する建物 

Step1 

Step2 Step3 Step4 
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表 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果

(1/4) 

第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（1／24） ・設置場所及び抽出対象

の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部事

象防護対象施設として全

てのクラス１，２と安全

評価上その機能に期待す

るクラス３設備及びそれ

らを内包する建物を抽出

しており，非常用ガス処

理系配管，排気筒モニタ，

原子炉建屋天井クレー

ン，燃料取替機，排気筒

（非常用ガス処理系用排

気筒含む。），排気筒モニ

タ室が追加対象となる

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のディーゼ

ル燃料貯蔵タンクは地下

に設置しており，内包す

る建物としてディーゼル

燃料貯蔵タンク室，ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク格

納槽を抽出 
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表 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果

(2/4) 

第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（2／24） 

表
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／
１
２
）
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能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

制
御

棒
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
案

内
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
駆

動
機

構
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

窒
素

容
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
駆

動
機

構
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
駆

動
機

構
ハ

ウ
ジ

ン
グ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

制
御

棒
駆

動
機

構
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ほ
う

酸
水

貯
蔵

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ほ
う

酸
水

注
入

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ほ
う

酸
水

注
入

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

ほ
う

酸
水

注
入

ポ
ン

プ
潤

滑
油

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ほ
う

酸
水

注
入

ポ
ン

プ
潤

滑
油

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
制

御
盤

（
2
-
9
0
5
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

ほ
う

酸
水

注
入

系
操

作
箱

（
2
R
C
B
-
5
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

3
)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
防

止
機

能

逃
し

安
全

弁
(
安

全
弁

と
し

て
の

開
機

能
)

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
（

安
全

弁
開

機
能

）
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

駆
動

用
タ

ー
ビ

ン
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

主
油

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

潤
滑

油
ク

ー
ラ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

タ
ー

ビ
ン

油
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

油
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

R
C
I
C
タ

ー
ビ

ン
制

御
盤

（
S
Ⅱ

）
（

2
-
2
3
6
0
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

H
P
C
S
継

電
器

盤
（

2
-
9
2
1
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

H
P
C
S
ト

リ
ッ

プ
設

定
器

盤
（

2
-
9
2
1
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

H
P
C
S
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
1
-
4
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

M
S
-
1

1
)

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
原

子
炉

の
緊

急
停

止
機

能
原

子
炉

停
止

系
の

う
ち

制
御

棒
及

び
制

御
棒

駆
動

系
(
ス

ク
ラ

ム
機

能
)

制
御

棒

制
御

棒
駆

動
水

圧
系

(
ス

ク
ラ

ム
機

能
)

2
)
未

臨
界

維
持

機
能

原
子

炉
停

止
系

制
御

棒

制
御

棒
駆

動
水

圧
系

(
未

臨
界

維
持

機
能

)

ほ
う

酸
水

注
入

系

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
(
安

全
弁

と
し

て
の

開
機

能
)

4
)
原

子
炉

停
止

後
の

除
熱

機
能

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

(
残

留
熱

除
去

系
（

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
）

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

，
高

圧
炉

心
注

水
系

，
逃

が
し

安
全

弁
（

手
動

逃
が

し
機

能
）

，
自

動
減

圧
系

（
手

動
逃

が
し

機
能

）
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

（
補

給
水

機
能

）

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ

残
留

熱
除

去
系

(
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

)

残
留

熱
除

去
系

(
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

冷
却

モ
ー

ド
)

　
※

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
物

等
を

「
外

殻
と

な
る

建
物

等
」

と
し

て
抽

出
。

建
物

名
は

，
R/

B：
原

子
炉

建
物

，
T/

B：
タ

ー
ビ

ン
建

物
，

Rw
/B

：
廃

棄
物

処
理

建
物

，
C/

B：
制

御
室

建
物

を
示

す
。
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表 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果

(3/4) 

第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（3／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
３
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
補

機
制

御
盤

（
2
-
9
0
4
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
R
H
R
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
2
-
3
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
R
H
R
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
2
-
3
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

C
-
R
H
R
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
2
-
3
C
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

残
留

熱
除

去
系

（
低

圧
注

水
モ

ー
ド

）

原
子

炉
再

循
環

系

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ

自
動

減
圧

系

　
※
：
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
を
内
包
す
る
建
物
等
を
「
外
殻
と
な
る
建
物
等
」
と
し
て
抽
出
。
建
物
名
は
，
R/
B：

原
子
炉
建
物
，
T/
B：

タ
ー
ビ
ン
建
物
，
Rw
/B
：
廃
棄
物
処
理
建
物
，
C/
B：

制
御
室
建
物
を
示
す
。

M
S
-
1

1
)

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

4
)
原

子
炉

停
止

後
の

除
熱

機
能

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

(
残

留
熱

除
去

系
（

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
）

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

，
高

圧
炉

心
注

水
系

，
逃

が
し

安
全

弁
（

手
動

逃
が

し
機

能
）

，
自

動
減

圧
系

（
手

動
逃

が
し

機
能

）

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
（

手
動

逃
が

し
機

能
）

自
動

減
圧

系
（

手
動

逃
が

し
機

能
）

5
)
炉

心
冷

却
機

能
非

常
用

炉
心

冷
却

系
（

低
圧

炉
心

注
水

系
，

高
圧

炉
心

注
水

系
，

自
動

減
圧

系
）

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
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表 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果

(4/4) 

第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（4／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
４
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

原
子

炉
格

納
容

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

真
空

破
壊

装
置

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

ベ
ン

ト
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
プ

レ
イ

管
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ク
エ

ン
チ

ャ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
補

機
制

御
盤

（
2
-
9
0
4
-
2
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

T
I
P
制

御
盤

（
2
-
9
1
2
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

保
護

継
電

器
盤

（
2
-
9
2
4
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

保
護

継
電

器
盤

（
2
-
9
2
4
B
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

空
調

換
気

制
御

盤
（

2
-
9
2
9
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

窒
素

ガ
ス

制
御

盤
（

2
-
9
2
9
-
2
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
格

納
容

器
H
2
/
O
2
濃

度
計

盤
（

2
-
9
7
3
A
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
格

納
容

器
H
2
/
O
2
濃

度
計

盤
（

2
-
9
7
3
B
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
M
設

備
制

御
盤

（
2
-
9
7
4
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

計
装

弁
隔

離
計

装
盤

（
2
-
9
7
7
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

安
全

設
備

制
御

盤
（

2
-
9
0
3
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

主
蒸

気
流

量
制

限
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
建

物
原

子
炉

棟
（

ブ
ロ

ー
ア

ウ
ト

パ
ネ

ル
付

）
○

―
―

―
〇

外
殻

と
な

る
建

物
と

し
て

評
価

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
隔

離
弁

―
R
/
B

あ
り

あ
り

〇

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
ダ

ク
ト

―
R
/
B

あ
り

あ
り

〇

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

前
置

ガ
ス

処
理

装
置

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

後
置

ガ
ス

処
理

装
置

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
風

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

○
R
/
B
，

T
/
B

あ
り

あ
り

〇

弁
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

安
全

設
備

補
助

制
御

盤
（

2
-
9
0
9
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

排
気

筒
（

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

管
の

支
持

機
能

）
○

―
―

―
〇

排
気

筒

　
※

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
物

等
を

「
外

殻
と

な
る

建
物

等
」

と
し

て
抽

出
。

建
物

名
は

，
R
/
B
：

原
子

炉
建

物
，

T
/
B
：

タ
ー

ビ
ン

建
物

，
R
w
/
B
：

廃
棄

物
処

理
建

物
，

C
/
B
：

制
御

室
建

物
を

示
す

。

M
S
-
1

1
)

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

6
)
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能

―

原
子

炉
格

納
容

器

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

主
蒸

気
隔

離
弁

主
蒸

気
流

量
制

限
器

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
（

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

モ
ー

ド
）

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ

原
子

炉
建

物

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（5／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
５
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

再
結

合
装

置
（

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ﾜ
含

む
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

プ
ロ

セ
ス

計
測

盤
（

2
-
9
3
4
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

プ
ロ

セ
ス

計
測

盤
（

2
-
9
3
4
B
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

生
体

し
ゃ

へ
い

装
置

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

圧
力

容
器

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
8
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

圧
力

容
器

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
8
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

C
-
原

子
炉

圧
力

容
器

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
8
C
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

D
-
原

子
炉

圧
力

容
器

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
8
D
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
2
-
8
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
2
-
8
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

C
-
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
2
-
8
C
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

D
-
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
2
-
8
D
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
1
-
原

子
炉

保
護

ト
リ

ッ
プ

設
定

器
盤

（
2
-
9
2
4
A
1
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
2
-
原

子
炉

保
護

ト
リ

ッ
プ

設
定

器
盤

（
2
-
9
2
4
A
2
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
1
-
原

子
炉

保
護

ト
リ

ッ
プ

設
定

器
盤

（
2
-
9
2
4
B
1
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
2
-
原

子
炉

保
護

ト
リ

ッ
プ

設
定

器
盤

（
2
-
9
2
4
B
2
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

S
Ⅰ

-
工

学
的

安
全

施
設

ト
リ

ッ
プ

設
定

器
盤

（
2
-
9
7
6
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

S
Ⅱ

-
工

学
的

安
全

施
設

ト
リ

ッ
プ

設
定

器
盤

（
2
-
9
7
6
B
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

プ
ロ

セ
ス

放
射

線
モ

ニ
タ

盤
（

2
-
9
1
4
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

P
L
R
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
1
-
2
-
2
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

P
L
R
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
1
-
2
-
4
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
主

蒸
気

流
量

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
3
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
主

蒸
気

流
量

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
3
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

C
-
主

蒸
気

流
量

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
3
C
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

D
-
主

蒸
気

流
量

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
I
R
-
1
-
3
D
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
主

蒸
気

圧
力

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
1
-
1
A
）

―
T
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
主

蒸
気

圧
力

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
1
-
1
B
）

―
T
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
復

水
器

真
空

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
3
-
9
A
）

―
T
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
復

水
器

真
空

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
3
-
9
B
）

―
T
/
B

な
し

あ
り

―

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

　
※
：
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
を
内
包
す
る
建
物
等
を
「
外
殻
と
な
る
建
物
等
」
と
し
て
抽
出
。
建
物
名
は
，
R/
B
：
原
子
炉
建
物
，
T/
B
：
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
Rw
/
B：

廃
棄
物
処
理
建
物
，
C/
B：

制
御
室
建
物
を
示
す
。

―

原
子

炉
保

護
系

原
子

炉
圧

力
容

器
計

装
系

プ
ロ

セ
ス

放
射

線
モ

ニ
タ

系

原
子

炉
再

循
環

系

主
蒸

気
系

抽
気

系

M
S
-
1

1
)

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

6
)
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能

―

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

残
留

熱
除

去
系

（
再

結
合

装
置

へ
の

冷
却

水
供

給
を

司
る

部
分

）

遮
蔽

設
備

2
)

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
工

学
的

安
全

施
設

及
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
信

号
の

発
生

機
能

250
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（6／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
６
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

空
気

だ
め

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

給
気

消
音

器
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

潤
滑

油
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

潤
滑

油
サ

ン
プ

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

潤
滑

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

シ
リ

ン
ダ

油
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

シ
リ

ン
ダ

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

１
次

水
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

１
次

水
空

気
抜

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

１
次

水
膨

張
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
デ

イ
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

燃
料

フ
ィ

ル
タ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

（
給

気
管

，
過

給
機

含
む

）
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

弁
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

室
,

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

格
納

槽

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
○

―
―

―
〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

格
納

槽
な

し
あ

り
―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
電

動
機

○
―

―
―

〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
電

動
機

―
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
格

納
槽

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
○

R
/
B

な
し

あ
り

〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

格
納

槽
,
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
弁

○
R
/
B

な
し

あ
り

〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
弁

―
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
格

納
槽

,
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

空
気

だ
め

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

給
気

消
音

器
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

潤
滑

油
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

潤
滑

油
サ

ン
プ

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

潤
滑

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

シ
リ

ン
ダ

油
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

シ
リ

ン
ダ

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

１
次

水
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

１
次

水
空

気
抜

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

１
次

水
膨

張
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
デ

イ
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

燃
料

フ
ィ

ル
タ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

配
管

（
給

気
管

，
過

給
機

含
む

）
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

弁
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

○
―

―
―

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

電
動

機
○

―
―

―
〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

配
管

○
R
/
B

な
し

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

弁
○

R
/
B

な
し

あ
り

〇

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

室
送

風
機

―
R
/
B

あ
り

あ
り

〇

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

室
送

風
機

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
室

送
風

機
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
室

送
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

ダ
ク

ト
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

ダ
ン

パ
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

原
子

炉
建

物
付

属
棟

空
調

換
気

系
(
非

常
用

所
内

電
源

系
の

直
接

関
連

系
)

非
常

用
所

内
電

源
系

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御
室

及
び

そ
の

遮
蔽

･
非

常
用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系
(
い

ず
れ

も
，

M
S
－

1
関

連
の

も
の

)

2
)
安

全
上

特
に

重
要

な
関

連
機

能
2
)

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

M
S
-
1

　
※

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
物

等
を

「
外

殻
と

な
る

建
物

等
」

と
し

て
抽

出
。

建
物

名
は

，
R
/
B
：

原
子

炉
建

物
，

T
/
B
：

タ
ー

ビ
ン

建
物

，
R
w
/
B
：

廃
棄

物
処

理
建

物
，

C
/
B
：

制
御

室
建

物
を

示
す

。

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（7／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
７
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

非
常

用
メ

タ
ク

ラ
盤

(
2
C
-
M
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

2
C
－

動
力

変
圧

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
メ

タ
ク

ラ
盤

(
2
D
-
M
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

2
D
－

動
力

変
圧

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
メ

タ
ク

ラ
盤

(
2
H
P
C
S
-
M
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

2
H
P
C
S
－

動
力

変
圧

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
盤

(
2
C
-
L
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
盤

(
2
D
-
L
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
C
1
,
2
,
3
-
R
/
B
-
C
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
D
1
,
2
,
3
-
R
/
B
-
C
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
A
-
D
G
-
C
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
B
-
D
G
-
C
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
H
P
C
S
-
C
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

計
装

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
A
-
計

装
-
C
/
C
)

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

計
装

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

盤
(
2
B
-
計

装
-
C
/
C
)

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
中

央
分

電
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
中

央
分

電
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
-
中

央
分

電
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
計

装
分

電
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
計

装
分

電
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
計

装
用

無
停

電
交

流
電

源
装

置
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
計

装
用

無
停

電
交

流
電

源
装

置
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
2
0
A
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
2
0
B
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

H
P
C
S
-
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
2
0
H
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

所
内

電
気

盤
（

2
-
9
0
8
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

2
3
0
V
系

蓄
電

池
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
1
1
5
V
系

蓄
電

池
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
1
1
5
V
系

蓄
電

池
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
蓄

電
池

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

中
性

子
計

装
用

蓄
電

池
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

中
性

子
計

装
用

蓄
電

池
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

直
流

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
盤

(
2
-
R
C
I
C
直

流
-
C
/
C
)

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

中
性

子
計

装
用

充
電

器
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

中
性

子
計

装
用

充
電

器
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
充

電
器

盤
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

中
性

子
計

装
用

分
電

盤
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

中
性

子
計

装
用

分
電

盤
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

2
3
0
V
系

直
流

盤
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
1
1
5
V
系

直
流

盤
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
1
1
5
V
系

直
流

盤
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
直

流
盤

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

　
※

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
物

等
を

「
外

殻
と

な
る

建
物

等
」

と
し

て
抽

出
。

建
物

名
は

，
R
/
B
：

原
子

炉
建

物
，

T
/
B
：

タ
ー

ビ
ン

建
物

，
R
w
/
B
：

廃
棄

物
処

理
建

物
，

C
/
B
：

制
御

室
建

物
を

示
す
。

M
S
-
1

2
)

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

2
)
安

全
上

特
に

重
要

な
関

連
機

能
非

常
用

所
内

電
源

系
，

制
御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
･
非

常
用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系
(
い

ず
れ

も
，

M
S
－

1
関

連
の

も
の

)

非
常

用
所

内
電

源
系

直
流

電
源

系
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（8／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
８
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

中
央

制
御

室
〇

―
―

―
〇

外
殻

と
な

る
建

物
と

し
て

評
価

中
央

制
御

室
遮

蔽
〇

―
―

―
〇

外
殻

と
な

る
建

物
と

し
て

評
価

中
央

制
御

室
送

風
機

―
R
w
/
B

あ
り

あ
り

〇

中
央

制
御

室
送

風
機

電
動

機
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
非

常
用

再
循

環
送

風
機

―
R
w
/
B

あ
り

あ
り

〇

中
央

制
御

室
非

常
用

再
循

環
送

風
機

電
動

機
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

中
央

制
御

室
排

風
機

―
R
w
/
B

あ
り

あ
り

〇

中
央

制
御

室
排

風
機

電
動

機
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
空

気
調

和
装

置
（

加
湿

器
含

む
）

―
R
w
/
B

あ
り

あ
り

〇

中
央

制
御

室
非

常
用

再
循

環
処

理
装

置
―

R
w
/
B

あ
り

あ
り

〇

中
央

制
御

室
冷

凍
機

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
冷

凍
機

油
ポ

ン
プ

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
冷

凍
機

油
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
冷

水
循

環
ポ

ン
プ

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
冷

水
循

環
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

ダ
ク

ト
―

R
w
/
B
，

C
/
B

あ
り

あ
り

〇

ダ
ン

パ
―

R
w
/
B
，

C
/
B

あ
り

あ
り

〇

弁
―

R
w
/
B

あ
り

あ
り

〇

A
-
中

央
制

御
室

冷
凍

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
5
6
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
中

央
制

御
室

冷
凍

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
5
6
B
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

共
通

盤
（

2
-
9
6
5
-
2
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
A
-
冷

凍
機

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
W
I
R
-
2
-
6
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

室
B
-
冷

凍
機

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
W
I
R
-
2
-
6
B
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
補

機
冷

却
系

熱
交

換
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

原
子

炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

原
子

炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
補

機
海

水
ポ

ン
プ

○
―

―
―

〇

原
子

炉
補

機
海

水
ポ

ン
プ

電
動

機
○

―
―

―
〇

配
管

○
R
/
B
，

T
/
B

あ
り

あ
り

〇

弁
○

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

ス
ト

レ
ー

ナ
○

―
―

―
〇

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

M
S
-
1

2
)

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

2
)
安

全
上

特
に

重
要

な
関

連
機

能
非

常
用

所
内

電
源

系
，

制
御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
･
非

常
用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系
(
い

ず
れ

も
，

M
S
－

1
関

連
の

も
の

)

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
遮

蔽

中
央

制
御

室
換

気
系

原
子

炉
補

機
冷

却
系

原
子

炉
補

機
海

水
系

　
※

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
物

等
を

「
外

殻
と

な
る

建
物

等
」

と
し

て
抽

出
。

建
物

名
は

，
R
/
B
：

原
子

炉
建

物
，

T
/
B
：

タ
ー

ビ
ン

建
物

，
R
w
/
B
：

廃
棄

物
処

理
建

物
，

C
/
B
：

制
御

室
建

物
を

示
す

。
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（9／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
９
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

系
熱

交
換

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

海
水

ポ
ン

プ
○

―
―

―
〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

海
水

ポ
ン

プ
電

動
機

○
―

―
―

〇

配
管

○
R
/
B
，

T
/
B

あ
り

あ
り

〇

弁
○

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

ス
ト

レ
ー

ナ
○

―
―

―
〇

取
水

路
○

―
―

―
―

竜
巻

の
影

響
を

受
け

な
い

配
管

―
R
/
B
，

T
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

弁
―

R
/
B
，

T
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

再
生

熱
交

換
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
再

生
熱

交
換

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

補
助

熱
交

換
器

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
浄

化
系

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

ろ
過

脱
塩

装
置

ろ
過

脱
塩

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

脱
塩

装
置

脱
塩

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
浄

化
循

環
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
浄

化
循

環
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
浄

化
補

助
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
浄

化
補

助
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
配

管
周

囲
温

度
ト

リ
ッ

プ
設

定
器

盤
（

2
-
9
7
5
A
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
配

管
周

囲
温

度
ト

リ
ッ

プ
設

定
器

盤
（

2
-
9
7
5
B
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
C
U
W
・

R
C
I
C
・

R
H
R
隔

離
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
1
-
1
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
C
U
W
・

R
C
I
C
・

R
H
R
隔

離
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
1
-
1
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

R
C
I
C
タ

ー
ビ

ン
排

気
圧

力
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
1
-
3
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

活
性

炭
式

希
ガ

ス
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

塔
―

R
w
/
B

な
し

あ
り

―

燃
料

プ
ー

ル
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

新
燃

料
貯

蔵
庫

（
臨

界
を

防
止

す
る

機
能

）
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

燃
料

取
替

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

原
子

炉
建

物
天

井
ク

レ
ー

ン
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
ハ

ッ
チ

等
の

建
具

の
損

傷
を

考
慮

し
て

評
価

対
象

と
す

る
。

原
子

炉
ウ

ェ
ル

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

気
体

廃
棄

物
処

理
系

M
S
-
1

2
)

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

2
)
安

全
上

特
に

重
要

な
関

連
機

能
非

常
用

所
内

電
源

系
，

制
御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
･
非

常
用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系
(
い

ず
れ

も
，

M
S
－

1
関

連
の

も
の

)

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

系

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

海
水

系

取
水

路

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

　
※
：
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
を
内
包
す
る
建
物
等
を
「
外
殻
と
な
る
建
物
等
」
と
し
て
抽
出
。
建
物
名
は
，
R
/
B
：
原
子
炉
建
物
，
T
/
B
：
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
R
w
/
B
：
廃
棄
物
処
理
建
物
，
C
/
B
：
制
御
室
建
物
を
示
す
。

燃
料

プ
ー

ル
（

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

を
含

む
）

新
燃

料
貯

蔵
庫

3
)
燃

料
を

安
全

に
取

り
扱

う
機

能
燃

料
取

扱
設

備

燃
料

取
扱

設
備

原
子

炉
建

物
天

井
ク

レ
ー

ン

原
子

炉
ウ

ェ
ル

P
S
-
2

1
)

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象
に

よ
っ

て
，

炉
心

の
著

し
い

損
傷

又
は

燃
料

の
大

量
の

破
損

を
直

ち
に

引
き

起
こ

す
お

そ
れ

は
な

い
が

，
敷

地
外

へ
過

度
の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

の
あ

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器

1
)
原

子
炉

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機
能

（
た

だ
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

か
ら

除
外

さ
れ

て
い

る
計

装
等

の
小

口
径

の
も

の
及

び
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
直

接
接

続
さ

れ
て

い
な

い
も

の
は

除
く

。
）

主
蒸

気
系

，
原

子
炉

浄
化

系
(
い

ず
れ

も
，

格
納

容
器

隔
離

弁
の

外
側

の
み

)
主

蒸
気

系
の

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
以

外
の

部
分 原

子
炉

浄
化

系
の

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
以

外
の

部
分

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
（

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
以

外
の

部
分

で
タ

ー
ビ

ン
主

蒸
気

止
め

弁
ま

で
）

2
)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
直

接
接

続
さ

れ
て

い
な

い
も

の
で

あ
っ

て
放

射
性

物
質

を
貯

蔵
す

る
機

能

気
体

廃
棄

物
処

理
系

燃
料

プ
ー

ル
（

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

）
新

燃
料

貯
蔵

庫
（

臨
界

を
防

止
す

る
機

能
）
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（10／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
１
０
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

P
S
-
2

2
)

通
常

運
転

時
及

び
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に

作
動

を
要

求
さ

れ
る

も
の

で
あ

っ
て

，
そ

の
故

障
に

よ
り

，
炉

心
冷

却
が

損
な

わ
れ

る
可

能
性

の
高

い
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器

1
)
安

全
弁

及
び

逃
が

し
弁

の
吹

き
止

ま
り

機
能

逃
が

し
安

全
弁

(
吹

き
止

ま
り

機
能

に
関

連
す

る
部

分
)

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

ス
ト

レ
ー

ナ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

隔
離

弁
―

T
/
B

な
し

あ
り

―

タ
ー

ビ
ン

補
機

制
御

盤
（

2
-
9
0
6
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

タ
ー

ビ
ン

補
助

盤
（

2
-
9
4
3
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

空
気

抽
出

器
圧

力
・

温
度

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
2
-
9
）

―
T
/
B

な
し

あ
り

―

排
ガ

ス
処

理
系

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
3
-
1
0
）

―
T
/
B

な
し

あ
り

―

排
気

筒
（

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

用
排

気
筒

の
支

持
機

能
以

外
）

○
―

―
―

〇

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

〇
建

物
内

に
あ

る
が

，
一

部
の

対
象

設
備

に
つ

い
て

ハ
ッ

チ
等

の
建

具
の

損
傷

を
考

慮
し

て
評

価
対

象
と

す
る

。

原
子

炉
建

物
原

子
炉

棟
（

ブ
ロ

ー
ア

ウ
ト

パ
ネ

ル
付

）
○

―
―

―
〇

外
殻

と
な

る
建

物
と

し
て

評
価

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

前
置

ガ
ス

処
理

装
置

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

後
置

ガ
ス

処
理

装
置

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
風

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

○
R
/
B
,
T
/
B

あ
り

あ
り

〇

弁
○

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

安
全

設
備

制
御

盤
（

2
-
9
0
3
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
補

機
制

御
盤

（
2
-
9
0
4
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

原
子

炉
制

御
盤

（
2
-
9
0
5
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

安
全

設
備

補
助

制
御

盤
（

2
-
9
0
9
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
起

動
領

域
モ

ニ
タ

盤
（

2
-
9
1
0
A
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
起

動
領

域
モ

ニ
タ

盤
（

2
-
9
1
0
B
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

放
射

線
モ

ニ
タ

記
録

計
盤

（
2
-
9
1
5
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
格

納
容

器
H
2
/
O
2
濃

度
計

盤
（

2
-
9
7
3
A
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

※
B
-
格

納
容

器
H
2
/
O
2
濃

度
計

盤
（

2
-
9
7
3
B
-
1
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
格

納
容

器
H
2
/
O
2
濃

度
計

演
算

器
盤

（
2
-
9
7
3
A
-
2
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
格

納
容

器
H
2
/
O
2
濃

度
計

演
算

器
盤

（
2
-
9
7
3
B
-
2
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

A
M
設

備
制

御
盤

（
2
-
9
7
4
）

―
C
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

装
置

室
外

原
子

炉
停

止
制

御
盤

（
2
-
2
2
1
5
-
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

装
置

室
外

原
子

炉
停

止
制

御
盤

（
2
-
2
2
1
5
-
2
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

系
統

・
機

器

　
※
：
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
を
内
包
す
る
建
物
等
を
「
外
殻
と
な
る
建
物
等
」
と
し
て
抽
出
。
建
物
名
は
，
R/
B：

原
子
炉
建
物
，
T/
B：

タ
ー
ビ
ン
建
物
，
Rw
/B
：
廃
棄
物
処
理
建
物
，
C/
B：

制
御
室
建
物
を
示
す
。

気
体

廃
棄

物
処

理
系

排
気

筒

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
系

原
子

炉
建

物

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

2
)

異
常

事
態

へ
の

対
応

上
特

に
重

要
な

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
事

故
時

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

把
握

機
能

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

・
中

性
子

源
領

域
計

装
・

制
御

棒
位

置
・

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

・
原

子
炉

水
位

（
燃

料
域

）
・

原
子

炉
圧

力
・

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力
・

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力
（

Ａ
Ｍ

用
）

・
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
・

Ｄ
／

Ｗ
放

射
線

量
率

・
Ｄ

／
Ｗ

水
素

濃
度

・
Ｄ

／
Ｗ

酸
素

濃
度

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
（

吹
き

止
ま

り
機

能
）

M
S
-
2

1
)
 
P
S
-
2
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

，
敷

地
周

辺
公

衆
に

与
え

る
放

射
線

の
影

響
を

十
分

に
小

さ
く

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
燃

料
プ

ー
ル

水
の

補
給

機
能

非
常

用
補

給
水

系

残
留

熱
除

去
系

(
燃

料
プ

ー
ル

水
の

補
給

)

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ

1
)
 
P
S
-
2
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

，
敷

地
周

辺
公

衆
に

与
え

る
放

射
線

の
影

響
を

十
分

に
小

さ
く

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

2
)
放

射
性

物
質

放
出

の
防

止
機

能
気

体
廃

棄
物

処
理

系
の

隔
離

弁
排

気
筒

(
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
排

気
管

の
支

持
機

能
以

外
)

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放
射

能
放

出
を

低
減

す
る

系

重
要

度
分

類
設

置
場

所
外

殻
と

な
る

建
物

の
防

護
機

能
に

よ
り

竜
巻

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

の
確

認
評

価
対

象
施

設
備

考

系
統
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（11／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）（

１
１
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

事
故

時
サ

ン
プ

ル
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

事
故

時
サ

ン
プ

ル
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

通
常

時
サ

ン
プ

ル
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

通
常

時
サ

ン
プ

ル
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

事
故

時
サ

ン
プ

ル
昇

圧
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

事
故

時
サ

ン
プ

ル
昇

圧
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

通
常

時
サ

ン
プ

ル
昇

圧
ポ

ン
プ

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

通
常

時
サ

ン
プ

ル
昇

圧
ポ

ン
プ

電
動

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

気
水

分
離

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

冷
却

器
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

配
管

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

弁
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

2
)
異

常
状

態
の

緩
和

機
能

―
―

―
―

―
―

―

中
央

制
御

装
置

室
外

原
子

炉
停

止
制

御
盤

（
2
-
2
2
1
5
-
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

中
央

制
御

装
置

室
外

原
子

炉
停

止
制

御
盤

（
2
-
2
2
1
5
-
2
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

R
C
I
C
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
2
-
1
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

液
体

廃
棄

物
処

理
系

制
御

盤
（

2
-
9
9
1
A
）

―
R
w
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
S
G
T
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
3
-
2
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
S
G
T
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
3
-
2
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

除
湿

機
―

R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
原

子
炉

格
納

容
器

H
2
/
O
2
分

析
計

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
S
R
-
3
-
3
A
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

B
-
原

子
炉

格
納

容
器

H
2
/
O
2
分

析
計

ラ
ッ

ク
（

2
-
R
S
R
-
3
-
3
B
）

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
電

気
室

送
風

機
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

非
常

用
電

気
室

送
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
電

気
室

送
風

機
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
電

気
室

送
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

あ
り

―

非
常

用
電

気
室

外
気

処
理

装
置

―
R
/
B

あ
り

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
電

気
室

外
気

処
理

装
置

―
R
/
B

あ
り

あ
り

〇

ダ
ク

ト
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

ダ
ン

パ
―

R
/
B

あ
り

あ
り

〇

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

―

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
室
,

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
格
納
槽

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

○
―

―
―

〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

―
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
格
納
槽

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

電
動

機
○

―
―

―
〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

電
動

機
―

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
格
納
槽

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
○

R
/
B

な
し

あ
り

〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
―

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
格
納
槽
,
R
/
B

な
し

あ
り

―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
弁

○
R
/
B

な
し

あ
り

〇

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
配

管
弁

―
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
格
納
槽
,
R
/
B

な
し

あ
り

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
○

―
―

―
〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
電

動
機

○
―

―
―

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

配
管

○
R
/
B

な
し

あ
り

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

弁
○

R
/
B

な
し

あ
り

〇

重
要

度
分

類
系

統
・

機
器

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

備
考

系
統

M
S
-
2

2
)

異
常

事
態

へ
の

対
応

上
特

に
重

要
な

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
事

故
時

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

把
握

機
能

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

―

3
)
制

御
室

外
か

ら
の

安
全

停
止

機
能

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
(
安

全
停

止
に

関
連

す
る

も
の

)
中

央
制

御
室

外
原

子
炉

停
止

装
置

3
)
安

全
上

必
須

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
（

当
該

系
）

の
信

頼
性

上
必

要
な

機
能

を
有

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

　
※

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
物

等
を

「
外

殻
と

な
る

建
物

等
」

と
し

て
抽

出
。
建

物
名

は
，
R
/
B
：

原
子

炉
建

物
，

T
/
B
：

タ
ー

ビ
ン
建

物
，

R
w
/
B
：

廃
棄

物
処

理
建
物

，
C
/
B
：

制
御

室
建

物
を

示
す
。

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
（

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
（

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

モ
ー

ド
）

の
間

接
関

連
系

）

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

の
間

接
関

連
系

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

の
間

接
関

連
系

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御
室

及
び

そ
の

遮
蔽

･
非

常
用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系
(
い

ず
れ

も
，

M
S
－

1
関

連
の

も
の

)

原
子

炉
建

物
付

属
棟

空
調

換
気

系
（

非
常

用
所

内
電

源
系

の
間

接
関

連
系

）

非
常

用
所

内
電

源
系

の
間

接
関

連
系

1
)
安

全
上

特
に

重
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
（

当
該

系
）

の
間

接
関

連
系

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

間
接

関
連

系
）

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
（

残
留

熱
除

去
系

(
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

)
の

間
接

関
連

系
）

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

間
接

関
連

系

非
常

用
炉

心
冷

却
系

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

間
接

関
連

系
）

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
（

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

間
接

関
連

系
）

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系
（

残
留

熱
除

去
系

（
低

圧
ス

プ
レ

イ
モ

ー
ド

）
の

間
接

関
連

系
）

―
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（12／24） 

表
 1
.2
.1
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
）
（
１
２
／
１
２
）

 

分
類

定
義

機
能

系
統

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
外

気
と

の
接

続
外

殻
と

な
る

建
物

等

原
子

炉
建

物
○

―
―

―
○

制
御

室
建

物
○

―
―

―
○

タ
ー

ビ
ン

建
物

○
―

―
―

○

廃
棄

物
処

理
建

物
○

―
―

―
○

排
気

筒
モ

ニ
タ

室
○

―
―

―
○

A
-
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
室

○
―

―
―

○

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

室
○

―
―

―
○

B
-
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
格

納
槽

○
―

―
―

○

系
統

・
機

器
重

要
度

分
類

備
考

設
置

場
所

外
殻

と
な

る
建

物
の

防
護

機
能

に
よ

り
竜

巻
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
の

確
認

評
価

対
象

施
設

外
殻

と
な

る
施

設

○
―

―
―

○
M
S
-
3

2
)

異
常

事
態

へ
の

対
応

上
特

に
重

要
な

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
緊

急
時

対
策

上
重

要
な

も
の

及
び

異
常

状
態

の
把

握
機

能

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策
所

，
試

料
採

取
系

，
通

信
連

絡
設

備
，

放
射

能
監

視
設

備
，

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

，
消

火
系

，
安

全
避

難
通

路
，

非
常

用
照

明

放
射

線
監

視
設

備
排

気
筒

モ
ニ

タ

　
※
：
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
を
内
包
す
る
建
物
等
を
「
外
殻
と
な
る
建
物
等
」
と
し
て
抽
出
。
建
物
名
は
，
R/
B
：
原
子
炉
建
物
，
T/
B
：
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
Rw
/
B：

廃
棄
物
処
理
建
物
，
C/
B：

制
御
室
建
物
を
示
す
。
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（13／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（14／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（15／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（16／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（17／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（18／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（19／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（20／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（21／24） 

266



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（22／24） 
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第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（23／24） 

268



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.2－1表 評価対象施設の抽出結果（24／24） 
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添付資料 1.4 

1.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設の抽出について 

外部事象防護対象施設に対する波及的影響として，当該施設の

倒壊・損傷等により，外部事象防護対象施設が損傷を受ける機械

的影響，当該施設が機能喪失に陥った場合に，外部事象防護対象

施設も機能喪失する機能的影響，竜巻随伴事象（火災，溢水，外

部電源喪失）による二次的影響の観点から波及的影響を及ぼし得

る施設を抽出する。 

図1.4.1に外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評

価対象施設の抽出フローを示す。 

図 1.4.1 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出フロー 

(1) 機械的影響の観点での抽出

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，機械的影響の観点

から，外部事象防護対象施設周辺の施設が倒壊することにより，

添付資料 3 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る 

施設の抽出について 

1. 抽出方針

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち外部事象防護対象

施設等を除く施設（以下「その他の施設」という。）のうち，

外部事象防護対象施設の機能に，次の観点から波及的影響を及

ぼし得る施設を抽出する。 

第 1－1図に抽出フローを示す。 

(1) 機械的影響の観点

その他の施設のうち，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計

飛来物等の衝突により倒壊して，外部事象防護対象施設を機

1.2.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象

施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として，

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設及び

外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設を抽出

し，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設とした。 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設の抽出フローを図 1.2.2に示す。 

図 1.2.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る 

評価対象施設の抽出フロー 

1.2.2.1 倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施

設 

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設に

ついては，外部事象防護対象施設に対する機械的な影響を考慮

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は外部事象

防護対象施設に波及的

影響を及ぼし得る施設

を「機械的影響」及び

「機能的影響」の観点

で抽出しており，竜巻

随伴事象はガイドの構

成に合わせ，別添 2-1 

3.5に記載 

 

 

島根原子力発電所構内施設 

Yes 

No 
【外部事象防護対象施設に波及的

影響を及ぼし得る評価対象施設】 

対象外 

No 

 

倒壊により外部事象防
護対象施設に損傷を及

ぼし得る施設か 

 
屋外にある外部事象防護
対象施設の付属施設か

No 

No 

Yes 

・１号炉タービン建物

・１号炉廃棄物処理建物

・１号炉排気筒

・ガントリークレーン 等

・非常用ディーゼル発電機排気

消音器（排気管含む）

・ディーゼル燃料貯蔵タンク

ベント管

・ディーゼル燃料デイタンクベ

ント管 等

【機械的影響】 

 外部事象防護対象施設 

Yes 

【機能的影響】 
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外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性がある施設を抽出

する。 

具体的には，図1.4.2に示すとおり，施設の高さが外部事象防護

対象施設との距離以上である施設を抽出した。 

能喪失させる可能性がある施設，又はその施設の特定の区画

を抽出する。 

(2) 機能的影響の観点

その他の施設のうち，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計

飛来物等の衝突により損傷して外部事象防護対象施設を機能

喪失させる可能性がある，屋外に設置されている外部事象防

護対象施設の付属設備を抽出する。 

第 1－2図に波及的影響を及ぼし得る施設のイメージを示

す。 

なお，波及的影響を及ぼす要因として，火災，溢水及び外

部電源喪失も考えられるが，これらについては，竜巻随伴事

象として「添付資料 11」に整理する。 

第 1－1図 評価対象抽出フロー 

2. 抽出結果

2.1 機械的影響の観点 

機械的影響の観点から，その他の施設のうち，「倒壊により

外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性がある施設」を

確認した結果を第 2.1－1表及び第 2.1－1図に示す。 

確認の結果，倒壊により外部事象防護対象施設の安全機能を

機能喪失させる可能性がある施設として，サービス建屋等の 3

し，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施

設として抽出した。 

具体的には，図 1.2.3に示すとおり，外部事象防護対象施設に

隣接する施設及び地上高さが外部事象防護対象施設との距離以

上である施設を抽出した。抽出結果を表 1.2.2に示す。 
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図1.4.2 地上高さが外部事象防護対象施設との距離以上である施

設（高さH≧水平距離L） 

施設を，外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施

設として抽出した。 

上記以外の施設については，「高さＨ＜外部事象防護対象施設

等までの水平距離Ｌ」であることを確認し，外部事象防護対象

施設等に波及的影響を及ぼし得る施設とはならない。 

第 1－2図 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る

施設のイメージ 

【外部事象防護対象施設に隣接する施設】 

【地上高さが外部事象防護対象施設との距離以上である施設】（高

さＨ≧水平距離Ｌの場合） 

図 1.2.3 倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施

設 
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外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性がある建屋及び

構築物について確認した結果を表1.4.1，設備について確認した結

果を表1.4.2に示す。 

また，図1.4.3には，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼ

し得る建物・構築物並びに主排気筒の倒壊範囲を示す。 

確認の結果，倒壊により外部事象防護対象施設を機能喪失させ

る可能性がある施設として，以下を抽出した。 

a．建屋・構築物 

・主排気筒（6号及び7号炉への影響）

・5号炉主排気筒（6号炉への影響）

・5号炉タービン建屋（6号炉への影響）

・サービス建屋（6号及び7号炉共通施設）

b．設備（系統，機器） 

・原子炉建屋天井クレーン（自号炉への影響）

・燃料交換機（自号炉への影響）

(2) 機能的影響の観点での抽出

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，機能的影響の観点

（「屋外にある外部事象防護対象施設の付属設備か」）から，機

能喪失に陥った場合に，外部事象防護対象施設も機能喪失する可

能性がある施設を確認した結果を表1.4.2に示す。 

確認の結果，機能喪失に陥った場合に，外部事象防護対象施設

も機能喪失する可能性がある屋外の外部事象防護対象施設の付属

設備として，以下を抽出した。 

・ 非常用ディーゼル発電機 排気管

2.2 機能的影響の観点 

機能的影響の観点から，その他の施設のうち，竜巻による損

傷により，外部事象防護対象施設の安全機能を機能喪失させる

可能性がある「屋外に設置されている外部事象防護対象施設の

付属設備」を確認した結果を第 2.2－1表に示す。 

・抽出対象の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は排気筒，

原子炉建屋天井クレー

ン，燃料交換機を外部

事象防護対象施設とし

て整理 

（島根２号炉は「1.2.2.2 

外部事象防護対象施設

の屋外にある付属施設

の抽出」で記載） 
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・ 非常用ディーゼル発電機 排気消音器

・ ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電機機関本体，

潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク） 

(3) 二次的影響の観点での抽出

発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，二次的影響の観点

から，竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設を機能喪

失させる可能性がある施設を抽出する。 

建屋内においては，外気との接続がある外部事象防護対象施設

の開口部より，飛来物の侵入が想定される場合には，適切な防護

対策を実施する。そのため，飛来物の侵入による溢水や火災は発

生しないことから，外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器

の安全機能に影響は与えない。 

また，建屋外においては，外部事象防護対象施設の安全機能に

影響がないことを確認するため，発電所敷地内の外部事象防護対

象施設の周辺にある溢水源，発火源となる設備として，以下を抽

出した。 

なお，6号及び7号炉の軽油タンクについては，外部事象防護対

象施設として抽出済であることから，本項目では抽出しない。 

・溢水により外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性のあ

る設備（純水タンク，ろ過水タンク，NSD収集タンク） 

・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能

性がある設備（変圧器，5号炉軽油タンク，第一ガスタービン発電

機用燃料タンク） 

・外部電源

・抽出観点の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は外部事象

防護対象施設に波及的

影響を及ぼし得る施設

を「機械的影響」及び

「機能的影響」の観点

で抽出しており，竜巻

随伴事象はガイドの構

成に合わせ，別添 2-1 

3.5に記載 
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表 1.4.1 機械的影響の観点の抽出結果（建屋，構築物） 

※1 ： 6号炉 原子炉建屋の屋上T.P.38.2m(地表から26.2m)からの

高さ 

※2 ： 7号炉 原子炉建屋の屋上T.P.38.2m(地表から26.2m)からの

高さ 

※3 ： 5号炉の外部事象防護対象施設を内包する施設であるが，

参考として記載した。 

※4 ： 発電所構内における鉄塔のうち，外部事象防護対象施設に

最寄り鉄塔として記載した。 

第 2.1－1表 機械的影響の観点の抽出結果 表 1.2.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果 

（倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設） 

施設名 

損傷を受ける可能性のある

外部事象防護対象施設 

外部事象防護

対象施設との

距離 

地上高さ 

１号炉原子炉建物 制御室建物 約 15ｍ 47ｍ 

１号炉タービン建物 

２号炉タービン建物 

制御室建物 

隣接 － 

１号炉廃棄物処理建物 

２号炉廃棄物処理建物 

制御室建物 

隣接 － 

１号炉排気筒 ２号炉タービン建物 約 10ｍ 120ｍ 

ガントリークレーン 原子炉補機海水ポンプ等 約 3ｍ 21ｍ 

排気筒モニタ室 ２号炉排気筒 隣接 － 

・施設の配置状況の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施設

に波及的影響を及ぼし

得る施設の設置場所の

相違 

275



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.2－1表 機能的影響の観点の抽出結果 

1.2.2.2 外部事象防護対象施設の屋外にある付属施設の抽出 

外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設につ

いて，外部事象防護対象施設に対する機能的な影響を考慮し，外

部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設と

して抽出した。抽出結果を表 1.2.3，表 1.2.4に示す。 

表 1.2.3 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果 

（外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設） 

外部事象防護対象施設 屋外にある付属施設 

非常用ディーゼル発電機 排気消音器（排気管含む） 

高圧炉心スプレイ非常用ディ

ーゼル発電機系非常用ディー

ゼル発電機 

排気消音器（排気管含む） 

ディーゼル燃料貯蔵タンク ベント管 

ディーゼル燃料デイタンク ベント管 

潤滑油サンプタンク ベント管 

・設備状況の相違

【東海第二】 

外部事象防護対象施設

に波及的影響を及ぼし

得る施設の設置状況の

相違 
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表 1.4.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果（設備）（1/3） 

（東海第二は「別添資料 1

第 1.7.2－3表 外部事象

防護対象施設等に波及的

影響を及ぼし得る施設及

び竜巻防護対策等」で記

載） 

表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
１
／
８
）
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表 1.4.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果（設備）（2/3） 

表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
２
／
８
）
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表 1.4.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対

象施設の抽出結果（設備）（3/3） 

表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
３
／
８
）
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表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
４
／
８
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表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
６
／
８
）

 

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
影

響
有

無
判

断
理

由

活
性

炭
式

希
ガ

ス
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

塔
―

R
w
/
B

な
し

―
―

―

隔
離

弁
―

T
/
B

な
し

―
―

―

タ
ー

ビ
ン

補
機

制
御

盤
（

2
-
9
0
6
）

―
C
/
B

な
し

―
―

―

タ
ー

ビ
ン

補
助

盤
（

2
-
9
4
3
）

―
C
/
B

な
し

―
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―

空
気

抽
出

器
圧

力
・

温
度

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
2
-
9
）

―
T
/
B

な
し

―
―

―

排
ガ

ス
処

理
系

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
T
I
R
-
3
-
1
0
）

―
T
/
B

な
し

―
―
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原
子

炉
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空
調

換
気

系
隔
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―
R
/
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な
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原
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換
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ダ
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中
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R
w
/
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―
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中
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制
御
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送

風
機

電
動

機
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R
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―

―

中
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御
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常
用

再
循

環
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風
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w
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中
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制
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R
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動
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R
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和
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置
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加
湿

器
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ポ

ン
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電
動

機
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R
w
/
B

な
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―
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中
央

制
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水
再

循
環

ポ
ン
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R
w
/
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な
し

―
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中
央

制
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水
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ポ
ン

プ
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R
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―

ダ
ン

パ
―

R
w
/
B
，

C
/
B

な
し

―
―

―

弁
―

R
w
/
B

な
し

―
―

―

A
-
中

央
制

御
室

冷
凍

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
5
6
A
）

―
R
w
/
B

な
し

―
―

―

B
-
中

央
制

御
室

冷
凍

機
制

御
盤

（
2
-
2
2
5
6
B
）

―
R
w
/
B

な
し

―
―

―

共
通

盤
（

2
-
9
6
5
-
2
）

―
C
/
B

な
し

―
―

―

中
央

制
御

室
A
-
冷

凍
機

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
W
I
R
-
2
-
6
A
）

―
R
w
/
B

な
し

―
―

―

中
央

制
御

室
B
-
冷

凍
機

計
器

ラ
ッ

ク
（

2
-
W
I
R
-
2
-
6
B
）

―
R
w
/
B

な
し

―
―

―

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

室
送

風
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

室
送

風
機

電
動

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
室

送
風

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
室

送
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

冷
却

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

非
常

用
電

気
室

送
風

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

非
常

用
電

気
室

送
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
電

気
室

送
風

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
電

気
室

送
風

機
電

動
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

非
常

用
電

気
室

外
気

処
理

装
置

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
電

気
室

外
気

処
理

装
置

―
R
/
B

な
し

―
―

―

ダ
ク

ト
―

R
/
B

な
し

―
―

―

ダ
ン

パ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

　
※
：
建
物
名
は
，
R/
B：

原
子
炉
建
物
，
T/
B：

タ
ー
ビ
ン
建
物
，
Rw
/B
：
廃
棄
物
処
理
建
物
，
C/
B：

制
御
室
建
物
を
示
す
。

中
央

制
御

室
換

気
系

原
子

炉
建

物
付

属
棟

空
調

換
気

系

機
能

喪
失

に
よ

る
影

響
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

し
得

る
施

設
備

考
系

統

気
体

廃
棄

物
処

理
系

原
子

炉
棟

空
調

換
気

系

系
統

・
機

器
設

置
場

所
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

配
管

，
ダ

ク
ト

等
で

接
続

さ
れ

て
い

る
屋

外
施

設

282



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
７
／
８
）

 

機
器

・
設

備
屋

外
屋

内
※

（
建

物
名

）
影

響
有

無
判

断
理

由

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
―

R
/
B

排
気

消
音

器
（

排
気

管
含

む
）

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
デ

ィ
ー

ゼ
ル

機
関

へ
の

排
気

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

〇

空
気

だ
め

―
R
/
B

な
し

―
―

―

給
気

消
音

器
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

潤
滑

油
冷

却
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

潤
滑

油
サ

ン
プ

タ
ン

ク
―

R
/
B

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
タ

ン
ク

が
加

圧
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
〇

潤
滑

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

シ
リ

ン
ダ

油
タ

ン
ク

―
R
/
B

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
タ

ン
ク

が
加

圧
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
〇

ベ
ン

ト
管

は
潤

滑
油

サ
ン

プ
タ

ン
ク

ベ
ン

ト
管

と
共

用

シ
リ

ン
ダ

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

１
次

水
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

―
―

―

１
次

水
空

気
抜

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

―
―

―

１
次

水
膨

張
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

―
―

―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
デ

イ
タ

ン
ク

―
R
/
B

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
燃

料
の

移
送

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

〇

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
○

―
な

し
―

―
―

A
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
電

動
機

○
―

な
し

―
―

―

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

格
納

槽
な

し
―

―
―

B
-
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
電

動
機

―
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
格

納
槽

な
し

―
―

―

燃
料

フ
ィ

ル
タ

―
R
/
B

な
し

―
―

―

配
管

（
給

気
管

，
過

給
機

含
む

）
○

R
/
B

な
し

―
―

―

弁
○

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
―

R
/
B

排
気

消
音

器
（

排
気

管
含

む
）

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
デ

ィ
ー

ゼ
ル

機
関

へ
の

排
気

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

空
気

だ
め

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

給
気

消
音

器
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

潤
滑

油
冷

却
機

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

潤
滑

油
サ

ン
プ

タ
ン

ク
―

R
/
B

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
タ

ン
ク

が
加

圧
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

潤
滑

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

シ
リ

ン
ダ

油
タ

ン
ク

―
R
/
B

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
タ

ン
ク

が
加

圧
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
〇

ベ
ン

ト
管

は
潤

滑
油

サ
ン

プ
タ

ン
ク

ベ
ン

ト
管

と
共

用

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

シ
リ

ン
ダ

油
フ

ィ
ル

タ
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

１
次

水
冷

却
器

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

１
次

水
空

気
抜

タ
ン

ク
―

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

１
次

水
膨

張
タ

ン
ク

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
デ

イ
タ

ン
ク

―
R
/
B

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
燃

料
の

移
送

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

〇

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

○
―

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

電
動

機
○

―
な

し
―

―
―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

燃
料

フ
ィ

ル
タ

―
R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

配
管

（
給

気
管

，
過

給
機

含
む

）
○

R
/
B

な
し

―
―

―

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
系

弁
○

R
/
B

な
し

―
―

―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

―

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

室
,

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

格
納

槽

ベ
ン

ト
管

あ
り

閉
塞

し
た

場
合

，
燃

料
の

移
送

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

〇

燃
料

取
替

機
―

R
/
B

な
し

―
―

―

原
子

炉
建

物
天

井
ク

レ
ー

ン
―

R
/
B

な
し

―
―

―

中
央

制
御

装
置

室
外

原
子

炉
停

止
制

御
盤

（
2
-
2
2
1
5
-
1
）

―
R
/
B

な
し

―
―

―

中
央

制
御

装
置

室
外

原
子

炉
停

止
制

御
盤

（
2
-
2
2
1
5
-
2
）

―
R
/
B

な
し

―
―

―

R
C
I
C
計

器
ラ

ッ
ク

（
2
-
R
I
R
-
B
2
-
1
）

―
R
/
B

な
し

―
―

―

　
※

：
建

物
名

は
，

R
/
B
：

原
子

炉
建

物
，

T
/
B
：

タ
ー

ビ
ン

建
物

，
R
w
/
B
：

廃
棄

物
処

理
建

物
，

C
/
B
：

制
御

室
建

物
を

示
す

。

機
能

喪
失

に
よ

る
影

響
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

し
得

る
施

設
備

考
系

統

燃
料

取
扱

設
備

系
統

・
機

器
設

置
場

所
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

配
管

，
ダ

ク
ト

等
で

接
続

さ
れ

て
い

る
屋

外
施

設

非
常

用
所

内
電

源
系

原
子

炉
建

物
天

井
ク

レ
ー

ン

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
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表
1

.2
.4

 
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
結
果
（
８
／
８
）
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図 1.4.3 倒壊により外部事象防護対象施設が損傷する可能性があ

る施設の抽出 第 2.1－1図 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る

施設の配置図 

1.2.3 評価対象施設の構内配置について 

抽出した主な外部事象防護対象施設のうち評価対象施設及び外

部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の構

内配置を図 1.2.4に示す。 

図 1.2.4 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設及び外部事象

防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の構内配置 

・設置場所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外部事象防護対象施設

に波及的影響を及ぼし

得る施設の設置場所の

相違 
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1.2.4 外部事象防護対象施設以外の安全重要度クラス３施設の考

慮について 

安全評価上その機能に期待する安全重要度クラス３施設以外の

クラス３施設については，竜巻及びその随伴事象により損傷した場

合でも，代替設備により必要な機能を確保すること，又は安全上支

障のない期間に修復すること等の対応が可能な設計とすることに

より，安全機能を損なわない設計とすることから，外部事象防護対

象施設としていない。竜巻及びその随伴事象等による影響の大きい

主な屋外の外部事象防護対象施設以外の安全重要度クラス３施設

が損傷した場合の対応を表 1.2.5に示す。外部事象防護対象施設以

外の安全重要度クラス３施設が損傷した場合でも，補修等を実施す

るとともに，保安規定の運転上の制限に従い，プラント停止等の対

応を行うことにより，プラントの安全性は維持できる。 

（柏崎 6/7 は「添付資料

1.2 表 1.2.1 外部事象防

護対象施設のうち評価対

象施設の抽出結果」で記

載） 

（東海第二は「添付資料 1

第 2.2－1表 評価対象施

設の抽出結果」で記載） 
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表 1.2.5 屋外の外部事象防護対象施設以外の安全重要度クラス３

施設損傷時の対応 

系統 主な機器名称 対応 

（【 】はＤＢ施設以外を用

いた対応） 

窒素ガス制御系 窒素ガス制御系液体窒素貯

蔵タンク，窒素ガス制御系

液体窒素蒸発装置，窒素ガ

ス制御系サージタンク

必要によりプラントを停止

し，補修を実施 

所内電気設備系 主変圧器，所内変圧器，起

動変圧器，送電線，開閉所 

必要によりプラントを停止

し，補修を実施 

【外部電源が受電できない

場合はガスタービン発電機，

高圧発電機車で代替可能】 

循環水系 循環水ポンプ用電動機，弁

駆動部 

必要な循環水量が確保でき

ない場合はプラントを停止

し，補修を実施 

復水輸送系 

液体廃棄物処理系 

復水貯蔵タンク 

補助復水貯蔵タンク 

トーラス水受入タンク

天板が損傷した場合は補修

を実施 

（側面は遮蔽壁により防護

されている） 

消火系 消火ポンプ，配管 補修を実施（消防車で代替可

能） 

【水ろ過設備，送水車で代替

可能】 

所内蒸気系 ３号所内ボイラ本体，重油

サービスタンク，蒸気配管，

重油移送配管 

補修を実施（４号所内ボイラ

で代替可能） 

海水電解装置設備系

（取水槽設備系） 

除じん機 必要によりプラントを停止

し，補修を実施（健全側水路

で代替可能） 

気象観測設備 風向風速計，日射・放射収

支計，気温計，雨量計，湿

度計 

補修を実施 

【可搬式気象観測設備で代

替可能】 

プロセス放射線モニ

タ系

排気筒高レンジモニタ 補修を実施（モニタリングポ

スト等で代替可能）

【可搬型モニタリングポス

トで代替可能】

野外放射線モニタ モニタリングポスト 補修を実施 

【可搬型モニタリングポス

トで代替可能】

通信設備 データ伝送設備（発電所内）

及びデータ伝送設備（発電

所外） 

補修を実施 

建物 固体廃棄物貯蔵所 補修を実施（放射性物質の拡

散防止について，適切な処置

を実施） 

緊急時対策所 補修を実施 
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別紙 1-1 

緊急時対策所の竜巻防護方針について 

1. 竜巻に対する防護方針

緊急時対策所は，設計基準対象施設かつ重大事故等対処施設と

して位置付けられており，それぞれに対し以下の防護方針に基づ

き，必要とされる機能を維持する設計としている。 

設計基準対象施設としては，安全重要度分類のクラス３施設（Ｍ

Ｓ－３）に対する防護方針に従い，損傷する場合を考慮して，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

に修復する等の対応が可能な設計とすることとしている。 

また，重大事故等対処施設としては，緊急時対策所に配置され

る種々の重大事故等対処設備に対し，同一機能の設備には多様性

を考慮する等の配慮により，共通要因である設計竜巻により同時

に機能を喪失しないようにすることで，必要な機能を維持する方

針としている。 

2. 防護方針への適合性

緊急時対策所においては，設計基準対象施設及び重大事故等対

処施設として，「設置許可基準規則」第 34 条及び第 61 条に示さ

れる要求に応じた各種の設備が設置される。これら設備の配置等

の特徴を踏まえ，竜巻に対する機能維持のための方針を整理した

結果を別表 1－1に示す。 

大部分の設備は緊急時対策所建屋に内包されるが，建屋は重大

事故等対処施設として要求される遮蔽性，耐震性を考慮した堅牢

な構造であり，内部の設備は設計竜巻に対し防護される。また，

屋外の一部設備が仮に竜巻により損傷した場合でも，同一機能を

有する他の設備が多様性をもって配備されている。これより，上

述の設計基準対象施設としての防護方針及び重大事故等対処施設

としての防護方針に適合したものとなっている。 

（島根２号炉の緊急時対

策所は「添付資料 1.1 

重大事故等対処施設に

対する考慮について」

及び「添付資料 1.2 評

価対象施設等の抽出に

ついて」で記載） 

・防護方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策所遮へいが竜巻に

より損傷した場合は，

安全上支障のない期間

内に補修を実施するこ

ととしている 
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別表 1－1 緊急時対策所の設備と竜巻に対する設計方針 
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別紙 1-2 

排気筒モニタについて 

1. 排気筒モニタ及び放射性気体廃棄物処理施設の配置

排気筒モニタの位置図及び排気筒モニタの概略系統図を別図

2－1に示す。 

また，放射性気体廃棄物処理施設の概略経路図を別図 2－2に示

す。 

別図 2－1 排気筒モニタの位置及び概略系統図 

（島根２号炉は「添付資

料 1.2 評価対象施設

等の抽出について」で

記載） 
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別図 2－2 放射性気体廃棄物処理施設の概略経路図 
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添付資料1.3 

 

1.3 耐震S クラス設備について 

 

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設としては，「安全重要

度分類のクラス1，クラス2及びクラス3に属する構築物，系統及び

機器」より抽出をしているが，「基準地震動及び耐震設計方針に

係る審査ガイド」の重要度分類における耐震Sクラスの設計を要求

される設備（系統，機器）及び建屋・構築物（以下，「耐震Sクラ

ス設備等」という。）のうち，竜巻の影響を受ける可能性がある

設備についても抽出し，追加で評価対象施設に反映する施設がな

いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震Sクラス設備等のうち評価対象施設の抽出フローを図1.3.1，

抽出結果を表1.3.1に示す。 

添付資料 2 

 

耐震Ｓクラス施設について 

 

 「竜巻影響評価ガイド」においては，竜巻及びその随伴事象等

によって発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計であること

を確認する施設（竜巻影響評価ガイドにおいては竜巻防護施設と

定義）は「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド｣の重要

度分類における耐震Ｓクラスの設計を要求される設備（系統，機

能）及び建屋，構築物等とされている。一方，今回の竜巻影響評

価では，安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上そ

の機能に期待するクラス３に属する施設を外部事象防護対象施設

として選定しているため，外部事象防護対象施設に該当しない耐

震Ｓクラス施設の有無について確認した結果，第 1表に示すとお

り，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備が抽出された

が，以下の理由により，竜巻影響評価の対象として追加する必要

はないと判断した。 

 

<津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を評価対象としな

い理由> 

・津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，津波に対し

て機能を発揮する施設であり，竜巻と津波の重畳の考慮要否を

検討することで，竜巻に対する機能維持の要否が判断可能であ

る。 

・竜巻及びその随伴事象によりこれらの施設が損傷することを想

定した場合，敷地レベル（EL.+3.0m）を超える津波に対する影

響を考慮する必要があるが，津波と竜巻は発生原因が異なり独

立事象であること，及び敷地レベルを超える津波の発生頻度（約

9.6×10－３／年）と設計竜巻（ＶＤ=100m／s）の発生頻度（約

2.1×10－６／年）を踏まえると，敷地レベルを超える津波と設計

竜巻が同時に発生する可能性は小さい。また，敷地レベルを超

える津波と設計竜巻の発生頻度を踏まえると，竜巻及びその随

伴事象により津波防護施設等が損傷した場合でも当該機能が必

要となる前に修復等の対応が可能と考えられる。 

 

 

添付資料 1.3 

 

1.3 耐震 Sクラス設備について 

 

 ガイドにおいて，竜巻防護施設は｢基準地震動及び耐震設計方針

に係る審査ガイド｣の重要度分類における耐震Ｓクラスの設計を要

求される設備（系統・機能）及び建屋・構築物等とされている。竜

巻影響評価では，安全重要度クラス１，２及び安全評価上その機能

に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器に加え，それら

を内包する建物に属する施設を外部事象防護対象施設として選定

しているため，外部事象防護対象施設に該当しない耐震Ｓクラス施

設について確認を行った結果，表 1.3.1に示すとおり，津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視設備を抽出した。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，津波に対応す

るための設備であり，津波と竜巻は発生原因が異なること及び基準

津波の発生頻度（10-4／年程度）と設計竜巻（ＶＤ=92m/s）の発生

頻度（1.56×10-7/年程度）を踏まえると，基準津波と設計竜巻が

同時に発生する可能性は小さいことから，評価対象施設としていな

い。 

外殻や竜巻防護対策による防護機能を期待できない津波に対応

するための設備として，防波壁，防水壁や津波監視カメラ等がある

が，防波壁，防水壁は敷地レベルを超える津波に対して機能を要求

されていること及び津波監視カメラについては，代替品を保有して

いることから，竜巻及びその随伴事象により損傷しても対応可能で

ある。 

なお，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備が竜巻及び

その随伴事象により損傷し，プラントの安全機能に影響を及ぼすと

考えられる場合には，必要によりプラント停止等の対応を行うこと

により，プラントの安全性は維持できる。 
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図 1.3.1 耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出フロー 
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表 1.3.1 耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出結果

(1/3) 

第 1表 外部事象防護対象施設以外の耐震Ｓクラス施設の確認結

果（1／2） 

表 1.3.1 外部事象防護対象施設以外の耐震Ｓクラス施設の確認

結果（１／２） 

耐震重

要 

度分類 

クラス別施設 対象施設 

外部事象

防護対象

施設 

Ｓ 

(ⅰ)原子炉冷却

材圧力バウン

ダリを構成す

る機器・配管系 

主要設

備 

・原子炉圧力容器

・原子炉冷却材圧力バウンダリに

属する容器・配管・ポンプ・弁 

○ 

補助設

備 

・隔離弁を閉とするために必要な

電気計装設備 
○ 

(ⅱ)使用済燃料

を貯蔵するた

めの施設 

主要設

備 

・燃料プール

・使用済燃料貯蔵ラック
○ 

補助設

備 

・燃料プール水補給設備

（残留熱除去系（燃料プール水

の補給に必要な設備））

・非常用電源及び計装設備

（非常用ディーゼル発電機及

びその冷却系・補助設備を含

む。）

○ 

(ⅲ)原子炉の緊

急停止のため

に急激に負の

反応度を付加

するための施

設，及び原子炉

の停止状態を

維持するため

の施設 

主要設

備 

・制御棒，制御棒駆動機構及び制

御棒駆動水圧系

（スクラム機能に関する部分）

・ほう酸水注入系

○ 

補助設

備 

・炉心支持構造物

・電気計装設備

・チャンネル・ボックス

○ 
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表 1.3.1 耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出結果

(2/3) 

第 1表 外部事象防護対象施設以外の耐震Ｓクラス施設の確認結

果（2／2） 

表 1.3.1 外部事象防護対象施設以外の耐震Ｓクラス施設の確認

結果（２／２） 
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表 1.3.1 耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出結果

(3/3) 
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別紙 2-1 

外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備 

及び津波監視設備の防護方針について 

1．概要

外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設

備（以下「津波防護施設等」という。）の防護方針を以下に示す。 

2．防護に関する考え方 

以下の考え方に基づき，発電所において設計上考慮すべき外部

事象に対する，津波防護施設等の機能維持のための対応の要否に

ついて整理した。（フローを別図 1－1に示す。） 

・設計上考慮すべき事象が，津波若しくは津波の随伴又は重畳

が否定できない事象に該当するかを確認する。定量的な重畳

確率が求められない事象については，保守的にその影響を考

慮する。

・津波の随伴又は重畳が否定できない場合は，当該事象による

津波防護施設等の機能喪失モードの有無を確認する。機能喪

失モードが認められる場合は，設計により健全性を確保する。 

・津波の随伴，重畳が有意でないと評価される事象についても，

発電所の津波防護施設等については，基準津波の高さや防護

範囲の広さ等その重要性に鑑み，機能維持のための配慮を行

う。

（島根２号炉は「1.3 耐

震 Sクラス設備について」

で記載） 
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別図 1－1 外部事象に対する津波防護施設等の 

機能維持対応要否判断フロー 

3．検討結果 

上記検討フローに基づく各事象に対する防護方針の検討結果

を，以下に示す。（詳細は別表 1－1のとおり） 

3.1 津波の随伴又は重畳が否定できない事象※に対する防護方

針 

これらの外部事象に対しては，津波との随伴又は重畳の可

能性を否定できないため，荷重の重ね合わせのタイミングも

考慮した上で設計への反映の要否を検討し，津波防護施設等

への影響が考えられる事象に対しては，津波防護施設等の機

能を維持する設計とする。 

※ 地震，洪水，風（台風），凍結，降水，積雪，落雷，生物学

的事象，森林火災及び高潮
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3.2 津波の随伴又は重畳が有意ではない事象（竜巻及び火山の

影響）に対する防護方針 

竜巻及び火山の影響の 2 つの外部事象に津波は随伴せず，

また敷地高さを超える津波との重畳の確率も有意ではないた

め，津波防護施設等を防護対象施設とはしないものの，津波

防護施設等の機能が要求される時にはその機能を期待出来る

よう,以下の対応を実施する。 

3.2.1 竜巻 

設計竜巻と安全施設の中で最も低所にある残留熱除去系海

水系ポンプ等の設置高さに等しい津波が重畳する年超過確率

は約 3.8×10－８（1／y）であり，竜巻と津波の重畳は有意では

ないと評価されるが，竜巻が襲来した場合には必ず作用する

風荷重に対しては，津波防護施設等の健全性を維持する設計

とする。また，竜巻が襲来した場合でも，必ずしも津波防護

施設に作用するとは限らない飛来物による衝撃荷重に対して

は，大規模な損傷に至り難い構造とする。 

3.2.2 火山の影響 

設計で想定する降下火砕物の給源の噴火と安全施設の中で

最も低所にある残留熱除去系海水系ポンプ等を内包する海水

ポンプ室壁頂部の高さに等しい津波が重畳する年超過確率は

約 8.4×10－８（1／y）であり，火山と津波の重畳は有意ではな

いと評価されるが，降下火砕物の堆積荷重について長期荷重

に対する構造健全性を確保するとともに，降灰後に適宜除去

が可能な設計とする。 
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別表 1－1 外部事象に対する津波防護施設等の対応方針整理表 
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補足 1 

津波防護施設等を考慮した竜巻の年超過確率の評価について 

津波防護施設等を竜巻防護対象と仮定した場合の，設計竜巻（最

大風速 100m／s）の年超過確率を評価した。 

年超過確率の推定には，竜巻影響エリアに津波防護施設等を取

り込むことになるが，補図 1－1に示すとおり，防潮堤を囲む円が

その他の外部事象防護対象施設を包含する形となるため，当該円

を竜巻影響エリアと見なした。 

この竜巻影響エリアに対する設計竜巻（風速 100m／s）時の年超

過確率は，補表 1－1に示すとおり約 3.9×10－６(1／y)と評価され

た。 

補図 1－1 津波防護施設等を考慮した場合の竜巻影響エリア 
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補表 1―1 年超過確率の評価結果 
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添付資料 2.1 

 

数値気象解析に基づく竜巻検討地域の設定について 

 

1. はじめに 

一般的に，大気現象の水平方向の広がりのことは「水平スケー

ル」と呼ばれ，寿命や周期は「時間スケール」と呼ばれる。図 1 は

雷雨とその関連事象の時空間スケールの関係を表したものであ

る。個々の積雲の時空間スケールは 1 km・10 分程度であり，発

達・組織化（マルチセル化・スーパーセル化）すると 10～100 km・

数時間～半日程度にまで大きくなる。それに対し，竜巻の時空間

スケールは数分・100 m 程度である。 

竜巻の発生メカニズムを考える際，時空間スケールの階層構造

が重要である（図 2）。ある大気現象は，スケールのより小さな現

象を内包しており，竜巻の場合，竜巻の漏斗雲内の気流は数十メ

ートル～数百メートル規模（マイクロスケールと呼ばれる

（Orlanski 1975）；図 2 では “MISOCYCLONE“と記載されている）

の現象であるのに対し，竜巻を引き起こすもとの積乱雲である親

雲のスケールは数キロメートル～数十キロメートル規模（メソス

ケールと呼ばれる。図 2 では “MESOCYCLONE” と記載されてい

る）である。台風，低気圧，前線等のいわゆる総観場は，数百キ

ロメートル～数千キロメートル規模（総観スケールと呼ばれる。

図 2 では ”MASOCYCLONE” と記載されている）として扱われる。

また，竜巻内部には吸い込み渦（図 2 では“Suction Vortex”と

記載されている）と呼ばれるさらに強い渦が形成されることもあ

る。 

 

 添付資料 2.1 

 

2.1 数値気象解析に基づく突風関連指数の地域性について 

 

2.1.1 はじめに 

一般的に，大気現象の水平方向の広がりのことは「水平スケー

ル」と呼ばれ，寿命や周期は「時間スケール」と呼ばれる。図 2.1.1 

は雷雨とその関連事象の時空間スケールの関係を表したものであ

る。個々の積雲の時空間スケールは 1km・10 分程度であり，発達・

組織化（マルチセル化・スーパーセル化）すると 10～100km・数

時間～半日程度にまで大きくなる。それに対し，竜巻の時空間ス

ケールは 100m・数分程度である。 

竜巻の発生メカニズムを考える際，時空間スケールの階層構

造が重要である（図 2.1.2）。ある大気現象は，スケールのより

小さな現象を内包しており，竜巻の場合，竜巻の漏斗雲内の気

流は数メートル～数百メートル規模（マイクロスケールと呼ば

れる（Orlanski 1975）。図 2.1.2中では“MISOCYCLONE”と記載）

の現象であるのに対し，そのもととなる親雲のスケールは数キ

ロメートル～数十キロメートル規模（メソスケール；図 2.1.2

中では“MESOCYCLONE”と記載）である。台風，低気圧，前線等

のいわゆる総観場は，数百キロメートル～数千キロメートル規

模（総観スケール；図 2.1.2 では”MASOCYCLONE”と記載）で扱

われる。また，竜巻内部には吸い込み渦（図 2.1.2 中では

“Suction Vortex”と記載）と呼ばれるさらに強い渦が形成さ

れることもある。 

 

 

 

 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【東海第二】 

島根２号炉は大きな

竜巻の発生要因とな

る環境場の形成のし

易さを把握するため，

メソスケールにおけ

る風の鉛直シアや大

気不安定性と深くか

かわっている突風関

連指数により地域特

性を確認している 

 （東海第二は突風関連

指数に関する添付資

料なし） 
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このように，竜巻の発生にはさまざまなスケールの現象が介在

し，異なるスケールの現象が相互作用しているため，竜巻の発生

頻度や強度の地域性は複数の時空間スケールで議論する必要があ

る。気象学における現状として，観測データの欠如や数値シミュ

レーション技術の不十分さゆえにマイクロスケールの現象の理解

が難しく，未知なメカニズムもあると認識されている。一方，総

観場の観点では，さまざまなパターンで竜巻が発生していること

がわかっており，「日本海側では台風性竜巻の発生が確認されてい

ない」ことや，地域に応じて総観場の割合が異なる等の分析結果

が得られている。しかし，例えば，寒冷前線起因の F3 竜巻が実

際に発生している（1990 年茂原竜巻や 2006 年佐呂間竜巻等）が，

寒冷前線自体は国内どこでも通過し得るため，ある地域において

F3 竜巻が発生し難いことを総観場の分析結果だけで示すのは難

しい。 

ガイドでは，基準竜巻風速 VB1 の設定の際に国内最大規模の竜

巻ではなく竜巻検討地域内における記録等を参照する場合には，

その明確な根拠を提示する必要があると記載されている。そのた

め，総観スケールの気象場の分析結果のみではなく，メソスケー

ルあるいはマイクロスケールの気象場の特徴から地域性が見られ

る理由，及び竜巻検討地域内の記録を参照して VB1 を設定できる

根拠をより気象力学的に明らかにすることが必要である。ただし，

上述のように，マイクロスケールでの議論は極めて困難である。 

そこで，マイクロスケールで発生する竜巻現象を包含する気象

  

このように，竜巻の発生にはさまざまなスケールの現象が介在

し，異なるスケールの現象が相互作用しているため，竜巻の発生

頻度や強度の地域性は複数の時空間スケールで議論する必要があ

る。気象学における現状として，観測データの欠如や数値シミュ

レーション技術の不十分さゆえにマイクロスケールの現象の理解

が難しく，未知なメカニズムもあると認識されている。一方，総

観場の観点では，さまざまなパターンで竜巻が発生していること

がわかっており，「日本海側では台風性竜巻の発生が確認されてい

ない」ことや，地域に応じて総観場の割合が異なる等の分析結果

が得られている。しかし，例えば，寒冷前線起因の F3 竜巻が実際

に発生している（1990 年茂原竜巻や 2006 年佐呂間竜巻等）が，

寒冷前線自体は国内どこでも通過し得るため，ある地域において

F3竜巻が発生し難いことを総観場の分析結果だけで示すのは難し

い。 

ガイドでは，基準竜巻風速 VB1の設定の際に国内最大規模の竜巻

ではなく竜巻検討地域内における記録等を参照する場合には，そ

の明確な根拠を提示する必要があると記載されている。そのため，

総観スケールの気象場の分析結果のみではなく，メソスケールあ

るいはマイクロスケールの気象場の特徴から地域性が見られる理

由をより気象力学的に明らかにすることが必要である。ただし，

上述のように，マイクロスケールでの議論は極めて困難である。 

そこで，竜巻現象の気象場（以下「環境場」という。）として，

図 1 雷雨とその関連現象の

時空間スケール（大野 2001） 

図 2 竜巻発生時の渦の多

重構造（Fujita 1981） 

図 2.1.1 雷雨とその関連現

象の時空間スケール（大野, 

2001） 

図 2.1.2 竜巻発生時の

渦の多重構造（Fujita, 

1981） 
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場（以下，環境場と呼ぶ）として，親雲の水平スケールに対応す

るメソスケールの気象場を対象として，F3 規模以上の竜巻の発生

に適した環境場が生起する頻度についてその地域性の有無を検討

する。以下，第 2 節では竜巻の発生メカニズムについて簡単に触

れ，竜巻発生環境場を議論する上で重要な視点について述べる。

第 3 節では，発生環境場の指標として活用されている突風関連指

数について，本検討で用いる突風関連指数の概要を述べる。第 4 節

では，気象モデルを用いて顕著な竜巻の数値シミュレーションを

行い，気象場や突風関連指数の解析結果を考察する。この結果を

もとに，第 5 節において過去 50 年間の気象解析データを用いて，

突風関連指数の地域性について分析し，F3 規模以上の竜巻発生に

適した環境場の生成のし易さを観点とした地域性の有無について

考察する。第 6 節では北海道網走支庁佐呂間町にて発生した F3 

竜巻の特殊性，及び竜巻検討地域設定に対する取り扱いについて

述べる。 

なお，メソスケールでの地域性を検討するに際し，ヨーロッパ

中期予報センターの長期再解析データをもとに，気象モデルを用

いたダウンスケーリングと呼ばれる手法により当該スケールに対

する空間分解能（水平解像度 5km）を有する気象データを作成し

た。今回，1961 年～2010 年の 1 時間ごとのデータを使用した。

その検討フローを図 3 に示す。 

過去の既往文献や，国内外で発生した大きな竜巻を対象とした

発生環境場に関する解析結果をもとに，不確かさも考慮して突風

関連指数の閾値を設定し，長期間にわたる気象データにおいて，

その閾値を超過する頻度を算出し，得られた頻度分布において定

性的に十分に差があるかどうかを観点として地域性の有無を考察

した。 

親雲の水平スケールに対応するメソスケールの気象場を対象と

して，F3規模以上の竜巻発生環境場の地域性について検討する。 

（島根２号炉は，長期再

解析データについて

は「2.1.4」で記載） 
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図 3 メソスケールでの分析フロー 

 

2. 竜巻の発生メカニズム・分類とメソスケール分析の有効性 

2.1 竜巻の発生メカニズム 

竜巻の発生メカニズムは二つに大別されると考えられている

（新野 2007）。一つは，スーパーセルと呼ばれる特徴的な構造を

有する巨大積乱雲に伴うもの（図 4 に例示した模式図参照）であ

り，もう一つは，気温・湿度や風向・風速が急変する局地的な前

線（図 5 に例示した模式図参照）に伴うものである。 

スーパーセルを伴う竜巻では，大気下層における鉛直シア（風

向が上下で逆転する，あるいは風速が上下で大きく異なる場合に

生じる）に伴って水平軸を有した渦管が形成され，それが上昇気

流によって数キロメートル上空まで持ち上がる。その際，メソサ

イクロンと呼ばれる直径 3・4km～10km 程度の鉛直軸回りの強い

渦が積乱雲中にでき，その下部に竜巻が発生する（Klemp and 

Wilhelmson 1978；図 4 参照）。このように，メソサイクロンの形

成がこの種の竜巻の最大の特徴である（新野 2007）。図 4 に示す

ように，鉛直シアによりスーパーセル内では降水粒子の落下域（下

降流域）と上昇流域が分離されるため，巨大な積乱雲にまで発達

し，長時間持続し得る。国内で発生した F2 規模以上の竜巻に対

し，スーパーセルあるいはミニチュア（ミニ）スーパーセルが存

在したことを観測・解析した成果も得られている（Suzuki et al. 

2000，Mashiko et al. 2009 等）。また，水平風速のマイクロスケ

ールの空間スケールを有する竜巻漏斗雲の形成メカニズムについ

ては，水平渦が上昇気流により引き伸ばされることの影響，ある

いはメソサイクロンが地表面付近の上昇気流への影響等が指摘さ

れている（Noda and Niino 2010）が，多くは未解明であり，レー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 竜巻の発生メカニズム・分類とメソスケール分析の有効性 

2.1.2.1 竜巻の発生メカニズム 

竜巻の発生メカニズムは二つに大別されると考えられている。

一つは，スーパーセルと呼ばれる特徴的な構造を有する巨大積乱

雲に伴うもの（図 2.1.3 に例示した模式図参照）であり，もう一

つは，気温・湿度や風向・風速が急変する局地的な前線（図 2.1.4

に例示した模式図参照）に伴うものである。 

スーパーセルを伴う竜巻では，大気下層における鉛直シア（風

向が上下で逆転する，あるいは風速が上下で大きく異なる場合に

生じる）に伴って水平軸を有した渦管が形成され，それが上昇気

流によって数キロメートル上空まで持ち上がる。その際，メソサ

イクロンと呼ばれる鉛直軸回りの強い渦が積乱雲中にでき，その

下部に竜巻が発生する。図 2.1.3 に示すように，鉛直シアにより

スーパーセル内では降水粒子の落下域（下降流域）と上昇流域が

分離されるため，巨大な積乱雲にまで発達し，長時間持続し得る。

国内で発生した F2規模以上の竜巻に対し，スーパーセルあるいは

ミニチュア（ミニ）スーパーセルが存在したことを観測・解析し

た成果も得られている（Suzuki et al. 2000，Mashiko et al. 2009 

等）。また，水平風速のマイクロスケールの空間スケールを有する

竜巻漏斗雲の形成メカニズムについては，水平渦が上昇気流によ

り引き伸ばされることの影響，あるいはメソサイクロンが地表面

付近の上昇気流への影響等が指摘されている（Noda and Niino 

2010）が，多くは未解明であり，レーダ観測や数値実験による研

究が行われている。しかし，メソサイクロンが強いほど竜巻強度

が大きくなるという関係性が，最先端のドップラーレーダを用い
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ダ観測や数値実験による研究が行われている。しかし，メソサイ

クロンが強いほど竜巻強度が大きくなるという関係性が，最先端

のドップラーレーダを用いた詳細観測により分かってきている。

（Burgess et al.2002） 

一方，局地前線に伴う竜巻では，気温・湿度，風向・風速が水

平方向に鋭く変化する局地的前線面において，水平シア流の不安

定や傾圧的作用等により生成した鉛直軸周りの渦が鉛直方向に引

き伸ばされることによって発生する（Lee and Wilhelmson 1997）。

スーパーセルとは大気成層が大きく異なり（Doswell and Evans

2003），降水粒子が地上に達する段階になると下降気流が上昇気流

を打ち消すため（Byers-Braham の概念），積乱雲がこれ以上発達

せず，衰弱・消滅する。そのため，強い竜巻が生じにくいと考え

られている。局地的に水平スケールは数キロメートル以下であり，

メソスケールのうち小さなスケール（メソγスケール），あるいは

マイクロスケールにあたる。この種の渦は，上記のサイクロンに

対してマイソサイクロンと呼ばれている。 

2.2 竜巻の分類 

上記にて説明した発生メカニズムの観点から，メソサイクロン

の形成が大きな竜巻の発生と深く係わっていることがわかる。米

国では，メソサイクロンが形成される竜巻は，スーパーセル型と

呼ばれる F2~F5 規模を想定した顕著な竜巻として分類され，F1 規

模以下の竜巻は局地前線等に伴う非スーパーセル型と分類されて

いる(Rassmussen and Blanchard 1998, Doswell and Evans 2003)。

国内にて発生した F2-F3 を含めた全ての F3 竜巻(6 事例)1もメソ

サイクロンを伴うスーパーセル型であったと報告されている（表

１）。 

そこで，飯塚・加治屋（2011），Bluestein（2013）及びその他

の検討（Rassmussen and Blanchard 1998，Doswell and Evans 2003）

と同様に，メソサイクロンの有無で竜巻を分類することとし，メ

ソサイクロンを有する場合を「スーパーセル型」，そうでない場合

を「非スーパーセル型」と定義する。 

なお，スーパーセル型・非スーパーセル型竜巻の同定に関する

国内の検討例として，飯塚・加治屋（2011）による分析が見られ，

2006 年～2009 年間の 3 ヶ年においてスーパーセル型竜巻の竜巻

強度は，F2 及び F3（3 事例），F1（6 事例），F0（8 事例），F 不

明（2 事例）であったのに対し，非スーパーセル型竜巻では，F2 及

び F3 竜巻（0 事例），F1（9 事例），F0（11 事例），F 不明（5 事

た詳細観測により分かってきている（Burgess et al.2002）。 

一方，局地前線に伴う竜巻では，気温・湿度，風向・風速が水

平方向に鋭く変化する局地的前線面において，水平シア流の不安

定や傾圧的作用等により生成した鉛直軸周りの渦が鉛直方向に引

き伸ばされることによって発生する（Lee and Wilhelmson 1997）。

スーパーセルとは大気成層が大きく異なり（Doswell and Evans

2003），降水粒子が地上に達する段階になると下降気流が上昇気流

を打ち消すため（Byers-Braham の概念），積乱雲がこれ以上発達

せず，衰弱・消滅する。そのため，強い竜巻が生じにくいと考え

られている。局地的に水平スケールは数キロメートル以下であり，

メソスケールのうち小さなスケール（メソγスケール），あるいは

マイクロスケールにあたる。この種の渦は，上記のサイクロンに

対してマイソサイクロンと呼ばれている。 

2.1.2.2 竜巻の分類 

上記にて説明した発生メカニズムの観点から，メソサイクロン

の形成が大きな竜巻の発生と深く係わっていることがわかる。米

国では，メソサイクロンが形成される竜巻は，スーパーセル型と

呼ばれる F2～F5 規模を想定した顕著な竜巻として分類され，F1 

規模以下の竜巻は局地前線等に伴う非スーパーセル型と分類され

ている (Rassmussen and Blanchard 1998, Doswell and Evans 

2003)。国内にて発生した F2-F3を含めた全ての F3竜巻(6事例)※

もメソサイクロンを伴うスーパーセル型であったと報告されてい

る（表 2.1.1）。 

そこで，飯塚・加治屋（2011），Bluestein（2013）及びその他

の検討（Rassmussen and Blanchard 1998，Doswell and Evans 2003）

と同様に，メソサイクロンの有無で竜巻を分類することとし，メ

ソサイクロンを有する場合を「スーパーセル型」，そうでない場合

を「非スーパーセル型」と定義する。 

なお，スーパーセル型・非スーパーセル型竜巻の同定に関する

国内の検討例として，飯塚・加治屋（2011）による分析が見られ，

2006年～2009年間の 3ヶ年においてスーパーセル型竜巻の竜巻強

度は，F2及び F3（3事例），F1（6事例），F0（8事例），F不明（2 

事例）であったのに対し，非スーパーセル型竜巻では，F2及び F3

竜巻（0 事例），F1（9 事例），F0（11 事例），F 不明（5 事例）で
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例）であったと報告している。分析期間は短いものの，国内で発

生した F3 竜巻のスーパーセル型の竜巻強度の傾向を考慮すれば，

大きな竜巻は米国と同様に基本的にスーパーセル型に分類できる

といえる。 

1気象庁データベースにおける括弧つき F2-F3 竜巻（(F2-F3)と

記載された竜巻）は過去に 5事例（1960年代に 4事例，1990年

に 1 事例）報告されている。これらの竜巻については解析を実

施した文献が見あたらなかったため，表 1には記載していない。 

2.3 メソスケールでの分析の有効性 

空間スケールの観点では，メソスケール気象場の分析はスーパ

ーセル型竜巻の発生しやすさの傾向・地域性を分析する目的には

十分であるが，空間スケールの小さく，竜巻強度も小さい非スー

パーセル型竜巻に対しては向かない。また，竜巻強度の観点では，

大きな竜巻（国内最大強度の F3 を含む F2 以上の規模の竜巻）の

発生のしやすさがメソスケール気象場の分析により検討すること

ができる。したがって，設計基準を考える際には，スーパーセル

型竜巻の発生を観点とした地域性を検討することが妥当である。

そこで，3 節以降では，突風関連指数と呼ばれる竜巻の発生のし

やすさを指数化した量を用いて，大きな竜巻の発生のしやすさに

ついて分析し，その地域性について検討する。その際，スーパー

セル型竜巻はメソサイクロンを有する点が特徴的であり，その発

生はメソスケールにおける風の鉛直シアや大気不安定性と深く係

わっている（Bluestein 2013,Klemp and Wilhelmson 1978,Rotunno 

and Klemp 1985,Trapp 2013）ことから，SReH 及び CAPE，あるい

は EHI と呼ばれる突風関連指数を用いる。 

あったと報告している。分析期間は短いものの，国内で発生した

F3竜巻のスーパーセル型の竜巻強度の傾向を考慮すれば，大きな

竜巻は米国と同様に基本的にスーパーセル型に分類できるといえ

る。 

※気象庁データベースにおける括弧つき F2-F3竜巻（(F2-F3)と記

載された竜巻）は過去に 5事例（1960年代に 4事例，1990年に 1

事例）報告されている。これらの竜巻については解析を実施した

文献が見あたらなかったため，表 2.1.1には記載していない。 

2.1.2.3 メソスケールでの分析の有効性 

空間スケールの観点では，メソスケール気象場の分析はスーパ

ーセル型竜巻の発生しやすさの傾向・地域性を分析する目的には

十分であるが，空間スケールの小さく，竜巻強度も小さい非スー

パーセル型竜巻に対しては向かない。また，竜巻強度の観点では，

大きな竜巻（国内最大強度の F3 を含む F2 以上の規模の竜巻）の

発生のしやすさがメソスケール気象場の分析により検討すること

ができる。したがって，設計基準を考える際には，スーパーセル

型竜巻の発生を観点とした地域性を検討することが妥当である。

そこで，突風関連指数と呼ばれる竜巻の発生のしやすさを指数化

した量を用いて，大きな竜巻の発生のしやすさについて分析し，

その地域性について検討する。その際，スーパーセル型竜巻はメ

ソサイクロンを有する点が特徴的であり，その発生はメソスケー

ルにおける風の鉛直シアや大気不安定性と深く係わっている

（Bluestein 2013,Klemp and Wilhelmson 1978,Rotunno and Klemp 

1985,Trapp 2013）ことから，SReH 及び CAPEと呼ばれる突風関連

指数を用いる。 
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図 4 スーパーセル型雷雨の構造（Browning 1964，Bluestein 2013 

に加筆） 

図 5 局地前線に伴う竜巻の発生機構に関する模式図（Wakimoto 

and Wilson 1989） 

（上向きの黒い⇒が上昇気流を表す） 

図 2.1.3 スーパーセル型雷雨の構造 

図 2.1.4  局地前線に伴う竜巻の発生機構に関する模式図 

（上向きの黒い⇒が上昇気流を表す） 

風況場（黒塗り部は竜巻発生箇所を表す） 鉛直断面構造 

鉛直シアに伴う渦

下層風の流入

竜巻が発生しやすい箇所

Forward-flank downdraft

アンビル

メソサイクロン

Rear-flank gustfront

Forward-flank baroclinic zone

rear-flank downdraft

メソサイクロンの形成メカニズム 
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図 6 （上）総観スケールでの気流場の模式図（カラーは標高を表

す）及び 

（下）1999 年 9 月に豊橋にて発生した F3 竜巻の事例 

表 1 過去に国内にて発生した F3 規模竜巻の概要 表 2.1.1 過去に国内にて発生した F3規模竜巻の概要 
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3. 突風関連指数

突風関連指数はこれまで数多く提案されており，気象庁におけ

る現業においても竜巻探知・予測に活用されている（瀧下 2011 

等）。ここでは，国内外で最も知見が蓄積された指数として SReH

（Storm Relative Helicity：ストームの動きに相対的なヘリシテ

ィー；Davies-Jones et al. 1990），CAPE（Convective Available 

Potential Energy：対流位置有効エネルギー; Moncrieff and 

Miller 1976）を用いる。図 7 及び図 8 にそれぞれ，両指数の算

出概念を表す。概して，SReH は風の鉛直シア（高度方向の風向・

風速差）に伴って発生する大気の水平渦度が親雲に取り込まれる

度合，CAPE は大気の不安定度合の指標である。値が大きいほどそ

の度合が高くなる。大気下層の空気塊を「持ち上げて」乾燥断熱

線及び湿潤断熱線を求め，空気塊が自由対流高度に達した際に積

乱雲の発達するポテンシャルとして CAPE を計算する。 

図 7 SReH の算出概念 

（左：水平渦度生成に関する模式図，右：水平渦度の親雲への輸

送に関する模式図） 

図 8 CAPE の算出概念 

両指数の算出式は以下のとおりである。 

(1) 

2.1.3 用いる突風関連指数 

突風関連指数はこれまで数多く提案されており，気象庁にお

ける現業においても竜巻探知・予測に活用されている（瀧下 

2011）。ここでは，国内外で最も知見が蓄積された指数として

SReH（Storm Relative Helicity：ストームの動きに相対的なヘ

リシティー；Davies-Jones et al. 1990），CAPE（Convective

Available Potential Energy：対流有効位置エネルギー ; 

Moncrieff and Miller 1976）を用いる。両指数の算出式は以下

のとおりである。 

(1) 

（島根 2号炉は，CAPE，

SReH の算出概念につ

いては図 2.1.5 及び

図 2.1.6で記載） 

3

SReH (   

km

dz  V C) ω

高度

地上

・
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(2) 

ここで，式 (1) の V は水平風速ベクトル，ωは鉛直シアに伴う

水平渦度であり，C のストームの移動速度は Bunkers et al. 

(2000) にしたがって，長期再解析データから得られる地上高 6km 

の平均風速と，シアベクトル（地上高 5.5～6km 層の水平風ベク

トルと 0～0.5km層の水平風ベクトルの差）から算出する関係式に

て求めた。式 (2) の g は重力加速度，θe はストーム周囲の相

当温位，θe’は持ち上げ空気塊の相当温位であり，dz は鉛直方

向の層厚である。LFC は自由対流高度と呼ばれ，前線周辺の風の

水平方向の収束，太陽による地表面加熱，地形による強制上昇等

によって，空気塊がこの高度まで何らかの要因で持ち上げられる

と（θe <θe’となり）自身の浮力だけで上昇し，平衡高度 EL（θ

e =θe’となる）に達するまで積乱雲が発達する（図 8）。なお，

温位とは，式 (3) に示すように気温 T と気圧 p に関する量であ

り，ある空気塊を断熱的に基準圧力 1000 hPa に戻したときの絶

対温度である。気温は高度によって変わるが，温位は同じ空気塊

では常に一定（断熱過程では温位は保存される）な物理量である

ため，空気塊のあたたかさ，浮力特性，及び不安定性を把握する

のに用いられる（付録 A 参照）。 

  (3) 

二つの空気塊を比較した場合，温位の高い空気塊は軽く上昇しや

すく（不安定であり），単位体積中に含み得る水蒸気量が多いと，

大きな積乱雲の発生につながる。竜巻が発生する積乱雲の中では，

水蒸気が降水粒子に変化しているため，その際に発生する潜熱の

影響が考慮された相当温位が保存される。乾燥している気象場で

は相当温位と温位は等しい。 

式 (1) を見ればわかるように，SReH は，上端高度の違いによ

って値が変わる。上端を地上から 3 km とした場合，その殆どが

地上から 1 km までの大気によるヘリシティーであるという指摘

（Rasmussen 2003）があるが，1 km 高さは夏場では境界層高さ（雲

底高度）程度と低めであるため，本検討では多くの既往検討と同

様に 3 km とする。また，持ち上げる空気塊の性質によって CAPE 

の値は変わる。地表から 500 m 程度上空までの平均的な性質を持

(2) 

ここで，V は水平風速ベクトル，ωは鉛直シアに伴う水平渦度

（高度方向の風向・風速差に伴って発生する渦度）であり，C

のストームの移動速度は Bunkers et al. (2000) にしたがって

求めた。式(2)の g は重力加速度，θはストーム周囲の温位，

θ’は下層の空気塊を上空に持ち上げた際の温位であり，dzは

鉛直方向の層厚である。LFC は自由対流高度と呼ばれ，前線周

辺の風の水平方向の収束，太陽による地表面加熱，地形による

強制上昇等によって，空気塊がこの高度まで何らかの要因で持

ち上げられると，自身の浮力だけで上昇し，平衡高度 ELに達す

るまで積乱雲が発達する。 

ここで，温位θとは，式(3)に示すように気温 T と気圧 pに関

する量であり，ある空気塊を断熱的に基準圧力 1000hPa に戻し

たときの絶対温度である。気温は高度によって変わるが，温位

は同じ空気塊では常に一定（断熱過程では温位は保存される）

な物理量であるため，空気塊の暖かさ，浮力特性，及び不安定

性を把握するのに用いられる（付録 1参照）。 

(3) 

2 つの空気塊を比較した場合，温位の高い空気塊は軽く上昇

しやすく（不安定であり），単位体積中に含みうる水蒸気量が多

いと，大きな積乱雲の発生につながる。竜巻が発生する積乱雲

の中では，水蒸気が降水粒子に変化しているため，その際に発

生する潜熱の影響が考慮された相当温位が保存される。乾燥し

ている気象場では相当温位と温位は等しいので，θやθ’を相

当温位とみなせば，(2)式により CAPEを算出できる。 

' ( ) ( )
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（ 気体定数， :定圧比熱）
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つ空気塊を持ち上げたときの MLCAPE（Mean Layer CAPE）がよく

用いられる。本検討では，地表から 500 m 上空までで最も不安定

な空気塊を持ち上げる。このようにして求められた CAPE は 

MUCAPE（Most Unstable CAPE）と呼ばれる。大気下層に冷気があ

りその上空で対流が発生する場合を考慮することができる。この

ような場合，MLCAPE では安定な大気とみなされることにより CAPE 

値が非常に小さくなる傾向にある（付録 B 参照）。 

 

本検討では，SReH と CAPE に加え，EHI と呼ばれる SReH と CAPE 

の複合指数を用いた分析も行った。Davies (1993) は EHI 算出に

MLCAPE を用いたが，本検討では MUCAPE を用いて以下のように

EHI を算出した。 

 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5 及び図 2.1.6 にそれぞれ，SReH と CAPE の算出概念

を表す。概して言えば，SReHは下層大気の渦度が親雲に取り込

まれる度合，CAPEは大気の不安定度合の指標である。値が大き

いほどその度合が高くなる。大気下層の空気塊を「持ち上げて」

乾燥断熱線及び湿潤断熱線を求め，空気塊が自由対流高度に達

した際に積乱雲の発達するポテンシャルとして CAPE を計算す

る。 

 

図 2.1.5 (a) (b) SReH の算出概念（瀧下 2011）(c) SReH の意

味づけ（大野 2001に加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，竜巻発

生環境場の地域性を

相対的に把握するた

めに突風関連指数と

し て 「 SReH 」 及 び

「CAPE」を用いてお

り，主に竜巻規模との

相関を見るための指

標である「EHI」は参

照していない 

（柏崎 6/7 号炉は，

CAPE，SReH の算出概

念について図 7 及び

図 8で記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストームの 

移動方向 

(c) 「水平軸周り」に回転する渦（矢印）

が親雲に吸い上げられて立ち上がり、「鉛直

軸周り」の回転になることを表現している。 
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4. 国内で発生した F3 竜巻及び日本海側 F2 竜巻の数値シミュレ

ーション 

竜巻発生時の気象場（風向・風速，気温，気圧，水蒸気量等）

を数値気象モデルにより解析し，その解析結果をもとに突風関連

指数を算出する。気象モデルとして WRF（Weather Research and 

Forecasting）モデル（Skamarock et al. 2005）バージョン 3.2.1 

を用いた。WRF モデルは，気象力学・物理現象を数値モデル化し

たものであり，（竜巻の親雲の水平スケールに対応する）メソγス

ケール（水平方向 2 km ～ 20 km 程度）の気象要素を解析できる

コミュニティーモデルとして世界的に利用されている（付録 C 参

照）。主な計算条件は表 2 に記すとおりである。電力中央研究所

による長期高解像度再解析データセット（橋本ら 2013）と同様の

条件を採用しており，ネスティングと呼ばれる技法を用いて，水

平解像度 15 km で解析した結果をもとに水平解像度 5 km の解析

結果を得る。これにより，粗い水平空間分解能（ECMWF-Interim：

約 70 km，ERA40：約 250 km）の初期・境界値データから詳細メッ

シュの気象場を解析できる。なお，30 分間隔で計算結果を出力し，

当時の天気図や気象レーダ画像等を参考にして竜巻発生時刻と解

析結果における降雨域の通過時刻との違いや，対応する降雨域の

有無を確認することにより，計算結果に大きな問題がないことを

確認した。気象庁の竜巻等の突風データベースでは，1988 年以降

の事例に対しては天気図に加え，レーダ画像も掲載されている。

1988 年以降の事例については WRF モデルによる解析結果の適切

性をレーダ画像と天気図から判断した。1987 年以前の事例につい

ては F3 竜巻については天気図から判断した。基本的に，発生時

図 2.1.6 CAPE の算出概念（瀧下 2011） 

・気象解析の対象とする

竜巻の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，発電

所が立地している島

根県で発生した F2 竜

巻を対象に気象解析

を実施している 

（島根２号炉は，気象解

析について「2.1.5」

で記載） 

（島根２号炉は，WRFモ

デルの利用状況につ

いて「2.1.3」で記載） 

314



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

刻から±1 時間内に擾乱が竜巻発生地点周辺を通過することを適

切性の判断基準とした。 

表 2 WRF モデルセットアップの概要 

分析対象事例は，表 3 に示すとおり，過去に発生した F3 竜巻

（1987 年以前の F2-F3 竜巻は除く），1988 年以降に日本海側で

発生した F1-F2，F2 竜巻とした（F3 竜巻は 5 事例，F2-F3 竜巻

は 1 事例，F2 竜巻は 3 事例，F1-F2 竜巻は 1 事例）。1987 年

以前に発生した竜巻については，（初期値・境界値データとして使

用している ERA40 の水平空間分解能が約 250 km と粗いために，

竜巻通過時刻や発生箇所が実際に比べて乖離する場合がある 1 た

め）この資料では対象としていない。ただし，F3 竜巻に対しては

1987 年以前の竜巻に対しても解析を行い，計算結果の適切性も確

認している。なお，対象事例に対して適切性が低いことを理由に

除外した事例はない。 

15 章では WRF モデルで解析された 1961 年から 50 年間のデータ

を用いるが，発生時刻や発生箇所に多少の違いがあったとして

も事象を漏れなくカウントできれば地域性の検討には問題な

い。 

315



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表 3 分析対象事例の概要 

表 3 中の SReH と最大 CAPE の値は，発生地点を中心とした東

西・南北 100 km 四方内の最大値である。ここで，最大 CAPE を

求めた理由と方法は以下のとおりである。雲物理過程により擾乱

（竜巻を伴う積乱雲）が発生すると，発生前の大気不安定な状況

が解消されるため，竜巻発生地点の CAPE 値は周囲に比べて低く

なる傾向がある。つまり，解析データでは，ある格子点（メッシ

ュ）で竜巻を伴う擾乱が発生しているとき，その格子点に対する 

CAPE 値は周辺のメッシュ値に比べて小さめになり得る（瀧下 

2011 等）。これは，CAPE 値の大きさをもって竜巻の規模を定量的

に検討する際に問題となる。そこで，Rasmussen and Blanchard 

(1998)を参考に，各格子点に対して，地上～500 m 高度までの平

均風向を算出し，その風向に対して当該地点から風下側に扇形の

影響範囲を設け，影響範囲内の CAPE 値の最大値を求めるように

工夫した（図 9）。その際，扇形の半径は 15 km，中心角として平

均風向を中心に± 45 度の範囲をとった。この最大値が最大 CAPE 

にあたる。このように算定することにより，周辺の CAPE 値の大

きな空気塊が当該メッシュを含むスーパーセルに向かって流入す

ることを考慮できる。 

図 9 最大 CAPE 値の抽出方法の概念図 

（島根２号炉は，CAPE

値の取扱いについて

「付録 4」で記載） 
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以下では，解析した気象場として，500 m 高度における風向・

風速と相当温位の分布図，突風関連指数の解析結果として SReH 及

び最大 CAPE の分布図を示す。全て 5 km 水平解像度の計算結果

である。 

4.1 2012/05/06 F3 事例（気圧の谷・寒気移流） 

太平洋側から南西風が吹き込む一方，（中層では）大陸・日本海

側側から寒気を伴う北よりの風が吹いており（図略），風のシアと

大気不安定度が高まっている。SReH の値は東日本の太平洋側で非

常に高いが，関東平野周辺では CAPE が非常に高く，3 個の竜巻

がほぼ同時に発生した。 

図 10 2012/05/06 F3 事

例における気象場と突

風関連指数（左）500 m 高

度における風向・風速及

び相当温位（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.2 2006/11/07 F3 事例（寒冷前線・暖気の移流） 

寒冷前線の西側では北西～西よりの冷たい風（寒色系）が，東

側では南よりの暖かい風（暖色系）が吹いており，気温差と風の

収束により積乱雲が発生・発達しやすい状況にある。特に，道東・

オホーツク地方には太平洋から暖かく，不安定な空気塊が流入し

ている。大気不安定度は道東の中でも南側で高くなっており，非

常に高い風のシア（高い SReH）と相まって親雲が発達しやすい状

況が解析されている。なお，同日に，周辺地域において 2 個の小

さな竜巻も発生した。日本海側の中でも能登半島周辺より北側で

季節風が吹き込み，大気がやや不安定になっている（CAPE が高め

になっている）が，SReH が低く，道東・オホーツク海地方の状況

とは異なる。 

図 11 2006/11/07 F3 事

例における気象場と突

風関連指数（左）500 m 

高度における風向・風

速及び相当温位（単

位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.3 1999/09/24 F3 事例（台風） 

台風の中心は隠岐の南西沖にあり，四国東部・紀伊半島の沿岸

部及び濃尾平野では，台風中心から遠く離れているが，太平洋側

からの非常に不安定な暖湿流が流れ込み（CAPE が非常に大きく），

SReH も高くなっている。濃尾平野では 4 個の竜巻（2 個の F1，

1 個の F2，1 個の F3）が発生した。台風中心が日本海側にあり，

日本海側の SReH は太平洋側に比べて決して小さくはないが，不

安定度は格段に小さいのが見てとれる。 

図 12 1999/09/24 F3 事

例における気象場と突

風関連指数（左）500 m 

高度における風向・風

速及び相当温位（単

位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.4 1990/12/11 F3 事例（暖気の移流・気圧の谷，寒冷前線） 

房総半島と日本海に低気圧があり，房総半島の低気圧からは南

西方向に寒冷前線が伸びている。そのため，寒冷前線及び房総半

島にある低気圧を境に温位差が大きくなっている（寒色系と暖色

系（緑色）の境が明瞭である）。房総半島には低気圧中心に向かっ

て暖かく，不安定な空気塊が流入しており，房総半島では局所的

に SReH の値も高い。房総半島周辺では大小 7 個の竜巻が発生し

た。 

日本海側の低気圧をとりまくように，特に北側で SReH が非常

に高くなっているが，温位が低く，CAPE の値も小さくなっている。

一方，福島県沖に CAPE の高い領域が見られるが，SReH の値は大

きくなく，相当温位も比較的低く，房総半島周辺とは状況が異な

る。 

図 13 1990/12/11 F3 

事例における気象場

と突風関連指数（左）

500 m 高度における

風向・風速及び相当

温位（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.5 1971/07/07 F3 事例（台風） 

台風の中心は紀伊半島の南西沖にあり，中部から東日本にかけ

ては，太平洋側から非常に CAPE が高く，不安定な空気塊が流入

している。SReH は，1999/09/24 F3 事例（豊橋竜巻）ほど大きく

はないが，発生地点周辺では SReH が比較的高くなっており，SReH 

と CAPE の両方が共に大きい環境場となっていた。 

図 14 1971/07/07 F3 

事例における気象場

と突風関連指数（左）

500 m 高度における

風向・風速及び相当

温位（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.6 1990/02/19 F2-F3 事例（寒冷前線・暖気の移流・その他（低

気圧）） 

朝鮮半島東部の沖合にある低気圧から寒冷前線と温暖前線が伸

び，九州から近畿にかけては比較的暖かい気流が太平洋側から流

入している。その中でも発生地点周辺には最も暖かい空気塊が流

入しており，鹿児島県南部では局所的に CAPE の値がやや高くな

っている。しかし，CAPE 値は F3 竜巻事例に見られるほど高くな

い。一方，寒冷前線に沿って SReH が非常に高かった。不安定性

にやや欠けていたのが，F3 規模には至らなかった理由の一つであ

ると考えられる。 

図 15 1990/02/19 

F2-F3 事例における

気象場と突風関連指

数（左）500 m 高度に

おける風向・風速及び

相当温位（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.7 1991/06/12 日本海側 F2 事例（寒冷前線・局地性擾乱） 

日本海側沿岸に沿って寒冷前線があり，その北側では西南西の

風が吹いている。空気塊の暖かさとしては太平洋側と同等のもの

（茶色）が，対馬海峡から日本海に入り込んでおり，青森県沖ま

で到達している。ただし，大気不安定度は暖候期にしては大きく

なく，寒冷前線南側の九州から近畿にかけての不安定度（CAPE 分

布の赤い領域）と比べるとかなり小さい。SReH の値も特段高い傾

向は見られず，F3 発生時の環境場とは様相が異なる。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 1991/06/12 F2 

事例における気象場

と突風関連指数（左）

500 m 高度における風

向・風速及び相当温位

（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.8 1990/04/06 日本海側 F2 事例（オホーツク海低気圧・気圧の

谷） 

オホーツク海にある低気圧と九州の南西海上にある高気圧との

間で，西高東低の気圧配置となっており，朝鮮半島東部から季節

風が能登半島から敦賀湾に向かって流れ込んでいる。冬季によく

見られる状況といえる。能登半島周辺での不安定度の高さは，海

上で寒気が暖められて大気が不安定になったことが原因であり，

SReH も高めである。特に能登半島周辺では高い。不安定化のメカ

ニズムは異なるが 2006/11/07 F3 竜巻（佐呂間竜巻）と似た環境

場になっている。ただし，SReH が佐呂間竜巻に比べて 4 割程度

低く，これが F3 規模に達しなかった理由の一つであると考えら

れる。 

図 17 1990/04/06 F2 

事例における気象場

と突風関連指数（左）

500 m 高度における

風向・風速及び相当温

位（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.9 1989/03/16 日本海側 F2 事例（局地性擾乱・寒気の移流） 

西高東低の弱い冬型の気圧配置にあり，朝鮮半島から寒気が流

入している。島根県の沖で渦状の流れが形成されており，SReH が

かなり高くなっている。しかし，やや不安定な大気になっている

ものの，他の日本海側 F2 事例よりも更に不安定度が低くなって

おり，環境場の観点では，F3 規模まで発達するには不安定度合が

欠如していたと考えられる。 

図 18 1989/03/16 F2 

事例における気象場

と突風関連指数（左）

500 m 高度における風

向・風速及び相当温位

（単位：K） 

（左下）SReH，（右下）

最大 CAPE 
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4.10 1999/11/25 日本海側 F1-F2 事例（日本海低気圧・寒冷前線） 

北海道の西海上にある低気圧から延びた寒冷前線が日本海沿岸

を通過した際に発生した。寒冷前線上では温位のコントラスト（青

色と緑色）が明瞭であり，寒冷前線に沿った地域の中でも発生地

点周辺は SReH が比較的高く，CAPE の高い範囲の北端部に位置し

ている。CAPEの大きさは，寒候期に発生した F3 竜巻事例を上回

ったが，SReH は低かった。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 1999/11/25 

F1-F2 事例における

気象場と突風関連指

数（左）500 m 高度

における風向・風速

及び相当温位（単

位：K）（左下）SReH，

（右下）最大 CAPE 
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4.11 SReH・CAPE と竜巻強度との間の関係性 

10 事例を分析した結果から以下の傾向が見られる。 

① F3 竜巻事例では共通して，SReH と最大 CAPE の両方が大き

く，太平洋側からの暖湿流の流入が見られた。寒候期（11 月

～4 月）に発生した事例では CAPE が暖候期（5 月～10 月）

に比べて小さいが， SReH が非常に大きく，大気不安定度の小

ささを補っているようである。

② 今回分析した F2-F3 竜巻時の発生環境場は，CAPE（大気不安

定度）が F3 竜巻発生時に比べてかなり低かった。F2 規模と

F3 規模とで風速レベルで違いが大きく，本検討において F2-F3

竜巻を F3 竜巻と混合して扱うべきではない。

③ F2 竜巻でも SReH は F3 竜巻事例と同レベルの大きさになり

得る。冬季の西高東低型の気圧配置下での日本海上での気団変

質時，寒冷前線通過時，暖候期の場合は対馬海峡から日本海に

向かって空気塊が流れ込む時に大気がやや不安定性な状況が

見られたが，多くの事例で大気不安定度は F3 竜巻発生時より

も小さかった。不安定度が大きかった事例もあるが，その場合

SReH が大きくなかった。つまり，両指数が共に大きくなる状

況は見られなかった 1。

図 20 は表 3 における SReH と最大 CAPE の値を竜巻のカテゴリ

別にプロットしたものである。F3 竜巻においては，暖候期と寒候

期で CAPE の大きさが大きく異なっており（5 章参照），寒候期で

は暖候期に比べて値が小さいが，SReH が非常に大きい傾向が見ら

れる。 

図 20 SReH と最大 CAPE の関係 
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1太平洋側の F2，F2-F3 竜巻はこの点で日本海側の F2 竜巻と異

なるようである。太平洋側からの暖気流の流入下で起こるため，

F3 竜巻と同レベルあるいは大きな指数になるケースが見られ

る。実際，小さな竜巻が F3 竜巻発生時の前後あるいはほぼ同時

に発生することが F3竜巻 5事例中 4事例見られた。 

事例数が少ないことが課題であるが，日本海側の F2 規模竜巻

の発生環境場では小さな指数値の下でも竜巻が発生しているとい

う点において，F3 規模竜巻の発生環境場との違いが見られる。

SReH として 250 ～ 300 m2/s2 程度以上，（最大）CAPE として 1600 

J/kg（暖候期）あるいは 600 J/kg（寒候期）程度以上の環境場に

おいて F3 竜巻が発生しているとみなすことができる。EHI に対

しては，3.3 程度を超える場合に F3 竜巻が発生している。この

場合，季節に分けずに通年単位で分析できる可能性がある。 

国内外の関連研究をレビューしたものを付録 B に記した。現時

点では各研究とも課題がある状況であるが，特に米国での成果で

は，F3 規模以上とそれ以外といった大きな竜巻とそれ以外を区分

けすることにおいては両指数が活用できそうである。そこで，次

節では，国内最大規模 F3 あるいはそれ以上の規模の竜巻が発生

するのに適した環境場を対象に，その生起頻度の地域性について

検討する。 

5. 竜巻発生環境場の生起頻度分析

前節において過去に発生した竜巻に対する環境場を分析したと

ころ，国内で（太平洋側で）発生した F3 竜巻では，SReH と（最

大 MU）CAPE の両方が大きな値をとる傾向が見られた。ここでは，

SReH と CAPE それぞれに対してある閾値を設け，その閾値を同時

に超える頻度を分析することにより，国内最大規模 F3 あるいは

それ以上の規模の竜巻発生を観点とした地域性について議論す

る。（杉本ら 2014a）また，参考として EHI に対しても同様に検

討することとする。 

5.1 用いる気象データ 

突風関連指数の地域性を見出すには，詳細なメッシュ間隔でか

つ長期間のデータが必要である。そこで，ヨーロッパ中期予報セ

ンター（ECMWF）の再解析データ ECMWF-Interim（1989 年以降；

水平分解能約 70 km）及び ERA40（1989 年まで；水平分解能約 250 

km）をもとに，気象モデルを用いて数値的に気象場を解析したデ

ータセット（橋本ら 2011）を用いる。当データセットは，気象庁

2.1.4用いる気象データ 

突風関連指数の地域性を見出すには詳細なメッシュ間隔でか

つ長期間のデータが必要である。そこで，ヨーロッパ中期予報

センター（ECMWF）の再解析データ ECMWF-Interim（1989 年以降；

水平分解能約 70km）及び ERA40（1989 年まで；水平分解能約

250km）をもとに，気象モデルを用いて数値的に気象場を解析し

たデータセット（橋本ら 2011）を用いる。当データセットは，

（島根２号炉は，両指数

の超過頻度について

「2.1.6.1」で記載） 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，竜巻発

生環境場の地域性を

相対的に把握するた

めに突風関連指数と

し て 「 SReH 」 及 び

「CAPE」を用いてお

り，主に竜巻規模との
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と電力中央研究所が共同で作成した JRA-25 再解析データ（Onogi 

et al. 2007）よりも 5 km・1 時間ごとと時空間解像度が細かく，

豪雨事例の再現性も高まっている（橋本ら 2013）。本検討では，

1961 年から 2010 年までの 50 年間にわたって 1 時間ごとに解

析されたデータを用いる。詳細メッシュでかつこれほど長期間の

データセットは他に類をみない。 

ECMWF の再解析データは，地球温暖化予測を目的として世界的

に広く活用されており，最も精度が高いものと認識されている。

しかし，空間分解能が非常に粗いため，物理的ダウンスケーリン

グ手法として，WRF モデルを用いた長期再解析により 5 km メッ

シュの気象場を算出してデータセットを作成し，本データセット

で解析されている上空風，気温，気圧等の気象データを用いて，

SReH と CAPE の値を 1 時間ごと・5 km メッシュで算出した。50

年間にわたるデータサンプル数は各メッシュに対して約 4.4×105 

個存在することとなる。 

気象庁と電力中央研究所が共同で作成した JRA-25 再解析デー

タ（Onogi et al. 2007）よりも 5km・1 時間毎と時空間解像度

が細かく，豪雨事例の再現性も高まっている（橋本ら 2013）。

本検討では，1961 年から 2010年までの 50年間にわたって 1時

間毎に解析されたデータを用いる。詳細メッシュでかつこれほ

ど長期間のデータセットは他に類をみない。 

ECMWF の再解析データは，地球温暖化予測に世界的に広く活

用されており，最も精度が高いものと認識されている。しかし，

空間分解能が非常に粗いため，物理的ダウンスケーリングと呼

ばれる手法で 5km メッシュの気象場を算出している。その際，

WRFモデル（Weather Research and Forecasting model；Skamarock 

et al. 2005）と呼ばれる気象モデルを用いた。WRF モデルは，

気象力学・物理現象を数値モデル化したものであり，（竜巻の親

雲の水平スケールに対応する）メソγスケール（水平方向 2km

～20km程度）の気象要素を解析できるコミュニティーモデルと

して世界的に利用されている（付録 2参照）。 

本データセットで解析されている上空風，気温，気圧等の気

象データを用いて，前節で定義した SReH と CAPE の値を 1 時間

毎・5km メッシュで算出する。50 年間にわたるデータサンプル

数は各メッシュに対して約 4.4×105個存在する。 

2.1.5島根県で発生した二つの F2竜巻の気象解析 

2.1.5.1 1975年 5月 31日に発生した事例 

WRF モデルで解析された 3km グリッド領域内の 1500m 高度に

おける雨水粒子混合比・水平風速，及び 100m 高度における温

位・水平風速の分布を図 2.1.7 に示す。図 2.1.7 によると，大

陸からの比較的低い温位の気流が北九州に向かって流れ込んで

いる（総観場に「日本海低気圧や寒気移流」が記録されている）。

また，対馬海峡が太平洋側の暖かい空気の境となっている。大

気下層の竜巻発生地点の西側では風が収束しており（ぶつかっ

ており），この付近で小さな降水域が発生し（総観場に「局地性

じょう乱」が記録されている），竜巻発生地点に向かって沿岸域

を次々と東に移動・通過していた（同じ日に 3 つ竜巻が報告さ

れていた）。 

相関を見るための指

標である「EHI」は参

照していない 

（柏崎 6/7 号炉は，WRF

モデルの利用状況に

ついて「4章」で記載） 

・気象解析の対象とする

竜巻の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，発電

所が立地している島

根県で発生した F2 竜

巻を対象に気象解析

を実施している 

（柏崎 6/7号炉は，気象

解析について「4章」

で記載） 
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図 2.1.7 雨水混合比・水平風速（1500m高度）及び温位・水平風

速（100m高度）の分布（3kmグリッド；1975年 5月 31 日 F2竜巻） 

図 2.1.8 は 3km グリッドに対する SReH 及び CAPE の分布を示

したものである。本事例では，SReHが非常に小さかった。また，

降水域では不安定性解消のために CAPE 値が小さくなっている

が，周辺でも特に西側の北九州沿岸・対馬海峡から CAPE値の大

きな（不安定性の大きな）空気塊が流れ込んでいたことがうか

がえる。 

図 2.1.8 SReH 及び CAPEの分布（3kmグリッド；1975年 5月 31

日 F2竜巻） 

2.1.5.2 1989年 3月 16日に発生した事例 

春先に発生した本事例は，先に取り上げた事例と非常に近い

箇所で発生した。弱い西高東低の冬型の気圧配置下での大陸か

らの寒気流入が顕著であり（総観場に「寒気移流」が記録され

ている），下層大気の強い収束を伴うコンマ状の小さな降水域

（総観場に「局地性じょう乱」が記録されている）が東に通過

した様子が解析されている（図 2.1.9）。このような降水域の先

[K] [g/k
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端部では竜巻が発生しやすい。なお，この事例では発生地点を

少し通り過ぎた後の結果を示している。突風関連指数の分布に

おいては，SReHは非常に高く，CAPEが非常に低いことが明らか

であり（図 2.1.10），先に取り上げた事例と正反対の傾向を示

している。 

図 2.1.9 あられ混合比・水平風速（1500m高度）及び温位・水平

風速（100m高度）の分布（3kmグリッド；1989年 3 月 16日 F2竜

巻） 

図 2.1.10 SReH及び CAPEの分布（3kmグリッド；1989 年 3月 16

日 F2竜巻） 

2.1.5.3 太平洋側 F3竜巻時との違い 

SReH や CAPE において，島根県で発生した 2 竜巻事例が正反

対の傾向を示している点について考えるために，太平洋側で F3

竜巻が発生した際の典型的な分布として，1999 年 9 月 24 日に

愛知県豊橋市にて発生した台風性竜巻時の分布を図 2.1.11 に

示す。図 2.1.11によると，SReHも CAPE もともに大きな値とな

[K] [g/k
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5.2 季節間の傾向差 

F3 竜巻の発生環境場の特徴として，寒候期（11 月～4 月）に

発生した竜巻の CAPE が暖候期（5 月～10 月）に比べて小さく，

SReH が高い傾向にあった。こうした季節に応じた指数の特徴の違

いについて考察する。 

図 21 は，SReH の閾値を 150 m2/s2，CAPE（最大 CAPE ではない）

の閾値を 250 J/kg に設定し，各指数に対する超過頻度（全体の

母数に対する割合（%））を各モデル格子点に対して月別に算出し

たものである。ここでは小さな閾値を設定している 1。SReH に対

しては，日本海及び沿岸域では冬季に頻度が大きく，大きな値を

とる傾向が示唆されている。また，関東平野，及び日高山脈周辺

では年間を通じて他地域に比べて高い頻度を有している。7 月は

全体的に低くなっている。一方，CAPE に対しては，寒候期で低い

値をとり，暖候期で高い値をとる傾向が見られ，緯度依存性も見

られ，Chuda and Niino (2005)の分析結果と整合している。この

緯度依存性は，熱帯域ほど暖かく，高い雲ができやすいことと関

係している。CAPE については，季節・緯度依存性が強く，南に行

くほど，暖かい季節になるほど絶対値が大きくなっている。加藤 

(2008a) でも指摘されているように超過頻度を検討する上ではこ

っている。前述した F2竜巻の事例は SReHあるいは CAPEの値の

片方が大きかった。このことから，F3以上の規模の竜巻が発生

するには，渦（SReH）だけ，あるいは不安定さ（CAPE）だけ大

きいのでは十分でなく，両方がある程度大きくなければならな

いことが推測できる。 

図 2.1.11 SReH及び CAPEの分布（3kmグリッド；1999 年 9月 24

日 F3竜巻） 

（島根２号炉は，CAPE，

SReH の特性について

は「付録 3」で記載） 

332



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

の特徴を踏まえる必要がある。そのため，以下の検討では，季節

に応じた最大 CAPE の閾値を設定して超過頻度を求めている。 

ところで，閾値が変わると図 21 で見られる頻度分布もそれに

応じて変わるが，相対的な頻度大小関係はある程度保持される。

国内最大規模 F3 の竜巻は太平洋側沿岸の平野部で発生している

が，CAPE の値は基本的に南ほど高い値をとるため，CAPE の地域

性とは整合しない（例えば，沖縄では F3 竜巻は発生していない）。

また，SReH においても整合しない（例えば，日本海側で F3 竜巻

は発生していない）。少なくとも片方の指数だけでは F3 竜巻発生

地点の地域傾向を説明することはできない。したがって，SReH・

CAPE の関係性（図 20）から両方の指数を考慮した場合に説明づ

けられるか否かがポイントとなる。 

1閾値を小さく設定するということは，スーパーセルだけではな

く，小さな雷雨発生の環境場も捕捉することを意味する。 
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図 21 月別の SReH （左側 2 列）及び CAPE（右側 2 列） の超過

頻度分布 

 

 

5.3 同時超過頻度分布に見られる傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前節における検討結果（図 20）を踏まえ，SReH の閾値を 250 

m2/s2，CAPE の閾値を 1600J/kg（暖候期）あるいは 600 J/kg（寒

候期）として，同時超過頻度を算出する。また，竜巻発生時には

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 突風関連指数の地域性 

2.1.6.1 両指数の同時超過頻度の詳細分析 

気象学的知見によれば，大きな竜巻を引き起こすスーパーセ

ルの発生には，上空風の強い鉛直シアや大気不安定が大きな要

因である。鉛直シアが強く，上空の渦度が高まっても，大気が

比較的安定であると，積乱雲が巨大に発達することが阻害され

ることが予想される。逆に，大気が非常に不安定で豪雨・豪雪

がもたらされるような状況でも，上空の渦度が小さいと竜巻の

親雲が発生しづらい。そこで，両方の要因が同時生起する確率

について考える（杉本ら 2014）。つまり，SReH と CAPE に対し

て閾値を設定し，両指数とも閾値を超える頻度について考える。

加藤(2008a)も同様のアプローチで竜巻発生頻度の地域性につ

いて検討している。 

1961 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日までの 50 年間・1 時

間毎の再解析データから算出された SReH 及び最大 CAPE のデー

タを分析した。それぞれの指数に対する閾値は，特に CAPEにつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（柏崎 6/7号炉は，両指

数の超過頻度につい

ては 5.で記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・閾値の設定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は太平洋
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降水現象を伴うものと考えられることから，降水量の閾値 2 

mm/hr を条件に追加した。なお，降水量の閾値については頻度値

の大小に若干影響を及ぼすが，結果の解釈には全く影響しないこ

とを確認している。 

暖候期・寒候期別に同時超過頻度を算出した結果を図 22 に示

す。また，図 23 は，気象庁の「竜巻等の突風データベース」で

確認された F2-F3 竜巻及び F3 竜巻の発生箇所を示したものであ

る。暖候期においては，同時超過頻度 0.01 % 前後の地域が茨城

県以西の太平洋側及び九州の沿岸域の平野部に広がっており，超

過頻度の高い地域は F3 規模の竜巻の発生箇所を含包している。

つまり，超過頻度の高い地域で F3 規模以上の竜巻発生に適した

環境場が整いやすいことが示唆されている。それに対し，日本海

側，東北太平洋側，及び北海道・下北半島といった北日本での超

過頻度の値は，1～2 オーダ以上小さな値となっている。 

また，寒候期の超過頻度分布では，頻度が高い地域が南側にシ

フトしているが，F3 竜巻発生箇所がより沿岸に近い地点に限られ

ていること対応している。全体的に暖候期に見られる傾向と同様

であり，また F3 規模竜巻の発生数に季節間の差が見られないこ

とも反映されている。このように，過去の F3 竜巻発生時の環境

いて緯度・季節で絶対値が大きく変わるため，5 月～10 月及び

それ以外に分けて設定する。F3規模の竜巻が発生しうる環境場

の閾値を以下のように設定した。また，竜巻発生時には少なか

らず降水がもたらされるため，降水量の閾値を設定した（村松 

2013）。 

[5月－10月（暖候期）] SReH：350m2/s2 最大 CAPE：1200 J/kg 

降水量：4mm/hr 

[11月－4月（寒候期）] SReH：350m2/s2 最大 CAPE：500 J/kg 

降水量：4mm/hr 

各季節に対してサンプル数は約 220,000である。したがって，

50 年間に 1 回超過するデータがあれば，約 4.5×10-6の頻度と

いうことになり，より小さな頻度を扱うことはできないが，地

域性は異なる箇所間における頻度差をもって議論するものであ

ることから，超過頻度の相対的な大小により F3規模以上の竜巻

発生環境場の地域性の有無を検討する。 

暖候期及び寒候期に対する頻度分布の算出結果を図 2.1.12

に示す。気象庁「竜巻等の突風データベース」で確認される F2

及び F3竜巻の発生箇所を図 2.1.13に示す。両図を比較すると，

図中の 10-4前後の領域が F3規模竜巻の発生箇所との対応性が高

い。寒候期はやや低めの頻度値であるが，暖候期と似た傾向と

なっており，暖候期と寒候期で F3規模竜巻の発生数に両季節間

で大差がないことを反映できている。 

図 2.1.12によると，海上における竜巻の発生の実態は不明で

あるが，暖候期においては，太平洋側，東シナ海から対馬海峡

にかけては超過頻度が比較的大きな値となっている。また，沿

岸域では，茨城県東海岸から西の本州太平洋側，九州太平洋側・

東シナ海側で高く，特に宮崎平野沿岸では大きい。それに比べ

て，日本海側及び沿岸域の値は 1～2オーダー以上小さな値であ

ることが明らかであり，F3規模竜巻の発生が未だ確認されてい

ないことと対応している。なお，本解析データの対象領域は沖

縄を含んでいないが，南西諸島は九州の鹿児島県や宮崎県沿岸

部に比べてやや低い傾向が見られ，実態に即している。寒候期

では，頻度の特に高い地域は，房総半島から大隅半島（鹿児島）

にかけての太平洋側となっている。いずれにしても図 2.1.13に

示される F3規模の発生箇所との対応性が高い。 

側で F3 竜巻が発生し

た際の典型的な突風

関連指数の分布を参

考に設定している 
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場の解析結果を踏まえて設定した SReHと CAPE の閾値を両方超過

する頻度の分布は，実際の F3 竜巻の発生箇所の傾向と整合して

いる。 

図 22 同時超過頻度分布（単位：%，F3 規模以上を対象；左：暖

候期，右：寒候期） 

（実績ベースの閾値（SReH：250 m2/s2，最大 CAPE：1600 J/kg（暖）

600 J/kg（寒））） 

図 23 F3 竜巻（F2-F3 を含む）及び F2 竜巻（F1-F2 を含む）の

発生箇所 

（左：暖候期，右：寒候期） 

図 2.1.12 同時超過頻度分布（単位 %；左：暖候期，右：寒候期） 

図 2.1.13 F2及び F3規模の竜巻の発生箇所（左：暖候期，右：

寒候期；気象庁「竜巻等の突風データベース」による） 
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同時超過頻度分布は，閾値を「超過する」という意味において，

F3 規模あるいはそれ以上の規模の竜巻が発生するのに適した環

境場の生起しやすさを表現していると解釈できる。この分布では，

高標高山岳（九州山地，四国山地，中国山地，中央アルプス等）

の南北で頻度が大きく異なっており，これら山岳によって太平洋

側からの暖気流が遮断される効果（図 6 参照）が大きな竜巻の発

生に影響していることも示唆されている。 

EHI を用いた場合，図 22 に見られる両季節の傾向の中間的な

傾向が見られる。図 24 は，EHI の閾値を 3.3（図 20 参照）にし

た際の超過頻度分布である。通年単位で閾値を設定しているため，

中間的な傾向を示すのは妥当である。また，SReH と CAPE の両方

の指数を用いる方法においても問題がないことを示唆している。

つまり，米国とは異なり（付録 B 参照），国内においては，SReH あ

るいは CAPE の片方が異常に大きく，EHI がある程度高い値を示

すような事例が稀であるからである。 

図 24 超過頻度分布（単位は %；通年；EHI の閾値：3.3） 

2.1.6.2高い山岳の存在による影響 

図 2.1.12によると，高い山岳の存在による影響も見られ，例

えば，九州山地の南側に比べ，その北側（寒候期）では値が急

に低くなっている。同様の傾向が四国山地や中国山地，及び中

央アルプス等でも見られる。これは，「台風等の接近・通過時の

渦度が高い時間帯に同時に太平洋側から暖かく湿った空気塊が

特に開けた平野部（関東平野，濃尾平野，宮崎平野等）に流入

する」という F3規模竜巻の発生シナリオが日本海側ではあては

まらないことを示唆している。 

1990 年 12 月 11 日に千葉県茂原市で発生した日本最大級 F3

竜巻時（総観場：暖気の移流，気圧の谷，寒冷前線）の海抜 100 

m 高度における気象場（風向・風速及び相当温位の分布）を図

2.1.14に示す。太平洋上は（相当温位の高い）暖かく湿潤な大

気状態にあり，12月の冬季としては暖かく湿った大気（緑色）

が太平洋側から千葉県南東部房総半島沿岸に発生した地点に流

れ込んでいることが解析されている。この大気は内陸部に中心

をもつ低気圧の大きな渦に沿って日本海側へ運ばれているが，

日本海側では，相当温位が低くなり，不安定性が解消されてい

ることがわかる。 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，竜巻発

生環境場の地域性を

相対的に把握するた

めに突風関連指数と

し て 「 SReH 」 及 び

「CAPE」を用いてお

り，主に竜巻規模との

相関を見るための指

標である「EHI」は参

照していない 

（柏崎 6/7号炉は，高い

山岳の存在による影

響について「付録 D」

で記載） 
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5.4 F3 規模の最大風速を考慮すべき地域 

図 22 より国内最大規模の F3 竜巻が発生するのに適した環境

場が形成される頻度には地域差があることがわかった。この分布

形態から実際に F3 規模の竜巻を考慮すべき地域を特定するには

確率論的な議論が必要である。つまり，国内のガイドで記載され

ている超過確率 10-5，米国のガイド等（Ramsdell and Rishel 2007，

U.S. NRC 2007）で記載されている超過確率 10-7 を参考として必

要となる風速レベルを考慮する必要がある。 

このような高い山岳の南側と北側で空気塊の性質が変わるこ

とはいずれの F3規模の竜巻でも見られている。気象学的には，

太平洋側から流入した大気下層の空気塊が山岳を越えようとし

た場合，空気塊の上昇に伴い気温が低下し，昇り斜面上空で空

気塊が飽和して降水粒子が生成され，湿潤不安定な状態が解消

されることもある。この場合，空気塊が山岳を乗り越えたとし

ても乾燥・安定化の進んだ空気塊になるため，太平洋沿岸部で

竜巻を引き起こした大気が，例えば日本列島の中央部に存在す

る高く複雑な山岳域を湿潤不安定な状態のまま乗り越えて日本

海側に流入して大きな竜巻を引き起こすことは考えられない。 

図 2.1.14 1990年千葉県茂原市にて発生した F3竜巻時の 100m高

度における気象場 

（図中の×は発生地点を表す。白色はモデル地形標高が海抜 100m

以上を指す。） 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，発生環

境場の地域性を相対

的に把握するために

突風関連指数を用い

ているため，竜巻規模

ベクトル：風向・風速 

カラー：相当温位[単位：絶対温度 K]（273.16 K=0 ℃）
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図 25 は，ハザード評価と同様に海上 F 不明竜巻を按分して各

F スケール竜巻の 51.5 年間（1961 年～2012 年 6 月）擬似発生

数を分析し，F スケールごとに発生率（対象 F スケールの発生数

/擬似発生数）を地域別にプロットしたものである。太平洋側と北

日本とでは竜巻の全発生数に大差はないことから，この発生率で

対象 F スケール竜巻の発生しやすさをおおむね把握することがで

きる。Dotzek et al. (2005)と同様，F スケールが大きくなるほ

ど指数的に頻度が低減しているが，F3 規模の発生率は，茨城県以

西太平洋側・九州沿岸では，その他の地域に比べ 1 オーダ程度発

生率が高くなっており，突風関連指数の分析結果と整合している

ことがわかる。日本海側沿岸や東北太平洋側・下北半島では，F3 竜

巻が発生していないため，もっと頻度が小さくなることが予想で

きる。また，F2 規模になると地域差が小さくなり，F0 規模では

むしろ太平洋側の方が若干少なくなることも見てとれる。 

九州電力川内発電所を対象とした竜巻影響評価において，（海岸

線に対して陸側・海側 5 kmの竜巻検討地域に対する）ハザード評

価結果では，F3 規模竜巻（風速 92 m/s）に対する超過確率は大

凡 10-6～10-7 にある。上記のように，日本海側を含む北日本では

F3 規模竜巻の発生しやすさ，及び発生数は，太平洋側に比べて少

なくとも 1 オーダは低いことを考慮すると，F3 規模竜巻の風速

が生起する確率は，超過確率にして 10-7～10-8 を下回る。この超

過確率レベルは米国のガイドに規定されているレベルを下回って

いる。そのため，北日本・日本海側の地域では，F3 規模竜巻の風

速レベルは基準竜巻風速としては想定範囲外の範疇に入ると考え

ることができる。 

図 25 各 F スケールの発生率 

に特定した検討は実

施していない 

339



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

5.5 閾値が同時超過頻度の分析結果に及ぼす感度 

小さな閾値を設定すると，雷雨（非竜巻）・小さな竜巻の発生を

勘案することとなるため，全体的に頻度値が上昇し，（発生実績と

同様に）地域性が明瞭でなくなる。一方，非常に大きな閾値を設

定すると，F4・F5 規模の非常に大きな竜巻に着目することになり，

高頻度域は太平洋側の更に限定された地域になる。杉本ら 

(2014b)は，国内最大規模の F3 規模が発生する環境場として適切

な閾値を，SReH については 150～550 m2/s2 の範囲（100 m2/s2 刻

み），最大 CAPE に対しては，200～1500 J/kg（100 J/kg 刻み）

の範囲の値の組み合わせで検討した。最適とみなされた組み合わ

せに対する結果は図 22 に示した結果におおむね沿ったものとな

っている（付録 E）。 

突風関連指数を用いたメソスケール分析はスーパーセル型竜巻

に適するため，非スーパーセル型竜巻を含む F2 規模の竜巻を含

めた分析に SReH や CAPE といった突風関連指数を用いる適用性

は微妙ではあるが，ここでは F2 規模以上の竜巻の発生頻度を念

頭においた閾値について考えてみる。 

図 20 の結果から両指数の閾値を 

SReH： 200 m2/s2 

最大 CAPE ：1000 J/kg（暖候期），350 J/kg（寒候期） 

とする 1。ただし，暖候期については 参考にできる竜巻が 1 事例

しかないため，650 J/kg の閾値についても検討する。EHI を用い

る場合，島根県で発生した 1989/03/16 F2 事例以外は 1.5～2.0 

前後の EHI に入っているが，1989/03/16 F2 事例では 0.8 強に

とどまっている。そこで，1.5 と 0.8 を EHI の閾値として超過

頻度の算出を試みる。 

同時超過頻度の算出結果を図 26 に示す。F3 規模以上の竜巻を

対象とする場合よりも頻度は全体的に上がっている。図 22 では

奄美・沖縄方面では本州（茨城県以西）太平洋側に比べて頻度が

やや低くなる傾向が推測されるが，図 26 では奄美・沖縄地方で

も値が高い傾向が推測され，実際の発生箇所（図 23）に整合して

いる。 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

（同上） 
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図 26 同時超過頻度分布（単位：%，F2 規模以上を対象；左：暖

候期，右：寒候期） 

（SReH の閾値：200 m2/s2，最大 CAPE の閾値：1000 J/kg （暖）

350 J/kg（寒））） 

暖候期においては，福島県から宮城県の太平洋側及び本州日本

海側沿岸での頻度が高まり，中部地方以西では内陸も含めて頻度

が高く，東日本も内陸深くまで頻度が高くなっている。実際の F2 

規模以上の発生箇所の多くを含包できている。しかし，北海道の

石狩地方以北で F2 竜巻が計 4 個発生しているが，同時超過頻度

はかなり低い。CAPE の閾値を 1000 J/kg から 650 J/kg 程度まで

落とすと対応性は高まり（図 27），能登半島以北の日本海側・北

日本における頻度は本州・中日本以南に比べて少し低い程度とな

って，全体的に地域間の差は薄れる。図 25（F2 規模以上の場合，

全国平均からの差は，太平洋側とそれ以外の地域ともに 1 オーダ

の差はない）を踏まえると，図 27 の方がベターと考えられる。 

1太平洋側 F2・F1-F2 竜巻の場合は F3 規模に対する閾値を同時

に超過する竜巻がいくつか存在する。その一部は F3 竜巻（茂

原竜巻，豊橋竜巻，つくば竜巻）とともに発生したものである。

環境場としては F3 竜巻が発生し得る状況下でも，マイクロス

ケールの気象メカニズム等で小さな竜巻が発生することがある

と解釈できる。つまり，閾値は，環境場（親雲スケールの気象

場）を観点とした，対象規模の竜巻が発生するための「必要条

件」であるといえる。 
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図 27 同時超過頻度分布（単位：%，暖候期） 

（SReH の閾値：200 m2/s2，最大 CAPE の閾値：650 J/kg） 

オホーツク地方で頻度が高く，F2 規模程度の竜巻が発生する環

境場は東北・道南地方に匹敵した確率で形成され得るといえる。 

また，候期においても福島県から宮城県の太平洋側，襟裳岬か

ら道南方面の沿岸部，及び本州・道南の日本海側沿岸で頻度が大

きくなっている。道南より北側の日本海側沿岸で頻度が増えてい

ないのは実態と整合している。中央アルプス以北の中央山地で頻

度は低目である。この地域で竜巻は 2 箇所発生している（図 23）

が，共に F1-F2 規模の小さな竜巻である（図 28）。 

図 28 F1-F2 竜巻の発生箇所 

第 4 節における個別竜巻の分析事例において，暖候期に対して

は 1988 年以降に発生した F2 あるいは F1-F2 竜巻が 1 事例し

かない。図 26 に示した東北太平洋側沿岸から道南・道東にかけ

ての頻度において，暖候期の方が低いというのは海水温の高さの

季節性との整合性にも欠けるため，最大 CAPE の閾値は 1000 J/kg 

よりも小さくした方がよいと思われる。図 27 で用いた閾値 650 
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J/kg の妥当性の判断は今後発生するであろう F2 規模の竜巻の発

生を踏まえた分析結果をもとに再度検討する必要があるが，おお

むね発生状況の地域性は表現できている。 

EHI を用いた場合，EHI 1.5 では，図 26 の暖候期，寒候期の

状況を平均的に見たときの頻度分布に大凡あてはまる（図 29 左

図）。1989/03/16 F2 事例を参考に 0.8 まで閾値を下げると，地

域性は殆ど見られなくなる（図 29 右図）。上述のように，暖候期

の分布は図 26 よりも閾値を下げた図 27 の分布の方がよい傾向

が見られることから，EHI 1.5 の結果は頻度を過少に評価してい

る可能性がある。しかし，閾値を 0.8 まで落とした結果では，茨

城県以西太平洋側＋九州沿岸と，それ以外の地域との差がかなり

小さく，落としすぎのようである。いずれにしても，F2 規模以上

の竜巻を対象とする場合，F3 規模以上を対象とする場合とは異な

って季節間での発生数の差があり（図 23），EHI を用いた通年評

価をすることについては議論の余地が大きい。 

図 29 超過頻度分布（単位は %；通年；EHI の閾値：（左）1.5，（右）

0.8） 

6. 佐呂間竜巻に対する考察

図 22 の同時超過頻度分布において，北海道では超過頻度が非

常に低いが，網走支庁佐呂間町では F3 竜巻が発生している。こ

こではこの竜巻に対する考察及び影響評価における取り扱いの方

向性について述べる。 

佐呂間竜巻の発生メカニズムについて過去の知見を踏まえ，図

30 のように模式的に示した。図 11 に示したように，当竜巻発生

時においては，太平洋側からの暖気流が道東・オホーツク地方に

流入している環境下で，高い SReH を伴う寒冷前線が通過してお

り，図 20 に示すように，SReH，CAPE ともに一定の高さを保持し

ていた。この意味で，太平洋側で過去に発生した F3 竜巻の環境

場の特徴と同様の特徴を有する。ただし，CAPE については，図

一方，北海道佐呂間町で発生した F3 竜巻のみ，図 2.1.12 の

頻度分布が低い地域の比較的内陸部で発生している。この事例

も，解析によれば，太平洋側から暖かく湿った風が十勝地方に

流入する状況下で，時を同じくして寒冷前線が通過した際に発

生している（図 2.1.15）。 

図 2.1.16は SReH の超過確率分布（50年間）である。大気不

安定な大気の流入機会が極めて少ないため，図 2.1.12の同時超

過確率の地域性においては，日高山脈の東側はさほど超過頻度

は高くないが，図 2.1.16では，日高山脈付近とその北東側に（佐

呂間竜巻の卵が発生し，発達した地域）非常に高い頻度値が見

られることから，強い渦が発生しやすい地域であることがわか
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11 に示したように，SReH とは異なり，降水域が発達した日高山

脈の東側に広く高い値をとっているわけではなかった。一方，加

藤 (2008b) が以下のように指摘しているように，この竜巻に対し

ては周辺地形によるマイクロスケールの影響を無視できない。 

図 30 佐呂間竜巻の発生メカニズムに関する模式図 

「下層での鉛直シアの強化は，ガストフロントの前面下層の気

圧低下による水平風加速に加えて，強い鉛直渦度生成領域の風上

（南南東）側に南南西～北北東に伸びる最大標高 600 m 以上で幅 

10 km ほどの尾根による山岳波の影響を少なからず受けている。

実際の竜巻発生位置の風上側にも同様な尾根が存在していること

から，佐呂間竜巻は地形の影響を受けて発生したと考えられる。」 

このマイクロスケールの効果は環境場では考慮できない（解像

できない）ため，両指数の値は，特に SReH では図 20 でプロッ

トした結果よりも高まっている可能性が高い 1。

前節でも議論したように，オホーツク地方は北海道の中でも F2 

規模以上の竜巻であれば本州北日本と同等の頻度で環境場が形成

されやすい地域であるが，F3 規模以上の竜巻に対しては環境場が

形成されがたい，つまり F3 規模に到る程度に大気不安定な空気

塊の流入と高渦度を有した総観場の通過が同時に発生する頻度が

極めて低い。佐呂間竜巻が地形影響を受けていることを踏まえる

と，竜巻発生を観点とした気候としては，この地域で F3 規模の

竜巻発生に適した環境場は極めて生起しがたく，佐呂間竜巻発生

時においても F3 規模竜巻の発生には（特に最大 CAPE において

は）微妙な環境場であった 2 が，近隣の周辺地形の影響を強く受

けて F3 規模の竜巻発生に到ったと解釈するのが妥当と考えられ

る。 

上述のように，竜巻発生環境場に関する同時超過頻度分布（図

22），及び発生率の分析結果（図 25）をもととした超過確率の議

る。さらに，加藤(2008b)は詳細なモデル解析結果から，佐呂間

町周辺の地形の特殊性を以下のとおり指摘している。 

「下層での鉛直シアの強化は，ガストフロントの前面下層の気

圧低下による水平風加速に加えて，強い鉛直渦度生成領域の風

上（南南東）側に南南西～北北東に伸びる最大標高600m以上で

幅10kmほどの尾根による山岳波の影響を少なからず受けてい

る。実際の竜巻発生位置の風上側にも同様な尾根が存在してい

ることから，佐呂間竜巻は地形の影響を受けて発生したと考え

られる。」 

寒冷前線の西側にある寒気が，前線が日高山脈を通過する際

に山脈の下り斜面を急速に下降，大気不安定の増幅に寄与し，

図 2.1.17 の点線で囲まれた範囲において前線付近における高

い鉛直シア（SReH）とともに，メソサイクロン（親雲）の発生・

強化につながったことが示唆されているが，同様の現象は米国

でも報告されている（Bosart et al. 2006）。上記の幅 10km の

尾根は，図 2.1.18の円で囲まれた山が対応するが，この山に向

かって，南東から湿った暖かい大気が流れ込み，この山を乗り

越えた際に竜巻発生地点周辺の鉛直シアがさらに強化されたこ

とが，加藤(2008a)が指摘する山岳の影響にあたる。さらに，寒

冷前線から流れ出た冷気と暖気が発生地点周辺の平野部でぶつ

かり，不安定性を増したことで竜巻が発生した。このように，

佐呂間竜巻は地形と総観場の相互作用で発生した特殊な事例で

あったことがうかがえる。 
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論では，竜巻検討地域の設定及び基準竜巻風速 VB1の設定に佐呂間

竜巻を特段考慮する必要はない。それはこの竜巻が基準竜巻設定

で対象としている地域性・空間スケールよりも局地的・小さな空

間スケールを有する地形影響を受けたものであるからである。む

しろ，この影響については，ガイドにおける設計竜巻 VD の設定時

に考慮するのがガイドの趣旨に沿っている。 

1 MLCAPE の値は非常に小さく（瀧下ら 2011），MUCAPE の値は

大きめであることから，尾根を乗り越えた先の佐呂間町上空に

おける（寒冷前線起因の）冷気流の上側で，大気が局所的に不

安定になっている可能性は否定できない。 

2 佐呂間竜巻は季節の変わり目に発生したが，暖候期の傾向が

強かった（図 27 参照）といえる。 

佐呂間竜巻のような竜巻が発生するかどうかについては，当時

の気象場（総観場（寒冷前線），気流場，大気不安定度）と周辺地

形の類似性を確認すればよい。確認のポイントとしては，これま

でに説明した気象場の分析結果を踏まえれば以下の 2 点である。 

・太平洋側からの暖湿流が高標高山岳等に遮断されずに直

接流入し得る地域である。 

・近隣地形（数キロ程度四方の範囲）において，（太平洋側

からの）暖気流の流入方向に尾根状の丘・山が存在する

こと。 

この条件を満たせば，寒冷前線通過時に，暖かい空気塊が尾根を

乗り越えて寒冷前線起因の冷気流の上側に流入できる。このよう

な確認を行う必要があるのは，東北太平洋側や北海道オホーツク

地方・道南地方等太平洋に面した地域に立地した発電所である。

柏崎刈羽原子力発電所は沿岸部に立地しているため，佐呂間竜巻

で影響を及ぼしたような尾根形状の島が沖近くに存在するかがポ

イントとなる。 日本海側沿岸部に立地した柏崎刈羽原子力発電所

においては，高標高山岳の影響が大きいため（図 6），不安定性の

非常に大きい暖湿流が流れ込むような状況は生じがたい。 
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図 2.1.15 2006年北海道佐呂間町にて発生した F3竜巻時の 500m

高度における気象場 

（図中の×は発生地点を表す。白色はモデル地形標高が海抜 500m

以上を指す。） 

図 2.1.16 閾値を超過する頻度（%） 

（SReH の閾値：350m2/s2，降水量の閾値：4mm/hr，左：暖候期，

右：寒候期） 

ベクトル：風向・風速 

カラー：相当温位[単位：絶対温度 K]（273.16 K=0 ℃）
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図 2.1.17 佐呂間竜巻の親雲発生箇所（点線部）と移動方向（矢

印部） 

図 2.1.18 佐呂間竜巻の発生箇所（×）及び風の流れ（矢印部）

と影響した山岳（点線部） 

× 
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7. まとめと今後の課題

以上，数値気象モデル及びモデル解析データをもととした竜巻

検討地域の設定方法について，特に検討地域における最大竜巻規

模を基準竜巻風速 VB1 として採用できるかどうかを観点として，

竜巻発生環境場の分析を行った。その結果，以下の結果が得られ

た。 

・ F3 規模の竜巻，F2-F3 規模の竜巻（1988 年以降），日本海

側 F2 規模の竜巻（1988 年以降），及び日本海側 F1-F2 規

模の竜巻（1988 年以降）を対象に，WRF モデルと ECMWF 再

解析データを用いた気象解析を行い，5 km 解像度での気象

場と突風関連指数（SReH・CAPE）の分布を分析した。 

・ 上記竜巻事例に対して竜巻発生地点周辺における SReH と

CAPE の両指数の値を分析し，F3 規模以上の場合と F2 規模

以上の場合の両方に対して，地域性を考える際の妥当な閾値

について検討した。 

・ F3 規模以上の竜巻を対象とした閾値を同時に超過する頻度

の分布を 50 年間の長期再解析データをもとに算定した。そ

の結果，茨城県以西の太平洋側沿岸及び九州沿岸の平野部で

頻度が高く，実際の竜巻発生箇所とも整合していた。一方，

その他の地域では，上記太平洋側地域に比べて 1～2 オーダ

低い頻度であった。 

・ 総観スケールでの気流場では，日本列島の高標高山脈によっ

て太平洋側から流れ込む不安定性の高い暖湿流が遮断され

（図 6），この気流パターンが F3 規模の大きな竜巻が日本海

側で発生せず，茨城県以西の太平洋側沿岸域において発生す

るという実績と関係していると考えられる。大きな竜巻はさ

まざまな総観場区分に発生しているが，総観場区分で「局地

性」と判定された竜巻は，スケールの小さな非スーパーセル

型であり，上記太平洋側沿岸域と対応していない。一方，総

観場として「台風性」と判定された大きな竜巻の発生箇所は

対応している。そのため，台風性の大きな竜巻の発生箇所を

検討地域の設定の参考にすることは一つの方法として考え

られる。 

・ 同時超過頻度分布の特徴は，擬似竜巻発生数を用いた F3 竜

巻の発生率の地域差と対応していた。2 つの突風関連指数を

用いた分析は地域性検討に有効であると考えられる。また，

超過確率の観点では，10-7 の超過確率以上の風速を検討対象

とするのであれば，F3 竜巻の風速レベルを考慮すべき地域

2.1.7 まとめ 

長期間の高解像度気象データをもとに，突風関連指数の地域

性について検討した。その結果，鉛直シアによる渦に関連した

SReH と大気不安定に関連した CAPE の両方がある一定の閾値を

超える超過頻度の分布が，過去に記録された F3規模竜巻の発生

箇所をよく表現できることが示された。この頻度分布によれば，

日本海側では，F3規模の大きな竜巻生成につながる環境場の発

生頻度が，茨城県以西の太平洋側及び九州西岸域の沿岸部に比

べて 1～2オーダー小さい。この傾向は，大きな山脈で太平洋側

からの湿った風の流入が妨げられる効果とも関連しているとい

える。 

また，頻度分布が低い佐呂間町で発生した F3 竜巻について

は，周辺地域は強い渦が発生しやすいこと，発生地点の風上側

には（親雲の発生・発達に適した）太平洋に面した平野（十勝

平野）があること，さらに親雲が移動した先には高い山岳や幅

を有する尾根状山地があること，平野部がこれら山岳に囲まれ

るという特殊な地形状況下にあること，山岳の麓において渦が

強化されたこと等が過去研究等でも指摘されており，極めて特

殊な事例であったと考えられる。 

・気象解析の対象とする

竜巻の相違 

【柏崎 6/7】 

（2.1.3と同じ） 
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は上記太平洋側・九州の沿岸域に限られる。 

・ 佐呂間竜巻に関連して，オホーツク地方は気候的には F2 竜

巻が一定以上の生起確率で発生し得る地域であるが，F3 規

模以上の竜巻発生環境場は極めて形成されがたい地域であ

る。佐呂間竜巻に対しては周辺地形の影響を少なからず受け

たことが報告されており，基準竜巻設定ではなく，設計竜巻

設定時にこの竜巻と類似したものが発生する可能性を定性

的に考慮するのがガイドに沿っている。 

・ EHI を用いた評価は，F3 規模以上の場合ではおおむね良好

であるが，F2 規模以上の場合では，季節間の発生数の違い

が大きいため，通年レベルでの評価が難しいようである。現

時点では，季節を分けて SReH と最大 CAPE を用いて評価す

る方がベターだと思われる。 

・ メソスケールで分析した結果は，竜巻の発生メカニズムの観

点において，大きな竜巻の発生に対する大気場の必要条件を

把握する上で有効である。総観場傾向から設定した検討地域

は，メソスケールでの分析結果と整合した。 

・ メソスケールでの検討によって得られた必要条件的な傾向

は，突風関連指数の分析においては，実際には大きな竜巻が

発生しなくとも発生し得る環境場であった事例を排除して

いないため，実態よりも広い範囲で大きな竜巻が発生し得る

地域を評価する点において保守的な評価を行っているとい

える。 

今後の課題として，将来的な気候変動により規模や発生数の増

加傾向となることは否定できないため，最新のデータ・知見をも

って気候変動の影響に注視し，必要に応じて見直しを実施してい

くものとする。 

・地域特性の確認方法の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，竜巻発

生環境場の地域性を

相対的に把握するた

めに突風関連指数と

し て 「 SReH 」 及 び

「CAPE」を用いてお

り，主に竜巻規模との

相関を見るための指

標である「EHI」は参

照していない 
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